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論文

分娩時および産祷入院中の看護時間調査
手宇仰#t4Hヲ't，Wt4U1-タ

1. 緒言

岩谷澄香ヘ高橋里亥ヘ白井やよいの志田映子3)

玉里八重子4)、宮田久枝ぺ勝文浜子5)、篠塚ひとみ5)

1)滋賀県立大学、2)公立高島総合病院、3)明愛産婦人科

4)滋賀医科大学、5)滋賀県健康福祉部

背景 わが国における急速な少子化の進展は、どのような対策も効を示さず、留まる様子は見えず、2004

年の出生数は1110835人(合計特殊出生率1.288)8)と1899年に統計を取り始めて以来の最小を更新 した。

このような中、平成14年の全国の分娩場所の状況は病院52.3%、診療所46.5%と病院が半数以上を占めてい

る。

本県においては病院41.8%、診療所57.6%と全国とは逆の状況で診療所が過半数を占めているが、分娩介

助および周産期ケアの専門家である助産師の就業状況は、病院62.8%、診療所22.6%と病院に集中している

状況である。これらより妊娠・出産への安全性・快適性を確保する必要性が高まり助産師の適正配置に関す

る検討会が設置された。

目的 より安全 ・快適な出産が行える体制を整備するための助産師の適正配置検討の基礎的資料とするた

め、助産師が分娩時および産樗入院中に提供する看護時間を把握することを目的とした。

方法 妊婦が分娩目的に入院してから分娩後退院するまでの期間中に、助産師および看護師が、全勤務時

間帯において妊産裸婦に提供した看護時閣を測定した。時間の測定方法は、測定表に基つ、き、ケアの項目

毎の看護の関わりをポイント化し、点数の記載を求めた。調査票への記載は、直接看護を提供した助産師

および看護師に依頼した。

結果 分娩時の看護時間の平均は6.2土3.8時間であった。病院と診療所別にみると病院は5.6::t2.4時間，

診療所は6.7::t4.4時間で、両者聞に有意な差は認められなかった。産樗入院中の看護時間の平均は13.5::t4

9時間であった。これを病院と診療所別にみると、病院は13.3::t6.7時間(助産師9.5::t5.8時間，看護師3.8

::t4.7時間)で、診療所は13.6::t3.2時間(助産師4.4::t2.6時間，看護師9.2::t3.4時間)であり、施設聞にお

ける助産師および‘看護師の看護時間に有意な差を認めた(pく0.01)。

分娩時の看護時間と産祷入院中の看護時聞を合計すると、病院は18.8::t8.2時間で診療所は20.3::t5.6時

間で、平均19.7土6.8時間であった。

結論 助産師および看護師の看護行為を量的にiJllJ定し、分娩時および産婦入院中に助産師が提供する看護

時間は12.8::t6.4時間で、助産師と看護師が提供する総看護時間は19.7::t6.8時間であることが把握できた。

助産師 ・看護師の看護時間は、病院と診療所の聞において有意な差を認め、病院では助産師の方が長く 、

診療所では看護師の方が長いことが明らかとなった。

キーワード 看護時間分娩時産祷入院中助産師看護師

わが国における急速な少子化の進展は、 どのような

対策も効を示さず、留まる様子は見えず、 2004年の出

生数川ま1110835人(合計特殊出生率1.288)8)と1899年に

統計を取り始めて以来の最小を更新した。このような中、

2002年の全国の分娩場所の状況2)は病院52.3%、診療所

46.5%と病院が半数以上を占めている。
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本県3)においては病院41.8%、診療所57.6%と全国と は

逆の状況で診療所が過半数を占めているが、分娩介助お

よび周産期ケアの専門家である助産師の就業状況4)は、

病院62.8%、診療所22.6%と病院に集中している。これら

より、診療所においては助産師不足を補う手段として、

看護師や准看護師等が助産業務を実践する場合もあり、

母子の安全性を保証することが困難な状況が起こってい
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る。そこで、妊娠・出産への安全性・快適性を確保する必

要性が高まり、助産師の適正配置に関する検討会が設置

された。検討会委員の構成は産婦人科医師4名(産婦人

科医会会長，会員 3名)、助産師8名(日本助産師会県支

部長，会員 2名，看護協会助産師職能理事，大学教員4

名)の12名である。

米英国側では分娩時の安全を確保するために必要と

される助産師の配置基準が作成されている。わが国では

看護師の人員配置に関しては医療法施行規則7)第四条

で規定されているが、助産師の配置基準に関しては同

条に「適当数」という暖昧な表現で記載されているのみ

である。またわが国における助産師の配置に関する研

究側 10)も数少ない。

本研究は、より安全 ・快適な出産が行える体制を整備

するための助産師の適正配置検討の基礎的資料とするた

め、助産師が分娩時および産樗入院中に提供する看護時

聞を把握することを目的とした。

II. 調査方法

1.調査対象

産科有床病院5施設および産科有床診療所5施設に、 経

腔分娩を目的に入院した以下の条件を満たした50事例を

対象とした。妊娠中母児ともに分娩に影響するような重

大な異常がなく経過した事例で、正期産(妊娠37週~妊

娠41週)で出産し、分娩様式，出血量，児のアプガール

スコアなどに異常のなかったものとした。なお分娩の経

過中に緊急、帝王切開となった事例は除外した。

回答のあった45事例のうち、有効回答を得た41事例を

今回の分析対象とした。有効回答率は82.0%であった。

2.調査方法および内容

妊婦が分娩目的に入院してから分娩後退院するまでの

期間中に、助産師および看護師が、全勤務時間帯におい

て妊産裸婦に提供した看護時聞を測定した。分娩時の看

護は、助産師の行う業務と見なし、産樗入院期間中の看

護時間に関しては、ケアの項目毎に援助者を助産師と看

護師に分けて調査を行った。時間の測定方法は測定表

(資料1，2) に基づき、ケアの項目毎に l回の看護の関わ

りが10分までの場合は1点とし、 10分以上の場合は10分
を l点としてポイン卜化し、点数の記載を求めた。実測

値を得ることが望ましいが、緊急性の高い産科病棟のス

タッフに測定を依頼する形をとったため、入院から退院

まで 3交代の全勤務中の看護時間の実測は不可能とのこ

とで協力を得ることができず、ポイント制とした。調査

開始までに研究者の施設において 2例のプレテストを実

施し、調査票の修正や測定法などを検討した。調査票へ

の記載は、直接看護を提供した助産師および看護師に依

頼し、調査票の回収は検討会委員が行った。

分娩各期の看護時間は次のように定義した。分娩第 1

期11)とは、陣痛が10分おきに規則正しく起こるかあるい

は1時間に 6回起こる時を分娩開始とし、子宮口が全聞

大するまでをいう。この期間に実施した全ての看護行為

時間の合計を分娩第 l期の看護時間とした。分娩第 2期

とは、子宮口全聞大から胎児娩出までの期間であり、分

娩第 3期とは胎児が娩出してから胎盤が完全に娩出する

までの期聞をいう。分娩第 2期と 3期は、比較的短時間

の内に集中的に看護が実施される期間であることより、

本研究では分娩第 2期と 3期を合わせて、分娩 2，3期

としてまとめた。この期間に実施された全ての看護行為

の合計を分娩第 2，3期の看護時間とした。分娩第4期と

は、分娩後の120分間をいう。この期間に実施された全

ての看護行為の合計を分娩第 4期の看護時間とした。分

娩時総看護時間とは分娩第 1期から分娩第 4期までの聞

に実施された看護時間の合計とした。

産祷入院中とは分娩第4期終了後退院までの期間とし

た。この期間に実施された全ての看護行為の合計を産祷

入院中の総看護時間とした。産樗入院中の看護時間は祷

婦と新生児に分け、祷婦に実施された看護行為の合計を

祷婦への看護時間とし、新生児に実施された看護行為の

合計を新生児への看護時間とした。

3.調査期間

平成16年 2 月 5 日 ~2 月 18 日

4.分析方法

分析は、社会統計ソフト SPSSll.0J for Windous 

を用いて行ない、 2群聞の平均値の比較は t検定を用

L 、fこ。
5.倫理的配慮

事例および測定者に関して個人および施設が特定され

ないよう、無記名とした。調査結果は、統計的処理を行

い調査目的以外には使用しない。

ill. 結果

1.対象の背景

1)対象の背景は施設別では、 診療所が24例 (58.5%)、
病院が17例 (41.5%)であった。設置主体別では個人が

一番多く約半数あり、ついで医療法人，市町村と続いて

いた。分娩経験別では、初産婦21名 (51.2%)、経産婦20
名 (48.8%)とほぼ半数づ‘つとなっていた。

2)新生児の収容方法は、全ての施設が母子同室であっ

7こ。

3)分娩所要時聞は表 1に示した。分娩所要時間の平

均は9.2:t6.3時間であった。これを分娩の時期別にみる

と、第1期は8.6:t6.1時間， 2期は26.9土24.6分， 3期は5.5
:t2.9分であった。次に初産婦と経産婦別にみると、初

産婦は9.6:t6.1時間、経産婦は8.6:t6.6時間であり、分



分娩時および産樗入院中の看護時間調査

娩第1期と第3期は両者聞に有意な差は認められなかった

が、分娩第2期は初産婦が有意に長くな っていた(p<O.01)。

表 1 分娩所要時間

分娩時期 平均所要時間 初産品ii¥ 経産婦

分娩第¥)朝 8.6土6.¥時間 8.9土6即時|間 8.3I6.6時間

分娩第2)開 26.9土24.6分 41.4I26.6分 ¥1.9土7.9分

分娩第3期 5.5I2.9分 5.0土2.2分 6.¥土3.5分

合計 9.2I6.3時間 9.6I6.¥時間 8.6士6.6時間

l-testの結県.*;P<O.OIで初産婦と経産婦の聞に有意な遭いが認められた

2.分娩時の看護時間

1)病院と診療所の分娩時看護時間

病院と診療所の分娩時看護時間は表 2に示した。分娩

時看護時間の平均は6.2::1::3目8時間であり、分娩時期別に

みると第 l期は4.5土3.4時間、第 2，3期は41.3土34.3分，

第 4期は61.0::1::40.8分となっていた。病院と診療所別に

みると病院は5.6::1::2.4時間、診療所は6.7::1::4.4時間で、

両者聞に有意な差は認められなか った。

表2 病院と診療所の分娩時看護時間

分間I I 平均看護時間 | 病院 ! 診療所

分娩第1)明

61.7 I41.3分

4.5I3.4日寺間 3.9I2.¥5¥時間 4.9I4.¥日寺田1

分娩第2.3WI 41.3土34.3分 35.6I4.3分 45.4I27.2分

分娩第4)朋 61.0土40.8分 60.0I41.0分

合骨十 6.2I3.8R寺間 5.6I2.4時間 6.7士4.4時間

2)初産婦と経産婦の分娩時看護時間

初産婦と経産婦の分娩時看護時間は表 3に示した。分

娩時の看護時聞を初産婦と経産婦別にみると、初産婦

6.9::1::4.1時間で、経産婦5.6::1::3.3時間であった。分娩第

1期と第 4期は両者聞に差は認め られなかったが、分娩

第 2， 3期は初産婦が有意に長くなっていた(pく0.05)。

表 3 初産婦と経産婦の分娩時看護時間

分娩側 平均看護時間 | 初産婦 | 経産婦

分娩第¥1明 4.5I3.4時間 5.0:!:3.8時間 4.0I2.9時間

分娩第2.3期 41.3I34.3分 53.3I37.7分 28.8I25.4分

分娩第4期 61.0I40.8分 60ぶ~ 62.0I46.9分

合計 6.2士3自時間 6.9I4.1時間 5.6I3.3R寺問

t-testの結果本 P<O.05で初産婦と経産婦問に有意な違いが臨められた

3.産樗入院中の看護時間

1)祷婦への看護時間

祷婦への看護時聞は図 1に示した。産祷日数毎の助産

師と看護師の祷婦への看護時間については、助産師は分

娩当日は看護師の 2倍以上であり、産樗 5日目に看護師

3 

よりやや多く なっていた。産祷 1日目から 4日目は、看

護師の方が助産師よりやや多くなっていた。産祷入院中

の祷婦への看護時間の合計をみると助産師は4.28::1::3.19

時間で、看護師は4.22::1::2.93時間であった。

匝亘
分娩当日

.. 
1 

凶.

-. 

... 
". 

t・.

同|

産婦1日目

産禍2日目

産欄3日目

産構4日目

産婦5日目

産構6日目

10 20 30 40 50 60 70 
分

図 1 祷婦への看護時間

2)新生児への看護時間

新生児への看護時聞は図 2に示した。生後日数毎の新

生児への看護時間は、分娩当日は助産師が看護師の約2

倍とな っているが、生後 1日目から 5日固までは看護師

の方が助産師より多くなっていた。分娩後の新生児への

看護時間の合計をみると助産師は2.3士1.9時間で、看護

師は2.7 ::1:: 2~3時間であった。

圏
分娩当日

生睡1臼目

生憧2日目

生桂3目目

生桂4日目

生雄5目目

生佳6日目貯

10 20 30 40 50 
分

図2 新生児への看護時間

3)産樗日数毎の看護時間

産樗日数毎の看護時間は図 3に示した。助産師と看護

師別に、樗婦と新生児に提供した看護時聞を合計し、産

祷日数毎の変化をみると、産祷 1日目が最も多く、次い

で3日目，分娩当日， 2日目と続き 4日目以後は漸減し

ていた。



4 岩谷澄香、高橋里亥、白井やよい、志田映子、玉里八重子、宮田久枝、 勝文浜子、篠塚ひとみ

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

分醜当日 産掃、日 目重構2日目産梅3回目重構4白目産構5回目 産揖6日目

図3 産祷回数毎の看護時間

* 4)病院と診療所の看護時間の比較

病院と診療所の助産師の看護時間は図 4に示した。産

祷日数毎の助産師の看護時間を病院と診療所別に比較す

ると、分娩当日から退院まで病院の方が多く 、分娩当日

と産祷 1日目 3日目 5日目に有意な差が認められた

(p<O.05)。
病院と診療所の看護師の看護時間は図 5に示 した。産

分娩当日

度情1目白

産構2日目

産婦3日目

産婦4日目

産構5日目

産構6日目

20 40 60 80 100 120 140 160 

分

t-test白結果 本:p<O.05で病院と診療所由助産師の看護時間に有意差が毘められた。

図4 病院と診療所の助産師の看護時間

祷日数毎の看護師の看護時聞は、逆に分娩当日から退院

まで診療所の方が多くなっており、分娩当日と産樗 1白

目， 2日目， 3日目 4日目に有意な差が認められた

(p<O.Ol)。

匡亙

分娩当日

重構1日目

産相陣2日目

産構3日目

産槽4日目

産褐5日目

度祷6日目

20 40 60 80 100 120 140 

分

トtestの結果車掌 p<O.Olで病院と惨療所の看護師の看護時聞に有意差が包められた。

図5 病院と診療所の看護師の看護時間

4.分娩時総看護時間と産祷入院中の総看護時間

分娩時総看護時間と産祷入院中の総看護時間は表4に

示した。

産祷入院中に助産師が提供した看護時間の平均は6.5

:t4.9時間で、看護師が提供した看護時間の平均は6.9:t

4.8時間であった。助産師と看護師の看護時間を合計す

ると13.5:t4.9時間であった。

産祷入院中の看護時間を病院と診療所別にみると、 病

院では助産師の看護時聞が9.5:t5.8時間、看護師の看護

時聞が3.8:t4.7時間で合計13.3:t6.7時間であった。診療

所では助産師の看護時聞が4.4:t2.6時間、看護師の看護

時聞が9.2:t3.4時間で合計13.6:t3.2時間であっ た。

表4 分娩時総看護時間と産祷入院中の総看護時間

平均宥復時間 病院 診療所

分娩時総府寝時間 6.2::t3.8時間 5.6::t2.4時間 6.7::1:::4.4時間

産悌入院中σコ総理~l安時
助産師 6.5土4.9時間 9同州 4.4::!:::2.6時間

間

.. 
看議師 6.9::!:4.8時間 3.8::t4.711寺聞 9.2:t3.4関与附l

.. 
d"十 13.5::!:::4.9時間 13町時間 1 13.6::!::3.2時間

合計 19.7土6.8B寺!日1 18山時間 I20.3::t5州

t-testの結*榊川<O.O!で柄院と診療所の滑護時間に有意な違いが飽められた
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病院と診療所における助産師および看護師の看護時間に

有意な差を認めた(pく0.01)。

助産師が提供した分娩時看護時間と産祷入院期間中の

看護時間の合計は、 12.8士6.4時間であった。

また、分娩時の看護時間と産祷入院中の看護時間の合

計を施設別に見ると、病院は18.8::t8.2時間で診療所は2

0.3::t5.6時間であり、平均19.7::t6.8時間であった。

分娩時看護時間と産祷入院中の看護時間の比率は、分

娩時看護時聞が31.6%、産樗入院中の看護時聞が68.4%で

あった。

N. 考察

対象の平均分娩所要時間は、初産婦は9.6::t6.1時間、
経産婦は8.6::t6.6時間であり、フリ ー ドマン頚管聞大度

曲線ω による平均分娩所要時間(初産婦12~15時間、

経産婦6~8時間)に比して、初産婦はやや短く、経産婦

はほぼ同じ時間であり、平均的な分娩経過をたどったも

のと考えられる。

1.分娩時看護時間

分娩時の看護時間の平均は6.2::t3.8時間であり、測定

法は異なるがマンツーマン・タイムスタディ法を用いた

粛藤13) の調査結果(分娩時総看護時間の平均5.1士1.7時

間)より長い時間であった。分娩時の看護時聞が長いと

いうことは、分娩時に看護者が産婦に寄り添っていた時

聞が長いということであり、分娩時の孤独状態を恐怖と

感じる産婦叫 にとっては望ましいケアのあり方である

と考える。

分娩時の看護時聞を病院と診療所別に比較すると、診

療所の方が 1時間以上長くなっており、診療所において

は産婦に掛ける看護時間が病院より長いことが示された。

この場合、時間の差のみの比較で看護の質を評価するこ

とは不可能で、どの職種が看護を提供したかが重要とな

る。

今回の調査では分娩時の看護は助産師の独占業務であ

るため、助産師が行っているであろうとの推測のもと分

娩時看護時間の調査時に援助者の職種を分けなかったが、

現在問題になっている、助産師の業務を看護師 ・准看護

師が実践している状況を考慮すると、職種別の調査を実

施する必要があったと考える。

2.産祷入院期間中の看護時間

産祷入院期間中の祷婦および新生児への看護時間は、

分娩当日は助産師の看護時聞が看護師の約2倍と多いが、

それ以後はいずれも看護師の方が多くなっていた。これ

は母子への分娩の影響の最も大きい分娩当日は、分娩介

助の延長として助産師が主にケアを行うが、その後は母

子の適応過程の進展により状態が安定してくることより、

看護師の割合が多くなってし、く傾向が認められた。樗婦

5 

および新生児への看護時間を職種別に合計すると、助産

師6.5::t4.9時間、看護師6.9士4.8時間と看護師が僅かに

長くなっており、産祷入院期間中の看護における看護師

の役割の重要性が示唆された。

また、病院と診療所別に産祷入院期間中の看護時間の

平均を見ると、病院は13.3::t6.7時間で、診療所は13.6::t
3.2時間と診療所の方が僅かに多くなっていた。病院と

診療所別に助産師と看護師の看護時聞を比較すると、病

院では助産師の看護時間が看護師の2倍以上で、診療所

は逆に看護師の看護時聞が助産師の2倍以上となってい

た。これらの数値より、産祷期のケアの主な担い手は病

院では助産師であり、診療所では看護師であることが明

らかとなった。これは、助産師が病院に集中的に多く、

診療所には少ないことから起こっている現象であるが、

この現状を是として良いのであろうか?

産婦の半数が初産婦15)であることより、分娩後の入院

期間中は、母乳育児の支援をはじめ、母親役割獲得の支

援、産祷期の母体回復に伴うセルフケア能力向上への支

援、産祷期特有の情緒的・心理的・性的変化への適応促進

への支援および新生児の胎外生活適応促進の援助等々、

高度な専門的知識を求められる介入が要求される。この

ような時期にこそ助産師の専門職性を持って対応すべき

ではないだろうか。全分娩の6割を取り扱っている診療

所への助産師の適正配置を急ぐ必要があると考える。

また、助産師と看護師の区別を明確にしていない施設

が多い現状から考えると、産む女性にとっては看護職者

が側に居る時間が多いことを、出産場所を選ぶ要因とし

ていることが推察される。各職場においては、助産師と

看護師の区別を明確にすると共に、妊産婦をはじめ一般

の人々に助産師の専門職性についての認識を広めていく

努力が必要であると考える。

3.今後の課題

助産師の適正配置検討の資料とするため、看護行為を

数量化し、病院と診療所で行われている看護行為を量的

に把握した。本研究結果は、看護を評価するための重要

な資料となると考えるが、看護を総合的に評価するため

には、看護時間の長短のみでは充分とは言えず、今後、

看護行為の質的な研究を加えていく必要があると考える。

v.結論

助産師および看護師の看護行為を量的に測定し、分娩

時および産祷入院中に助産師が提供する看護時聞は12.8

::t6.4時間で、助産師と看護師が提供する総看護時聞は1

9.7::t6.8時間であることが把握できた。助産師と看護師

の看護時聞は、病院と診療所の聞において有意な差を認

め、病院では助産師の方が長く、診療所では看護師の方

が長いことが明らかとなった。
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資料 l
助産師の適正配置 ・事例検討表

事例に関わった時間調べc1回の関わりが10分迄の場合は 1点とする ・10分以上の場合は10分を 1点として計算する)
対象:経腫分娩 5事例
【事 例】

産婦記号(
入院月日 月
陣痛開始 月
子宮口全開 月
胎児娩出 月
胎盤娩出 月

【生まれるまでの関わり 】

分
分
分
分
分

初産 ・経産
時
時
時
時
時

口
u
口
μ
口
u
口
凶
口
一]

、、，
ノ

分娩第 l期の関わり 点)
1.分娩開始徴候の診断
2. 問診によるアセスメン 卜

3.胎児の下降に応じた胎児心音聴取部位、 子宮収縮等による分娩の身体的診査

4.内診
分娩第l期の関5. 助産計画の立案

6. CTGの実施 わりの点数は、

7.産婦の状態を確認し、産婦および家族へ説明する 左記の事柄をl
8.産婦の身体的 ・精神的疲労に対するアセスメン 卜とケア(水分補給、食事、睡眠、不安の軽減) 回の実施で最
9.心身共に分娩を円滑に進める技法(体位の工夫、リラックス法、マッサージなど)

低1点とする
10.産婦と家族に対する、分娩時に行われる医療処置(薬剤の使用、急遂分娩)の情報の提供と確認

11. 分娩時に行われる医療処置 (薬剤の使用、 急遂分娩)の情報の産婦の希望に基づいた支援

12. 安全性を考慮し使いやすいように器機器具の整備

13.分娩室入室の時期の判断と移動

分娩第 2期 ・3期の関わり 点)
分娩第 4期の関わり 点)

資料 2

祷婦新生児が看護職より受ける看護の量調べ

時
産祷O日産祷1日産樗2日産祷3日産祷4日産祷5日産祷6日産祷7日

実 施内 容 月 日 月 日 月 日月 日月 日月 日月 日 月 日
期

助 看 助 看 助 看 助 看 助 看 助 看 助 看 助 看

1.入院中の一般状態のアセスメン トとケア

2.子宮復古状態(子宮収縮 ・悪露など)のアセスメントとケア

3.外陰部、日工門の観察

産 4.産梶体操など、子宮復古のためのセルフケアの指導

樗
5.授乳指導(直接授乳)

6.産祷入院中の乳房の対処・トラブル等、セルフケアへの指導

期 7.育児行動iこより派生するマタニティ ・プルーなど心理的不安の7セスメ ントとサポート

8.出生証明書の作成

9.母子健康手帳の記述(分娩介助者)

10.産婦の退院時の診断 ・退院指導

11.両親の児に対する愛着行動のアセスメントと援助

新生
12.生後 2時間以内の児の観察とケア

13.生後1時間以降の児の了セスメン卜(体重、体温、呼吸、授礼量、排油、 黄痘など)とケ7
児 14児の反射、股関節、代謝異常などスクリーニングテストの実施の
ケ 15.新生児を理解するための育児指導
ア 16.休浴指導

17.調乳指導

l回の関わりが10分迄の場合は 2点とする
10分以上の場合は10分を 1点として計算する初産 ・経産祷婦記号(

*注1.助産師と看護師別に点数化して下さい。
*注 2.24時間の看護量を記入して下さ L、。
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(Summary) 

Research on hours for interventions at the time 
of delivery and post-natal care in hospital. 

Sumika Iwatan1l Satoi Takahashi1l Yayoi Shirai2) Eiko Shida3) Yaeko Tamari4) 

Hisae Miyata4) Hamako Katumata5) Hitomi Shinozuka5) 

oUniversity of Shiga Prefecture 2)Takashima Public Hospital 

3)Meiai Clinic of Obstetrics & Genecology 4)Shiga University of Medical Science 

5)Health & Welfare Section in Shiga Prefectural Government 

Background Any preventive measures against the Method The interventions for an expectant mother， 

rapid decline of th巴birthrate in Japan have failed given by a midwife and a nurse after her 

to stop the persistent tendency and return it to an hospitalization for childbirth， are measured on the 

increasing birth rate. basis of hours provided by them on duty. The 

The childbirths in 2004 accounted for 1，111，000 (the method for measuring hours is based on a report 

birth rate:1.2888) ， the lowest number in terms of card of points explained in a list with item by item 

the annual statistical record started in 1899. Under care. For this a specified "time table" is used for 

present circumstances， it is reported that the counting points. Both a midwife and a nurse are 

institutional choice for delivery throughout Japan asked to enter the points they obtained in the card. 

in 2004 was 52.3% in hospitals and 46.5% in clinics. Results The hours for delivery， on average， were 6.2 

These data show that hospital deliveries account for 土 3.8hours. Obs巴rvingthe differences between 

more than half of the total number of deliveries in hospital and clinics， the hours for delivery in 

Japan. hospital were 5.6:t2.4 hours， while the hours for it 

Howev巴r，research in Shiga Prefecture shows a in clinics w巴re6.7:t 4.4 hours. There was no 

reverse result on the above data. D巴liveryin clinics significant difference between them. The hours for 

accounts for 57.6%， while delivery in hospitals post-natal care， on average， were 13.5:t4.9 hours 

shows 41.8%. Consequently， midwives， specialists in Observing the difference between hospital and 

the interventions for delivery and post-natal care， clinics， the former spent 13.3:t 6.7 hours (midwife 

have been largely employed both by hospitals and spent 9.5:t5.8 hours and nurses spent 3.8:t4.7)hou 

clinics: 62.8% and 22.6% respectively. A study rs. The latter spent 13.6:t 3.2.hours (midwife spent 

committee for a proper reshuffle of midwives was 4.4:t2.6 hoursand nurses spent 9.2:t3.4 hours). The 

established with the increasing interest and significant difference of the hours for post-natal 

necessity towards making childbirth safer and care was recognized between midwife and nurse and 

more comfortable. between hospital and clinics. (p < 0.01) 
Purpose In order to establish a better system to The total hours of the interventions for delivery 

enhance the safety and comfort of childbirth， this and post-natal care， on averag 
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and a nurse were 19.7:t 6.8. Considering the favor of a nurse in clinics 

institutional difference in the hours for Key Words hours for intervention， time of delivery， 

interventions given by a midwife and a nurse， there hospitalization for post-natal care， midwife， nurse 

was a significant difference in favor of a midwife in 

hospital， while there was a significant difference in 
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論文

下肢の支持性が低下した人に対する
移乗動作の身体的・心理的負担の評価 常的側“つ移Wl-d.i"9

1.緒言

伊丹君和ヘ安田寿彦2)、豊田久美子ヘ石田英賓1)

久留島美紀子ヘ藤田きみゑヘ田中勝之ペ森脇克巳2)

¥)滋賀県立大学人間看護学部、 2)滋賀県立大学工学部

背景 高齢化が進む中で人間の基本的な生活行動に看護支援が必要な人々が増加するとともに、看護者の

腰痛も多発する状況にある。前報では、下肢の支持性が低下した人に対する移乗サポートロボットを用い

ての立ち上がり動作実験を行い、サポートを受ける人の身体負担が少ないロボッ卜の動きについて検証を

行った。その結果、深く前傾しロポットに伏臥して立ち上がる方法で筋疲労は比較的低く、胸部や腹部な

と、身体に密着する側に改善を加えれば有効にロポット活用できる可能性が示唆された。

研究目的 本研究では前報に引き続き、下肢の支持性が低下した人を対象とした移乗動作実験を行い、看

護者が移乗動作をサポー卜する場合に、サポートを受ける側とサポートする側の両者にと って安全 ・安楽 ・

自立を考慮、した方法について検証することを目的とした。

方法

1 対象および研究方法 2004年10月、以下の実験および調査を実施した。

被験者は、健康な平均的体格の20歳代の女子 4名とした。実験は、看護現場で移乗方法として広く用い

られている患者の両足の問に看護者の片足を入れて移乗する方法 (1中足法」とする)と、前報で比較的

有効な移乗サポートロボッ トであると検証されたロボッ卜の動きに近い患者を前傾にして看護者の背部に

乗せて移乗する方法 (1背負い法」とする〕を取り上げて移乗動作を行った。分析は、表面筋電図測定装

置 (SX230)を用いて各被験筋について筋積分値を算出して両者の比較を行った。また、同被験者に対し

て、安全 ・安楽 ・自立の観点から主観的反応調査を行った。

2.倫理的配慮 対象は研究の趣旨に同意した者のみとし、研究参加に同意した後でも、いつでも辞退可

能であること。また、プライバシーの保護についても文書と口頭で伝えた。

結果 移乗サポートを受けた患者側の実験 ・調査結果をみると、中足法を用いた場合では、特に上肢に苦

痛を感じており、動作時 6秒間の筋積分値を比較しでも上肢の筋活動が高いことが明らかとなった。一方、

背負い法を用いた場合では、苦痛は比較的感じていないものの安全性 ・安心感 ・自立性の面では低値を示

していた。

また、移乗サポートを行った看護者側の結果では、 中足法を用いた場合に腰部への負担が大きく 、背負

い法を用いた場合に上肢 ・下肢に負担が大きいことが認められた。

結論 以上より 、下肢の支持性が低下した人に対する移乗動作では、看護現場で広く行われている中足法

はサポートを受ける側とサポートする側の両者において身体的負担は大きいものの、安全性 ・安心感・自

立性の面からは有効であると考えられた。一方、背負い法では身体的負担は比較的低いものの、サポ ート

を受ける患者側の安心感は低いことが明らかとなり、それぞれの移乗法の課題が示唆された。

キーワード 移乗動作、筋電図、主観的反応、腰部負担

高齢化が進む中で、人間の基本的な生活行動に看護支

援が必要な人々が増加するとと もに、看護する側である

2005年 9月30日受付、 2006年 l月6日受理

連絡先伊丹君和

臨床現場における看護者の腰痛は多発する状況にあ

るω。このため看護支援が必要な人々に対してその自

立を目ざしサポ ート するとともに、看護者に対しでもそ

の身体的負担を軽減することは重要な課題である 3)九
そこで、我々は基本的な生活行動の中でも患者の生活行

動の範囲をより拡大可能にする「動くこと」即ち「移乗」

動作に関するサポート に焦点、を当て、さまざまな観点か

ら研究を行っている。
滋賀県立大学人間看護学部

住所彦 根市八坂町2500

E-mail:k-itami@nurse.usp.ac.jp 前々報8)では、片麻療のある人への移乗研究を行い、
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臨床現場で多く行われているのは患者の両足の聞に看護

者の片足を入れて移乗するといういわゆる中足法である

ことを明らかにするとともに、その身体的負担を検証し

た結果、看護者および患者の両者にとってこの方法は負

担が大きく、安全面や自立に関しでも考慮された方法と

はいえないことが示唆された。看護者が援助時に腰痛を

引き起こす危険因子として、狭い空間での不自然な作業

姿勢、重量物の取り扱い、腰のねじりを伴う作業が指摘

されておりへ これらの因子が複合されるこのような車

椅子とベッド聞などの「移乗」動作は看護者の身体的負

担が大きいことが再確認されるとともに、従来から行わ

れている移乗方法への課題が浮き彫りとなった。

また、前報10)では、下肢の支持性が低下した人を対象

と想定して移乗サポートロボットを試作し、サポートを

受ける人の身体負担が少ないロボ ッ卜の動きについての

検証を行うとともに、ロボット活用の可能性を探った。

その結果、深く前傾しロボットに伏臥して立ち上がる方

法においてサポートを受ける人の筋疲労は比較的低く、

胸部や腹部など身体に密着する側に改善を加えれば有効

にロボッ卜活用できる可能性のあることが示唆された。

このような移乗サポートロボッ卜の実現は、サポートを

行う人および受ける人にとっての身体的負担だけでなく、

排池行動や入浴行動など一人の人間として出来る限り他

者から支援を受けずにいたいと願うであろう患者の生活

行動の自立への一助となると考えている。

移乗動作は看護する者と看護支援を受ける者との両者

で行う協同作業であるということに加えて、両者が極度

に接近し、回転動作が加わるという複雑な動作構成に制

限されること、並びに、両者の力作用が複雑であること

により定量的な実験計測は遂行しにくいという一面を持

つため1])、移乗動作に関する先考研究は少ない凶J九 ま

た、移乗動作を必要とする人の機能障害や麻療などの状

態は様々であり、その看護支援の方法も確立されていな

い現状の中、移乗サポートロボットの実用化に向けての

研究はもとより、基本的な生活行動の中でも患者の生活

行動の範囲をより拡大可能にする「移乗Jに関する研究

課題は多く、我々は引き続き「移乗」動作に焦点を当て

た研究を続けてし、く予定である。

本研究では、前報に引き続き下肢の支持性が低下した

人を対象とした移乗動作実験を行い、看護者が移乗動作

をサポー 卜する場合に、サポー トを受ける側とサポー卜

する側の両者にとって安全 ・安楽 ・自立を考慮した方法

について検証することを目的とした。方法は、前々報で

課題が浮き彫りにされた「中足法」と、前報の移乗ロボッ

卜研究で比較的安楽性が認められた「前傾法」に近い方

法であり理学療法の分野でも最近紹介されている 14)いわ

ゆる「背負い法」との比較検証とした。

II.研究方法

1.対象および研究方法

2004年10月、以下の実験および調査を実施した。

1) 被験者および対象の設定

被験者は、本研究の趣旨に同意を得た健康な平均的体

格の20歳代の女子看護学生4名とした。尚、患者役の対

象設定は、自力での立位は困難な両下肢の支持性が低下

した人であり、動作時に下肢への負荷は意識的に少なく

するよう事前に被験者に対して説明を行った。また、実

験の際には、筋電図測定に支障をきたさないために筋肉

を締め付けない衣服を着用した。

被験者の平均身長・体重 ・座高は、平均159.2:t2.5 
(mean:tS.D.) cm、51.4:t7.8kg、85.7土1.8cmであっ

fこ。

2) 移乗動作の方法

下肢の支持性が低下した人への移乗動作の方法は、以

下の 2っとした。

1つ目は、前々報8)において看護現場で84.4%という

多くの看護者が活用していることが立証された移乗方法

であり、多くの看護技術テキスト ωにも掲載されている、

看護者の肩に患者の両腕をまわしてもらい患者の両足の

聞に看護者の片足を入れて移乗する方法 (1中足法」と

する)である。この方法は、図 1に示すように、移乗し

ようと看護者および患者の両者が構えた状態から、患者

をやや前傾させながら互いに重心を近づけ両者ともに立

ち上がった後、左方向へ90度回転して患者を別の椅子に

座らせるという一連の動作である。

2つ目は、前報10)で比較的有効な移乗サポートロボッ

トであると検証されたロボッ 卜の動き、即ち、患者の身

体をロボ y 卜のボード上に伏臥させた状態で深く前傾さ

せて移乗するという方法に近い、患者を前傾にして看護

者の背部に乗せて移乗する方法 (1背負い法」とする)

である。この方法は、理学療法の分野でも最近紹介され

ている叫が、看護現場で活用している者はまだ殆どなく

科学的に検証された先考研究も少なし、。具体的には図 2

に示すように、看護者の右肩から背部に患者の胸部から

腹部までが乗るように伏臥するとともに、看護者は右膝

を床につけ左膝は立てた状態で右手は患者の鍛部を支え

左手で患者の右膝を軸にするように押さえながら、患者

を伏臥させた状態のまま左方向へ90度回転して別の椅子

に座らせるという動作である。

各被験者ともに臨地実習を重ねており移乗動作には習

熟していたが、実験での移乗動作方法を統一するため、

両動作についての事前練習を繰り返した後に実験を行っ
守'

， ~O 

尚、本実験では筋電図測定とともに 3次元動作解析も
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中足法を用いた移乗動作での立ち上げ‘場面 背負い法を用いた移乗動作での立ち上げ場面

中足法を用いた移乗動作での座らせ場面 背負い法を用いた移乗動作での座らせ場面

図 1 中足法を用いた移乗援助動作時の実験写真

実施しており、動作映像を撮影するために被験者の身体

にはマーカ ーを装着するとともに、撮影に支障をきたさ

ないように丸椅子から丸椅子への移乗動作とした。また、

動作解析については現在分析中であり本研究からは除外

した。

3) 筋電図による測定および解析方法

筋電図による測定は、(株)ディケイエイチ製 8ch表

面筋電図測定装置 (SX230)を用いて各被験筋について

移乗動作時の筋積分値を算出し、 2つの移乗方法につい

ての身体的・ 心理的負担の評価について比較検証した。

筋電図測定では、前半は患者役を固定し筋電図電極を

患者役に装着して、残り 3名の被験者が看護者役となり

移乗動作を行いその際の患者の筋負担を測定した。後半

は、看護者役を固定し筋電図電極を看護者役に装着して、

図2 背負い法を用いた移乗援助動作時の実験写真

残り 3名の被験者が患者役となり移乗動作を行いその際

の看護者の筋負担を測定した。

被験筋は、看護者 ・患者役ともに同様に移乗動作に関

係のあると考える以下の 8つの筋肉とした。即ち、図3

に示す、1.左上腕二頭筋、 2.左腕榛骨筋、 3.左大

腿外側広筋、 4.右脊柱起立筋、5.左脊住起立筋、6.
右上腕二頭筋、 7.右腕槙骨筋、 8.右大腿外側広筋を

選択し、各被験者に装着して筋電図測定を行った。

実験は各 3回実施し、データは 3回の平均値とした。

筋電図測定結果についての分析は、サンプリング周波数

を1.0KHzで設定し計測したデータから、移乗動作開始

からほぼ終了時間までの O秒か ら6秒までの動作時 6秒

間の各被験筋における筋活動電位の筋積分値 (mV.s)

を算出し、データ解析プログラム IFS-4Gによって解析
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• ー，

図 3.筋電図電極添付部位

を行った。尚、解析の際には、波形の整流化を行い、基

線ゆれなどの低周波ノイズ除去のため10Hzのハイパス

フィルターを用いてデータ処理を行った。

4) 作業後の主観的反応調査

同被験者に対して、各移乗動作終了直後に安全 ・安楽 ・

自立の観点から主観的反応調査を行った。

内容は、安楽性(腕部、肩部、胸部、腹部、背部、腰

部、下肢部)、動作時の不快感、不安感、安全性、自立

性について、VisualAnalog Scale (以下、VAS)形

式を用いて記入させた。

2.倫理的配慮

対象は研究の趣旨に同意した者のみとし、研究参加に

同意した後でもいつでも辞退可能であること。また、プ

ライパシーの保護についても文書と口頭で伝えた。

ill.研究結果

1.患者側からみた移乗動作の比較結果

1) 筋電図測定の結果

患者側における移乗動作時の筋活動を比較した結果、

図 4に示すように、中足法においては右腕の筋肉を多く

使って移乗していることが認められた。特に、右上腕二

頭筋では中足法で0.19:t0.007(mV .s)、背負い法で0.13:t
0.02(mV.s)、右腕槙骨筋では中足法0.15:t0.01(mV.s)、

背負い法0.05:t0.006(m V .s)であ り、有意に中足法の方

が高値を示していた (pく0.05~0.0 1) 。 図 5 の筋電図波

形をみても同様の傾向が示されており、特に中足法では

左上院ニ頭筋

左腕棟骨筋

左大腿四頭筋

右帯柱起立筋

左脊柱起立筋

右上院ニ頭筋

右腕椀骨筋

右大腿四頭筋

0~5 0.1 0.15 02 025 O~ 

筋積分値(mV.s) "':p<O.OI・p<O.05

図 4.患者側の移乗動作時の筋電図結果
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図 5.患者側の移乗動作時の典型的筋電図波形

移乗開始 1秒後から 4秒後まで、即ち、患者の「立ち上

げ」時および「座らせJ時に高い振幅がみられていた。

2) 主観的反応調査の結果 (VAS)

-移乗動作時の苦痛

移乗動作時の主観的反応調査結果の中で、患者側が自

覚した苦痛反応をみると、図 6に示すように上肢部、肩

部、背部、腰部において中足法が有意に高値を示してい

た (pく0.05)。特に、上肢部では中足法で72.5::!:1.06/ 

100 mm、背負い法で11.5::!:0.64/100 m mであり、腰

部で中足法50.5::!:0.92/100m m、背負い法で14.0::!:0.00

/100 mmであった。

・移乗動作時の不安感・安全性・自立性

患者側が自覚したその他の主観的反応をみると、図 7

に示すように背負い法で有意に不安を自覚していること

が認められ (p<0.05)、安全性 ・自立性では中足法が背

負い法より高値を示 していた。

その他自由記述をみると、中足法では「看護者役にし

がみついている感じで、 手と肩に力が入り少し痛かった」、

背負い法では「深く倒れすぎたり、動きが早いと怖い感

じがしたが、ゆっくりやってもらえれば安定して楽にで

きる」という回答が得られた。

背負い法

2.看護者側からみた移乗動作の比較結果

1) 筋電図測定の結果

看護者側における移乗動作時の筋活動を比較した結果、

図 8に示すように、中足法においては右腰と左腕の筋肉

を多く使って移乗しているとともに、背負い法では右腕

と両下肢を使って移乗していることが示唆された。特に、

上肢部
本

牟

11* 

寸ホ

I~ 中足法法 |背負い

肩部

背部

腰部

胸部

腹部

下肢部

o 10 20 30 40 50 60 70 80 

*:p<O.05 

図 6.患者側の主観的反応(苦痛 (mm)
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不安感

安全性

自立性

10 20 30 40 50 60 70 
・p<O.05 1:::..:0.1 

図 7.患者側のその他の主観的反応 VA S(mm) 

右上腕二頭筋では中足法で0.08::l::0.004(m V.s)、背負い

法で0.21::l::0.02(m V.s)、右脊柱起立筋では中足法0.19::l::

O.OOl(mV.s)、背負い法0.12::l::0.002(m V .s)であり、有意

差が認められた (pく0.05)。図 9の筋電図波形をみても

同様の傾向が示されており、特に中足法では患者の「立

ち上げ」時に高い振幅がみられ、腰部では終了時まで高

い振幅がみられていた。
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2) 主観的反応調査の結果 (VAS)

.移乗動作時の苦痛

移乗動作時の主観的反応調査結果の中で、看護者側が

自覚した苦痛反応をみると、図10に示すように中足法で

は腰部において高値が認められた。即ち、中足法では，患

者の腰部における苦痛反応は31.5::l::2.19/100mmと有

意に高く、背負い法では22.0::l::0.42/100mmであった
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(pく0.01)。 一方、背負い法では下肢部の苦痛反応が有意

に高値を示していた (pく0.05)。

・移乗動作時の不安感・安全性・自立性

看護者側が自覚したその他の主観的反応をみると、図

11に示すように有意差は特に認めないものの、患者の場

合と同様に背負い法で不安を自覚していることが認めら

れ、看護者が自覚した患者の安全性・自立性では中足法

が背負い法より高値を示していた。

その他自由記述をみると、中足法では「患者役を自分

の方に引き寄せる時に、患者の体重が自分にかかってき

て重かった」、背負い法では「膝をつくために少し負担

を感じたが、患者を抱えるというよりも水平移動してい

る感じで重みも感じず楽にできた」という回答が得られ

た。

N.考察

我々は前々報ヘ前報叩)1こ引き続き、基本的な生活行

動の中でも患者の生活行動の範囲をより拡大可能にする

「動くこと」即ち「移乗」動作に焦点を当て研究を行っ

た。本研究では、前報に引き続き下肢の支持性が低下し

た人を対象として看護者が移乗動作をサポートする場合

に、サポートを受ける側とサポートする側両者にとって

安全 ・安楽・自立を考慮した方法について、いわゆる

「中足法」と「背負い法」を取り上げ筋電図測定および

主観的反応調査を行った結果をもとに比較検証する。

看護分野でのこれまでの車椅子移乗研究はどちらかと

いえば看護者側からの腰部負担研究がほとんどであった

へ これは、車椅子移乗動作が看護者の腰背部痛の原因

となる確立が高いためであり、我々が以前行った実態調

査からも確認されているmo車椅子移乗の方法および動

作に注目した方法もいくつかあるが、看護学生と熟練し

た看護者とのボディメカニクスの観点からの比較研究が

上肢部

肩部

背部

腰部

胸部

腹部

下肢部

。 10 20 30 

|圏中足法法|
ロ背負い

* 

* 
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・・ p<O.Ol ・p<O.05 

図10. 看護者側の主観的反応(苦痛 (mm)

多く、熟練者は腰ではなく上手く膝を活用して援助して

いることを明らかにしている l九 また、工学系や福祉系

の研究においては、我々も前報で紹介したような自立型

の移乗機器の開発に関する研究報告が多くみられている

19).2九 いずれにしても、焦点は移乗サポートを受ける患

者の安全 ・安楽・自立がいかに考慮されているかが重要

であり、研究および機器開発においてもそのことが最重

要課題と考える。 しかし、これまでの研究では看護側ま

たは患者側からの研究という、どちらか一方のみの研究

がほとんどであった。移乗サポート を看護技術として考

えた場合、サポート を受ける側およびサポートする側、

両者の視点からの動作研究を行っていくことは重要であ

り、我々も動作時における両者の関係性や身体負担を同

時にとらえた検証を試みている。

そのような中、今回実施した移乗動作研究においては、

いわゆる中足法では患者役および看護者役の両者ともに

身体にかかる負担が大きいことが明らかとなった。まず、

患者役は今回、下肢の支持性が低下しているという設定

であり、実際は全介助になる例も多いケースである。本

研究での筋電図測定結果をみると、患者役は中足法での

移乗時に右側の腕の筋肉を強く使っていることが認めら

れた。このことから、患者は看護者役の肩にまわした右

腕で自分の体重の一部を支えながら、残りの体重は看護

者に預けて移乗していたと考えられる。また、患者役の

中足法における主観的反応をみると、腕以外にも肩や背

部、腰部も苦痛を強く感じていたことがわかる。特に、

立ち上げ時と座らせ時に筋振幅が大きいということから

も、この時に患者の体重移動にかかる負担が患者の腕や

肩、腰背部に集中していたことが予測され、立ち上げる

という動作は下肢の支持性が低下した患者の場合におい

ては患者の体重を支える患者自身の腕などの身体負荷や、

患者を支える看護者への身体負荷となり、動作方法その

ものへの見直しの必要性が示唆された。

不安感

安全性

自立性

。 10 20 30 40 50 60 70 
*:p<O.05 8:0.1 

図11. 看護者側のその他の主観的反応 VA  S(mm) 
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また、中足法における看護者役の結果をみても、右側

の腰部と左腕部に筋負荷が有意にかかっていることが認

められ、主観的反応でも腰部の苦痛が特に高いというこ

とが明らかとなった。「患者役を自分の方に引き寄せる

時に、患者の体重が自分にかかってきて重かった」とい

う自由記述からも認められるように、中足法においては

患者を立ち上げる際に、特に患者の体重を看護者の腰部

で支える形となっており、このことからも看護現場で実

際に多く使われている今閉の中足法での移乗援助は、看

護者の腰痛が引き起こっている 1つの要因となっている

可能性があることが確認された。

一方、背負い法における移乗動作の結果をみると、患

者役では若干右腰部の筋負荷が高いものの有意差は認め

られず、苦痛反応も低値であった。また、看護者役にお

いては、右腕と両大腿部の筋負荷が認められており、主

観的反応をみても下肢部の苦痛反応が高い値となってい

た。背負い法では、患者を看護者の背部に伏臥させてそ

のまま看護者の右膝と患者の右膝を軸にして回転すると

いう方法をとるため、「膝をつくために少し負担を感じ

たが、患者を抱えるというよりも水平移動している感じ

で重みも感じず楽にできた」という自由記述にも認めら

れるように、患者の体重が一箇所に集中せずに移動でき

ており両者の身体負荷が少ない結果となったと考える。

このことは、前報での移乗ロボットの動き方の検証結果

と同じであり、下肢の支持性が低下した患者を移乗する

場合は患者をできるだけ前傾にさせて体重負荷を分散さ

せてー箇所に集中しないようにすること、およびその際

に可能な限り、患者の安全 ・安楽を考えた方法とするこ

とが重要である。

しかし、移乗時の患者の安全性 ・安楽性における両者

の主観的反応調査の結果をみると、背負い法では患者の

不安感が強く、課題が残ることとなった。「深く倒れす

ぎたり、動きが早いと怖い感じがしたが、ゆっくりやっ

てもらえれば安定して楽にできる」という患者の自由回

答から、移乗の際の患者の体位、即ち、伏臥のしかたや

移乗速度を考えて行えは患者の不安感は軽減されると考

える。また、有意差は認めなかったものの安全性におい

ても背負い法が低値となっており、両者ともにより安全

で安定した移乗方法であると認識できるよう、いわゆる

おんぶひもなどの安全ベル トをつけるなどの改善策を今

後見出していく必要があると考えられる。

これに対して中足法では、主観的反応調査結果におい

て、患者・看護者役の両者ともに安全性・自立性は高値

を示していた。中足法では、両者ともに身体的負担およ

び苦痛反応が認められた方法であり安楽性における課題

は大きいが、患者と看護者との重心を近づけてしっかり

と患者を支えながら立ち上げ、回転し、座らせるという

一連の動作であり、患者を終始保持しているために患者

の安全性、安心感は高値を示したのではないかと考えら

れる。また、患者自身、腕の力を使って体重を支えるた

めに自立性も高く、全てを看護者に任せる背負い法とは

異なる点であった。

以上のことから、下肢の支持性が低下した人に対する

移乗動作では、看護現場で実際に広く行われている中足

法はサポ ート を受ける側とサポー トする側の両者におい

て身体的負担は大きく、安楽性には課題が残るものの、

安全性 ・安心感 ・自立性の面からは有効であると考えら

れた。一方、背負い法では身体的負担は両者ともに低く、

安楽性は高いものの、サポートを受ける患者側の安心感

は低く、移乗時に安定性を増すような改善策が必要であ

ることが示唆され、それぞれの移乗法の課題が浮き彫り

にされた。

V.結語

下肢の支持性が低下した人に対する移乗動作において

は、患者の安全 ・安楽 ・自立を十分に考慮することが重

要である。本研究では看護者が行う移乗動作の検証を行っ

たが、今回の結果をもとに、患者にとってはもちろん看

護者にとってもより安全 ・安楽な移乗方法を見出すとと

もに、前報での結果をふまえて修正した移乗サポ ートロ

ボットを用いた移乗動作との比較検証も実施していく予

定である。
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(Summary) 

Evaluation of Human Physical and Mental Burdens 
Regarding Standing Transfer in Individuals 

with Reduced Lower Limb Strength 

Kimiwa ltamPへToshikoYasudaぺKumi也k王ωoToyodaへ
Hidemi Ishida1ピIυ

)Mi肱k王{l肱k王ωoKurushima1l， Kimie Fujita1l， 

Katsuyuki Tanaka2)， Katsumi MoriwakF) 

1lSchool of Human Nursing， The University of Shiga Prefecture 

2)School of Engineering， The University of Shiga Prefecture 

8ackground Japan's population is graying rapidly. standing position (Technique A)， and 2) having a 

The increase in the number of people seeking patient bend his/her body forward onto the nurse's 

assistance to carry out some of the basic everyday back to lift him/her to a standing position 

activities has resulted in an increased incidence of (Technique B). Technique A is a customary lifting 

low back pain among nurses. In our previous study， technique widely us巴dby nurses in Japan， while-

electromyographic (EMG) activity in patients with according to our previous study -Technique B 

reduced lower limb strength was measured during proved to cause minimal patient discomfort. Muscle 

robot-assisted standing transfer in order to assess activity of the subjects was measured to compare 

the usability of a robotic transfer aid in terms of the two lifting techniques. A surface 

user safety and comfort. The results of this electromyograph called SX230 was used to calculate 

previous study suggested that muscle fatigue the integral of the electromyogram signals (EMG 

associated with robot-assisted standing transfer integral) for each tested muscle. Subjects were 

can be reduced by allowing patients to bend their interviewed regarding their p巴rceivedcomfort and 

upper body forward over the robot before raising discomfort in terms of safety， sense of security， and 

them to a standing position， and with a few convenience 

modifications to the part of the robot which comes 2. Ethical Consideration All subjects were fully 

into contact with the user's chest and abdomen， the informed of the purpose of the study before 

robot may have a potential to become a useful tool consenting to participate， and were fully aware 

for assisting individuals in a standing transfer. that they could withdraw from the study at any 

Objective In the present study， EMG activity in time. They were also fully informed both orally and 

patients with reduced lower limb strength was in writing about their right to privacy. 

measured to identify the methods of transfer and Results Standing transfer using Technique A caused 

lifting that are safe， secure， and convenient for both pain in the upper limb in the support receiver， with 

the provider and the receiver of support. the EMG integral for the upper limb during the 

Method 1. Subjects and Methods: The survey was first 6 seconds of a standing transfer indicating 

conducted in October 2004. Subjects were four r 
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caused the support giver much strain on the low Although this technique inflicted relatively intense 

back， Technique B inflicted excessive stress on both physical strain on both the support giver and the 

the upper and the lower limb muscles of the support receiver， it gave the support receiver increased sense 

giver. of safety and security. On the other hand， 

Conclusions The results obtained from the present Technique B involved less physical strain but 

study showed that both Techniques A and B have provided less sense of security to the support 

their merits and demerits. Technique A is a receiver 

customary lifting technique which is widely used by Key Words Standing transfer; electromyogram; 

nurses in Japan to raise individuals with reduced perceived comfort; low back strain. 

lower limb str巴ngth to a standing position 
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論文

中・高年女性の尿失禁に関する認識の実態
手苧仰H4H-ヲ'tU'l4utタ

寺田美和子、竹村節子

滋賀県立大学人間看護学部

背景 中・ 高年女性の尿失禁は穫患率が高いにも関わらず受診率が低いことが従来より指摘されてきた。

その理由のひとつに尿失禁は治るという認識不足ならびに尿失禁という状況に対する差恥心によるものな

どがあげられてきた。しかし、近年、尿失禁の話題が新聞、テレビ、ラジオなどのマス・コミで取り上げ

られることが多く、専門外来が開設されてきたこともあり、女性の尿失禁への認識が変化してきているこ

とが考えられる。

目的 中・高年女性の尿失禁に関する認識の実態を明らかにする。

方法 尿失禁の受診に関する質問紙調査を2004年 7 月 ~11月にかけて行った。本研究の分析対象者は40歳

以上で尿失禁の治療経験のない女性とした。分析は対象者全体と、尿失禁あり群・尿失禁なし群の比較を

尿失禁に関する情報の有無と情報源、尿失禁に関する認識(原因、改善方法、医療機関)について行った。

結果 尿失禁に関する情報を得たことがある女性は対象者全体の88.8%で、情報源の多くは新聞、テレビ、

ラジオといったマス ・コミによるものであった。尿失禁に閲する知識で高かったのは、加齢が尿失禁の原

因となること、尿失禁の治療法としての骨盤底筋体操の効果で、いずれも尿失禁あり群が尿失禁なし群に

比べ有意に高かった (p<0.05)。しかし、尿失禁の改善に関する意識は低かった。

結論 尿失禁に関する情報を得たことのある女性は多いにも関わらず、尿失禁に関する認識は十分とは言

えなかった。今後、女性への医療者からの積極的な情報提供が必要であると考えられた。

キーワード 尿失禁、中 ・高年女性、認識

1.緒言

近年、感染症や急性期疾患のみならず患者の QOLや

女性のみを対象とした医療に関心が向けられている。医

療におけるこのような変化のなかで注目をされてきた症

候群の 1つに中 ・高年女性の尿失禁がある。

尿失禁についての本格的な疫学調査は行われておらず、

正確な尿失禁の権患率は明 らかではないが 1)、成人女

性の30~40%程度に尿失禁の経験があると報告している

研究が多い2.4)。また、尿失禁を経験している女性の中に

は、自尊心の低下や、水分摂取の制限や運動 ・外出を控

えるなど日常生活に大きな影響を受けている女性がいる

ことが明らかにされている 5.6)。

その一方で、尿失禁は医療機関を受診して治療を受け

ることで治癒、改善が可能であるにも関わらず受診する

女性は尿失禁経験者のうちわずかであることが指摘され

ている。そして、受診する女性が少ない理由のひとつと

2005年 9月30日受付、 2006年 1月6日受理

連絡先寺田美和子

滋賀県立大学人問看護学部

住所彦根市八坂町2500

して原失禁が治療の対象となる症候群であるという認識

不足が挙げられている 7.8)。

しかし、最近では尿失禁外来を開設する病院も増えて

きており、またマス ・コミで尿失禁の話題が取り上げら

れることも多L、。このような状況から尿失禁に関する情

報は普及し、その結果として中 ・高年女性の尿失禁への

認識が以前と比較して変化しているのではないかと推測

される。また、現在の尿失禁への認識の実態を把握して

おくことは、看護職が中 ・高年女性とともに尿失禁の改

善に取り組む際に必要と考えられる。

そこで、尿失禁の治療を受けたことのない女性を対象

として、尿失禁に関する認識の実態を把握することを目

的として調査を行った。現在まで尿失禁に関する調査は

多く行われてきているが、今回のように尿失禁の治療を

受けたことのない女性のみを対象とした研究はなく 、こ

の研究結果は看護職が女性に対して尿失禁への理解を深

める活動を行う基礎となるものと考える。

II. 用語の定義

尿失禁 I尿意のある、なしに関わらず トイレ以外の
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場所で尿が出てしまうこと.漏れる量は下着が湿る程度

から、衣服の外まで出てしまう量とする」と定義 した。

国際尿禁制学会 CInternationalContinence Society: 
ICS)は「原失禁とは客観的に証明できる不随意の尿漏

出で、このため日常生活を送るうえでも、衛生的にも支

障をきたすものである」と定義している九しかし、本

研究では受診するまえの女性を対象としているため、研

究対象者の尿失禁を客観的に証明することはできない。

そこで、本間同の「尿失禁とは尿の不随意の尿漏出で、

衛生的、 社会的に問題となるものとされている。より平

易には、ト イレ以外での尿の漏出と考えてよい」を参考

に、上記のように尿失禁を定義した。

尿失禁あり群 :尿失禁の経験はあるがその治療等のた

めに受診したことのない女性

尿失禁なし群 :尿失禁の経験のない女性

なお、カバーレタ ー、 調査用紙では「尿失禁」に代え

て、一般に用いられ心理的抵抗が少ないと思われる「尿

漏れ」を使用した。

ill. 研究方法

1.研究対象者

尿失禁の曜患率が高くなる40歳以上の女性で、尿失禁

の治療等のために受診したことのない者を対象者とした。

2.調査用紙の配布と回収方法

医療機関、教育機関等の協力を得て、尿失禁の擢患率

が高くなる40歳以上の女性に書面もしくは書面と口頭で

調査目的、調査への協力は自由意志によるものであるこ

とを説明したのち調査用紙を配布した。回収は郵送を原

則としfこ。

3.調査用紙の配布期間

2004年7月から2004年11月までの聞とした。

4.調査項目

調査項目は、年齢、尿失禁経験の有無、尿失禁治療の

ための受診の有無、尿失禁に関する情報の有無、情報源、

尿失禁に関する認識である。

尿失禁に関する情報は、情報を得たことがあるか、情

報を得たことがあると回答した女性にはその情報源を①

家族、②尿漏れを経験したことのある友人、③尿漏れを

経験したことのない友人、④マス ・コミ(新聞 ・テレビ ・

ラジオなど)、⑤インタ ーネット、⑥尿漏れについて書

かれている本 ・雑誌、⑦医療関係者(医師・ 看護師・ 保

健師 ・助産師など)、⑧その他から複数回答で求めた。

原失禁に関する認識は、先行研究川8)lt)を基に原因 2

項目(加齢 ・出産)、尿失禁の改善方法 5項目(冶療対

寺田美和子、竹村節子

象と考えるか、手術、市販薬、処方薬、骨盤底筋体操)、

尿失禁の医療機関 3項目(診療科目、専門外来、医療機

関)の合計10項目を尋ねた。回答は「はい」 ・ I ~ 、いえ」 ・

「わからない」の 3つの選択肢とし、集計は「はい」と

「いいえJIわからない」を併せた「いいえ」の 2群に分

けfこ。

5.分析方法

返信された調査用紙から尿失禁の治療のために受診し

たことのない女性を選んだ。

対象者全体の年齢，尿失禁に関する情報の有無、情報

源、尿失禁に関する認識について分析をおこなった。次

に尿失禁あり群 ・尿失禁なし群の 2群に分類し、年齢、

尿失禁に関する情報の有無、情報源、尿失禁に関する認

識に差があるか否かの検定を行った。分析は年齢の比較

( t検定)を除き、すべてx2検定(対象者全体の分析

は1変数の χ2検定)で行った。統計は統計解析ソフト

(SPSS 12. OJ for windows)を用いて行った。

6.倫理的配慮

神戸市看護大学倫理委員会の承認を受け(研究計画

平成15年調査用紙平成16年)調査を行った。研究対

象予定者のプライパシ一保持のため、調査用紙への記入

は調査用紙配布場所(医療機関、教育機関等)以外で行

うこと、無記名とすることを原則とし、調査用紙の返送

をもって調査への協力に同意を得らえたものとした。

N.結果

調査用紙の配布対象者は759名であった。調査用紙の

回収は356名(回収率46.9%)で、有効回答数は320名
(89.9%)であった。有効回答者320名のうち、尿失禁の

治療のために受診したことのない女性249名を本研究の

分析対象者とした。

1.全対象者の分析

1) 基本属性

全対象者の年齢は40~80歳であり 、 平均年齢は58.0

歳(:t8.05)であった。

2) 尿失禁に関する情報

原失禁について知る機会があったと回答した女性は、

全体の88.8%の221名であった。

尿失禁について知る機会があった女性は、知る機会

のなかった女性に比べ有意に多かった (p<0.01) 
(表1)。

尿失禁に関する情報を得たことがあった女性に何か

ら情報を得たか尋ねた結果を図 1に示した。図 1より

マス ・コミから情報を得た女性が最も多く対象者の



中・高年女性の尿失禁に関する認識の実態

76.9% (170名)であった。次いで本・雑誌 (28.1%)、

尿失禁の経験のある友人 (24.9%)、家族(18.1%)、尿

失禁の経験のない友人(14.5%)、医療関係者 (8.1%)、

インターネット(1.8%)の順であった。

3) 尿失禁に関する認識

尿失禁に関する情報を得たことのある女性221名に

尿失禁に関する知識を尋ねた結果を表 2に示した。

尿失禁の原因では「年をとれば尿漏れは仕方がない

と思う」という質問に「はい」と答えた女性は220名

中128名 (58.2%)で「いいえ」と答えた女性より有意

に多かった (p<0.05)。反対に「出産を経験してい

れば尿漏れは仕方がないと思うJという質問に「はLリ

答えた女性は221名中62名 (28.1%)で「いいえJと

答えた女性より有意に少なかった (p<0.01)。

尿失禁の改善について尋ねた質問では「尿漏れは医

療機関で相談すればよくなると思う」に「はしリと答

表 1 尿失禁の情報の有無(全対象者)
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えた女性は219名中118名 (53.9%)で Il、いえ」と答

えた女性と有意差は認められなかった。尿失禁を改善

するための具体的な方法を尋ねた「手術を受ければよ

くなると思うJI病院でもらった薬を飲めは、よくなる

と思うJI市販薬を飲めばよくなると思う」では「は

い」と答えた女性は、それぞれ219名中35名(16.0%)、

221名中40名(18.1%)、217名中3名(1.4%)で「いい

え」と答えた女性より有意に少なかった (p<O.01)。

一方で「骨盤底筋体操でよくなると思う」に「はい」

と答えた女性は219名中128名 (58.4%)で「いいえ」

と答えた女性より有意に多かった (p<0.05)。

さらに、尿失禁の治療を行っている医療機関につい

て尋ねた質問では「尿失禁外来という言葉を聞いたこ

とがあるJI尿漏れの治療を行う診療科目を知ってい

るJI尿漏れの治療を行う医療機関を知っている」で

は「はい」と答えた女性が220名中80名 (36.4%)、220

尿漏れについて知る機会

あった なかった

221(88.8) 28(11.2) 

χ2値

149.59 

湖
一性

4
一意

汗
一有p値

O * * 

表2 尿失禁に関する認識(全対象者)

* * p<O.Ol 

n 
有意性

年をとれば尿漏れは

原仕方がない思う

因 出産を経験していれば

尿漏れは仕方がないと思う

尿漏れは医療機関で相談

すればよくなると思う

尿漏れは手術を受ければ

よくなると，思う

改尿漏れは病院でも らった薬を

善飲めばよくなると思う

尿漏れは市販薬を飲めば

よくなると，思う

尿漏れは骨盤底筋体操で

よくなると思う

尿失禁外来という言葉を

聞いたことがある

診尿漏れの治療を行う診療科目

療を知っている

尿漏れの治療を行っている

医療機関を知っている

220 

221 

219 

219 

221 

217 

219 

220 

220 

218 

*pく0.05 ** pく0.01n.s.有意性なし

はL、
人(%)

128(58.2) 

62(28.1) 

118(53.9) 

35(16.0) 

40(18.1) 

3(1.4) 

128(58.4) 

80(36.4) 

87(39.5) 

26(11.9) 

いいえ x2値 p値

人 (%)

92(41.8) 5.89 0.015 * 

159(71.9) 42.56 0 * * 

101(46.1) 1.32 0.251 n.s. 

184(84) 101.37 0 * * 

181(81.9) 89.96 0 * * 

214(98.6) 205.17 0 * * 

91(41.6) 6.23 0.012 * 

140 (63.6) 16.36 0 * * 

133(60.5) 3.82 0.002 * * 

192(88.1) 44.95 0 * * 



26 

名中87名 (39.5%)、218名中26名(11.9%)と「いい

え」と答えた女性より有意に少なかった (p<O.01)。

2.尿失禁あり群と尿失禁なし群の比較

対象者249名を尿失禁あり群と尿失禁なし群に分けて

比較を行った。尿失禁あり群は134名、尿失禁なし群は1

15名であった。

1) 基本属性

尿失禁あり群の平均年齢は57.7(::t7.6)歳で、尿

失禁なし群の平均年齢は58.1(::t8.6)歳であった。 2

群の平均年齢に差は認められず、比較検定に耐え得る

と判断した。

2) 情報の有無 ・情報源の違い

尿失禁について知る機会の有無を尿失禁あり群と尿

失禁なし群で比較した結果を表 3に示した。尿失禁あ

り群が尿失禁なし群に較べ有意に情報を得ていた

(p<0.05) (表 3)。
原失禁について知る機会があったと回答した尿失禁

あり群124名と尿失禁なし群97名で情報源に差がある

か否か検定を行い図 2に示した。

2群とも情報源として最も多いのはマス ・コ ミであっ

た。その後、尿失禁あり群の情報源は尿失禁経験のあ

る友人、本 ・雑誌、家族、尿失禁経験のない友人 ・知

人、医療関係者の順に多くなっていた。原失禁なし群

の情報源は本 ・雑誌、尿失禁経験のある友人 ・知人、

家族、尿失禁経験のない友人、医療関係者、インター

ネッ トの順に多くなっていた。
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尿失禁あり群と尿失禁なし群で有意差が認められた

情報源は、尿失禁経験のある友人 (p< 0.01)、インター

ネット (p<0.05)の二項目であった。

3) 尿失禁に関する認識の違い

尿失禁経験の有無による尿失禁への認識の違いを表

4に示した。尿失禁に関する認識を尿失禁の経験の有

無により比較したところ、差が認められたのは尿失禁

の原因二項目と尿失禁の改善方法一項目であった。

尿失禁の原因二項目「年をとれば尿漏れは仕方がな

いと思う JI出産を経験していれば原漏れは仕方がな

いと思う」は、いずれも尿失禁あり群が尿失禁なし群

に較べて「はい」と答えた女性の割合が多かった。

尿失禁の改善では「尿漏れは骨盤底筋体操でよくなる

と思う」という質問では尿失禁あり群が尿失禁なし群

に比べて「はLリと答えた女性の割合が有意に多かっ

た (p<0.05)。
「尿漏れは医療機関で相談すればよくなると思う」

は尿失禁経験の有無に関係なく「はい」と答えた女性

が多く、差は認められなかった。また「尿漏れは病院

でもらった薬を飲めばよくなると思うJI尿漏れは市

販薬を飲めばよくなると思う」では、尿失禁の有無に

関係なく「はいJと答えた女性が少なく、差は認め ら

れなかった。

尿失禁の診療に関する三項目「原失禁外来と言う言

葉を聞いたことがあるJI尿漏れの治療を行う診療科

目を知っているJI尿漏れの治療を行っている医療機

関を知っている」は尿失禁経験の有無に関係なく「は
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い」と答えた女性が多く 、差は認め られなかった。

「尿漏れの治療を行っている医療機関を知っている」

に「はしリと答えた女性は尿失禁経験の有無に関係な

くl割程度と非常に少なかった。

V.考察

本調査で尿失禁に関する情報を得たことがあると答え

た女性は対象者全体では88.8%であった。原失禁経験の

有無で比較すると尿失禁経験のある女性が有意に情報を

得ていたが尿失禁経験の無い女性でも84.3%が情報を得

ていた。情報源は、尿失禁経験の有無に関わらずテレ ビ¥

新聞、ラジオなどのマス ・コミであった。河内の調査回

でも女性の79.5%が新聞、雑誌、テレビ¥ラ ジオか ら情

報を得たと述べている。このことからも情報源としての
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マス ・コミは常に大きな影響力がある ことを示している。

尿失禁の原因に関する認識を対象者全体に尋ねてみる

と、加齢が原因と答えた女性が多く、出産が原因と答え

た女性は少なかった。尿失禁経験の有無で比較する と二

項目とも差が見られ、いずれもこれらが原因と答えた女

性の割合は尿失禁あり群に多かっ た。

これは尿失禁あり群は情報を関心をもって正しく認識

をしていると考えられる。 しかし、尿失禁あり群の65%

は加齢が原因と答えたが、出産が原因と答えた尿失禁あ

り群は全体の37.1%であったことは、尿失禁あり群が自

分の経験として「年をとったので尿失禁がおこっ た」と

は理解しているが、出産後何年もたってから発症する尿

失禁と 出産との関連性については認識できていない こと

が示された。

尿失禁の改善について尋ねた質問の 1つである「尿失

表 3 尿失禁の情報の有無 (尿失禁あり群と尿失禁なし群の比較)

尿漏れについて知る機会

尿失禁群

尿失禁なし群

あっ た なかった

124(92.5) 10(7.5) 

97(84.3) 18(15.7) 

N=249 

χ2値 p値 有意性

4.159 0.041 * 

* p <0.05 

表4 尿失禁に関する認識(尿失禁あり群と尿失禁なし群の比較)

n はし、 いいえ
χ2fj直 p値 有意性

人(%) 人(%) 人(%)

年をとれば尿漏れは 尿失禁あり 123(100) 60(65.0) 43(35.0) 
5.39 0.2 * 仕方がなL¥思う 尿失禁無し 97(100) 48(49.5) 49 (50.5) 

出産を経験していれば 尿失禁あり 124(100) 46(37.1) 78(62.9) 
11.5 0.01 * 尿漏れは仕方がないと思う 尿失禁無し 97(100) 16(16.5) 81 (83.5) 

尿漏れは医療機関で相談 尿失禁あり 123(100) 64(52.0) 59(48.0) 
0.39 0.534 

すればよくなると思う 尿失禁無し 96(100) 54(56.3) 42(43.8) 
ll.S. 

尿漏れは手術を受ければ 原失禁あり 123(100) 22(17.9) 101(82.1) 
0.76 0.384 

よくなると思う 原失禁無し 96(100) 13(13.5) 83(86.5) 
ll.S 

尿漏れは病院でも らっ た薬を 尿失禁あり 124(100) 21 (16.9) 103(83.1) 
0.26 0.611 

飲めばよくなると思う 尿失禁無し 97(100) 19(19.6) 78(80.4) 
ll.S. 

尿漏れは市販薬を飲めば 尿失禁あり 122(100) 1 (0.8) 121(99.2) 
0.65 0.421 

よくなると思う 尿失禁無し 95(100) 2(2.1) 93(97.9) 
ll.S. 

尿漏れは骨盤底筋体操で 尿失禁あり 124(100) 80(64.5) 44(35.5) 
4.34 0.037 * よくなると，思う 尿失禁無し 95(100) 48(50.5) 47(49.5) 

尿失禁外来という言葉を 原失禁あり 123(100) 51(41.5) 72(58.5) 
3.14 0.077 

聞いたことがあ る 原失禁無し 97(100) 29(29.9) 68(70.1) 
ll.S. 

尿漏れの治療を行う診療科目 尿失禁あり 123(100) 54(43.9) 69(56.1) 
2.21 0.137 

を知っている 原失禁無し 97(100) 33(34.0) 64(66.0) 
ll.S. 

尿漏れの治療を行っている 原失禁あり 122(100) 14(11.5) 108(88.5) 
0.05 0.817 

医療機闘を知っている 尿失禁無し 96(100) 12(12.5) 84(87.5) 
ll.S. 

*く0.05 料 p<O.Olll.S有意性なし

原
因

改
善

圭4ト
ロ17

療
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禁は医療機関で相談すればよくなると思う」に「はい」

と答えた女性は対象者全体で53%であった。尿失禁あり

群と尿失禁なし群で比較をしても「尿失禁は医療機関で

相談すればよくなると思う」と答えた女性の割合に差は

なく、尿失禁を経験している女性であってもこのような

認識は少ないことがわかる。しかし、 1997年に行われた

調査1)では「尿失禁は治療可能」と考えている者は38%

であったことから考えると「尿失禁は治る」という認識

をもっ者はわずかながら増えていることが示唆された。

尿失禁の治療方法について尋ねた「手術を受ければよ

くなると思うJI薬を飲めばよくなると思う」では「は

い」と回答した女性は 2割にもみたず、尿失禁あり群と

尿失禁なし群の比較でも「はい」と回答した女性の割合

に差が認められなかった。

「尿失禁は医療機関で相談すればよくなると思う」と

考える女性が増えてきていることが伺えたものの、まだ

まだ少ないことから考えると、今回のように尿失禁あり ・

なしに関わらず、尿失禁の具体的な治療法についての認

識が十分でないことは止むを得ないことと考えられる。

尿漏れの改善策のひとつである「骨盤底筋体操」につい

ては、「尿漏れは骨盤底筋体操でよくなると思う」と回

答した女性は対象者全体で58.4%であった。この結果は

2000年の調査的 とほぼ同様の結果であり、骨盤底筋体

操に関する周知には変化が認められなかった。

同様に、尿失禁の診療について尋ねた三項目「尿失禁

外来JI診療科目Jli治療を行ってい る医療機関」のいず

れにも「はい」と回答した女性が少なく、尿失禁経験の

有無で比較しでも差は認められなかった。なかでも「尿

漏れの治療を行っている医療機関を知っている」に「は

い」と答えた女性は少なく、 2000年の調査8)I (尿失禁

の)相談場所を知っている」とほほ‘同様の結果とな った。

「尿失禁外来JI診療科目」に比べ 「尿漏れの治療を

行っている医療機関」を知っている女性が少ない。これ

は、最近女性の尿失禁がマス ・コミで取り上げられるこ

とが多く、その際、尿失禁治療の専門外来が開設された

こと、専門外来がどの診療科目に開設されたかは伝えら

れるものの、具体的な医療機関名の紹介がほとんどない

ことが原因の 1っと考えられる。また専門外来でしか尿

失禁のケアを受けられないと考えてしまうことや、泌尿

器科や婦人科などの診療科目を備えている医療機闘を知

らないことなどが考えられる。今後は専門外来を開設し

ていなくとも泌尿器科や婦人科で対応が可能であること

を広報することも大切と考えられる。

今回の結果より 、尿失禁に関する情報を得たことがあ

る女性が多いにも関わらず、正しい認識をしている女性

が少なく、治療方法などについても詳しくは理解してい

ないという現状が明らかとなった。この原因として尿失

禁に関する情報源の殆どは、マス ・コミであり、本人が

寺田美和子、竹村節子

能動的に詳細に調べた知識でないことが考えられた。尿

失禁を経験している女性はそうでない女性に比べ、尿失

禁を経験している友人から尿失禁の情報を得ている。し

かし、尿失禁の治療等のため受診する女性が少ないこと

から考えると、この友人も受診をしてない者がほとんど

と考えられる。そのため、友人は情報源となりながらも

尿失禁の治療を行っている医療機関、具体的な改善方法

という情報提供にまでは至らなかったと考えられる。

尿失禁を改善し QOLを高める方法として有効とされ

る「骨盤底筋体操で尿失禁は改善すると思う」と回答し

た女性は多い。しかし、骨盤底筋体操を正しく習得する

ことが難しいこと3凶を考慮すると、尿失禁の専門的な

治療機関や専門家の指導のもとに骨盤底筋体操を正しく

習得することが必要となる。

尿失禁は、感染症や今すぐ生命の危機をもたらすといっ

たものではないため、経験している女性がすべて受診し

て治療を受けなくてはいけないというものではない。原

失禁を経験している女性が自分なりの対処方法で日常生

活を送ることも選択肢の一つである。しかし、手術治療

があることを知り、それを望んで受診する女性が存在す

る15)ことからも、尿失禁の改善方法や医療機関の情報を

十分に提供し、そのうえで受診して治療を受けるか、自

分自身で対処していくかを選択できるような、女性と専

門職が共に最良の方法を考える場の必要性が考えられる。

VI.結語

尿失禁の治療を受けたことのない中 ・高年女性を対象

に尿失禁に関する認識の実態調査を行った。その結果、

尿失禁に関する情報を得たことのある女性は尿失禁経験

者に多かった。しかし、原失禁に関する認識は、原失禁

の原因および骨盤底筋体操の効果を除いて尿失禁経験の

有無による差は認められなかった。今後も尿失禁が医療

機関で治療の対象となることや具体的な治療方法につい

て医療職の積極的な情報提供が必要である。
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(Summary) 

Middle-aged and Elderly Women's Perception 
Regarding Urinary Incontinence 

Miwako Terada， Setsuko Takemura 

School of Human Nursing， The University of Shiga Prefecture 

8ackground Despite the fact that there are relatively such information and understanding of UI (its 

large number of people suffering from urinary cause， treatment and m巴dicalinstitution) 

incontinence (UI)， only a small percentage of them Results Eighty-eight point eight percent of all 

actually seek medical help. This is partially due to respondents indicated as having obtained 

a misperception that UI is curable and also due to information regarding UI from various media， 

the fact that most people with UI are embarrassed including newspapers， TV and radio. Furthermore， 

or ashamed to talk about it. However， women's a relatively large number of respondents were 

perception of UI may be gradually changing. In aware that old age increases the risk of UI and that 

fact， over recent years， there has been mcreasing exercises to strengthen pelvic floor muscles are 

publicity regarding UI in various media (e.g.， effective treatment for UI. Women with UI had 

newspapers， TV and radio). There has also been an statistically significantly greater knowledge 

increase in th巴 numberof outpatient services for regarding UI compared to women without UI 

patients with UI. (p<Oー05).However， most respondents did not have 

Objective The aim of the present study is to sufficient knowledge as to how to alleviate the 

understand how UI is perceived by middle-aged and symptoms of UI. 

elderly women. Conclusions Although relatively large number of 

Method Between July and November， 2004， a respondents indicated as having accessed the 

questionnaire survey was conducted to understand information regarding UI， most of them did not 

the healthcare-seeking behavior of women with UI. have sufficient knowledge about UI. It is important 

Questionnaire was distributed to women aged 40 that medical practitioners take positive steps to 

years or older who had never consulted a doctor promote und巴rstandingof UI among middle-aged 

about UI. Comparison was made between the and elderly women. 

overall subjects， subjects with UI and subjects Key Words Urinary Incontinence， Middle-aged and 

without UI. Topics covered in th巴 analysisinclude elderly women， Information， Perception， 

availability of information regarding UI， source of 
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論文

「成人患者の利益・権利を守るアドボカシー」 一

に関する看護師の意識 .，..~ ''-'WZ-d-C-匂

1.緒言

竹村節子

滋賀県立大学大間看護学部

背景 現在の医療現場において，真に患者の意思決定に基づく医療サービスが提供されているのかという

問いかけから，患者と接する時間が長く身近にいる看護師は何ができ何をしなければならないのか(看護

の役割)を探求するために，看護師が患者の権利や人権をどのように認識し実際に係わっているか，また，

最近看護職の間で使われているア ドボカ シーの用語について，その用語の持つ意味や構成概念についてど

のように理解しているかを明らかにしてL吋必要がある。

目的 看護が行うアドボカシー (nursing ad vocacy )の概念を実践看護師の視点から検討し，ア ドボカ

シ一概念の意味するもの，その概念が構成している価値観を明確にし. I患者のア ドボケイ トとしての看

護の役割」を考え，さらにア ドボケイトという役割を担うことへの課題を明らかにするための基礎データ

として，臨床で働いている看護師のアドボカシーについての意識と経験の現状を把握するために調査を行っ
戸

れ」。

方法 Davisらが開発し，看護師24名を対象にパイ ロット・スタディーを行った質問票を， 一部改変し追

加し た質問票を用いてアンケ ー卜調査を行った。対象は近畿圏内の緩和ケア病棟を持っている300床以上

の病院で働いている臨床経験 5年以上の看護師365名である。

結果 7害Ijの看護師はアドボカシ一実践を行っていた。「患者が苦しんでいるときj. I患者や家族への病

状説明が不十分」な時に. I患者と医師のパイプ役j. I医師に再説明の依頼j. I不明点/疑問点の医師へ

の確認」など，医師に向けての行動が多かった。アドボカシ一実践を促進する職場環境は. I患者中心の

看護j. I看護スタッフ聞の協力の精神」で，逆に「ゆとりある業務j. I医師はあくまで同僚」が実践の場

で欠如していた。患者の権利については，看護師の意識や理想は全体的に高いが，病院において実際に守

られているあるいは看護師が現実に係わっている状況とは差があった。また，患者の意思決定を促進する

のに必要な患者本人の情報や看護 ・治療計画に参加する権利は守られていない傾向にあった。

フライの看護師ア ドボカシーモデルに基づく 25項目の権利の選定は妥当であり、この理論は支持された。

給論 ア ドボカ シーに関する概念のより明確な定義づけをするためには，看護師全般に渡るさまざまな実

証的研究を重ねながら，諸理論の照合と検証が必要である。

キーワード 成人患者、看護師の意識と現実、患者の権利、アドボカシ一、職場環境

「患者本意の医療」を推進 してい くためには，患者の

自己決定過程を誠実に支え，患者自身の真の自己決定を

可能ならしめるような社会的環境 ・条件を医療システム

として整備していくことが必要である。しかし，現実の

医療においてはまだ医師や看護師をはじめとして医療者

のパタ ーナリズムや権威主義が存在している。また，治

療に関しては医師の専断的判断すなわち裁量権が優先さ

れる中で，患者の自己決定権が医師の判断を実際に拘束

しうることができるかどうかが大きな課題である。最近

の医療現場は消費者主権主義(consumerism;コンシ ュー

マ リズム)の考え方が広がりつつあ り，患者 ・利用者の

権利が重視されてきている。治療や看護を提供する場合

には，患者に十分情報を提供し説明を行った上で，患者

が納得し同意する とい うインフォ ームド ・コンセ ン トは

かなり浸透してきている。その中においても，医師の治

療方針と患者のニーズが概ね一致する場合は問題ないが，

両者の考え方に相違があ る場合は，どの程度患者の意思

2005年 9月30日受付、 2006年 1月6日受理

連絡先竹村節子

滋賀県立大学人問看護学部

住 所 彦根市八坂町2500
E-mail:stakemura@nurse.usp.ac.jp 
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を保証することができるであろうか，患者が自分の意思

を明確に表出できず自分の望む医療 ・看護が受けられな

い場合は，患者の意思や権利を保証するために誰がどの

ように対応していくことが望ましいのであろうか，患者

の権利や利益のために看護師はどんな方略があるだろう

か，医療職の中で患者に多くの時聞を割く看護師は，患

者のために声を上げ，患者の思いを代弁し，患者を擁護

できる立場にあるのだろうか，などを問うてみる必要が

ある。

1948年に制定された保健師助産師看護師法(以下保助

看法という)では看護師の業務独占として，診療の補助

と療養の世話が福われている。また，医業は医師の独占

業務であるため，患者の治療に関しては医師の指示が必

要である。医師の治療方針に沿うような働きと，患者を

全人的に捉え患者のニーズを満たす働き(ケア リング)

の両方に関わるとき，看護師はしばしばこの狭間でジレ

ンマが生じることがある。

日本の看護倫理要綱の中に「患者に危害を加えるもの

や権利侵害がある場合は患者を守る責務がある」と謂っ

ている 1)。倫理的な側面から患者を保護する，支持する，

擁護することは看護専門職の責務であることを明示して

いる。しかし，この見解は倫理的 ・道徳的 ・哲学的なも

のであり，保助看法や医師法などとは違い法的に看護師

の行動や身分を保障するものではない。

日本では，アドボカシーの意味を主に患者の権利擁護

と解され，その重要性が認識され始めている。 しかし，

日本の看護師は患者の権利を擁護する，思いを代弁する

とは何をなすべきことか，誰に向けて代弁するのか，ど

んな方法を用いるのか，そのためにどんな知識 ・技術が

必要になるのかについてほとんど教育を受けていない。

最近，アドポカシー(advocacy)という用語を看護職の間

で用いられており ，また，看護教育用のテキストと称さ

れる文献のなかにも散見される 2) 3) 4) 5) 6) 7)。 しかし，

本来法律用語であるア ドボカシーを看護のなかで用いる

ことに関してあまりにも安易である。看護のなかでアド

ボカシーの用語を取り入れている欧米においても，この

用語の概念、は暖昧であり混乱をきたしている。さらに学

際的なテーマであるため医師， 看護師，倫理学者，哲学

者，法学者 ・弁護士，社会学者などのなかで議論され，

誰がアドボケイ卜 (advocate)としての役割を担うのが

適切であるかをそれどれの立場から論じているト加。

また，欧米においても看護アドボカシーの概念を明確に

するための実証的研究は少なく ，研究の対象者が幼児 ・

小児却)301 精神障害者あるいは学習障害者3J)3印刷，極度

に依存度の高い患者団 末期患者拙仰に限られていたり，

インタビュ ーによる質的研究がごく数例あるだけである

(Chafey他 聞 Mallik39
)， Marphy40)， Segesten41¥ 

Snowball42l)。日本においては看護師のア ドボカシーモ

竹村節子

デル ・概念についての実証的研究はなく ，Davisら43)叫

のアドボカシーに関する看護師の意識についてのパイロッ

ト・スタディ ーがあるだけである。そこで，看護が行う

アドボカシ ー Cnursingadvocacy)の概念を実践看護

師の視点から検討し，advocacy概念、の意味するもの，

その概念が構成している価値観を明確にし，I患者の

advocateとしての看護の役割」を考え，さらにアドボ

ケイトという役割を担うことへの課題を明らかにするた

めの基礎データとして，臨床で働いている看護師のアド

ボカシーについての意識と経験についての現状を把握す

るために調査を行った。

II. 研究方法

1 .研究方法

「成人患者の利益 ・権利を守るアドボカシーについて」

のアンケー ト調査を行なった。この調査票は Davisらが

開発し，看護者を対象にパイロ ット ・スタディ ーを行っ

たものである。Davisらに調査票を使用することの許可

を取り，質問内容を一部改変および追加した質問票を用

し、fこ。

文献検討から今回の調査では， Iア ドボカシーを擁護

と訳し，患者の権利や利益を守るために行動したり，患

者の意思決定を助けたりする働きをさすこと」と用語の

操作的定義をした。

質問内容は，大きく分けると看護師が「対象のケアが

他者によって間害されているときは，対象を保護するよ

うに適切に行動する」働きをする上で必要な知識 ・経験

や職場環境に関するものと，患者の権利に関する看護師

の意識に関するものである。具体的には，①ア ドボカシ一

実践への教育 ・経験の必要性とその現実，②アドボカシ一

実践に必要な知識，③看護師のア ドボカシー責務の意識

と現実，④看護師のア ドボカシ一実践，⑤ア ドボカシ一

実践に必要な職場環境の理想と現実，⑥アドボカシー実

践を促進する職場条件と現実， ⑦ア ドボカシーに向けて

の看護管理者の責任，⑧チ ームによる連帯と看護アドボ

カシー，⑨患者の権利に関する看護師の意識の理想と現

実，⑩看護師の属性である。これらの質問を選択式と自

由記述式で回答できるようにした。質問内容は 4段階の

Likert尺度とした。

近畿圏内の緩和ケア病棟を持っている300床以上の 5
病院で働いている臨床経験 5年以上の看護師を対象に調

査を行った。働く部署や経験による比較を行うために，

ICU・CCUなど救急部門 ・病棟に勤務する看護師(以

降 ICU・救急看護師とする)，緩和ケア病棟に勤務する

看護師 (以降緩和看護師とする)，一般病棟に勤務する

看護師(以降一般看護師とする)のサンプルを一定数確
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表 1 調査依頼病院の看護職人数

¥ 病床数
看 護 職 数 ICU.救急看護職数

5年以上経験者 5年以上経験者

H病院 400 
359 4 9 

194 32 

0病院
4 1 4 60 

562 
327 54 

S病院 50 1 
385 

264 

53 

35 

T病院 388 
2 7 3 。
1 4 0 。

緩和ケ 7看護職数

5年以上経験者

17 

17 

1 7 

1 7 

19 

1 9 

1 8 

1 8 

lV.研究結果

サンプル数は365名である。全員の意見を反映するた

め回答のない部分は回答なし (NA) としてデータ処理

しfこ。

1.対象者の特性について

男性10名(2.7%)，女性352名(96.4%)であった。勤務場

所別については，一般病棟213名(58.3%)，ICU・救急部

門 ・病棟89名(24.4%)，緩和ケア病棟63名(17.3%)であっ

た。年齢は平均34.9歳(SD6.69)で， 20歳代'84名(23.0)， 

30歳代190名(52.1%)，40歳代64名(17.6%)，50歳代13名
(3.6%)であった(図 1)。臨床経験年数は平均12.5年

保するため，アンケー 卜を依頼するにあたり， CCU・I (SD 6.26)で， 16~20年が一番多く 17 . 0%，次いで10~

CUなどの救急部門・ 病棟および緩和ケア病棟に勤務し 11年が15.1%， 8 ~ 9年が15.3%，6~7年が13.7%の順に

ている看護師の方にはできるだけ回答していただけるよ 多かった。 21年以上の人が10.4%いた(図 2)。一般病棟

う依頼した。臨床経験 5年以上の看護師を対象にしたの で経験年数が一番多かったのは16~20年で17.8%， ICU・

は，看護についての自己の考え方 ・看護観が確立してい

ると考えたからである。今回調査するにあたり予算の都

合上，各病院に調査者側から調査依頼人数を限定して依

頼した。調査実施病院の看護職数については表 1に示す

通りである。

2.調査期間

調査は，平成17年4月から 6月までの期間で実施した。

3.データ収集および分析方法

データ収集は無記名を前提に，アンケー卜調査の後に

インタビューを受けてもいいと了承してもらえる方には

氏名と勤務場所 ・連絡場所を記名してもらえるよう依頼

し，数週間の留め置き後に，封筒に入れ病院ごとに回収

してもらった。

分析方法は，選択肢および Likert尺度による回答は，

「その通りJIはい非常にJI常にJIはい頻繁に」は 4点，

「まあそうJIしばしばJIたいていJIはい時々」は 3点，

「まあ違うJIたまにJIいいえあまり」は 2点， I違う」

「いいえ全く JI全くないJI全く していないJI必要ない」

はl点に点数化し平均値を算出した。統計的解析は SP

SS(11J)を用いて行った。自由記述は内容を KJ法で分

析した。

m.倫理的配慮

大阪大学大学院人間科学研究科行動系研究倫理審査会

の審査を受け，研究実施の許可を得た。

アンケート依頼病院の責任者(看護部長・看護局長)

にアンケート調査の主旨を説明し許可を得た。 O病院

では院内医療倫理部会の審議を受け許可を得た。

看護師個々には調査目的，研究者名と連絡先(所属機

関)，回答者の匿名性の堅持を約束する書面を添付した。

50才~

45~ 49才

5.5也

40~44才

12.1目

14-15年

8.8% 

12-13年

9.3百

N.A 

3.7覧

図1 対象者の年齢

N.A 

20~ 2 4才

0.5出

図2 対象者の経験年齢
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救急病棟は6~7年の 20.2%，緩和ケア病棟では 14~15年

と 16~20年で各20.6%であった。緩和ケア病棟は経験年

数の長い看護師が多かった。

卒業した看護学校は専門学校82.6%，短大15.1%，大学

2.5%であった。修得した学位は学士11.0%，修士2.2%で

あった。今までに患者の権利や人権について学んだ人は

76.2%であった(図 3-1)。学んだ方法を複数回答で尋ね

ると図 3-21こ示すとおりであった。さらに，ア ドボカシー

や患者の権利擁護について学んだ有無を尋ねると，学ん

だ人は28.8%であり(図 4-1)学んだ方法は図 4-2の通り

無回答

2.5% 

竹村節子

であった。権利や人権については 7割以上の人が何らか

の形で学んでいるが，アドボカシー・ 患者の権利擁護に

ついては約 3割しか学んでいない状況であった。アドボ

カシーや患者の権利擁護については，教育の場や臨床の

場においてまだ十分浸透していない状況が伺われた。

2. アドボカシーに関する看護師の意識について

1) 今日の医療lこおける看護師のアドボカシー責務

選択式質問により，看護師の患者擁護に対する責務

について，①「本来持つべきJ(意識)，②「実際に持つ

(複数回答)

看護の専門学校、短大、学部の授業で 65.5 

臨床の現場における勉強会で

看護専門雑誌で関連記事を読んだことがある

本や論文を読む独学で

関連学会で 1 112.9 

看護系大学院の授業で 11 2.2 

その他 1I 5.8 

無回答

N=365 。 20 

図 3-1 
40 60 80 100 

(%) 

患者の権利・人権について学んだ有無 図3・2患者の権利・人権を学んだ方法

図 4・1

無回答

2.5首

N=365 

看護の専門学校、短大、学部の授業で

本や論文を読む独学で

看護専門雑誌で関連記事を読んだことがある

臨床の現場における勉強会で

関連学会で

看護系大学院の授業で

その他

無回答

。

41.0 

33.3 

13.3 

20 40 60 

(複数回答)

80 100 

(%) 

アドボカシー・患者の権利擁護について学んだ有無 図4-2アドボカシー・患者の権利擁護について学んだ方法
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ているか(現実にその責務があるか)J(現実)という

記述に対する賛意をきいた。勤務場所に関係なく，両

方とも「はい，非常にJIまあそう」を合わせれば肯

定的な考えが大半だった(図 5，図 6)。②について

は，特に緩和ケア看護師は90%がそう思っていた(図 6)。

賛意の程度は①の方が高かった。①，②の理由につい

ての自由記述した内容を分析した。まず，①の「本来

その責務を持つべき」とした266名の記述内容は生

命 ・健康を守る職業である以上必要全人的にサポー

卜してし、く立場であるから"などのように「看護師の

仕事であるJ38件， I接する時聞が長いから/一番身

近にいる存在だからJ34件， I患者の権利だからJ30 

件看護師が全ての患者に対して擁護する必要性は

感じなし、。しかし、患者が主張しでも良いと恩われる

ことに気づかれていない方には必要性を感じる意

思決定時は，医師に誘導されることのないように，選

択肢のある情報提供を行った方がよい"などのような

「時と場合によるJ22件倫理規定に書いである

よりよい看護をするため"など「当然、と思う J21件，

「プライパシ一保護のためJ21件， I患者の立場になっ

て考えることが必要J20件， I患者は弱者であると思

われるためJ18件などの意見が多かった。一方少数で

はあるが， I看護師が患者擁護責務を持つべきだとは

思わない」とする人の意見は， I患者自身が現状を知

るべきJ5件， I医療に携わる全ての人が責務を持つべ

きJ3件， I擁護する範囲が不明J3件， I擁護するた

めの教育が必要J2件であった。その他(26件)の意見

として、"本来そう思うが、患者の権利ばかり擁護し

すぎる傾向があり，患者の要求が上がる一方で，現場

がそれについていけない状況が起きている。一部の患

者の中には権利をはき違えている方もいる。医療者と

患者といっても人間対人間，お互い気持ちよくコミュ

ニケーションをとるためには，権利ばかり主張されて

は良好なコミュニケーションや人間関係は作れない"

というものがあった。

次に，②の「実際(現実)にその責務があるか」に

ついての221名の意見は， I責務を持っている/意識し

ているJ28件で， "ADL援助のすべてに必要臨床

の場で行っているナイチンゲール精神擁護し

なければならない場面に遭遇する"などであった。一

方実際に持っているが，それを認めない医師やス

タッフがいる 他の職種が行うことに関してはその

限りでないのでジレンマを感じる'¥"人により温度差

がある"などの意見もあった。

2) 今日の医療における看護師のアドボカシ一実践

「看護師は，現状では実際にアドボカシー(患者擁

護)を実践しているか」という質問に対しては， Iは

い頻繁にJ15.9%， Iはい時々J57.8%で約 7割が実践

していると答えた。ここでも緩和看護師は他の部署の

看護師よりも多く実践していた(図7)。回答者自身

にアドボカシ一実践の経験の有無を尋ねた。「あり」

49.9%， IなしJ30.4%であった。 ICU・救急看護師は

擁護した経験ありとないとはほぼ同等であった(図8)。

擁護した事柄は(219名回答)， I患者と医師のパイプ役」

67件， I医師の説明が分かりにくかったときの再説明」

31件， i}患者の希望に応じるよう努力するJ20件， I痛

みのコントロ ールJ17件， I意思決定/治療選択を助

けるJ17件， I患者の不満や不安を解消させるJ15件，

「不明点/疑問点の医師への確認J9件， I家族との連

携J7件の順であった。その他 (21件)の中にH緩和ケ

ア病棟に勤務しているので， sedationなどについて

メリット ・デメリッ 卜を話し，患者と一緒に考えた

n入院中の育児技術の習得，家族への係わりなどを継

続して行うよう地域でのサポートを依頼した'¥"失語

と片麻療のある患者で自立心の強い患者(家族からの

情報)に医師からトイレ歩行が禁止されていたが，患

者の気持ちを優先して歩行の訓練を行い，スタッフに

も伝達した'¥"透析を導入する患者が様々な生活習慣

の変更を余儀なくされ不安が強くなったとき，家族へ

の指導と協力を依頼し，また医師の外泊許可c1日)

の日数を変更した理学療法士の専門学校の休学 ・

復学について不安が強い患者に臨床心理士の介入を依

頼したことで、感情を表出するようになり，自宅でで

きる通信教育で資格修得を目指すことができたりなど

があ った。

3) アドボカシ一実践への教育 ・経験の必要性とその現

実

アドボカシーについては「特別な教育が必要」と約

9割の人が認めながら、①実際に「教育を受けてきた」

人は 2割程度，②「現場で教育が受けられる(教育が

受けられる職場である)Jは3割程度であった。教育

の必要性(平均値3.19)を多くの人が認めているにもか

かわらず，教育の場 0.68)や現場(1.96)での教育は

受けていない状況であった。

「特別な経験が必要」は64.9%，I職場で経験ができ

る(経験が得られる職場である)Jは66.6%であり，経

験の必要性 (2.77)と現実 (2.76)には差はなかった。

4) アドボカシ一実践に必要な知識

質問では，実践に必要な知識として， I患者の権利J，

「法律J，I倫理」の 3つをあげた。それらはいずれも

アドボカシ一実践に必要と認識され「その通りJ，Iま

あそう」を合わせるとそれぞれ 9割以上であった。必

要性の程度は「患者の権利 (3.59)J， I倫理の知識

(3.53) J， li法律の知識 (3.38)Jの順であった。看護実

践において倫理的な判断能力が必要であるという回答

者の認識が伺われた。
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日目

図5 看護師の患者擁護に対する責務の必要性

図 6 看護師の患者擁護に対する現実の責務の必要性

図 7 看護師の患者擁護の実践の認識度
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5) アドボカシ一実践に必要な職場環境の理想と現実 ると認識していた。しかし，実際の職場ではそれらは

十分ではないとしていた。特に. Iゆとりある業務」

や「臨床倫理委員会の設置」については理想と現実の

差は大きかった。ゆとりある業務ができないと回答し

た人は75.7%であった。一般看護師や ICU・救急看護

師は緩和看護師よりも強く感じていた。「患者や家族

質問であげた患者，家族，医療職種聞の「親密なあ

るいはオ ープンな コミュ ニケー ションJ.I民主的な職

場環境J.Iチーム カンファレンスでの患者 ・家族の問

題の検討J.Iゆとりある業務J.I日常業務のための臨

床倫理委員会の設置」は，どれも職場環境に必要であ
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全体

(N=365) 

一般

(n=213) 

ICU・救急

(n=89) 

緩和
(n=63) 

O出 100% 

図8 成人患者に対する擁護経験の有無

と親密なコミュニケーションJ，I医療職種聞のオープ

ンなコミュニケーションJ，Iチームカンファレンスで

の患者 ・家族の問題の検討」は一般看護師や ICU・

救急看護師よりも緩和看護師の方が職場環境としてあ

ると回答していた(図 9)。

6) アドボカシ一実践を促進する職場環境

アドボカシ一実践を促進する職場環境について，重

要度の最も高いものを 1，最も低いものを 6とし 1

から 6の番号で示してもらい，促進条件の各項目に何

名が選択したかを集計し，平均値を算出した結果は，

条件の重要度の l位として「患者中心の看護」が圧倒

的に多か った (5.14)0 2位は「看護スタッフ聞の協

力の精神J(3.89)， 3位は「ゆとりある業務J(3.31)， 

4位は「医療スタッフの民主的な雰囲気J(3.18)， 5 

位は「病棟責任者(師長)のサポ ート J(2.90)， 6位

は「医師はあくまで同僚J(2.64)であった(表 2)。

アドボカシ一実践を促進する職場条件の現状につい

て，促進条件が「その通りJ，Iまあそう」とする回答

(促進条件としてある)は， I看護スタッフ聞の協力の

精神J77.8%， I師長のサポート J76.2%， I患者中心の

看護J72.8%であり ，特に緩和看護師があると認識し

ていた。逆に促進条件が「まあ違うJ，I違う」とする

回答(促進条件としてない)は， Iゆとりある業務」

60.0%， I医師はあくまで同僚J58.1%， I医療スタッフ

の民主的な雰囲気J30.4%であり， Iゆとりある業務J，

「医師はあくまで同僚」の存在が実践の場で最も欠如

していると認識していた。

7) アドボカシーに向けての看護管理者の責任

ほぼ全員が「看護師がアドボカシーを実践できるよ

うに，看護管理者はスタッフを助ける責任がある」と

答えた。その理由についての記述 (232名)は， Iアド

バイスやフォロ ーが必要J38件， Iサポート体制は必

要J35件， I指導 ・教育してL、く立場だからJ26件，

「管理者は責任者なので/まとめ役が必要J24件， I管

理的立場の人の影響力は大きいから/率先すべきJ16 

件などがあった。 ナースの立場や個人の立場は弱いの

で，アドバイスやフォロー ・サポ ート があれば自分の

考えを主張しやすい，最善の努力ができる，自信をもっ

て行動できる，ことを強調していた。そして，実際に

上司が責任を取ってくれると回答した人は「はい非常

に」と「まあそう」を合わせると 7割以上あり，看護

管理者のサポ ートは十分あると認識していることがわ

かっ fこ。

8) チームによる連帯と看護アドボカシー

「アドボカシーのためには，看護師はチームを組ん

で連帯して働くのがよいか」の質問に対して，殆どの

人が「はい」と回答した (94.4%)。その理由の記述

(236名)は， I見解の統ーを図るためJ43件， I一人で

は対処できないJ37件， Iチームの力の方が大きい/

チームの方が動きやすいJ33件， I情報の共有化J20 

件， I色々な意見や考えなど出し合えるJ14件などが

主要な意見であった。仲間の連帯の力や方針の統一性

を挙げていた。

9) 看護師の患者や家族に対するアドボカシーの実際

医療の現場でアドボカシーの必要があると考える状

況を示し， I看護師は現在，患者や家族に対 し擁護し

ているか」を問うた。「患者が痛みに苦しんでいる」

時は「はい頻繁にJ，Iはい時々」を合わせて81.1%，

「患者や家族への病名 ・症状説明が不十分」な時につ

いては75.1%と72.6%が擁護していた。逆に「患者が不

必要な検査や治療を受けている」時は， Iいいえ余りJ，

I~ 、いえ全く」を合わせて5 1. 5% ， I}患者の尊厳が医療

者によって損なわれている」時は36.2%であった(図

10)。医師や他職種と関連する事柄には擁護しにくい

状況であ った。



38 

-・・M幽白一ーー+

1 血者~I!!!I!な

コミュヱケーション

2 軍旗と穂署な

コミュニケーション

3圃唱聞のオープンな

コミュヱケーション

4 民主的な瞳場軍 機

5チームカンファレンスで

患者・家臨の問題の樟射

6 ゆとりある章輯

7 臨床情翠量員会由盤置

<理想>

一首ー一-.-ーーーー -~ -一ー一一ー

一一L図9 アドボカシ一実践に必要な職場環境の理想と

l
i
l
-
-十
|
|
+
l
L

全体 (N=365)

一般(n=213)

ICU・救急(n=89)

緩和(n=63)

全体 (N=365)

一般(n=213)

ICU・救急(n=89)

緩和(n=63)

全体(N=365)

一般(n=213)

ICU・救急(n=89)

緩和(n=63)

全体 (N=365)

一般(n=213)

ICU・救急(n=89)

緩和(n=63)

全体 (N=365)

一般(n=213)

ICU・救急(n=89)

緩和(n=63)

全体(N=365)

| 般(n=213)

ICU'救急(n=89)

緩和(n=63)

全体 (N=365)

一般(n=213)

ICU・救急(n=89)

緩和(n=63)

竹村 節子

* 

羽信

* 

ー... 

* 

* 



「成人患 者の利益 ・権利を守るアドボカシ ー」に関する看護師 の意識 39 

表2 アドボカシ一実践を促進する職場環境の重要度

， 1 アド ボ カ シ ー が し や すくなd瓦五五豆要度 病棟責任者 (師長)のサポート T 
1 イ立; 2イ立 3イ立 4イ立 5イ立 6イ立 平均

標本数 (6点) (5点〉 (4点〉 (3点 ) (2点〉 (1点〉

単純集昔| 365 18 15 53 43 77 42 2.90 
4.9 4.1 14.5 11.8 21.1 11.5 

勤務区分

一 般 213 11 10 38 17 41 26 2.99 

5.2 4.7 17.8 8.0 19.2 12.2 

ICU  ・救急 89 5 1 8 18 16 10 2.81 

5.6 1.1 9.0 20.2 18.0 11.2 

車~手口 63 2 4 7 8 20 6 2.77 
3.2 6.3 11.1 12.7 31.7 9.5 

}ーー し る条2 アド ボ カ シ ー が し やすくな 件の主主要度 医 師はあくまで同僚
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図10 看護師のアドボカシーの実際
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10)他者からのア ドボカシーが必要な状況

擁護する状況には前記 9)以外に実際どのような場

合があるかを知るために， r一般に他者からのアドボ

カシーが必要な状況として，どんな場合があるか」を

尋ねた。 177名の回答は， r患者が自己で対処できない

(精神的に不安定)/意思決定が困難な場合j38件，

「治療方針を決める時/治療の選択j37件， r意思表示

できなくなった時j15件， r十分なインフォムド ・コ

ンセントができていない時j13件， r病名告知j9件，

「患者が現状に納得・満足していない時j7件， r個人

情報やプライパシーが守れない時j5件， r医療事故/

医療ミス/過誤j4件， r患者と家族や医師との意見が

違う場合j3件などであった。その他(21件)の中に，

「患者に必要のな い治療(手術など)が行われようと

する時j，r医師が自分の立場のみを主張している時j，

「カルテ開示j，r妊娠 ・出産に係わること」があった。

3.患者の権利に関する看護師の意識について

米国の看護倫理学者の FryT.8.山 5)の rModelsof 

Nurse Advocacy j (図11) に基づき，患者の権利につ

いて，アメリカ病院協会による「患者の権利章典j，世

界医師会総会による「患者の権利に関するリスボン宣言

0995年改正)j， r英国患者憲章j46)， WHOヨーロッパ

地域事務所による 「ヨーロ ッパにおける患者の権利の促

進に関する宣言」ペ 日本の患者の権利法を作る会によ

る「患者の権利法要綱案j48)より共通する25項目を選び

4段階の Likert尺度で支持の度合いを質問した。

Rights-Protection 
Model(権利擁護モデル)

Values-Based Decision 
Model 
(価値による決定モデル)

Respect-For-Persons 

Model 
(人と して尊重するモデル)

図11Models of nurse advocacy by Sara T. Fry 

1)患者の権利の遵守の必要性と患者の権利の遵守度

表 3に示す患者の権利25項目について， rどの程度

守るべきか(権利の遵守の必要性)jの意識 ・理想と

「どの程度守られているか(権利の遵守度)jの現実を

尋ねた。
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看護師の意識 ・理想の得点の平均点はどの項目も全

体的に高か った。平均値の高い順は「わからないこと

を質問する権利j，r副作用や危険性を知らされる権利j，

「痛みを遠慮なく表現できる権利j，r医療ミスの被害

を知らされる権利j，r個人情報は他人に漏らされない

権利j，r痛みから解放される権利」であった。

逆に平均値の低い順は， r悪い予後を知らされる権利j，

「抑制されない権利j，r自分のカルテや看護記録を見

る権利j，r深刻な病名を知らされる権利」であった。

同じ25項目について「どの程度守られているか」と

いう現状を問う質問に対しては， rどの程度守るべき

か」の理想論に比べ平均値は低か った。その中でも平

均値の高い順は， r一般的に病名を知らされる権利j，

「痛みを遠慮なく表現できる権利j，r個人情報を他人

に漏らされない権利j，rわからないことを質問する権

利」であった。平均値の低いものは， r自分のカルテ

や看護記録を見る権利j，r看護 ・治療計画に参加する

権利j，r悪い予後を知らされる権利j，r信仰・宗教儀

式を行う権利」であった。

日常の看護援助として常に係わっているものについ

てはほぼ全員が「守られるべきである」と考えている

が、悪い予後や深刻な病名など患者にとって好ましく

ないあるいは害を及ぼす可能性があると医療者側が判

断する情報についての患者の知る権利については，や

や消極的な態度であることがわかった。これは，一般

的に深刻な病名や悪い予後を患者本人に告知しない傾

向の我が国の医療状況が反映されていると推測された。

「どの程度守るべきか」の回答は， 看護師本人の患

者の権利に対する意識の高さあるいは理想を反映して

いるし， rどの程度守られているかJは，看護師本人

が働いている病院および病棟における実際の状況を反

映してい る。従って，同じ項目の両者の差を見ること

で，患者の権利に対する理想(到達目標)と現状のギャッ

プを見ることができる。平均値の差が高いのは「自分

のカルテや看護記録を見る権利j(1.55)， rリビング・

ウイルを実行してもらう権利j(1.05)， r代理人に意

向を託す権利j(1.03)， r治療を自分で選択する権利」

(1.01)であった。これらは自己決定や個人の尊厳に直

接関わる問題であり，法的な裏付けがない難しい問題

が含まれているため答えることに臨時したのではない

かと推測された。

理想と現実で有意差 (p<0.05)があ ったのは表 3

の通り 17項目であり，これらの権利は患者，家族，医

療者側の考え方が複雑に絡みあっているものであり，

医療というより倫理的・ 哲学的な問題や法的な問題が

含まれているものであった。

勤務別看護師聞における権利の遵守度(現実)で有

意差 (p<0.05)があったのは12項目で表 3に示すと
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表 3 患者権利の遵守の必要性と遵守度

a 権利の遵守の必要性 b.権利の遵守度

標本数

平均

1個人情報を他に漏らされない権利 365 3.94 

2治療選択肢を知らされる権利 365 3.89 

3症状を詳細に知らされる権利 365 3.77 

4医療ミスの被害を知らされる権利 365 3.95 

5副作用や危険性を知らされる権利 365 3.96 

6一般的に病名を知らされる権利 365 3.81 

7深刻な病名を知らされる権利 365 3.47 

8悪い予後を知らされる権利 365 3.33 

9自分のカノレテや看護記録を見る権利 365 3.45 

10わからないことを質問する緩和l 365 3.96 

II知りたくない情報は告げられない権利 365 3.60 

12痛みを遠慮なく表現できる権利 365 3.95 

13痛みから解放される権利 365 3.92 

14抑制されない権利 365 3.44 

15看護・治療計画に参加する権利 365 3.63 

16治療を自分で選択する権利 365 3.86 

17同意したことを変更する権利 365 3.70 

18臨床試験の参加、不参加の権利 365 3.84 

19治療をやめる ・拒否する権利 365 3.87 

20代理人に意向を託す権利 365 3.83 

21孤独死を迎えない権利 365 3.59 

22毒事厳死の権利 365 3.86 

23延命治療拒否の権利 365 3.89 

24 リビング・ウイノレを実行してもらう権利 365 3.83 

25信仰 ・宗教儀式を行う権利 365 3.66 

ヒ
通りであった。いずれの権利においても， ICU・救急

看護師と緩和看護師の患者の権利を守っている現状に

違いがあった。

2) 看護師の権利への係わり度と権利への現実の係わり

度

さらに，同 じ25項目について「看護師はどの程度係

わるべきか(看護師の権利への係わり度)Jと「看護

師はどの程度係わ っているか(看護師の権利への現実

の係わり度)Jについて質問をした。一般的な意識 ・

理想より看護師の立場と して考えたときの権利への係

わり度(意識 ・理想)の平均値は，全体的にはやや低

いものの権利の遵守の必要性と同じ傾向で あった

(表 4)。

看護師の権利への現実の係わり度は理想、よりかなり

低い平均値であり，より一層ギャ ップがあっ た。平均

値の差の高い権利は看護師個人の考え方にばらつきが

見られた(SD1.00以上)。理想と現実のギャップが大き

い権利は， i自分のカルテや看護記録を見る権利J(1. 

39)， i看護 ・治療計画に参加する権利J(1.14)， i臨
床試験の参加，不参加の権利J(0.96)， i代理人に意

50 

aとbの

勤務別区分の 勤務別区分の χ2検定

χ2検定
平均 5 0  χ2検定

0.34 3.30 0.63 * 

0.38 3.01 0.63 

0.49 2.93 0.60 

0.31 3.12 0.75 

0.30 3.16 0.74 

0.47 3.38 0.64 * 

0.64 2.88 0.64 * 

0.68 2.67 0.65 * 

0.72 1.90 0.96 * * 

0.30 3.27 0.70 

0.66 2.91 0.80 * 

0.32 3.36 0.67 

0.37 3.09 0.69 寧

0.65 司ド 2.75 0.77 * * 

0.64 2.23 0自6 調院 * 

0.43 2.85 0.74 調ド

0.64 2.77 0.89 調ド * 

0.46 3.07 0.92 * 

0.45 2.94 0.86 * * 

0.48 2.80 1.01 司ド キ

0.67 2.77 0.80 * 

0.44 2.88 0.83 判院 * 

0.42 2.95 0.84 * * 

0.49 2.78 0.85 本 * 

0.63 2.68 0.95 調ド * 

*Pく 0.05

向を託す権利J(0.96)， iリビ ング ・ウイルを実行し

てもらう権利J(0.95)であった。看護師の権利への

係わり度と権利への現実の係わり度はすべて有意差

(P<0.05)があった。結果から一般看護師と ICU・救

急看護師と緩和ケア看護師の看護のあり様や援助の傾

向の違いが示唆された。

4.患者の権利25項目の選定についての検証

SaraT. Fryの Mode15of Nurse Advocacyの第ー

の解釈は， i権利擁護モデル」であり，ヘルスケア シ

ステムの中で，看護師を患者の権利を守る人あるいは

患者の人権や道徳権利の仲裁役としてとらえている。

第二の解釈は，i価値による決定モデル」といわれ，

看護師は患者が自分のニーズ、や関心事について選択で

きるようあるいは話せるように援助することである。

第三の解釈は， i人 として尊重するモデル」で， 看護

師は患者の代理人として患者の人間としての尊厳， プ

ライパシー， 選択を守るための活動をすることである。

このモデルに基づき25項目の権利を選んだが，これら

の項目が構成概念として妥当かどうかを「看護師の患
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表4看護師の患者権利への係わり度と現実の権利への係わり度

a 権利への係わり度 b 権利への現実の係わり度

標本数

平均

l個人情報を他に漏らされない権利 365 3.90 

2治療選択肢を知らされる権利 365 3.55 

3症状を詳細に知らされる権利 365 3.47 

4医療ミスの被害を知らされる権利 365 3.52 

5副作用や危険性を知らされる権利 365 3.55 

6一般的に病名を知らされる権利 365 3.35 

7深刻な病名を知らされる権利 365 3.27 

8惑い予後を知らされる権利の遵守 365 3.21 

9自分のカノレァや看護記録を見る権利 365 3.35 

10わからないことを質問する権利 365 3.85 

11知りたくない情報は告げられない権利 365 3.59 

12痛みを遠慮なく表現できる権利 365 3.92 

13痛みから解放される権利 365 3.83 

14抑制されない権利 365 3.66 

15看護・治療計画に参加する権利 365 3.75 

16治療を自分で選択する権利 365 3.57 

17同意したことを変更する権利 365 3.52 

18臨床試験の参加、不参加の権利 365 3.21 

19治療をやめる ・拒答する権利 365 3.49 

20代理人に意向を託す権利 365 3.51 

21孤独死を迎えない権利 365 3.59 

22尊厳死の権利 365 3.72 

23延命治療拒否の権利 365 3.57 

24リビング ・ウイノレを実行してもらう権利 365 3.58 

25信仰・宗教儀式を行う権利 365 3.36 

者の権利への係わり度」の因子分析から検証してみた。

「看護師の患者の権利への係わ り度」 は看護師が実際

に援助として患者とどのように係わっているかの状況

が推測されると考えたからである。 25項目の因子分析

を主因子法で行っ た結果， 5因子が抽出されたが第一

因子に得点、が集中していたため，Kaiserの正規化を

伴わないパ リマックス回転を行った結果分散した

(表 5)。

因子分析の結果，表 5に示すように 5つの因子が抽

出された。第 l因子は「人としての個の尊厳」で 6項

目，第 2因子は「主体的参加」で 4項目，第 3因子は

「開放権j 4項目，第 4因子は 「マイナス情報の提示

権j 3項目，第 5因子は「選択肢の提示権j 4項目で

あっ た。共通性が0.4以下の項目は「看護および治療

計画に当事者(患者)として参加する権利j，I個人の

情報は他に漏らされない権利j，I自分のカルテや看護

記録を見る権利j，I知 りたくない情報は告け、られない

権利」であった。 共通性の低い項目の「個人の情報は

他に漏らされない権利」は，ごく一般的に誰もが認識

している保証されるべき権利であること， I自分のカ

50 

aとbの
勤務別区分の 勤務日1)区分の χ2検定

χ2検定
平均 50 χ2検定

0.40 3.49 0.66 * 

0.68 調ド 2.80 0.77 * 

0.75 2.79 0.72 * 

日76 2.79 0.91 事 * 

0.73 2.94 0.77 * 

0.90 2.77 0.95 * 

0.94 2.59 0.90 * 

0.92 2.54 0.91 * 

0.83 1.96 1.00 * 

0.45 3.33 0.72 * 

0.65 2.93 0.86 調ド * 

0.36 3.52 0.66 * 

0.49 3.35 0.69 * 

0.59 * 3.14 0.77 * * 

0.57 2.61 0.97 * 

0.70 * 2.70 0.83 * * 

0.74 調ド 2.64 0.92 * 

0.96 2.25 1.08 * 

0.78 2.62 0.93 * 

0.75 * 2.55 0.96 * * 

0.67 2.75 0.93 * * 

0.61 2.85 0.96 調ド * 

0.73 2.73 0.93 判院 * 

0.69 * 2.63 1.01 * * 

0.88 調ド 2.47 1.03 当解 * 

*P<0.05 

ルテや看護記録を見る権利Jは新しい時代の流れに沿

うものであるが，医療者側は，従来のカルテや看護記

録類は医療者側のもので管理すべきものと いう認識が

強く ，患者にどのような内容をどの程度，どんな方法

で開示するのかという課題をかかえているため消極的

な位置づけである こと，同 じように「患者が看護 ・治

療計画に参加する」ことにも患者のニーズや状態を考

えて医療者側が計画を立てるものという認識が強い こ

と， I知 りたくない情報は告げられな い権利」は 「知

る権利」に対崎するものであるが，権利とい う概念に

そぐわないという認識がある などの理由が推測された。

各因子別 の Croubach'sα係数 は， 第 l因子が

0.8983，第 2因子0.8785，第 3因子0.8136，第 4因子

0.9202，第 5因子0.8377であり，いずれの因子も0.8以

上であり信頼性は高かった。

5因子を Fryの看護師のア ドボカシーモデルと付

き合わせると，第 1因子の「人としての個の尊厳」と

第 4因子の「マ イナ ス情報の提示権」 は， (人として

尊重する モデル〕に相当している。また，第 3因子の

「開放権」は 〔権利擁護モデル〕に，第 2因子の「主



44 竹村節子

表5 患者の権利の因子分析:回転後の因子負荷量パリマックス法(N=365)
泊。ιミ 数 名

第1因子 20)代理人に意向を託す権利

人としての個 21)孤独な死を迎えない権利

の尊厳 22)尊厳を持って死ぬ権利

23)延命治療を拒否する権利

24)リビング、ウイルを実行してもらう権利

25)信仰したり宗教儀式を行う権利

第2因子 16)治療を自分で選択する権利

主体的参加 17)同意したことを変更する権利

18)臨床検査の参加，不参加の権利

19)治療やめる・拒否する権利

第3因子 10)わからないことを質問する権利

開放権 12)痛みを遠慮なく表現できる権利

13)痛みから解放される権利

14)抑制されない権利

第4因子 6)一般的に病名を知らされる権利

マイナス情報 7)深刻な病名を知らされる権利

の提示権 8)悪い予後を知らされる権利

第5因子 2)治療選択肢を知らされる権利

選択肢 3)症状を詳細に知らされる権利

の提示権 4)医療ミスの被害を知らされる権利

5)副作用や危険性を知らされる権利

9)自分のカルテ・看護記録を見る権利

15)看護・治療計画に参加するする権利

1)個人情報を他に漏らされない権利

11)知りたくない情報は告げられない権利

因子負荷量の2乗和

因子の寄与率(%)

累積寄与率(%)

体的参加」と第 5因子の「選択肢の提示権」は〔価値

による決定モデル〕に相当している。因子分析の結果

や Croubach'sα係数から判断すると Fryの概念に

基づいて選んだ21項目は支持された。

共通性の低い 4項目をどのように考えるかであるが，

「自分のカルテや看護記録を見る権利」や「看護およ

び治療計画に当事者として参加する権利」は「主体的

参加」という枠組みとして見るなら〔価値による決定

モデル〕に相当すると考えられる。また，I個人の情

報は他に漏らされない権利j，I知りたくない情報は告

げられない権利」は「開放権」の裏返しと解釈すれば

〔権利擁護モデル〕の枠組みに相当すると考えてもよ

し、。

v.考察

欧米の文献のなかで提示されている看護アドボカシー

の構成概念として、「アドボカシ一実践に伴う看護師の

因子1 因子2 因子3 因子4 因子5 共通性

「ーーーーーーーーーーー

0.521 0.483 0.136 0.212 0.152 0.591 

0.715 0.256 0.166 0.004 0.133 0.624 

0.831 0.129 0.224 0.053 0.158 0.785 

0.704 0.252 0.172 0.217 0.154 0.660 

0.720 0.231 0.221 0.115 0.157 0.658 

00..53626 3 r-0ー.3ーー0ーー0ーー 0.124 0.121 0.169 0.468 

0.570 0.146 0.148 0.358 0.602 

0.288 0.722 0.250 0.084 0.301 0.764 

0.308 0.624 -0.032 0.130 0.264 0.572 

0.478 
00.51934 6 ヨ0E.09r4 

0.230 0.213 0.688 

0.280 0.011 0.318 0.473 

0.186 -0.025 0.795 -0.011 0.144 0.688 

0.169 0.183 0.779 0.030 一0.004 0.670 

0.101 0.223 
己0主0主35 」10斗.65土9 

0.001 0.424 

0.107 0.155 0.399 0.631 

0.108 0.168 0.028 0.927 0.185 0.935 

0.166 0.152 0.047 0.884 0.208 0.878 

0.188 0.266 0.128 0.209 0.653 0.593 

0.257 0.206 0.186 0.279 0.591 0.570 

0.171 0.187 0.159 0.274 0.514 0.429 

0.172 0.248 0.196 0.290 0.652 0.638 

0.204 0.351 0.175 0.275 0.129 0.288 

0.185 0.363 0.261 0.137 0.015 0.254 

0.012 -0.051 0.427 -0.013 0.293 0.271 

0.210 0.182 0.405 0.111 0.253 0.317 

3.801 2.788 2.712 2.703 2.467 

15.204 11.153 10.850 10.810 9.869 

15.204 26.358 37.207 48.017 57.887 

リスク j，I患者は弱者という前提j，I他者の代弁j，I患

者の権利の擁護j，I患者の価値観の支持j，I医師の権力j，

「看護師の葛藤 ・ジレンマj，I患者と看護師の関係j，

「助言機能」などが今回の回答の中においても見いだす

ことができる。この結果をアドボカシ一機能が文化を超

えて普遍的なものであるといえるかどうかである。日本

では未だ患者の権利意識が十分発達していない状況であ

るので，看護師たちが患者の権利に対してどのような意

識でどのような係わり方をしているのかという本質な分

析や，援助の現状を検証し明確にしてL、く研究が必要で

ある。

Chafeyの質的記述的研究は祖 17名の病院看護師あ

るいは地域看護師へのインタビュ ーによるもので，看護

師がアドボカシーという役割を実践しているか，実践し

ているならどのように{子っているか，また，どのような

状況，事象，価値観がアドボカシーの実践を促進あるい

は妨げていると考えているかに焦点をあてて聞き取った

ものである。今回の調査はアンケ ート による選択式と記
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軽視されている

弱い立績にある

状態

恐れ

疲労

いらだち

ストレスからく積極性
る極限状態

客観性

時間的制約 学際的チーム

. 看護師一患者

+ 看護師一環境。患者一環境伝統的役割 サポート

マネジド・ケア や患者一看護師 環境

図12 アドボカシ-・カテゴリーと相互作用に

影響を与えると思われる特性の概念モデル

述式の併用による研究であり， Chafeyの質的記述的研

究とは研究方法に違いがあるが，実証的研究が少ないの

で二者の調査結果を比較しながら考察する。

Chafeyは Iclientj， I nursej， I environmentjの 3

つのアドボカシーに関わるカテゴリ ーを抽出し，それら

のカテゴリー聞の相互作用領域を提示している(図 12)。

擁護することへの影響の一つに個人の信念や価値観など

に基づく断固とした姿勢や積極的な取り組み，倫理観 ・

客観性を持った「看護師の特性」をあげている。また，

医師がクライアン トに対して威圧的だったり、診察に来

ないなどの場合看護師は，クライアントと医師の仲介を

する必要があると考えている。また，看護師とクライア

ントの相互作用として，組織との調整あるいは組織との

聞に介入する必要があるとし，話を聴く ，そばにいる，

時間を割く，効果的な対話といった個人対個人の関係を

重視している。

今回の看護師のアドボカシーに対する責務の必要性と

その実際や，看護師のアドボカシ一実践の結果から，

"意思決定時，医師に誘導されないように情報提供が必

要，擁護しなければならない場面に遭遇する"ので接

する時聞が長い/一番身近にいる存在"で全人的にサ

ポートしていく立場H にあるから擁護する必要があり，

「患者の希望に応じる努力」をし， I医師の説明が分かり

にくかったときは再説明の依頼j，I不明点/疑問点を医

師に確認」するなど「患者と医師のパイプ役」として

「意思決定/治療過程を助ける」ように現に擁護してい

fこ。

擁護しないことへの影響については， I医師の制圧的

な言動(サポートが得られないなど)jや「快適な職場

や職そのものの保障を失う恐れ」という要因が重なった

場合や，頻度は高くないが知識，経験，自信，献身的な

気持ちなど「看護師の特性の欠如」は擁護しないことを

選択している。

Chafeyは看護師と環境の相互作用として，パタ ーナ

リズムや職員の数の少なさ，不安定な雇用条件，極度の

経費削減がアドボカシーの実践を回むことへと結びつく

可能性があると述べている。

アドボカシ一実践に必要な職場の理想と現実の今回の

研究結果は，アドボカシ一実践を阻む環境として，現実

には特に「ゆとりある業務」や職員の公平な活動を審査

する「日常業務のための臨床倫理委員会」がないことを

あげている。アドボカシ一実践を促進する職場環境につ

いても， Iゆとりある業務j，I医師はあくまで同僚j，

「医療スタッフ聞の民主的な雰囲気」がないと考えてい

る。看護師が積極的に患者を支持し擁護 したくても，身

分を保障されるべき法的な裏付けがなく，現在の医療現

場の階層性や権威主義 ・パタ ーナリズム的な状況では，

アドボカシ一実践を行う看護師には大なり 小なりの リス

クが伴う。また，アドボカシーや人権擁護について教育

を受けていないあるいは受ける環境がないなかでは，看
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護師の自信 ・使命感などが培われず意識の変換も起きて

こなL、。
Chafeyはクライアン卜と環境の相互作用の項目で，

クラ イア ン卜に十分な情報が与えられていなかったり，

クラ イア ントが恐れの気持ちを抱いていたり ，保護され

ていないと感じていた時にアドボカシーを行うとしてい

る。

医療現場における患者へのアドボカシーの必要がある

状況とその実践についての今回の結果は，アドボカシ一

実践の記述内容とも関連するが，I患者が痛み苦しんで

いる」や「患者や家族への病名 ・症状説明が不十分」な

状況がある場合のような，患者が直接的に不利益を被る

時は積極的に係わるが，主に医師が主体的に行う「検査

や治療」に係わる事柄には消極的である。その他にアド

ボカシーの必要な状況については， I患者が対処できな

い/意思決定が困難な場合」や「意思表示ができなくなっ

た時J，I治療の選択が必要な時」などをあげている。看

護師のアドボカシ一実践を行う状況は，現在の看護師の

業務内容を反映している。患者の権利を守る ・擁護する

働きかけは，医業に係わる事柄ではなく哲学的 ・倫理的・

道徳的な側面が含まれており ，医師が独善的に判断すべ

きことではないので，法的に規定されている業務と倫理

を同一線上で考える必要はなく，真に患者にとっての利

益は何かに視点を置き，医療職全体で議論していくこと

が重要で、ある。

Chafeyは看護師とクラ イア ン卜と環境の相互作用に

関して，看護師はクライアン卜やその家族と共に，また

他の看護師と連帯して，特定されたクライアン卜のニー

ズが満たされるように，環境へ働きかけていることを研

究結果で示している O

チームによる連帯と看護アドボカシーに関する今回の

結果により，連帯することのメリットを大半の看護師が

述べているが，連帯を強調することでみんなが同じ考え ・

意見になり，患者を擁護するべき時に気がつかず，また

H長いものには巻かれろ"というな状況をつくる危険性に

留意すべきであることも少数の意見にある。

本研究と Chafeyの研究とは研究方法や対象が異なり，

研究結果の照合は無理な点があるが、内容的に相当する

部分もある。二者の研究より，周囲の状況を敏感に感じ

取ることのできる看護師が，サポー トの得られる環境に

いる場合，情報を与えられていない患者に，患者中心の

雰囲気の中で情報を与えることにより，対話が可能にな

りア ドボカ シーが実践できる。逆に，抑圧的な雰囲気や

職場環境は，助けが必要な患者がいて看護師が擁護しよ

うと思っても，同僚や他の専門職種，上司，雇用主なと

からの報讐を恐れて実行に移せないという構図が推測さ

れる。

アドボカシ一実践を 7割の看護師が行っていると回答

竹村節子

しているが，その行為は従来の看護 Ccaring)の概念枠

組みでの看護師の役割と捉えている傾向にある。しかし，

アドボカシー用語の起源 ・発祥や欧米の文献などから考

え合わせると，新たな看護の役割として位置づける必要

があると考える。また，患者のアドボケイ トになるのを

誰が最も適しているかの論点は，サービス提供者(医療

者側)が決めることではなく，サービス受け手の患者や

家族が決めることであろう。そのためには患者や家族の

看護師に対する期待やアドボカ シーを実践できる看護師

の能力 ・特性を考えるべきである。現在，病院評価機構

による自己評価の「患者の権利と安全Jの項目の中に，

患者の権利の尊重と患者一医療者のパートナシップや説

明と同意について，また， I療養環境と患者サービス」

の項目の中には， 医療相談窓口が設置されているか，患

者 ・家族の相談に応じているかなどが列記されている。

そのために病院は医療相談室を開設しているところが増

えてきてはいるが，患者 ・利用者や家族からどのような

相談があり，誰が相談を受け，どのように解決している

のかがまだ見えてこない。患者の利益 ・権利を守るため

には自由な立場で制約を受けない機関や人材を備える必

要がある中で，看護師の果たすべき役割は何かを探求し

ていくことが重要になる。

VI. 結論

1.アドボカシーに必要な「オープンなコミュニケー

ション」や「民主的な職場環境」など職場の条件は理想

と現実の状況とはギャッフ。があった。

2. 7害Ijの看護師はアドボカシ一実践を行っていた。

患者が直接不利益を被る事柄で依頼 ・確認など看護師の

業務範囲のことは積極的であり，医師の治療内容に関連

する事柄には消極的であった。

3.患者の権利については，看護師の意識や理想は全

体的に高いが，病院において実際に権利が守られている

状況とは差があった。看護師の考える「守るべき患者の

権利」や「患者の権利への係わり」の状況は医療におけ

る階層性やパターナ リズムの考え方の存在が反映されて

いた。また現実の状況としては，患者の意思決定を促進

するために必要な患者本人の情報や看護 ・治療計画に参

加する権利は守られていない傾向にあった。

4. フライの看護師のアドボカシーモデルに基づく 25

の権利項目は概ね妥当であった。

今回の調査で対象を臨床経験 5年以上の看護師とした

ことで，看護基礎教育課程の背景が同じ傾向にあること，

勤務場所別の看護師の意見を尋ねたが，看護師は勤務場

所の配置換えがあるため考え方にあまり差は見られない

こと，サンプル数が多くなく，その上勤務場所によるサ
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ンプル数に差があることなどにより，アドボカシーに関

する構成概念を探求するためには不十分であり，看護師

全般に渡る多様な調査方法による実証的な調査を行い，

既存するさまざまな実証的研究の照合とさらなる検証が

必要である。
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8ackground In response to a question whether the doctor to provide an explanation again to the 

medical services are provided truly bas巴d on patient， and seeking doctor's clarification about 

patients' own decision in current clinical settings， unclear points and doubts. In workplaces where 

what can and should nurses do as health care nurses were motivated to pursue advocacy efforts， 

provides who work close to patients for long hours? "patient-centered nursing care" was provided and 

To understand nurs巴s'roles， we need to study how "cooperative spirit among nursing staff" was 

nurses are aware of and address issues concerning cultivated. What lacked in their workplaces were 

patients' rights. We also need to clarify how nurs巴s "an environment with less pressure" and the concept 

understand the meanings and concepts of terms that "doctors and nurses are on an equal footing." 

recently used among them in practicing advocacy. While awareness and ideal of patients' rights 

Objective I conducted a survey to study the concept among nurses were gen巴rallyhigh， there was a 

of nursing advocacy from a practice nurse's point of difference between the ideal and actualities. There 

view. The purposes were: 1) to understand roles of was a tendency that the confidentiality of personal 

nurses as patient advocates by clarifying the information about patients and the right of 

meaning of the concept of advocacy and values patients to participate in planning treatment and 

centered on the concept; and 2) to collect infor- care were not protected. 

mation about awareness concerning advocacy The selection of 25 rights of patients based on a 

among nurses working in clinical settings and their nursing advocacy model by Dr. Fry was proved 

experience in practicing advocacy， which will shed appropriate and her theory was supported. 

light on their responsibilities as patient advocates. Conclusions To define the concept of advocacy， we 

Method I used a questionnaire form with some need to conduct巴mpiricalresearch covering a broad 

revisions and additions to the one develop白dby range of nursing activities， based on which 

Davis巴tal. for a pilot study in 24 nurses. The comparison and verification of theories should b巴

subjects for my survey were nurses with five or made. 

more years of clinical experience at hospitals with Key Words adult patients， awareness among nurses 

300 or more beds and with a palliative care unit and actualities， patients' rights， advocacy， work-

within the Kinki region. place environment. 

Results Seventy percent of the respondents had 

experience of serving as patient advocates， mostly 

to address issues in relation to doctors， such as 

easing patients' suffering， providing patients 

and/or their family with sufficient explanation 

about their disease conditions， serving as a 

mediator between patient and physician， requesting 
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論文

足浴が排尿に与える影響に関する
基礎的検証

手宇仰'It4<<-づ移UIZ-d.i"9

1.はじめに

豊田久美子

滋賀県立大学人問看護学部

背景 足浴は入浴することができない患者のための重要な看護ケアの一つである。足浴の効果は多くの研

究者によって調査、実証されており、睡眠パターン、自律神経機能、精神神経免疫機能への効果が報告さ

れている O これらの結果から、足浴はその副交感神経系への効果により、リラクゼーション、睡眠、循環

を促進する可能性があることが示唆されている。

看護師はしばしば排尿困難のある患者に、水の音や流水、手浴などのケアを用いているが、それらのケ

アはエビデンスに基づいておらず、また広くリサーチも行われていなL、。また、足浴が排尿を促す効果の

有無についても未検証である。足浴は副交感神経を優位にし、心地よさを提供し、また循環を改善する効

果が期待され、その効果が排尿困難を改善することが予測される。

目的 本研究は、足浴ケアが排尿に与える影響を明らかにし、その効果を今後の介入研究の一助とするこ

とを目的とした。

方法 研究協力の得られた健康な成人 11名(男性 3名、女性 8名)を対象とし、 41 ocの湯を用いて20

分間密封式足浴法を施行し、自律神経の活動、尿量、パイタルサインの変動、主観的反応を評価した。

結果 足浴中後60分間において、 11名中 5名に顕著な尿量の増加がみられ、この 5名の交感神経活動

(LF/HF)は増加した。一方、他の参加者においては緩やかな尿量の増加が見られ、また HFで示され

る副交感神経活動量が増加していった。また、全ての参加者が足浴に心地よさを感じ、足浴の温度刺激が

指尖温度を改善することも明らかとなった。

結論 足浴に対する反応には 2つのタイプがあることが、この研究から示唆された。足浴による温熱・湯

という刺激によって、気持ちよさや指尖部温の上昇をみるが、交感神経を優位にし尿量の顕著な増加をみ

るタイプと、そのような効果は認めないが、副交感神経への効果により、心地よさ、リラクゼーションを

感じ、短時間での急激な尿の増加をみないというこつのタイプがある可能性が示唆された。

今日の看護技術において、足浴は入浴することができ

ない患者の清潔を保つケアの一環として位置付けられて

いる。しかし、足浴後の「ああ一気持ちいい」と思わず

こぼれる患者の言葉や表情の変化に、清潔保持のみなら

ず多くの効果があることを看護者であれば誰でも感じて

いるであろう。

への影響とリラクゼーション効果7).8).9)、精神神経免疫機

能への影響川1lJ.12)などが検証され、最近では祷創ωゃ下

肢浮腫の軽減凶など看護治療としての成果が報告されて

いる。これらの成果から、足浴は副交感神経を優位にし

リラクゼーション効果を高めたり、末梢循環を改善し睡

眠を促す、免疫系を活性化させることの可能性が示唆さ

れている。

臨床において、療養のため慣れない床上排出を余儀な

くされた患者や術後に尿道勝目光留置カテ ーテルを抜去し

た患者が、 一時的な排尿困難になる場合がある。経験的

に排尿困難患者へのケアとして「水の音を聞かせる」

「陰部への流水Ji手浴」に効果があるといわれ15)附活用

されてきたが、そのエビデンスは明確ではな L、。足浴の

排尿に与える影響についての研究は、睡眠を促すことに

よって夜間の頻尿が改善されるといった報告はあるもの

の、排尿を促す効果に関する報告は見当たらない。排尿

これらの効果を検証しようと足浴に関する多くの検証

が行われている。代表的なものを大別すると、生理心理

学的検討D.2).3).4)入眠を促すケアの実証5).6) 自律神経機能

2005年 9月30日受付、 2006年 l月6日受理

連絡先.豊田久美子

滋賀県立大学人問看護学部

住所:彦根市八坂町2500

E-mail:toyoda@nurse.usp.ac.jp 
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は、勝脱内尿量の増加、尿意を感じてからの排尿までの

自律神経系の絶妙なコンビネ ーション、なかでも副交感

神経の優位性がきわめて重要である。足浴の温熱、 7水kが
心地よさや末梢循環の改善および

排尿困難改善への効果が期待される。

そこで、本研究の目的は足浴が排尿に与える影響を明

らかにするための基礎的検証を行うことである。

II. 研究仮説

本研究の仮設として、足浴と排尿の関連を図 1に示し

た。筆者の先行研究川1)山カ〉ら足浴による温熱および水

の刺激は皮膚の体性感覚を刺激し、心地よさ、 リラクゼー

ションをもたらすと同時に末梢循環の改善をもたらし、

尿量を増加させる。また、排尿の仕組みはきわめて複雑

な機序もつが、最終的には副交感神経が優位に導かれ排

尿にいたると考えられる。以上のことから、足浴の排尿

への影響を心地よさ¥末梢循環の改善、'リラクゼーショ

ン'の関連から検討する。

足浴

温熱刺激
水

/ ¥ 
心地よさ↑

気分のよさ ↑
(FS.VAS) 

激

↑
刺

自

由
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図 1 足浴と排尿との関連
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ill.研究方法

1.研究デザイン

足浴が排尿に与える影響に関する基礎的資料を入手す

るため、できるだけ状況を統制し、 その介入結果を得る

準実験研究を用いた。

2.対象

1) 対象者.研究協力が得られた健康な成人11名(男

性 3名、女性9名)で、基礎的検証であることから

年代の統制は行わなかった。

2)対象者の条件

(1)健康な成人で、特に腎疾患や循環器障害のない

人ととした。

(2)前日までの数日間は暴飲暴食を避け、十分な睡

眠を取るようにしてもらい、なるべく本人にとって

安定した日常生活をこころがけてもらった。実験当

日の朝食は、通常の量をおよそ午前 7時30分(実験

開始 2時間前)とし、水分摂取についてはカフェイ

ンを含む飲み物を避けて、 200cc程度摂ってもらう

ようにした。

実験当日、依頼条件が整っていること、運動や興

奮状態、寒冷刺激直後でないことや体調の確認をし

た。また、女性は生理中でないことを条件とした。

3.実験方法

1) 足浴方法

20分間の安静臥床の後、山本らが開発した密封式

足浴法17)叫に一部改良を加えた足浴を行った。密封

式足浴法とは、下肢を浸した湯桶をビニール袋に入

れて、膝まで覆い密封するもので、湯こほ、れや湯温

の低下を防ぐことができるものである。改良点は、

足浴中において両下肢を一定の姿勢で保持する苦痛

を緩和するため、写真 1に示すように膝から大腿部

を固定帯(パスタオルに幅広の帯を縫いつけたもの)

で固定した。さらに、写真 2に示すようにビ、ニール

袋が下腿に密着して不快にならないように離被かを

用いて洗濯パサミで ビニール袋を吊り上げた。湯量

は瞳上 5cmになるように調整した。湯温は410Cと

し20分間浸したのち、 420Cの上がり湯をかけ、その

後さらに40分間の安静臥床とした。

2)測定条件

測定は季節差や 日内変動による循環動態への影響を

考慮して、期間を11月から 1月に限定し、時間は

朝食後 2時間以上経過した午前に行った。部屋は室

温を22から240Cに調節し、静かな環境に整えた。実

験開始直前に排尿を済ませて、実験衣に着替えても

らい、測定に必用なセ ンサーなどを装着した。その

後ベッド上安静とし、実験中は眠らないよう依頼し

fこO
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写真 1 改良型密封式足浴法

3)測定内容

測定内容を表 1に示した。尿量変化の把握には、

勝脱内尿量を計測する携帯型超音波装置 (BVI3000、

アルケア社)を使用した。 これは勝目光内尿量を非

侵襲的かっ短時間にスキャンでき、確実性の検証

も得られている。実験終了時のスキャナーで得た尿

量と実測値の聞には、強い正の相闘を確認した (r=

0.765、p<O.01)。自律神経系の指標を得るため、

ホルタ一心電計 (SM-60、フクダ電子)を装着し

心電図を持続的に計測した。末梢循環の指標として

左手示指尖部 ・腰背部 ・膝 3ヶ所の皮膚体表温度

(安立計器)、ノイイタノレサインズは鼓膜体温(ジニア

ス社)、 血圧 ・脈拍・ 呼吸を測定した。さらに、研

究協力者の主観的反応を得るために、測定時の気分

の変化を VAS (Visual Analog 

Scale) と快や心地よ さを FS 表1 測定内容

(Face Scale)を用いて測定した。 測定時間

4.分析方法 評価指標

u莞脱内尿量
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写真 2 改良型密封式足浴法

均値を産出した。さらに、直前の HF(副交感神経

活動量指標)の値を基準値 1とし、その後の変動を

比較した。

2)結果の分析は、足浴前後の変化を平均値や変化率を

産出し、経時的な変動を検討した。ま た、それらを

一元配置分散分析を行い、 主効果が得られた場合に

Tukeyの多重比較行った。

5.研究の倫理的配慮

研究協力者には、研究の趣旨、研究内容と手)1国、協力

内容を詳細に記述した依頼書をも とに十分に説明して同

意を得、同意書にサイ ンをもらっ た。ま た、承諾の後、

実験中であってもいつでも研究協力の断り、中断が可能

であることを伝え、得たデータは、個人が特定されない

ように十分に留意し、研究目的にのみ用いることを誓約

O分 20分 40分 60分
足浴直前 足浴終了直前 足浴後20分

足 ' ヤ 分

足浴 ' 臥床安静

O O O O 
1)自律神経機能の解析は、ホルタ一

心電図で得られた R-R間隔の

データの周波数解析2) を行った。

そこから引き 出された周波数成分

HF (High Freq uency)は副交

感神経活動の指標として、

LF /HF (Low Frequency /High 

Frequency)は交感神経の指標と

考えることができる。そ して、こ

れらを128秒ごとに解析したもの

を用いた。また、20分ごと のデー

タ計測時に大きな揺れを認めたた

め、明 らかに計測による影響と推

測されるものを取り除き、その平

2心電図計 (HF、LF/HF) 

3体表皮膚温
r、
〉 ) 、J 竜二J

4パイタルサイン

鼓膜体;昆 O O O O 

血圧 O O O O 

脈拍 O O O O 

呼吸 O O O O 

5主観的反応

VAS O O O O 

FS O O O O 

対象の訴え
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しfこ。

また、実験中は研究協力者の反応を注意深く観察し、

何らかの異常に備えた。

町. 結果

1.研究協力者の背景

研究協力者は、 11名(男性 3名 ・女性 8名)で、年齢

は20歳代 2名、 30歳代 5名、 40歳代 2名、 50歳代 1名、

60歳代l名であった(表 2)。

2.足浴前後の尿量および尿増加量の変化

足浴開始直前(以下直前とする)から足浴終了40分

(以下40分後とする)の尿量増加は40から381ml(図 2) 

で、全体の平均は163，6mlであった。そこで、平均を上

回った ID1，2，4ム7を尿量の増加が著しい群(以下尿量

増群)、平均を下回った ID3，6，8，9，l0，11を生理的な原量

表2 対象の背景

ID番号 10 1 

性別 女性

年齢 44 
日頃の排原回数 8 

2
一性

旧
一
女

3
一性

旧
一
女

叫
一拍一お一
5

48 37 

7 5 

ml 

2 

豊田久美子

で緩慢な増加である群(以下尿量緩群とする)として比

較検討することとした。

尿量増群においては、 20分ごとの尿の増加量では、足

浴直前と比し40分後に有意に増加し (p<O.01)、全体尿

量では、直前と比し20分後、40分後に (p<O.Ol、0.001)、

足浴終了直前と比し40分後に有意な増量が見られた

(p<O.01)。尿量緩群ではいずれも有意な増加は見られ

なかった(図 3)。

3.足浴前後の自律神経系の変動(図 4)

尿量増群の HFは、全過程を通してほとんど変化が

見られないのに比し、尿量緩群は、足浴中、終了20分、

40分と時間をおって高くなっている。一方、 LF/HF
(交感神経活動量指標)では、尿量増群が足浴後20分、 4

0分後と時間毎に高値を示していくのに対し、尿量緩群

は足浴後20分後に低下し、その後も持続していた。

4.足浴前後の指尖部温の変化 (図5) 

尿量緩群では、足浴前、足浴中は尿量増群に比し指尖

山
…
問
一
也
6

叫…知一位一
8

単一一引一
6

8
一性

旧
一
男

9
一
性

旧
一
男

I010 1011 

女性 女性

29 32 
4 4 

36 28 
3 4 

口足浴40分後

・足浴20分後

口足浴終了後

101 102 103 104105 106107 108 10910101011 

図2 尿量の変化
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量 →←尿量 尿量増群

200 →壬ー尿量 尿量緩群
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足浴後40分
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図3 足浴前後の尿量および尿増加量の変化
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図5 足浴前後の指尖部温の変化

部温は低いが、 20分後、 40分後になると逆に高くなって

L 、fこ。
5.パイタルサインズの変化

鼓膜体温、脈拍、 血圧、呼吸は足浴による明らかな変

化は認められなかった。

6.足浴前後の FS.VASの変化(図 6・7)

心地よさの指標とした FSでは、有意な差は見られなっ

たが、いずれの群も直前より足浴中、 20分後とより快の

指標が選択され、 40分後には足浴中の快に戻っていた。

気分を指標とした VASでは、尿量緩群が足浴直前、足

浴終了直前、 20分後、 40分後において尿量増群より有意

に高く、さらに、尿量緩群において40分後の VASは直

前に比して、有意に高かった (p<0.05)。

7.顕著に原量が増加したケースのコントロール検討

(図 8) 

顕著に尿量の増加をみた ID7の研究協力者に、実験

日のおよそ 1ヶ月後に、足浴以外はすべて同様の実験手

順を用いたコントロ ール実験を行った。足浴後の尿増加

量が381m!であったのに対し、コントロ ール時では87
m!であった。 HFでは実験時に足浴後暫時低下してい

たが、コントロ ール時では常に高かった。 LF/HFでは、

実験時は足浴中、20分後と顕著に活動が高まったが、コ

ントロール時はほとんど変化なく経過した。さらに、指

尖部の温度は、足浴前の温度がコントロ ール時より低かっ

たが、その後逆転し高値で経過しているという特徴を示

していた。

v.考察

本研究は、排尿困難患者に対する足浴の効果を探る基

礎的検証のーっとしてできるだけ広範囲の人々から足浴

が排原に与える反応を見ょうとしたため、研究協力を得

ることができた20歳代から60歳代の男女への準実験研究

とした。身体への影響を知る基礎的研究の場合、対象の

年齢や性を一定に統制し、コントロ ール群を設定し比較

検討することが重要である。本研究の知見は、あくまで

も今後の研究に繋げる基礎資料といえよう。

しかし、 20分間の改良型密封式足浴法を行い、 60分間

において、平均163.6m!の尿量増加をみた。 11名の研究

協力者のうち 5名の尿量増群においては、平均を上回り

169から381m!の尿量を得た。排尿のメカニズムはきわ

めて複雑19-27)であり、さらに水分摂取や体位などのさま
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-・HF(msec2)実験
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本研究仮説として、足浴による温熱、水の刺激が末梢

循環の改善ならび、に心地よさから副交感刺激を優位にし

排尿を促すと考えていた。しかし、今回の研究結果から

は足浴によって顕著に尿量を増加するタイプと緩やかな

増加をみるタイプがあると推測される。 FS'VAS.
指尖部温の上昇は両者に見られているが、顕著な違いは

足浴前後を通しての自律神経系の反応である。 HFの変

化は尿量増群では横ばいであるが、尿量緩群では漸次上

昇している。 LF/HFの変化は尿量増群では足浴後より

大きく上昇し、尿量緩群では緩やかに下降している。

この結果の特徴として、全体平均の比較においては先

行研究 2)，7) と同様であるが、尿量の違いによって二群

図 8

ざまな影響を受けるため、一概に足浴の効果であるとは

言いがたいものの、排尿困難患者へのケアにつながる可

能性を示唆するものである。

自律神経系に対する反応は尿量増群では、交感神経の

指標である LF/HFが時聞を追うごとに上昇し、逆に

尿量緩群は副交感神経の指標である HFが優位になり 、

LF/HF一交感神経は抑制傾向に変動した。尿量増群の

指尖部温は、足浴中20分間に一気に上昇し、その後横ば

いであるのに対し、足浴緩群は緩やかに上昇し、足浴20

分後には尿量増群より高くなっている。また、主観的反

応では尿量緩群が尿量増群に比して、有意に VASの値

が高い傾向を示していた。
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に分けたときに異なったタイプの様相をみることができ

る点である。ひとつのタイプとして、足浴による温熱 ・

湯という刺激が、交感神経を優位にし，末梢血管が収縮

し、 心臓への循環血液量を増加させ、利尿ホルモンの分

泌22)がおこることで、尿量の顕著な増加を見るのではな

いかと推測できる。その人の日頃の湯温に対する好みや

その時の足部の皮膚温が影響因子となっている可能性も

あろう。また、急激な尿量の増加から尿意を生じ、その

尿意がさらに交感神経を優位にしていったとも考えられ

る。

また、もう一つの反応タイプでは、交感神経は優位に

ならず、足浴の気持ちよさが、リラクゼーションを高め、

緩やかに副交感神経を優位にしている。そのことによっ

てさらに筋の弛緩や交感神経活性の低下をもたらし、末

梢血管抵抗の低下と調圧反射への感度を高める制ため、

末梢循環を促進させ、緩やかな尿の増加につながること

を示唆するものである。

これらの考えは、顕著に尿量が増加した 1名に対して、

1ヶ月後に足浴を行わないコントロール実験を行った結

果からも推察される。足浴によって381ml増加した尿量

は、コントロールにおいては87mlと顕著に減少し、自

律神経の活動は、実験時のほうが交感神経の活動が明ら

かに足浴後高く、逆に副交感神経の活動量は、コントロー

ル時に高い。また、このことは、安静臥床による体位・

快 ・保温によって尿量の増加をみるのではなく、足浴と

いう温水による介在によって引き起こっていることを裏

付けるものである。

本実験では足浴後40分間のデータの収集にとどまって

おり、その後の変化を観察していない。新田ら舶は足

浴 ・マッサージ後 2時間の観察を行い、 90分間において

下肢深部温が有意に上昇しつづけたと報告しており、時

間を追っての観察が重要である。

本研究の限界として、少数の研究協力者からの知見で

あることや自律神経系の変動を一定の平均でその動きを

捉えていることにある。

今後は、コントロ ールを設定し厳密な比較検討を行い、

さらに研究協力者の人数を増やしてその傾向を探るとと

もに、自律神経変動の測定に対する検討が必要である。

さらに、本研究結果から、足浴による刺激によって大き

く二つのタイプが推測されることから、実験開示前の足

部の表面温度やお湯の熱さの好み、入湯時の感覚などさ

らに詳細に観察しその関連を明らかにすることが重要で

ある。

VI. 結論

健康な成人11名に改良型密封式足浴法を20分間行い、
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5名に実験中60分間において、顕著な尿量の増加をみた。

足浴による温熱 ・湯という刺激によって、気持ちよさや

指尖部温の上昇をみるが、交感神経を優位にし尿量の顕

著な増加をみるタイプと、交感神経を優位にすることな

く緩やかに反応して、心地よさから副交感神経を優位に

しリラクゼーションを高め、短時間での急激な尿の増加

をみないという二つのタイプがある可能性を示唆された。
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(Summary) 

The Study on the Effects of 
Foot Bathing on Urination 

Kumiko Toyoda 

School of Human Nursing， University of Shiga Prefecture 

Background Foot bathing is one of the important 

nursing care for patients who cannot take a bath by 

themselves. Many researchers examin巴d and 

verified the effects of foot bathing on people. It was 

revealed that foot bathing affected participants' 

sleep pattern， autonomic nervous system， and 

mental， physical and immunological status. They 

concluded that foot bathing might facilitate 

participants' relaxation， sleeping and circulatory 

system because foot bathing might affect their 

parasympathetic nervous system. 

Nurses often use water sound， running water or 

hand bathing as the care for patients with 

difficulties in urination; however， the care is not 

evidence-based and well researched目 Furthermore，

few researchers examined whether or not foot 

bathing could facilitate people's urination. Foot 

bathing could provide comfortable feelings to 

people and improve their circulatory system; 

therefore， it was expected that the difficulties in 

urination might be improved by foot bathing due to 

its effect on the parasympathetic nervous system. 

Objective This experimental study aimed at 

revealing how foot bathing affected urination， and 

developing the results obtained in order to use them 

for th巴nextresearch proiect 

Method Eleven healthy adults (3 males and 8 females) 

agreed to participate in the study. The participants 

were provided with closed style foot bathing in 

water heated to 41 oC for 20 minutes. The 

researchers checked the activities of the 

participants' autonomic nervous system the 

amount of their urination， and changes in their 

vital signs during the experimentation. Then the 

researchers evaluated the participants' subiective 

reaction to the foot bathing. 

Results It was found that 5 in 11 participants had a 

mark巴dincrease in the amount of urination. 60 

minutes before and after the foot bathing. The 

numerical values of activities of their sympathetic 

nervous system (LF jHF) were being increased 

during and after foot bathing. Other had a slow 

mcrease in the amount of urination， and the 

activities of their parasympathetic nervous syst巴m，

which was measured and shown as HF. were 

stimulated， and the values were being increased 

during and after foot bathing. In addition， it was 

also revealed that the comfort of all participants 

and the temperature of their toes were improved by 

the warmth and stimulus of foot bathing. 

Conclusions The researchers suggested that there 

might be two types of participant reaction to foot 

bathing. Some people may feel comfortable and the 

temperature of their toes may be improved by the 

warmth and stimulus of foot bathing， but they also 

may get a marked increase in the amount of 

urination due to the dominant effect of foot 

bathing on the sympathetic nervous system. Others 

may feel comfortable and relaxed by foot bathing 

because of its effect on the parasympathetic 

nervous system but may not get a marked increase 

in the amount of urination in a short term 

Key Words Foot bathing， urination， the autonomic 

nervous system， comfort 
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論文

文章完成法による spirituality評定尺度の
開発 "，.-um仰 ，，，，wr.4仰

1.はじめに

比嘉勇人

滋賀県立大学人I問看護学部

背景 15項目5件、法によるspirituali ty評定尺度 (SRS-A)を用いた要因分析研究が、「透析外来患者22

名と看護師13名」および「在宅療養者20名とその介護者20名」を対象に行われた。その先行研究によると、

SRS-Aの影響要因として、 【何よりも一番したいことは(Q1)】 【一番の支えになるものは(Q2)】 【周囲

に対して強く感じていることは(Q3)】 【自分のこれからは(Q4)】 【病とは(Q5)】が示唆されている。

目的 本研究の目的は、先行研究の分析結果を踏まえ、文章完成法による spirituali ty評定尺度

(SRS-B)を開発することである。

方法 spiritualityについては、「何かを求めそれに関係しようとする心の持ち様であり、また自分自身

ゃある事柄に対する感じまたは思い」と規定した。SRS-Bの質問項目は、 【Q1】 【Q2】 【Q3】 【Q4】

【Q5】の5項目で構成し、SRS-Bの評定については5項目の回答内容を「否定的 O点JI中性的 点」

「肯定的 :2点」と分類 ・数量化しその合計点によって示した。調査対象は、看護師162名(女性86名 ・38

34:t9.17歳，男性76名 :33.79:t6.69歳)とし、全員に SRS-AとSRS-Bを実施した。

結果 カテゴリカル回帰分析の結果、 【Q1】 【Q2】 【Q3】 【Q4】 【Q5】はSRS-Aの影響要因である

ことが確認された (R'=0.25.pく0.001)。また、 SRS-AとSRS-Bには弱L、正の相関関係が認め られた(ん=

0.32. pく0.001)0 SRS-Bの尺度としての信頼性については、クロンパックの α係数0.62とガットマンー折

半法の信頼性係数0.65で確認された。

結論 以上の結果から、SRS-Bが実用可能な尺度であると判断した。

キーワード スピリチュアリティ、スピリチュアル、神気、文章完成法

スピリチュアリティを測定する尺度に関しては、圏内

では、比嘉1)により狭義のスピリチュアリティ(以下、

神気性)と して概念規定さ れた15項目5件法の神気性評

定尺度 (Spirituality Rating Scale : SRS) が開発さ

れている(以下、 SRS-A)o SRS-Aは、信頼性 ・妥当

性が検討された簡易な質問紙である。 しかし、その対象

者が大学生女子 (20.12土1.10歳)に限定されてお り、

幅広い年齢層と男性への適用性に関しては未検討であっ

た。また、 SRS-Aは自己記入式法であるため、身体的

に制限のある人や15項目すべての回答に集中力が持続で

きない人への適用性についても限界があった。さらに、

看護の場においては、個別看護を提供してい く上で対象

者独自の神気性内容を看護師が把握しておくことは強く

望ま れるところであり 、そのためには新たな方式の尺度

開発が不可欠であっ た。

そこで本研究では、SRS-Aを用いた先行研究1(調

査対象は、透析外来患者22名 ~59 . 82 ::t 8.83歳》と看護

師13名 ~42 .62 ::t 6.55歳~ ) 2) および先行研究2(調査対

象は、在宅療養者20名~71.55 ::t 7.77歳》とその介護者

20名 ~62.85 ::t 10.33歳~ ) 3) の結果を踏まえ、 SRS-A

とのテストバッテリーが可能な文章完成法の神気性評定

尺度(以下、 SRS-B) を開発する。 SRS-Bが開発され

て SRS-Aと併用することで、対象者の神気性が客観的

に評定できるだけでなく、対象者個人の spirituali ty 

表現の促進が期待できる。

2005年 9月30日受付、 2006年 l月6日受理

連絡先;比嘉勇人

滋賀県立大学人問看護学部

住 所 彦 板市八坂町2500
E-mail:higa@nurse.usp.ac.jp 
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II. 研究方法

1.被調査者

A県 (653名)・ T県 (472名)・M県 (1055名)・ S県

075名)・ N県 (475名)・ O県 (510名)在住の看護師

3340名を被調査者とした。

2.倫理的配慮および調査方法

まず、 120の病院(一般病床数が200床以上の総合病院)

へ書面上で研究目的等を説明して研究調査への協力を依

頼した。次に、その承諾が得られた52の病院の看護師各々

に対して「研究調査への協力依頼文、 SAS-A・SRS-B

等がセットにされた調査用紙・回答用紙、本調査者宛の

返信用郵送封筒」を病院代表者から手渡してもらった。

被調査者へは、調査用紙を受け取っておおよそ一週間以

内で無記名回答した後、病院代表者には渡さず回答者自

身で封を閉じ郵送するよう求めた。

SRS-Aは、下位尺度として『意欲J~深心J ~意味感』

『自覚J~価値観』の5因子を有しているのRS-A 得点

レンジ:0~75点)。 新たな尺度開発においてはその因子

の内容を利用することが有効である。今回、文章完成法

の刺激文としては、下記に示すように SRS-Aの5因子

に対応する質問①~⑤をもとに考案 ・作成した。

①『意欲』→「何よりも一番したいことJ(以下、 ①

望み数)

②『深心』→「一番の支えになるものJ(以下、②支

え数)

③『意味感』→「周囲に対して感じていることJ(以

下、③対他評価)

④『自覚』→「自分のこれからJ(以下、④対自評価)

⑤『価値観』→「病(病気または疾病)というもの」

(以下、⑤病観)

得られた SRS-B質問項目①~⑤の各回答内容につい

ては、設定された評定基準に従い数量化される。その合

算値が rSRS-B評点」となる。

3. 回答方法

SRS-Aの15項目の質問すべてに対し、該当する程度

を" 1. 全く思わない“~" 5. 非常に思う“の5件法

で回答(該当する数字に丸印をつける)を求めた。

また、 SRS-Bの回答にあたっては、以下を教示した

(回答に要する時間は5~10分)。

ミ次の①~⑤にある句に続けて、あなたがふだん思っ

ていることや、最初に頭に浮かんだことをお書きくださ

L 、。ミ

①何よりも一番したいことは・・・

②一番の支えになるものは・・・

③周囲に対して強く感じていることは・・・

④自分のこれからは・..

⑤病(病気あるいは疾病)というものは・・・

比嘉勇人

4.分析対象者

記載漏れ等の回答不備を除き、回答者が女性のみであっ

た S県の女性看護師86名 (38.34:t9.17歳)と A県 ・T
県 ・M県 'N県 ・O県の男性看護師76名 (33.79:t6.69
歳)の計162名 (36.20:t8.39歳)の看護師を分析対象者

としfこ。

5.分析方法

SRS-Bの評定基準 (Pos:ポジティブな回答内容 :2点

/Neut:ニュートラルな回答内容:1点/Neg:ネガティ

ブな回答内容 :0点)については先行研究1および2を踏

襲しており、以下のとおりである。なお、SRS-B質問

項目①~⑤における、各尺度は厳密には名義尺度である

が、ここでは順序尺度とみなした。また、 rSRS-B評点」

については間隔尺度とみなし、 SRS-B質問項目①~⑤

の点数を合算し rSRS-B評点」とした (SRS-B評点レ

ンジ:0~1O点)。

①「望み数:有無」

「回答の内容が二つ以上の場合」は2点、「回答の内容

が一つの場合」はL点、「わからない・特になし ・意味不

明の内容、などを回答している場合」はO点、とする。

②「支え数 :有一無」

「回答の内容が二つ以上の場合」は2点、「回答の内容

が一つの場合JはL点、「わからない ・特になし ・意味不

明の内容、などを回答している場合」はO点、とする。

③「対他評価:好感一批判」

「好意 ・感謝 ・がんばっている、などの内容を回答し

ている場合」は2点、「肯定と否定の内容を混在して回答

している場合」はl点、「否定的 ・わからない・特になし ・

意味不明の内容、などを回答してい る場合」はO点、と

する。

④「対自評価:希望挫折」

「明るい・建設的 ・このまま、などの内容を回答して

いる場合」は2点、「なるようになる ・肯定か否定か判断

できない内容 ・肯定と否定の内容を混在して回答してい

る場合」はl点、「暗い ・否建設的・わからない ・意味不

明の内容、などを回答している場合」はO点、とする。

⑤「病観:受容拒否」

「前向き・試練・運命、などの内容を回答している場

合」は2点、「肯定か否定か判断できない内容 ・肯定と否

定の内容を混在して回答している場合」はL点、「罪 ・闘

う・あきらめ・わからない ・意味不明の内容、などを回

答している場合」はO点、とする。

統計処理は SPSS11.0 j for Windowsを使用し、以

下の手順で分析を進めた。

(1) rSRS-A得点J平均値の男女差の有無を確認する

ため、 t検定を行なった。

(2) r①望み数Jr②支え数Jr③対他評価Jr④対自評価」



1.男女聞の rSRS-A得点」平均値の差

女性86名の rSRS-A得点」平均値±標準偏
表 1・2 rSRS・A得点、」性別の平均値差の検定 (n=162)

差は44.88i:5.61点、男性76名の rSRS-A得点」

平均値±標準偏差は45.22i: 5.48点であった

(表 1-1)0 rSRS-A得点」平均値の差の検定に SRS-A得点等分散を仮定する。
等分散を仮定しない。

おいて、女性 (44.88i:5.61点)と男性 (45.22

i:5.48点)には等分散性が仮定され (F=0.03.

df=85.75. p=0.85:両側検定)、男女聞の rSRS-A得点」

平均値に有意差は認められなかった (t=ー0.39.df=160. 

p=0.70 :両側検定)。つまり、 SRS-A得点には性差がな

いと示唆された(表 1-2)。

これにより、カテゴリカル回帰分析における男女混合

データに統計処理上の問題はないと判断した。

2. カテゴリカル回帰分析

SRS-Aと SRS-Bの記述統計量を確認し(表 2-1，

表 2-2)、カテゴ リカル回帰分析を行った結果、従属変

数の各標準偏回帰係数が、「④対自評価:0.23 (pくO.OO1)J

「②支え数:0.16 (p=0.04)J r③対他評価:0.15 (p=0.05)J 

文章完成法による spirituality評定尺度の開発

「⑤病観」の各回答の点数(順序尺度)を従属変数と

し、目的変数には rSRS-A得点」を用いて、最適尺

度法による回帰分析 (カテゴ リカル回帰分析)を行なっ

た。カテゴ リカル回帰分析では、従属変数と目的変数

に名義データ・順序データ・数値データが使用でき、

質問項目①~⑤の各変数が rSRS-A得点」にどの程

度影響を与えているか(説明に役立つかどうか)を確

認できる。

(3) rSRS-A得点」と rSRS-B評点」の相関関係を確

認するために相関係数を求め、 SRS-Bの構成概念妥

当性を検討した。

(4)質問項目①~⑤の内的整合性を確認するために

Cronbachのα係数と、Guttmannの折半法による信

頼性係数を求め、SRS-Bの信頼性を検討した。

皿.結果および考察
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「望み数:0.13 (p=0.07)J r⑤病観:0.12 (p=0.09) Jで

あり 、 また、決定係数 R2が0.25(pく0.001)であった

(表 2ふ表 2-4. 表 2-5)。

このことから、 SS-Bの質問項目①~⑤は rSRS-A

得点」の影響要因であると示唆された。

3. rSRS-A得点」と rSRS-B評点」の相関関係およ

び SRS-Bの妥当性の検討

rSRS-A得点」と rSRS-B評点」との Spearman

の順位相関係数は0.32(p<O.OO1)で有意な弱い正の相

関関係を認め、 Peason の積率相関係数は 0.40

(p<O.OO1)で有意な中程度の正の相関関係を認めた(表

表 1-1 rSRS-A得点」性別の平均値と

標準偏差 (n=162)

性別 N 平均値 標準偏差

SRS-A得点 女性 86 44.88 5.61 

5.48 男性 76 45.22 

2つの母平扇面差面積定
t値 自由度有意確率 (両側)

-0.39 160 0.70 
-0.39 158.36 0.70 
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度数

5 

35 19 

40 51 

(中央値) 45 55 

50 22 

55 9 

60 

rSRS-A得点」平均値 (SO)45.04 (5.53) 

表 2・2 rSRS-BJ各質問項目の記述統計量 (n=162)

質問項目の評定
①望み数 ②支え数 ③対他評価 ④対自評価 ⑤病観

度数 度数 度数 度数 度数

ネガティブ (0点) 10 9 (中央値)80 38 58 

ニュー卜ラル (1蔚 (中央値)115 (中央値)1叩 49 28 (中央値)62

ポジティブ. (0蔚 37 43 33 (中央値)96 42 

各質問項目の評定合計点 189 196 115 220 146 

rSRS-B評点」平均値 (SO)5.33 (2.21) 
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表 2・3 rSRS-A得点」と rSRS-B評点」の

カテゴリカル回帰分析:標準化係数nの算出 (n=162)

標準化係数8 標準誤差自由度 F 有意確率

①望み数 0.13 0.08 2 2.65 0.07 
②支え数 0.16 0.08 4.52 0.04 
③対他評価 0.15 0.07 3.99 0.05 
④対自評価 0.23 0.08 2 8.26 0.0004 

⑤病観 0.12 0.08 2 2.50 0.09 
従属変数 SRS-A得点

表 2-4 rSRS-A得点」と rSRS・B評点」の

カテゴリカル回帰分析:モデルの要約 (n=162)

多重 R R二乗調整済み Rご乗

050 0.25 0.22 

従属変数 SRS-A得点予測

①望み数 ②支え数 ③対他評価

④対自評価 ⑤病観

表 2・5 rSRS-A得点」と rSRS-B評点」の

カテゴリカル回帰分析:分散分析の結果 (n=162)

回帰
残差

相一
1

9

-ヒ
2

7

『，L
a-
-
n
U

平一
4
m
M

自由度平均平方

8 5.15 

153 0.79 

F有意雇率
6.52 pく0.001

合計 162 161 

従属変数 SRS-A得点予測:

①望み数 ②支え数 ③対他評価 ④対自評価 ⑤病観

表 3 rSRS・A得点」と rSRS・B評点」の

相関関係 (n=162)

Spearmanの順位相関係数

Peasonの積率相関係数

係数値 有意確率 (両側)

o. 32 pく0.001

0.40 pく0.001

3 )。

この結果から、SRS-Bの構成概念妥当性(収束的妥

当性)が確認された。

4. SRS-Bの信頼性の検討

iSRS-B評点」全体の信頼性については、 Guttman

の折半法一信頼性係数0.65で確認された。また、内的整

合性については、Cronbachのα係数0.62で確認された。

全項目数が5項目と少ないこと、また SRS-Bが SRS-

A を補助する評定尺度であることを考慮すれば、実用

に耐える信頼性をもつのと判断された。

5. SRS-Bの有用性

上述の分析 ・検討結果から、 SRS-Bの尺度としての

有用性が示唆された。そこで、ここでは SRS-Bを看護

現場で活用することを想定し、その意義や留意点につい

て述べる。

1)文章完成法として使用する SRS-B

比嘉勇人

文章完成法は、心理学的アセスメント法の中で投影法

として位置づけられている。投影法の特徴は、回答者へ

の「暖昧な刺激」の提示にある。その暖昧な刺激への反

応内容から回答者の性格特徴(心のありょう)を査定す

る。つまり、 5項目文章完成法による SRS-Bは、不完

全な文章語に対する回答者(患者)の反応結果から

神気性の個性的なありょうを把握するための測定用具と

いえる。 SRS-Bの質問項目が不完全な文章語であるた

めに、回答者(患者)の反応の自由度は大きく 、したがっ

て私的内容を看護師に提示する可能性を持っている。こ

れは、 15項目5件法による SRS-Aにはない特徴である。

一方問題点として、 「不完全な文章語」であるがゆえに、

回答者(患者)によっては回答時聞が長くなったり、回

答拒否あるいは回答放棄が質問紙法と比べ高くなる傾向

がある。また、 SRS-Bの回答結果を評価する際に看護

師の主観が入り込む余地がある。看護師個人による評価

の誤差を抑え妥当性を高めるためには、回答結果を適切

に解釈できる技能が看護師に必要となる。つまり、文章

完成法の評価結果については、ある程度の訓練を経て、

評価方法になれておくことが望まれる。

2)半構造化面接法として使用する SRS-B

5項目の文章完成法を用いた SRS-Bは、半構造化面

接法として適用することが可能である。ここでの面接法

は、面接者(看護師)が被面接者(患者)に直接口頭で

質問を行い、その反応を調査票に書き留めるという方法

を指す。この面接法は、質問紙法である SRS-Aと比べ

ていくつかの利点がある。まず、看護師と患者が対崎し

ているため、回答を途中でやめたりあきらめたりするこ

とが少なくなる。ただし、 5項目の質問回答すべてを、

一回の面接で患者に要求することが看護師に許されると

いうことではない。むしろ、その時の患者の状態(集中

力)によっては質問を分割し、時間や日をあけて再開す

るほうが正確な回答を得られる場合も少なくなL、。次に、

面接法では、患者が回答しやすいように質問の言い回し

を変えることができる。また、回答内容を確認 ・言い換

えなどすることで患者の意図をより明確化したり、さら

に具体的な内容を引き出したり付加的話題へと発展させ

たりすることが可能である。最後に、看護師は、質問と

同時に回答中の患者を観察することができる。患者にとっ

て答えやすい質問と答え難い質問(そしてその理由)、

質問に対する感情表出 ・非言語的サイ ン、質問の理解度

などを把握することもできる。

3)Spiritualityを尺度化する問題点

WHOの「健康の定義」に spiritualを加える案は、

他の懸案事項が優先されたため、1999年5月の総会では

その採択が見送られることとなった。しかし、 spiritual

という言葉が人聞を全人的に理解する上で不可欠と認識

されたのは時代の趨勢である。ただし一方で、「健康の
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定義」はユートピア的でかっ絶対的な価値を追い求めす

ぎ、と批判する社会医学研究者らの意見もあり 5)、医療

者側による健康観の強要が危倶される。

では、近い将来「健康の定義」に spiritualが追加さ

れて改訂案が採択された後、看護の現場にはどのような

変化がもたらされるのであろうか。

医療の領域に起こる変化については、池固めによれ

ば「医療化 (medicalization)や生 ー権力 (bio-power) 

の伸展」の方向が予見されている。これは、「価値づけ

られた健康枠にあてはめる全体主義化」と言い換えるこ

とができる。も しこの「医療の全体主義化」が優勢となっ

た場合、おそらく看護の現場でも看護手順が規格化・マ

ニュアル化されていき、看護師はそれに従う(患者を枠

に当てはめる)ことで仕事効率の向上を見込むという図

式が構築されるであろう。しかし、患者一看護師のあり

ように限っていえば、看護師が患者との相互関係(治療

的な結び‘っき)を通してそのつど最適な看護を選択して

いくという脱標準化の部分については、これからも必須

なものとして重視されねばならない。特に、「看護され

る側」と「看護する側」を対(ぺア)で捉えて研究対象

とする研究においては、この「結びつき(双方向の関係

性)の最適化」は非常に重要なものとなろう。例えば、

Haaseら6) は、看護師をメンバーとしたグループディ

スカッションを重ね、 Ispiritualの視点JI希望JI受容」

「自己超越」の四つの概念が相互に関係していると想定

して同時概念分析 (SimultaneousConcept Analysis) 

を行なっている。その結果、 Ispiritualの視点」を特徴

づけている特性のーっとして、「結びつき (connectedn

ess) Jを明らかにした。鶴若ら 7) は、 spiritualwell 

beingの視点から、高齢者を対象に個別のインタビュー

を行ない、生きがいに関る事項として人間同時の「つな

がり」の必要性と「他者がいて自分の存在がある、また

自分の存在が受け入れられる体験、実感が重要である」

ことを示した。さら に鶴若ら 8) によって、全米宗教間

相互協力委員会 (NationalInterfaith Coalition on 

Aging)の spiritual well-beingの定義が紹介され、

spiri tual well-beingにおける「結ひ、っき(双方向の関

係性)J を強調している。ちなみに、 spiritualwell-

beingについては、 Qualityof Life (QOL)概念に

spiritual概念、を積極的に取り入れている石川|引 によっ

て「いかに生きているか、あるいはよく生きているか」

と解釈されている O

「結び、っき(双方向の関係性)Jの重要性を提示する

報告は他にも、萩原10) が、「日本人の精神的支えとして、

家族の存在が心のよりどころ ・心の支えとなっている場

合が極めて多い」 と指摘している。水落ら川も、障害

をもっ患者の退院後の QOLを高める要因として、「家

族関係が良いこと、コミュニケーションが取れること」
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などを述べている。これらの研究からは、看護師との関

係性だけでなく、患者の spirituali tyに及ぼす患者家

族や生活環境の影響力の大きさについても推考できょう。

本来、 spiritualityは抽象的な意味内容を有する概念

である。この抽象的な概念の扱いについては、現時点で

は、本来の意味内容を厳守しようとする動きよりも、使

用される分野において意味の限定を行い概念規定化を図

ろうとする動きが顕著になってきている。丸山ω の場

合は、死に対する感受性や実存的不安を視野に入れて

spiritual painを測定しようと試み、そこでの spiritual

を「個人の生まれっき備わった気質が、その存在に不安

を感じる程度と個人の人生に関する価値観、宗教的感情

を表している」と捉え直している。日本では一時期、

「霊性」と訳される広義の spiritualityに対して、宗教

的ニュアンスのみに注目が集まり、看護の場への

spiri tuali ty概念の導入が特殊な状況を除いて敬遠され

ていた嫌いがあった。本研究では、η そ1虫ような背景も鑑

み、 spiritualityを狭義に捉えた神気性概念に基づいて

SRS-Bの開発を進めてきた。 SRS-Bの質問項目①~⑤

を利用し患者と相応すること自体がスピリチュア jレ・ヘ

ルスケアの発端になると予期されるが、この尺度開発の

成果が健康を考える上で重要となる spirituali ty概念

の看護過程への導入(スピリチュアル ・看護ケア)につ

ながることを見込んでいる。 しかしながら、

spirituality概念を規定(限定)することによって必然

的に生じる視野狭窄については十分に意識 しておくこと

が肝要である。 と同時に、対象者の広範囲な

spiri tuali tyの把握についてはさらに多様なアプロ ーチ

法の開発が必要となる。

文章完成法(あるいは半構造化面接法)を用いた

SRS-Bについては、15項目5件法の SRS-Aに比べて実

施が柔軟に行なえることから、対象者が回答する内容の

許容度が高いといえる。また、 SRS-Bを半構造化面接

法的に用いることにより 測定者と対象者との相互交流の

場が形成され、そこから得られる回答内容やそれに付随

して出てくる会話内容から、対象者の個性的な

spiri tuali tyの様相(例えば、家族観や生活風景など)

を把握できることも期待される。したがって、看護の現

場において、 SRS-Bを適宜使用していくことで、看護

の成果を高めるための有益な二次的情報の聴取も可能で

あろう。ただし、対象者の状況(あるいは、患者と看護

師の関係性)によっては、 SRS-Bの使用が不適となる

ケースもありえよう。それゆえ、患者看護師の「結び

つき(双方向の関係性)Jを意識し患者を全人的に理解

しようと努めるにあたっては、患者への直接的アプロ ー

チのタイミングをよく見極めその過程で SRS-AとSRS

Bを併用した SRS-ABモデノレ (図1)を最適化しつつ

活用することを提言したい。
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N. 結論

本研究の目的は、 15項目 5件法の神気性評定尺度

(SRS-A)を用いた先行研究を踏まえ、質問 5項目で構

成された文章完成法による神気性評定尺度 (SRS-B)

を開発することである。そこで女性86名 (38.34士9.17

歳)と男性76名 (33.79j:6.69歳)を対象に SRS-Bの尺

度としての妥当性と信頼性を検討した結果、以下の点が

明らかとなった。

1. I"SRS-A得点」に対する「性別」による影響は非

常に小さい。

2. カテゴリカル回帰分析において、従属変数とした

「①望み数J1"②支え数J1"③対他評価J1"④対自評価」

「⑤病観」の各点数が、目的変数としたI"SRS-A得

点Jを説明(予測)しうる割合は25%である。

3. 1"①望み数J1"②支え数J1"③対他評価J1"④対自評価」

「⑤病観」を数量化したその合算値であるI"SRS-B評

点」を使用することで、I"SRS-A得点」の高低を概

ね推測することができる。

4. SRS-Bの妥当性については、神気性5因子モデルに

よる理論的内容的妥当性と、 SRS-Aとの相関係数

0.32という構成概念妥当性によって確認された。

5. SRS-Bの信頼性については、 Cronbachのα係数

0.62と、 Guttmanの折半法による信頼性係数0.65に

よって確認された。

比嘉勇人

6.上の結果より、文章完成法による質問5項目の SRS

Bは実用可能な尺度であり、また半構造化面接法と

して使用することも可能と判断した。
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8ackground Using "22 dialysis outpatients and 13 negative， 0 point; neutral， 1 point; and positive， 2 

nurses" and "20 patients treated at home and 20 points. This method quantifies the answers and 

caretakers" as subjects， the factor analysis research yields a total score (SRS-B score). Using 162 nurses 

that used the Spirituality Rating Scale (SRS-A) was as subjects， the answers to the Q1 to Q5 are 

performed. The results of precedent research obtained by the sentence-completion method and 

indicated that Question (Q) 1 "What would you lik巴 informationabout SRS-A is obtained from self 

to do most..¥" Question (Q) 2 "What provides your description by the subjects. 

greatest support... ，" Question (Q) 3 "What do you Results Categorical regression analysis indicated 

feel strongly about your surroundings'" ，" Question that the fiv巴 questionsare influencing factors for 

(Q) 4 "What do you think of your future'" ，" and SRS-A (R2=0.25， Pく0.001).Furthermore， a weak 

Question (Q) 5 "What do you think of sickness in positive correlation was observed between the SRS-

general...." are influencing factors for SRS-A. A scores and SRS-B scores (r，=0.32 ， pく0.001)

Objective In this study， spirituality rating scale Cronbach's alpha coefficient of 0.62 and the 

using sentence completion method (SRS-B) is reliability coefficient of 0.65 obtained by a 

developed. Guttman's split-half method confirmed the 

Method Spirituality is defined as the mental outlook reliability of the SRS-B 

of actively seeking som巴thingand endeavoring to Conclusions From these results， it was determined 

relate oneself to it， as well as the perception or that SRS-B is a practically usable measure of 

thought of oneself and particular ev巴nts.SRS-B spirituality. 

consists of the Q1 to Q5. SRS-B classifies the Key Words Spirituality， spiritual， spirit， sentence 

answers to each question into three categories: completion method. 
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論文

退職移行期にある看護者の健康と社会活動に関する 一 ← 

実証研究一退職看護者の人材活用システムの課題 ~UØt仰 r"，wz-J.仰

1.緒言

西国厚子。、堀井とよみヘ筒井裕子1)

藤井淑子2)、太田久佐子ヘ柴崎さと子2)

西島治子ヘ平英美3)

1)滋賀県立大学人間看護学部、 2)滋賀県看護協会、 3)滋賀医科大学

背景 人口の高齢化の進展は日本の看護政策にも大きな影響を与えつつある。とりわけ、団塊の世代が高

齢期に入る今後は、退職看護者の職業経験を生かした社会活動の制度を構築することが急務である。

しかしながら、これまで、看護労働において主として注目されてきたのは、新人におけるパーンアウト

の問題や、日本の女性労働に特徴的な M 字型就労にともなう中途退職の問題であった。再就労対策にお

いてもこれらの人びとに焦点をあて、ナースセンターが中心的役割を果たしてきた。 しかし、団塊の世代

の看護者が大量に退職すると予測される中で、より有効な人材活用を考えていくためには、退職移行期に

ある看護者の健康と再就職を含めた社会貢献活動への参加意向を明らかにする必要がある。

目的 退職移行期にある看護者について、職位、配偶者の有無などの基本的属性や健康状態、社会参加状

況を統計学的に明らかにする。

方法 滋賀県内の中高年期の退職経験のある看護者(以下、退職者という)および勤務している看護者

(以下、勤務者という)に対してアンケート調査を実施した。退職者240名、勤務者687名を分析対象とし

た。健康状態、社会活動参加状況、老化意識尺度、退職準備度、退職後の就労意向および生活変化に関す

る無記名自記式アンケー 卜を行った。

結果

1) 退職者と勤務者の両者を比較したところ、健康状態(健康自 己評価、 PGCモラール尺度、愁訴数)お

よび‘老化意識尺度において統計的に有意な差が認められ、退職者は勤務者より良好な状態であった。特

に、勤務者の PGC点数は低値であり、老化意識と有意に関連している。

2) 老化意識は健康に関する 4変数(健康自己評価、 PGCモラール尺度、愁訴数)に有意に関連している。

3) 退職者は勤務者に比べてアクティブな日常生活を送っているが、勤務者の退職後の生活に対する生活

イメ ージはネガティブである。

4) 退職者の社会参加度は、退職準備度、親しい友人数、 PGCモラール尺度、老化意識尺度と相関して

おり、退職後、社会活動に参加するためには退職準備が重要である。

5) 退職者、勤務者の双方ともに高い再就労意欲を示しているが、退職者は公的な人材活用システムを活

用せず、個人的なネットワークで再就職していた。

結論 退職看護者の労働力は潜在的な労働力として期待できるにもかかわらず、現行の人材活用システム

は十分に活用されていなL、。今後、行政と看護職能団体が協力して、より地域社会に密着したシステム

を構築する必要がある。

キーワード 退職移行期、健康、プロタクティブ ・エイ ジング、社会活動、人材活用システム

急速な高齢化が進む 日本において高齢者ケアに従事する

専門職の確保は重要な課題である。特に、欧米諸外国に

比べて100床当たりの看護職員数は依然として低くヘ

日本の看護政策の中心的課題は、長年にわたり看護者の

養 成 ・確保対策2) 3) であ った。 2001年末の看護労働の

就業者数は約118万人であり、この10年間で1.35倍とい

う急激な増加4) をたどっている。さらに、就業者数の

増加のみならず、就業機関先も多様化してきている。看

護師の場合、これまでの病院 ・診療所の偏重から、老人

2005年 9月30日受付、 2006年 1月6日受理

連絡先'西田厚子

滋賀県立大学人問看護学部

住所:彦根市八坂町2500

E-mail:anishida@nurse.usp.ac.jp 
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保健施設、訪問看護ステーション、福祉施設などへ、新

しい活躍の場を広げている 5)。さらに、将来にわたって、

より多くの看護者の需要が見込まれているヘその意味

で、専門職能力をもった看護者が退職してしまうことは、

蓄積された能力、 投入された資源を失うため、社会的に

大きな損失であると考えられてきた。このことは米国に

おいても同様に懸念され、看護者の退職による経済的損

失の試算もなされ 7)8)ている。日本にあてはめると、

1，614，000円から1，332，000円の損失になるといわれてい
る9)。

この背景には看護師の年代構成による問題も存在して

い る 。 米 国 では看護 師 の高齢化とともに RN

(Registered Nurses)の労働人口は、2020年までに退職

者を見積もると20%近くまで低下するとも試算されてい

る1九日本においても看護職員の平均年齢は年々高くなっ

ており、 2001年には38.8歳に達している日)。看護者の年

代別就労状況をみると、 50~59歳代の者が15.9%を占め

ており ω、この年代の退職による影響が、看護労働現場

に与える影響は決して小さくはないと予測される。この

ように、団塊の世代が退職年代に差しかかる現在、専門

職の確保は重要な課題であるが、その解決のために、こ

れまでの養成定員枠の増加や、新人の定着や離職者の再

就労に加えて、定年退職後の再就労に着目した新たな労

働力確保対策が求められている。その結果、定年退職後

も長期にわたって働く環境ができるならば、団塊の世代

の看護者たちは、これまで培ってきた職業経験や技術を

生かしながら多様なキャ リアやラ イフコースを構築する

ことが可能となるであろう ω。

これまで、一般企業に勤務する多くの高齢者は、定年

退 職(以下、退職という)を機に、それまでの企業 ・職

域志向型の生活から家族 ・地域志向型の生活へと、「生

活構造」を大きく変容させるといわれてきた。退職は、

勤務者の人生にと ってク リテイカルなラ イフイ ベン 卜で

あるが叫15)!ペ 早くから予期可能なイベントでもある。

筆者らの研究クループはこれまで、滋賀県内や京都府K

市において企業退職者、地域高齢者を対象に退職に関す

る実態調査を実施してきたへその結果、退職経験者

(以下、退職者という)からみて就業中の退職準備行動

に、性、所得階層などの基本的属性のみならず、健康状

態が影響を及ぼすことについて明らかにしてきた 18)。

これまでの中高年期にある看護者を対象とした研究の

多くは、職業満足度やキャ リア形成に焦点をあてたもの

であり、退職に注目したものはほとんど見あたらなし、

看護者の退職に関する研究は、若年層における退職者を

対象としたもの聞がわずかにみられるのみである。特に、

看護者側からみた要因の検討は見あたらず、2001年の看

護協会が実施した実態調査に含まれる数項目が定年退職

に関する基礎資料といえるにとどまっている。退職者に

焦点をあてた人材活用システムの課題を検討するために

は、退職移行期にある看護者の社会活動や健康について

看護者の意識やイメ ージを含めた幅広い生活構造の変化

を明らかに し、彼らの就労を含めたプロダク ティ ブエイ

ジングとい ったより踏み込んだ視点から調査を行う必要

があると考えた。その分析結果をもとに、退職者の多様

な能力活用のシステムをいかに構築すべきかを提案する

ことが本稿の目的である。

ll.研究方法

1.調査対象 :①滋賀県内の病院、自治体等を退職した

満50歳~満69歳の看護者(以下、退職者という)400名。
回収数は262名(回収率65.5%)で、そのうち、記入漏

れのない240名(有効票率60.0%)、および、②滋賀県内

の病院、自治体等に勤務する満50歳~満59歳の看護者

(以下、勤務者とい う)956名。回収数は707名 (回収率

74.0%)で、そのうちの記入漏れのない687名(有効票

率68.4%)を分析対象とした。

2.調査方法 :調査方法は、郵送による自記式アンケー

ト調査である。滋賀県看護協会より勤務者の勤務先およ

び退職者自身に文書で調査協力を依頼した。続いて本校

より勤務先に調査票を郵送した。勤務者については本人

が記入して封筒に厳封し、勤務先に提出後、勤務先が大

学または都道府県看護協会へ返送するように依頼した。

退職者については、退職時の勤務先より対象者あて郵送

し、本人が記入後、看護協会へ返送するよう依頼した。

3.調査期間 :2004年10月 10 日 ~2004年10月 29 日 。

4.調査内容 :基本属性、健康状態、老化意識、自己意

識、社会活動参加状況、日常生活行動、 情緒的支援、退

職準備行動、退職後の生活イメージ、に関する内容を調

査した。本稿で主に検討した項目の詳細を以下に示す。

1) 基本属性:性別、家族構成、年齢、職種、職位、就

業形態、収入。

2) 健康状態:健康自己評価、 PGCモラール尺度

Philadelphia Geriatric Center Morale Scale (目、下、

PGCとする)、治療中の疾患およびその数(以下、疾

患数とする)、心身の不調の訴えおよびその数(以下、

愁訴数とする)の4項目。健康自己評価は自分の健康

を「鍵康JIまあ健康JIあまり健康でないJI健康で

ない」の4段階評価で尋ねた。 PGCは精神的健康の指

標として Lawtonらmが開発した尺度であるが、本調

査では日米共同研究結果より 2国間で共通とされた11

項目を使用した。Cronbachのα係数は0.769であり 、

一定の内的信頼性は確認された。

3) 老化意識:老化意識に関する 9項目を設定し老化意

識尺度として用いた。 Cronbachのα係数は0.783で
ある。本尺度は合計得点が高いほど、対象者が老化を
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意識していることを示す。

4) 社会活動 :4段階評価で回答を求めた。分析に際し

てはこれらの変数に「ょくするJ=4点、「時々するJ= 

3点、「ほとんどしないJ=2点、「全くしないJ=1点を

与え、同様に社会参加状況の15項目を設定し、その合

計得点 (60点満点)を社会参加度とした。Cronbach

のα係数は0.818である。

5) 情緒的支援:宗像21)が作成し、すでに信頼性が確

認されている情緒的支援ネットワーク尺度を使用した。

6) 退職準備行動:退職準備に関する 9項目について、

「そう思うJ= 4点、「少しそう思うJ= 3点、「あまり

思わないJ= 2点、「そう思わないJ= 1点の 4段階評

価で回答を求め、合計得点(36点満点)を退職準備度と

した。Cronbachのα係数は0.773である。

7) 自己意識:自己意識に関する21項目を設定した。

8) 日常生活行動:日常生活行動に関する14項目を設定

しfこ。

9) 退職後の生活イメージ:退職後の生活イメージに関

する14項目を設定した。

分析方法 :退職者/勤務者、退職就労者/退職非就労

者の両群について、性別および健康に関する4変数ほ

か全質問項目間で χ2検定を行い、平均値の有意な差

を確認するために t検定を行った。 量的な項目聞の

相関の検討には Pearsonの相関係数を算出した。

表 1 説明変数別にみた基本特性

項目 全体 健産自己評iJ!!j
健康・まああまり・健康

人(%) 健康作) でない{匹)

全 体年齢 50~54歳 437 47.1 84.5 15.5 

55~ 59歳 329 35. 5 87. 1 12.9 

60~64歳 129 13.9 91. 9 8. 1 

65~69歳 32 3.5 96.9 3. 1 

現在の職位管理職 81 9.9 87.7 12.3 

中間管理職 206 25. 1 86. 1 13.9 

非管理職 475 57.8 86.2 13.8 

その他 60 7.3 94.6 5.4 

勤務者

年齢 50~54歳 400 58. 2 84.6 15.4 
55~59歳 287 41. 8 85.9 14. 1 

現在の職位管理職 72 10.7 86. 1 13.9 
中間管理職 191 28.5 85. 1 14.9 
非管理職 381 56.8 85.2 14.8 
その他 27 4.0 92.0 8.0 

退職者
年齢 50~54歳 37 15.4 82.9 17. 1 

55~59歳 42 17.5 95.2 4.8 
60~64歳 129 53.8 91. 9 8. 1 
65-69歳 32 13.3 96.9 3. 1 

現在の職位管理職 6.0 100.0 。。
中間管理職 15 9.9 100.0 。。
非管理職 94 62. 3 90.1 9.9 
その他 33 21. 9 96.8 3.2 

χ2検定 *ρ<0.05 料 ρ<0.01 料 *ρ <0.001

倫理的配慮:調査は、無記名の質問紙とし、データの

管理には厳重な注意を払った。また、調査対象者へは、

研究の目的、調査内容を説明し、調査により得たデー

タは、研究以外には使用されないことを明記した。

ill. 結果

1 .分析対象者の概要

分析対象者の属性を表 lに示す。

1) 性別、年齢

退職者の性別は、男性13名(5.4%)、女性227名(94.6

%)、平均年齢64.1:t3.6歳であった。退職時の平均年

齢は58.6:t3.3歳、看護経験年数は33.5:t8.6年であっ

た。 これに対して勤務者は、男性28名(4.1%)、女性

659名(95.9%)、平均年齢は53.7:t2.5歳で、看護経験年

数は27.8:t6.8年であった。 他調査によ ると、 60歳以

上の看護経験年数は38.2年であり、勤務者は5印0~54歳

の平均看謹経験2幻7.5年であり今回の分析対象者とほぼ

同じ結果でで、ある 22)白)

2.退職者およびび、勤務者における健康状態と社会活動の

比較

退職者および勤務者の特性を表 2に示す。次に、退職

者および勤務者の両者における健康状態、日常生活、社

PGC 疾患盤 ~訴!!;
O ~8 点 9 -11 
(弛) 点(首) o (覧) l弘上(部) Q..J百) 1以上(弘)

66.6 33.4 * 36.8 63.2 19.8 80.2* 

60.7 39.3 39.9 60.1 21. 5 78.5 

51. 2 48.8 32.9 67. 1 33. 1 66.9 

54.8 45.2 31. 3 68.8 32.3 67.7 

59.2 40.8 53.7 46.3 27.3 72.7 * 

61. 4 38.6 39.1 60.9 15.6 84.4 

63.3 36.7 33.7 66.3 22.9 77.1 

55.4 44.6 38.2 61. 8 30.2 69.8 

68.5 31. 5 37. 1 62.9 18.8 81. 2 
60.5 39.5 39.3 60.7 19.9 80.1 

55.9 44. 1 51. 0 49.0 25.0 75.0 
63.6 36.4 40.3 59.7 16.2 83.8 
66.9 33. 1 32.8 67.2 20.0 80.0 
66.7 33.3 37.5 62.5 18.2 81. 8 

45.7 54.3 34.6 65.4 30.6 69.4 
61. 5 38.5 44.0 56 32.5 67.5 
51. 2 48.8 32.9 67. 1 33. 1 66.9 
54.8 45.2 31. 3 68.7 32.3 67.7 

87.5 12.5 80.0 20 44.4 55.6 
30.8 69.2 22.2 77.8 7. 1 92.9 
48.9 51. 1 37.0 63 35.3 64.7 
46.9 53. 1 38.9 61. 1 38.7 61. 3 

注 「健康自 己評価」 は4段階の2段階で区分し、 PGCおよび老化意識尺度は平均値で、疾患数および愁訴数は rOJと rl以上」で2分した。
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表2 退職者及び勤務者の比較

項 目 l茎 金 n 平均i直 壇準偏差 u直 有意確率
PGC 退職者 228 7.9 2. 54 -4.990 *** 

勤務者 644 6.9 2. 81 -4. 753 

愁訴数 退職者 228 1.2 1. 10 7.585 *** 
勤務者 654 1.9 1. 65 6. 276 

疾患数 退職者 143 1. 1 1. 00 -0. 805 

勤 務 者 395 1.0 1. 04 -0.才91

老化意識尺度 退職者 224 18. 9 4. 78 3. 941 *** 
勤務者 668 20. 4 5. 08 3.823 

情緒的支援 尺度 退職者 223 8.6 2. 50 -1守 279

勤務者 635 8.4 2. 64 -1. 247 

親しく行き来している友人数 退職者 233 7.3 5. 94 -6. 113 *** 
勤務者 654 4. 8 3. 77 -7.501 

社会参加度 退職者 224 27.0 7.08 -5. 541 *** 
勤務者 649 24. 0 5.93 6. 038 

退職準備度 退職者 170 18.8 4.86 10. 072 *** 
勤 務 者 570 23.0 4. 69 10. 273 

一週間あたりの趣味に費やす時間 退職者 211 24.0 23. 82 -5. 793 *** 

勤務者 556 13. 5 18. 18 -6. 528 

弓日昼するのにふさわしし、年齢 退職者 169 63. 8 4. 06 -5. 535 *** 

勤謹者 508 61. 8 4.29 -5. 381 

注 :各項目の不詳はのぞいたため、有効回答数=927とは一致しなし、。
*ρ<0. 05 **ρ <0. 01 

会活動、自己意識の比較を行い、さらに退職者における

就労者/非就労者の両者を比較した結果について表 3に

示す。

1) 健康状態

① 健康自己評価:健康自己評価では、退職者は勤務者

に比べて「健康」と「まあ健康」の回答がやや多かっ

た (ρ<0.05、以下、 ρは特に断りのない場合はクロ

ス表の X2検定の結果を表す)0I健康JIまあ健康」と

感じている者は92.4%であり、類似調査却に比べ健康

と感じている者が多L、。

② 愁訴.愁訴数では退職者は1.2:t1.0であり、勤務者

の1.9:t1.7に比べて少ない (t検定，ρ<0.001)。しか

し、同年代の他調査に比べると有訴者の割合は高い。

勤務者と退職者を比較すると、「体がだるいJIイライ

ラするJ(ρ< 0.001)、「頭痛JI不安や気がかりJ(ρ 
<0.01)、 「胃腸の不調JI下痢・便秘傾向JIめまい」

「無気力」と「尿をもらすことやでにく いことJ(ρ< 
0.05) が勤務者に、「特に調子の悪いところはない」

が退職者に多かった。

③ 疾患:治療中の疾患では、「骨 ・関節疾患」が49.0

%で最も多く、次いで「高血圧症Jの24.8%である。

疾患数においては勤務者/退職者聞に有意差は認めら

れなかったが、退職者では「高血圧症」が多く (ρ<
0.001)、勤務者では「女性特有疾患J(ρ<0.01) Iそ
の他の疾患J(ρ<0.05) がやや多い。退職者の平均

***ρ<0. 001 

疾患数は1.0:t1.0であり、 K市調査に比べて疾患を有

する者の割合は低い。

④ PGC: P G Cモラール尺度では、退職者の平均

点数は7.9:t2.5、これに対して勤務者は6.9士2.81であ

り、退職者のほうが勤務者に比べて高い (t検定， ρ

<0.001)。前田ら刊の在宅高齢者を対象とした研究報

告された平均点の7.6~8.2に比べて、退職者はほほ、同

じであるが、勤務者は低いといえる。設問ごとにみる

と、退職者では「今の生活に満足JI去年と同じく

らい元気J(ρ< 0.001)、「若い時より今が幸せJ(ρ 
< 0.05)が勤務者に比べて多く 、勤務者では「小さな

ことを気にするようになったJ(ρ< 0.001)、「悲しい

ことがたくさんあるJ(ρ<0.01)、 「自分の人生はだ

んだん悪くなるJI年をと って役に立たなくなった」

(ρ< 0.05)が多かった。

2) 老化意識

退職者の老化意識尺度の平均値は18.9士4.8であり、

勤務者よりも老化意識が低い (t検定，ρ<0.001)と
いう逆転がみられた。項目別に見ると、退職者では、

「若さを保つよう努力しているJ(ρ< 0.001)、「持久
力があるJ(ρ<0.05)が、一方、勤務者では、 「掃除

や片づけが面倒J(ρ<0.001)、「おしゃれや身だしな

みに気を配るのが面倒JI他人とつきあうのが面倒」

(ρ<0.01)と答える者が多い。

3) 就労
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表 3 退職者及び勤務者の比較

退職者/退職就労者/退 退職者/退職就労者/退

項目 勤務者 職非就労者 項目 勤務者 職非就労者

健康状態 退職者の会などの旧職場の集まりへの参加 字本市

健康自 己評価 調k 同窓会への参加 本字率 傘*

胃腸の不調 * シノレバー人材センターなどの組織への参加 事事

便秘・下痢傾向 判ド 社会的サポート ・ネットワーク

頭痛がする ** 友人の中で現在の職場関係の人はどれくらい

腰・手足の関節が痛む いますか **キ ホホ場

イライラする 傘キヰ 友人の中で近所の人はどれくらいいますか *** 
体がだるい 本字本 配偶者との日頃の会話 * 
めまいがする * 配偶者と旅行

不安や気がかりが多い 本本 干どもやその家族と旅行 4ド

無気力 * 親・兄弟と旅行

尿を漏らす、尿がでにくい * 近所の人と旅行 ホ牟キ

特に調子の思いところはない *現象* 近所の人以外の友人と旅行 本

高血圧症の有無 * 一緒に旅行した人は維もいない

骨、関節疾fl¥の有無 *羽ド 最家近族 2年問、旅行していない 司ド

女性特有疾忠の有無 ** との回無を楽しんでいる

老化意織 自己意識

頑丈な体を持っている 趣味に生きがいを感じている 本ヨドキ

年のわりには持久カがある * 家族を介護するようになることが不安

年のわりには食欲が旺盛 地成の活動に生きがいを感じている **キ

年のわりには体力がある 人の世話をすることが好きである 本キキ

掃除や片付けが面倒になった ホ** 趣味をとおして友人を得ている *ヨ俳キ

おしゃれや身だしなみが面倒 *** 信仰心が篤い方である *字本

他人とつきあうのが面倒 *現象* 老後は夫婦だけで静かに暮らしたい * 
以前よりもわがままになった 家族との生活に生きがいを感じている *** 
老人になったと感じることがある 親戚とのつきあいに悩みが多い * 

家族構成 仕事や家事など手早くしなけらばならないと

配偶者 神経質になった 現象

子ども *ヨドヰ * 愚痴っぽくなった *刻院本

子どもの配偶者 京 今が自分の人生で一番幸せな時だと感じる 事*ホ

孫 ** 近所に一人暮らしの高齢者がいたら日常生活

自分の親 の世慌をしてあげたい *** 
配偶者の親 ** 今住んでいる地場に、誇りと愛着を感じてい

世帯類型 *** る 方**

配偶者の収入を伴う仕事の有無 *刻依* 自分の人生を仮り返ってみて、まあ満足する

現在の職業 ことができる *字率

雇用形態 **キ 配偶者(套や夫)との関係に満足している 本字率

働き続ける理由 地成社会のために何か役立ちたい 本

もっと収入を得たい キキ* 近所づきあいのない場所で暮らしたい ホキ

仕事そのものが面白い 社会との関わりを持って生活したい ヨドキ*

仕事を通じて友人仲間が得られる *本 * 配偶者との関係では、私の方ががまんしてい

働くことは体によい 本** ** ることが多い

他にすることがない 仕事に生きがいを感じている 寧宇 *** 
看護の専門性を生かす 退職後の生活イメ ジ

現在の職位 ホホ* 仕事で感じていた緊張感 *，俳牢 ** 
現在の仕事に満足 材陣** 仕事のストレスから解放 牢**

現在の職場について感じていること 気持ちに余裕 ** 
収入がよい **本 会社の人間関係から離れせいせい キネ

仕事が楽 本** 健康に不安 本判ド*

家庭生活と両立できる **本 社会的地位にとらわれない

趣味や教養の時間がとれる 傘字本 家庭内で疎外感を感じる * 
キャリアアップにつながる 本字* 現役時代に得た知識を役立てる ** * 
納得できる看護ができる 家族とのつながりを深めたい

現在の暮らし向き * 暇をもてあます ** ** 
個人収入 月職場の人間関係から離れて寂しい *** 
世帯収入 肩郵きがなくなり寂しくなる

日常生活行動 経済的不安 *** 
テレビを長時間つけたままにする ** 退職準備

時間をかけて新聞を読む 本本* 経済的生活の安定のための生活設計 *** 
散歩 ウォーキングをする 傘字本 * 定年までに病気の診断や治療 *** 
友人 知 人 に 電 話 メーノレをする 退職準備の講習会受講 *司俳*

庭いじりや摘木、花の世話をする ネ** 徐々に仕事の量を減らす ホ*測候

軽い体操をする 本** ** 趣味や余暇活動を行う ホ牟*

日帰り旅行する キキ 資格の取得 キホキ

子どもや親戚を肪間する **キ 地域活動に参加準備 字率剤耐

自動車を運転する キキ 家族とよく相談
海外旅行をする *本 退職した人の体験を聞く 川隊司脚本

家族と買い物に行く 刻ド 退職後始めたこと・始めたい こと

家でごろごろしている 現象*本 新しい友人を作る .. 降水

習い事や学習活動に取り組む 本字率 スポーツやアウトドアに取り組む 本欺事

社会活動参加 食事に気をつける *** 
道路 ・公園の帰除など地域環境をよくする活 無駄使いをしない 本**

動 * 新しい人生の目標をもっ *** 
高齢者や障害者、子ども、福祉施設などに対 地域活動に参加 ホ*ホ

する奉仕活動 *** 習い事や学習活動 司ドキ*

民生委員、保護司、行政委員の公的活動 海外旅行 本**

府県、公民館などが主催の公開講座受講 *本 心の健康に気をつける *車中

老人クラブなどの活動 字本本 ナ スパン夕、ポフンティア活動

町内会、自治会への参加 ナースパンクを知っていますか

ボランティア団体への参加 *ホ ナースパンクに登録 *ホホ

趣味のサークノレ活動への参加 ホ** ナースパンクを活用 *本市

スポーツの会への参加 本 宥磁協会に入会 *本

宗教関係の会への参加 * 今後、"7ンティ7活動をしたし、か

χ2検定 *ρ <0.05 帥 ρ<0.01 ρ<0.001
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退職者のうち107名 (60.8%)が現在も就労してい

る。「働き続ける理由」をみると、退職者では、「働く

ことは体によい」が第1位であり、勤務者と比べて有

意 (ρ<0.001)に高く 、次いで「仕事を通じて友人

を得られるからJ(ρ<0.01)であった。一方、勤務

者では、「もっと収入を得たいJ(ρ<0.001)が第1位

であった。

さらに、「現在の職場についてどのようにお考えで

すか(現在の職場観)Jを問うと、「キャリアアップに

つながるJI仕事が楽JI家庭生活と両立できるJI趣
味や教養のための時聞がとれる」の各項目で、退職

者の方が勤務者よりも多くなっている(いずれも ρ<

0.001)。

4) 日常生活行動

退職者は、勤務者と異なり、「時聞をかけて新聞を

読むJI散歩 ・ウォ ーキ ングJI庭いじりJI軽い体操J
「子どもや親戚を訪問JI自分の孫の世話JI習い事や

学習活動J(ρ<0.001)、 「日帰り旅行JI子どもや親

戚を訪問JI海外旅行J(ρ < 0.01)、といった日常生

活行動を多く行っており、退職を境にして日常生活に

活動の中心が移行していくことがわかる。

これに対して、勤務者に際だっていた項目は、「テ

レヒーを長時間つけたままJI家でごろごろするJ(ρ< 

0.001)、 「自動車の運転J(ρ< 0.01)とわずかであっ

fこ。

5) 社会活動参加

社会参加度では、退職者の平均値は27.0:t7.1であ

り、勤務者に比べて高い (t検定，ρ<0.001)。項目ご

とにみると、退職者は勤務者に比べて、「高齢者など

への奉仕活動JI老人クラブなどの活動JI趣味 ・サー

クル活動JI退職者の会JI同窓会J(ρ< 0.001)、「府 ・

公民館主催の公開講座受講JIボランティア団体JIシ

ルバ一人材センターJ(ρ<0.01)、 「ス ポーツの会」

「宗教関係の会J(ρ<0.05)などほとんどの団体への

参加が多い。しかし、退職者のボランティア活動をみ

ると、「よく参加」と「時々参加Jをあわせても25.7

%であり、本県の場合、類似調査による60歳代の41.8

%に比べてかなり低かった25)。

6) 社会的サポー卜 ・ネットワーク

親しい友人数では、退職者は7.3:t5.9(人)であり、

勤務者に比べて 1人程度多くな っている (t検定，ρ

< 0.001)。退職者は、「友人のうち近所の人が半分を

占める」と答えた者が多く (ρ<0.001)、逆に勤務者

は、「職場関係の人が大半を占める」と答えた者が

多い (ρ<0.001)。また、退職者は 「近所の人J(ρ 

< 0.001)、 「子どもやその家族JI近所以外の友人」

(ρ< 0.05)と一緒に旅行をすることが多い。

情緒的支援尺度の点数では、両者に有意差は認めら

れなかったが、項目別にみると、退職者に、「会うと

心が落ち着く人」や「あなたの成功を喜んでくれる人」

がいる者が多い (ρ<0.05)。

7) 自己意識

退職者が勤務者に比べて多かっ た項目は、「趣味に

生きがいを感じるJI地域活動に生きがいJI人の世

話をすることが好きJI趣味をとおして友人を得てい

るJI信仰心が篤い方であるJI家族との生活に生きが

いJI今が自分の人生で一番幸せJI近所に一人暮らし

の高齢者の 日常生活の世話JI今住んでいる地域への

愛着JIこれまでの人生に満足JI配偶者との関係に満

足J(ρ<0.001)、 「仕事に生きがいを感じている」

(ρ<0.01)、 「地域社会のために役立ちたいJ(ρ< 

0.05)であった。

これに対して、勤務者が退職者に比べて有意に高かっ

た項目は、「愚痴っぽくなったJ(ρ<0.001)、 「近所

づき合いのないところで暮らしたいJ(ρ<0.01)、

「仕事、家事を手早く しなければと神経質になった」

(ρ< 0.05)である。 この結果から、退職後は、勤務

時よりも全般に自己肯定的になり、地域への愛着も強

くなって地域活動に生きがいを感じる人が多くなると

いえる。

8) ナースパンクへの登録意向、ボランティア、災害時

の救援活動に対する意欲

退職者では、「ナ ースパンクを知っている」者は

91.6%もあるのだが、実際に「登録している」者はわ

ずかに7.9%であった。これに対して、勤務者では、

「ナースパンクを知っている」者は90.5%と退職者と

ほぼ同様の結果であり、「登録する予定」の者も35.4

%ほどあった (ρ <0.001)。

看護のボランティア活動については、退職者/勤務

者聞に有意な差が認められなかった。退職者では、

「看護示ランティア」 は30.7%、「看護に こだわ らない

ボラ ンティア」は48.3%で、約7割の者が何らかのボ

ランティア活動に参加したいと答えている。勤務者で

もほぼ同様の結果が出ている。災害救援活動について

は、今後「看護協会での災害救援活動に参加したい」

者が24.0%、「個人的に参加する」者が26.4%で、約4

割の人たちが参加意向を示している。看護協会による

調査でも約 4割であり、 差違はなかった紛。

9) 退職後の就労希望、再就職のルート

退職者のうち、就労者は64.2%で、就業形態は「臨

時職員」が53.4%で最も多かった。退職後の再就業先

は、「病院」が33.3%、「老人保健施設」が30.3%で約

6割を占め、 62.7%が退職後l年以内に再就職していた。

退職者の再就職のルート のなかで最も多かったのは

「知人の紹介Jの56.9%で、次いで「前勤務場所の紹

介」の29.2%であった。公的なルートである「ハロー
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ワーク」は4.4%、「ナースセンタ ー」は1.5%にすぎ

なし、。

これに対して、勤務者で退職後の再就労を希望する

者は57.6%と実際の再就労率よりやや少なめであった。

退職後の再就業希望先は、「老人保健施設J28.9%と

「病院J23.4%でほぼ半数を占めている。勤務者の希

望する再就職のルート で、最も多く選択されたのは

「ハローワーク」の58.3%であり、次いで「知人の紹

介J48.7% IナースセンターJ31.8%、「前勤務場所

の紹介J29.2%の順になっており、この点でも退職者

の実態と大きく異なる。

10)退職後の生活の予想、退職準備

① 退職後の生活の予想

退職後の気持ちゃ行動の変化について、勤務者の予

想と退職者の実態とを比較したところ、勤務者は、

「緊張感が感じられなくなりそうだJI職場の人間関係

を離れて寂しくなりそうだ」と予想しているが、退職

者はそう感じていない (ρ <0.001)0 I暇をもてあま

しそうだJ(ρ< 0.01)や「家庭内で疎外感を感じる

ようになりそうだJ(ρ < 0.05)も退職後の実感とは

食い違っている。むしろ、退職者になると「現役時代

に得た知識を役立てたいJ(ρ< 0.01)と考える者が

定年前よりも多くなっている。

②退職準備

退職準備の項目をみると、退職者は勤務者に比べて、

「経済的生活の安定を図るための生活設計JI病気の検

査、治療JI退職準備の講習会の受講JI徐々に仕事の

量を減らすJI趣味や余暇活動JI資格取得JI地域活

動への参加」などのほとんどの項目において準備した

と答えた割合が低い (ρ <0.001)。ここでも期待と実

際が食い違っている。

3.退職者のうちの就労者/非就労者の比較

表 3に示したように、退職者における就労者/非就労

者間の差異をみると、健康状態では非就労者に「骨、関

節疾患」が多い (ρ<0.01)。 日常生活行動では、非就

労者に「軽い体操J(ρ <0.01) I散歩、ウォ ーキング」

「家族と買い物J(ρ<0.05)をすると答えた者が多いが、

両者の差は小さい。社会活動参加では、非就労者は「同

窓会への参加J(ρ<0.01)、「道路 ・公園の掃除J(ρ < 
0.05)が多い。退職後の生活のイメージでは、非就労者

に「仕事のス トレスか ら解放されたJ(ρ < 0.001)、「仕
事で感じていた緊張感を感じないJI気持ちに余裕がで

きたJI人間関係から離れせいせいしたJ(ρ <0.01)が
多く 、就労しないことの動機に対人関係の問題があるこ

とが窺える。また、就労者にはなぜか「暇をもてあます」

(ρ<0.01)が多く 、「家庭内で疎外感を感じるJ(ρ < 
0.05)も多し、。

4.健康状態に関する変数、社会活動度などの各項目聞

の相関

退職者および勤務者の健康状態に関する変数、社会活

動度などの各説明変数閣の相関係数を表 4に示す。退職

者では、「年齢」は「社会参加度」と正の相関にある。

「社会参加度」は「年齢JI親しく行き来している友人数」

「退職準備度JIPGCJと正の相聞にあり、「老化意識

尺度」とは負に相関する。「親しく行き来している友人

数」と「情緒的支援」および「退職準備度」は、正に相

関する。

「健康自己評価JIPGCJI愁訴数JI疾患数」の4変
数と「老化意識尺度」の5項目は全てが相互に高い相関

関係にある。しかし、これらの変数とそれ以外の変数と

の相関をみると、「老化意識尺度」が「社会参加度」お

よび「情緒的支援」と相関し、 IPG CJもほぼ同様の

傾向を示すのに対して、「疾患数」および「愁訴数」と

相関する変数は少ない。生理 ・身体的な要因は社会的要

因と直接に関連しないことがわかる。

勤務者では、「年齢」は「親しい友人数」と正の相関

にあるo I親しい友人数」は「趣味時間数JI社会参加度」

および「情緒的支援Jと正に相関し、「老化意識尺度」

および「愁訴数」とは負の相関にある。退職者と同様に、

「健康自己評価JIPGCJI愁訴数JI疾患数」および

「老化意識尺度」は、相互に強く相関する。

次に、「退職準備度」と諸変数の相関を検討しよう。

退職者の「退職準備度」は、「社会参加度JI情緒的支援」

「親しい友人数」と有意に相関するが、健康4変数とは相

関しなし、。これに対して、勤務者では、「退職準備度」

は、「社会参加度JI情緒的支援」と正の相関にあるが、

「親しい友人数」とは相関しなし、。

町.考察

以上の調査結果から、看護者にとって、退職とはどのよ

うな意味をもっライフ ・イ ベン卜として捉えられるのだ

ろうか。要約するならば、 一般の労働者とは異なる像が、

そこからは浮かび上がってきているのである。

1.むしろアクティブになる定年退職後の生活

定年退職者後の生活に影響を及ぼすと考えられる要因

のひとつに、再就職するかしないかということがあげら

れるmヘ これまでの研究では、退職後、再就職の道を

選ばなかった者は、職業から家庭内役割や地域活動へ生

活の重心を「移行」させることが明らかになっている制。

これに対して、再就職した者にも「移行」はみられるが、

依然として職業中心の生活を送ることが多し、。常勤の職

を離れ、労働時聞が短縮しでも地域や家庭に生活の比重

はそれほど傾かないからである。看護者では、退職者の

約 6割が再就労しているが日常生活行動、社会活動、社
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会的ネットワ ーク、健康などの様々な点で、退職再就労

者/退職非再就労者聞に著しい差が見られなかった。こ

れは、看護退職者の特徴の一つであるといえるのだが、

ではなぜ差が見られないのだろうか。

退職者の 6寄りという再就労率は、同年代の女性と比較

してより明らかに高くへ類似調査でもほぼ同様の結果

が示されている。日本における60-64歳の女性の従業者

率は37.7%であり、 60歳以上の女性の再就職率は34.7%と

なっている。失業期間別でみると l年以内の再就職者率

は50-59歳女性で24.1%31)であるのに対して、看護の退職

者は明らかに短期間のうちに再就労している。看護職の

場合、医療現場では慢性的なマンパワー不足が続いてい

るため、一般の高齢女性に比べて職を得ることが容易で

あることがその背景となっている。しかも、「暮らし向

き」や「収入」には、就労者/非就労者間で差がない。

つまり、経済面は再就労の動機付けになりにくいのであ

る。さらに、退職者が就労を継続している理由をみると、

類似調査では経済的理由が最大の理由になっているのと

は異なっているω。

この結果は、勤務者が経済的理由から職業を継続して

いると答えているのに比べても対照的である。勤務者の

場合は、職場環境の過酷さからむしろ労働条件の善し悪

し、とりわけ収入の多寡よりほかの動機付けが困難だと

いう面がある。しかし、退職を境に、経済的動機に縛ら

れる必要がなく、かっ売り手市場なので再就労先は多様

化する。各個人の志向にあった就労先が保証される結果、

就労や就労先に対する満足度も高くなるという好循環が

始まるといえよう。

では、退職非就労者はなぜ就労しなかったのだろうか。

表 3からわかるように、退職就労者/退職非就労者間で

相違のある項目はきわめて少ない。一般の退職者では差

のでる日常生活や社会参加でもほとんど差がない。ただ

し、非就労者が仕事での緊張感やス トレスから解放され

たと答えていることに対して、就労者はそうではない。

看護は患者との相互作用を主体として進められるために

感情労働ωとして理解されており、それに伴う緊張感や

ストレスが、就業形態を変更しでも常につきまとうとい

うことを意味している。このことは勤務者においてはよ

り強く意識されていると考えられる。

調査結果では、退職者は、勤務者に比べて、多くの社

会活動に参加している。さらに、ボランティア活動、災

害時の救援活動への参加意向も高い。このような看護退

職者の実態は、これまでのネガティブな老いのイメ ージ

を変えるものであり、 Gleasonらが、これからの老い

のあり方として示したプロダクティブ ・エイジング刊を

訪仰とさせる。プロダクティブ ・エイジングとは、高齢

期を非生産的な段階と捉える従来の見方に抗して、高齢

者も、就労やボランティア活動、家族員への支援などを

通して積極的に自立した生活を産出する主体であり続け

ることができる、社会もそれをサポートすべきだと主張

する高齢者観である。看護退職者たちは、定年退職を契

機として、日常 ・家庭生活を充実させ、近隣社会へ回帰

し、趣味の世界を広げるなど、既存の生活圏の回復、拡

充、さらに新しい生活圏の構築を試みている。常勤から

臨時就業へ労働時間の限定や就業形態の変更を伴って継

続される職業生活も、プロダクティフ ・エイジングをす

すめてL、く多様な選択肢のーっとして位置づけるのが適

切かもしれない。看護者にとり 、退職は、勤務先に左右

される生活から、個人が主体的に時聞をマネジメン 卜で

きる生活への転換という積極的な意味を帯びている。定

年までの専門職としての勤務労働が精神的、肉体的に過

酷であることは周知のとおりである。しかし、ある意味

で、定年までたどり着けた人は、長い職業生活のなかで

家庭生活との両立をはかりながら、自分らしい生活をマ

ネジメントできる能力を潜在的に培ってきたともいえる。

その能力が定年を機に開花していくのである。それゆえ

退職看護者は、看護界にとってだけでなく高齢社会を生

き抜くモデルとして社会的資源となり得る存在なのであ

る。

それでは、看護退職者の社会参加にはどのようなこと

が影響するのだろうか。まず、調査から、退職者の社会

参加度には退職準備度が関連していることから、健康で

あるか否かに関わりなく、検診を受けるなどの退職に備

えた行動をする(した)人は、職場以外のところにも活

動の場をもっていて、すでにアクティブであることがわ

かる。退職後に社会や地域でアクティブになれる人とは、

まず、退職に備えた行動をしてきた人なのである。これ

は、一般の退職者にも当てはまることであった。しっか

りした退職準備がプロダクティブな退職後生活を約束す

るということだが、そのためには、就労時より社会に参

加 しネットワークを築くという困難な課題を克服するだ

けのモチベーションが必要であろう。次に、退職者の社

会参加度はその人的ネットワークと関連していた。ただ

し、退職後のネットワークは量、質ともに大きく変化す

る。退職者では、友人数が増加することとともに、その

人間関係の中心が職域から近隣の人達や家族へと移行し

ていくからである。

ただし、次の点には注意する必要がある。これまで、

退職者が会社人間であればあるほど、地域社会での人間

関係を再構築しがたいと考えられてきた。定年退職に対

する一般的イメージを代表するものとして、岡田誠三は

『定年後』で、定年とは人生後半に来る「社会的な死」

であると述べている回。 「濡れ落ち葉」や「粗大ゴミ J
といった流行語も定年のネガティブなイメ ージを広めて

いる。しかし、今回の調査結果は、退職を機にネットワ ー

クを再構築できた人の方が多かったことを示している。
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一般の退職者と異なり、看護退職者では、退職が社会か

らの引きこもりや「濡れ落ち葉」現象をもたらす可能性

は'J¥さいといえるだろう。

また、看護退職者の就労や社会参加は、配偶者の就労

の有無とは無関連であった。一般的に、男性退職者の場

合、ボランティア活動を志向するかどうかにとって「妻

の就業」の効果が有意であり、社会参加には世帯の経済

的水準の高さが影響すると考えられている叩。

さらに、杉津ら訂)の日米における社会参加の比較によ

ると、日本では「生きがい就労」は女性に特徴的である

と報告されている。それは退職による悪影響、つまり生

きがいの喪失が、男性に比べて女性に生じやすいことを

意味している。 しかし、今回の調査結果では、対象が圧

倒的に女性であったにもかかわらず退職による悪影響は

生じていなかった。看護退職者は、配偶者(夫=男性)

に左右されることなく、就労を含めた社会活動に参加し

ている。 このような傾向は「ジェンダーの超越」 却と呼

ばれ、欧米先進諸国の中年女性にみられるようにな って

いる。このように、本結果からは、これまでの日本にお

ける女性退職者に関する定説とは異なる知見が得られた。

これは、女性の就労率が上昇している社会において、女

性の就労や退職の意味を理解する一助になると考える。

最後に、退職による健康面の変化も特異であった。退

職者のほうが勤務者よりも、健康自己評価、 PGC、愁

訴数の点で良好だったからである。一般的に加齢に伴っ

て健康状態が悪化する却のとは反対に、むしろ退職を境

にして健康状態は回復している。われわれが使用した指

標のうち、他の調査でも使用されることの多い健康自己

評価は、社会活動、日常生活の影響を受ける指標唱とい

われているが、本調査でもそれは裏付けられた。退職者

は、身体的に疾患を持つことが多 くなっていくにもかか

わらず、仕事中心の生活から解放されて日常生活や社会

での活動性を高めた結果、健康自己評価を好転すること

になったといえるだろう。さらに、老化意識も、むしろ

勤務中の者のほうが強く感じており、 K市調査とは異

なる結果叫を示している。勤務者は、老化意識の中でも

体力の衰えを自覚する項目ではなく、対人関係の億劫さ

についての項目に強く反応している。つまり、勤務者の

老化意識とは人間関係に起因するものであり、 PGCが

示すように退職後はそれが正常に戻るともいえる。退職

後の変化で「退職後、せいせいした」という心理的な開

放感を肯定する者が多いということは、職場の人間関係

のもたらす心理的な負担がし、かに大きかったかを暗示し

ているともいえるだろう。

金ら42)は、中高年者を対象にした社会活動調査におい

て、健康自己評価による健康水準の高いことが、個人活

動に有意に関連すると指摘している。 しかし、本調査の

看護退職者ではそのような関連は見られなかった。また、

就労においても、これまで、中高年者の健康自己評価が

重要な要因と考えられてきた叫が、本調査ではそのよう

な結果は得られなかった。むしろ、看護退職者の社会活

動参加度にもっとも影響する健康指標は、健康自己評価

ではなく PGCであった。今後、看護退職者の社会参加

を促す健康施策を進める際には、健康自己評価よりも

PGCを測定する方がよいと思われる。

さらに、われわれが考案した老化意識尺度は、健康自

己評価や PGCの健康指標とも、日常活動、社会活動の

諸変数ともバランス良く関連していた。これまでにもわ

れわれは、いくつかの調査結果から、老化意識が健康状

態と社会活動を媒介する指標であることを検証してきた。

老化意識とは、単に老いを意識しているというだけでな

く、その人が置かれた身体、心理、社会的状態を総合的

に推測することができる指標であるとも言えるのである。

2.人材活用システムの必要性

看護退職者は、 一般の女性高齢者に比べて就労意欲が

高いけれども経済的動機に縛られていなかった。このこ

とは、労働条件の改善、とりわけ医療職種聞における賃

金格差の解消を中心としてきた従来の看護者定着対策が、

就労を希望する退職者のニーズとは必ずしも合致してい

ないことを意味する。また、再就職のルートでは、圧倒

的に個人的なネットワークが活用されていて、公的な制

度に依存する者はわずかであった。このような実情から、

再就労の窓口としてのナースセンターの役割を見直さな

ければならないと考える。

ナースパンクを知っているが登録していない者が非常

に多し、。ナースパンクに頼るまでもなく個人的に再就労

先を得てしまうためである。したがって、ポイン卜は、

ナースセンタ ーが個人的ネットワークを凌駕するような

魅力ある再就労先を斡旋できるかどうかに懸かっている

が、その余地は十分にあると考えられる。結果で示した

ように、個人的ネ ットワ ークを介するとどうしても、定

年退職前まで働いてきたと同種の病院か老人保健施設な

どのいわゆる臨床看護施設が再び選ばれやすいか らであ

る。退職前には、それ以外の職場、例えば福祉施設や訪

問看護などへの希望もかなりあるのだが、実際にはその

希望は実現されに くし、。さらに、社会的趨勢として、医

療が施設から在宅へと移行し在宅ケアへの需要が増大し

ており、また療養のための福祉施設などにおける看護師

の活躍が期待される中で、病院から病院、病院から診療

所というこれまでの再就職のルートでは、社会的要請に

応えているとはいえなL、。したがって、ナ ースパンクと

すれば、その種の新たな看護需要が見込まれる領域に積

極的にアプローチして就職先を開拓し、その情報を退職

前の看護師に積極的に発信する必要がある。また、 看護

以外の場への再就職を促進するためには、就労斡旋にと
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どまらず就労へ向けた再教育や再就職後のフォロ一体制

を整備するなど人材活用システムの再構築を図る必要が

ある。

次に、非就労者や再就労後引退した看護師を人材とし

てどのように活用するのかという問題も残されている。

社会的資源としての意義ばかりでなく、退職者自身のプ

ロダクティブ・エイジングを図るうえで、良好な人間関

係に基づいた社会参加は、重要な意味を持つからでもあ

る。残念ながら、非就労者の場合も、地域貢献への意欲

は高く、退職を機に近隣の友人が増えるものの、実際の

社会参加度は一般の人びとに比べて低率であった。看護

労働従事者は、変則勤務などのために退職するまではど

うしても地域社会とのつながりが薄くなってしまうこと

が後々まで影響しているのである O そのような背景を考

慮すると、退職後の社会参加を個人の努力と責任に任せ

るわけにはし、かないだろう。その支援策として、市町村

レベルの自治体で地域保健活動や防災・災害救援活動の

核として看護師を登用するなどの方法が考えられるが、

そのためには看護の側からの積極的なアピールも必要で

ある。

最後に、健康面、とくに「骨、関節疾患」が再就労を

阻害していた ことに触れておきたL、。「骨、関節疾患」

は、女性に多い疾患とはいえ、看護師の場合、長年にわ

たる厳しい労働が影響していると考えられる。看護退職

者の人材活用システムの一環として、労働環境の改善と

骨、関節疾患を予防する健康管理体制を組み込んでおく

必要がある O

v.結語

ここまでの「結果」と「考察」から退職看護者の人材

活用システムの必要性が明らかになったことを踏まえ、

結論として以下のことを提言したし、。

① 現在ある都道府県あたり lか所のナースセンターの

みでなく地域単位での就労斡旋のシステムを構築し、

現行のナースセンターとの効果的な連携に取り組み、

高齢な退職看護者の就労促進を図る。さらには、現行

のナースセンターに退職者向けの窓口を設置し、就労

斡旋のセンター的機能を持たせる。

② 退職前の看護者への退職準備教育(退職後の職場の

紹介や地域社会を中心とした看護者の活躍、看護者の

起業支援、多様な地域活動の紹介、健康管理など)を

実施し、退職後の生活の再構築にむけた準備に取り組

める体制を整備する。

③ 退職者への福祉職場や訪問看護など新たな職場への

就労支援策とこれらの職場での看護業務確立のための

支援を行い、就労促進と就業の定着を図る。

④ 退職者が最新の看護の知識・技術を習得するための

研修を実施する。また、研修とあわせて退職者が地域

社会単位でのネッ トワークを形成できるように支援す

る。

⑤ 看護ボランティアや災害救援活動への組織的参加の

システムを構築する。

⑥ 看護協会や行政は退職者が看護職能を生かして

NPOや起業家のような働き方ができるように支援す

る。

⑦ 退職者の人材活用システムは、行政、看護職能団体

が協力してより地域社会に密着したシステムを構築す

る必要がある。

本研究の限界

本研究は、看護退職者と勤務者を比較することで、退職

によりどのような変化が生じたかを分析したものである。

しかし、横断的調査としての限界があり、今後は対象と

した勤務者についてコホー卜調査を継続して、より信頼

性の高いデータを得たいと考えている。
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(Summary) 

Evidential study about the relation 
between the health and the social activities 

of people considering retirement 
-Issues surrounding human resources 

for retiring nurses-

Atsuko Nishida， Toyomi Horii ，Sachiko Tsutsui， Y oshiko Fujii， 

Hisako Oota， Satoko Shibazaki， Haruko Nishijima， Hidemi Taira 

Schoolof Human Nursing， The University of Shiga Prefecture 

Background The progressive aging of Japan's 

population has a large influence on the nursing 

policy here. In particular， the elderly population 

will continue to grow as the "baby-boomer" 

generation ages. It is necessary to establish a 

system that offers various social activities (i.e.: 

volunteering both locally and globally) which make 

use of nurses' occupational experiences 

To date， problems associated with nursing have 

involved the burnout of new nurses. and their 

premature retirement due to issues facing married 

Japanese women， and women ralsmg children 

Nurse centers play an important role in focusing on 

these particular types of nurses as part of the 

general rehiring policy. As the "baby-boomer" 

generation approaches retirement ag巴， a large 

number of nurses are expected to retire. To 

promote a more effective use of human resources， it 

is necessary to understand the mindset of nurses 

transltlOmng mto retlrement 

Objective This paper aims to investigate factors that 

influ巴nce health conditions (self-evaluation of 

health condition) and social activities of nurses in 

the transitional phase of retirement， including such 

basic attributes as: job position， presence of a 

spouse， state of health， family background， and 

personallifestyle. 

Method The survey was conducted on 240 middle-

aged nurses who had retired in Shiga prefecture 

(identified as "retirees")， and 687 nurses currently 

employed (identified as "workers"). They were asked 

to complete an anonymous questionnaire regarding 

such matters as: present state of health， degree of 

social participation， their personal consciousness of 

aging， state of preparedness for retirement， views 

on working after retirement and changes in 

lifestyle following retirement 

Results 1) After comparing the retiree group and 

worker group， significant statistical differences 

were observed in health conditions (through self-

evaluation of health conditions， PGC Morale scale， 

and number of complaints about health) and on 

their own personal awaren巴ssof aging. Retirees 

were found to be in better physical condition than 

workers. Noticeably， the PGC level for workers was 

low， which also had a significant effect on their 

awareness of the fact that they are getting older. 

2) The personal awareness of aging has three 

variables that are related to health: self estimation 

for health condition， PGC Morale scal巴andnumber 

of complaints about health. 

3) Retirees were found to be leading more active 

lifestyles than workers， but workers held a 

negative image of any post-retirement lifestyle 

4) The degree of social participation of retirees was 

found to be linked to preparedness for retirement， 

number of close friends， PGC Morale scale， and 

their awareness of aging. In particular， preparation 

for retirement was found to be very important for 

participation in post-retirement social activities. 
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5) Both retirees and workers showed a high level of resources system is not being fully utilized. It will be 

desire to go back to work. Retirees， however， necessary for both the government and nursing 

pr巴ferredto use their own personnel networking associations to work together to create a community 

skills to obtain work than to use any existing based system. 

official human r巴sourcessystem. Key Words retirement transition stage， productive 

Discussion It is possible to anticipate the potential aging ， health， social activity 

work force of retired nurses， but the present human 
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論文

滋賀県における在宅ホスピスケアの実態
-開業医のアンケート調査から-

d世竺タhv
~聞... 〆

手字仰'H4H-う移:wuutタ

竹村節子

滋賀県立大学人間看護学部

背景 終末期癌患者の死亡場所としてはいまだに病院施設が多く、緩和ケア ・ホスピス病棟における死亡

率は約 4%にすぎない。また、癌患者が残された時間を有意義に過ごすためには、在宅で死を看取るのが

最も適切なケアであるといわれているが、「最期は家で過ごしたい」という患者や家族の希望を叶えるた

めには、家庭(在宅)での蕉痛管理や死の看取りを視野に入れた在宅ホスピスケアシステムの整備が必要

である。また、このケアシステム構築のためには、実際の診療に携わる医師の考え方や、病院との連携な

どの問題点や課題を明らかにする必要がある。

目的 高齢化率17.3%である滋賀県において、在宅ホスピスケアの実態を明らかにする。すなわち、在宅

ホスピスケアを実施してい く上で、中心的な役割を担う開業医のアンケート調査を実施し、地域における

在宅ホスピスケア構築のための問題点と課題を検討する。

方法 滋賀県下772名の開業医に対して、在宅ホスピスケアに関する質問紙を留め置き法により実施した。

結果 在宅ホスピスケアを実施している開業医は294名中75名(25.5%)であった。 しかし、実施していない

開業医219名の内、在宅ホスピスケアの必要性については116名(53.0%)がその必要性を認めていた。

在宅ホスピスケアを実施している医師は平均1.9名の患者を受け持っており、患者の殆どはその家族や

病院からの依頼によるものであった。医師の患者対応の方法は大部分が往診であり、その内容は、補液や

篤痛緩和、緊急時の対応などであ った。また、医師は患者の緊急事態に備えて緊急時の連絡方法を整備し

ていた。しかしその一方で、患者に対して24時間対応ができなL¥患者対応のために肉体的 ・精神的負担

が大きすぎるなどの指摘があった。

在宅ホスピスケアを実現するためには、医師の条件のみならず、患者や家族の在宅ホスピスケアに対す

る強い要望があること、患者を実際に介護する人材のあることなどであり、さらに、病院と地元医師会、

開業医聞の連携が必要と考えていた。またその一方で、病院の緩和ケア病棟や訪問看護部門が中心的役割

を担うことを希望する医師も存在し、地域に緩和ケア病棟やホスピスの整備が少ないことも在宅ホスピス

ケアを困難にする一因と考えていた。

結論 在宅ホスピスケア構築のためには、患者の急変時に直ちに患者を受け入れられる基幹病院の存在、

医療従事者の教育 ・研修を行う教育機関の充実、在宅ホスピスケアを統合する実施機関の整備、開業医と

連携する緩和ケア病棟な らびにホスピスの設置などが必要と考えられる。

キーワード:在宅ホスピスケア、開業医、末期癌患者

2005年 9月30日受付、 2006年 l月6日受理

連絡先竹村節子

滋賀県立大学人問看護学部

住 所彦根市八坂町2500
E-mail:stakemura@nurse.usp.ac.jp 
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1 Introduction 

竹村節子

situation has so far barely been conducted. As to the 

entire Shiga Prefecture， no survey result of this 

The report of NHPCO (National Hospice and nature exists. 

Palliative Care Organization)， 2003， states that there In Shiga Prefecture， where the percentage of the 

are 3，200 institutions carrying out hospice program aging population comprises 17.3%21， and the process of 

in the United States so as to suppress skyrocketing aging is advancing， with the aim to establish hospice 

medical expenses. Approximately 885，000 patients use home care service， we hav巴carriedout the first survey 

such facilities. According to death records in the U.S.， which covers all nine local medical associations. The 

more than one quarter of the 2，400，000 deaths questionnaire was answered by home doctors who 

recorded receive hospice care. take care of terminally ill patients and the family and 

The advantages of hospice home care are to keep general practitioners who are the pillar of local 

down medical expenses and heal the pain of a family medical services. We believe that this survey is able to 

that has nursed their loved one until the end of clarify the actual situation， problems and obstacles 

his/her life. A reportl) indicates that a bereaved when it comes to the practice of hospice home care 

family feels almost no regret over using hospice home service in Shiga Prefecture. 

care. Yet despite of the advantages， hospice home care 

is not as popular as it should be. The biggest reason 

is the physical and emotional pressure experienced by 

doctors and nurses in a hospice t巴amwho take care of 

terminally ill patients. In carrying out hospice home 

care， it is required for a team of home doctors and 

nurses not only to provide medical care for a dying 

patient， but also to help him/her to be prepared for 

the coming death ; visit the patient's home just before 

death; deal with the postmortem treatment; and 

provide companionship and consultations with the 

bereaved family 

Whereas doctors who carry out home hospice care 

are required to have suitable knowledge， it is more 

important for nurses to be trained to deal with a 

variety of emergency situations and to be able to 

make proper judgments when providing emotional 

care to dying patients and their families. 

Financial problems and shortages of experts are 

cited as reasons for th巴 troubledimplementation of 

the system. Big gaps in the medical environment and 

system between larger cities where populations are 

concentrated and rural areas where depopulation and 

the aging process of the population is ac 

n Definition of the terminology 

With the reference to the fundamental principle of 

hospice home care services established by the Home 

Hospice Association31 ， in this survey we defined 

hospice home care service as being a system whereby 

care for the dying is practiced in the home so that 

terminally ill patients (cancer patients) can be 

released from physical， emotional， social， and 

spiritual pains and live both mentally and physically 

at ease whil巴 maintainingthe dignity as a human 

being till the end of their life. The fundamental 

principle of the Home Hospice Association indicates 

that a home should be a place where a dying patient 

and their family can be relaxed most and their 

intentions can b巴巴X巴rcisedmost. Therefore， hospice 

hom巴 careis also considered to be a care system to 

provide the necessary aid for a dying patient and 

their family to fulfill their wish to spend the rest of 

their life at home. 

m The purpose of the research 
Through clarification of the current hospice home 

care situation in the region， this research will study 

the problems and issues the implementation of home 

hospice care is faced with in order to provide data for 

the future establishment of the system 
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N The subjects and method of the survey 

The subiects of the survey were 772 general 

practitioners who were registered with the Medical 

Association of Shiga Prefectur巴asof June 2002. The 

purpose and contents of the questionnaire were first 

explained to the chairmen of nine local medical 

associations and also at each resp巴ctiveboard of 

directors meeting to obtain their assistance in the 

survey， and then with their consent， practitioners 

from the each association were notified of the 

upcommg survey 

The survey was carried out from July to August of 

2003. The questionnaire was mailed to each practi-

tioner and they were requested to mail it back after 

having kept it for two w巴巴ks.

The contents of the questionnaire covered the 

background of each facility such as the numbers of 

years of practice， beds， and staff， an occupational 

category， the name of medical association he/she 

belongs to， whether there is an adioining facility to 

conduct visiting nursing service in his practice. It also 

asked w hether or not they ar白 interestedin hospic巴

home care and how much they understand the service. 

In the case of a practitioner who has conducted 

hospice home care service， the motivation， the number 

of patients， specific medical s巴rvices，other services， 

and obstacles were also asked. In the case of a 

practitioner who has never carried out the servic巴， the 

reasons were he/she was asked to tick applicable 

reasons in the questionnaire and also describe details 

in his/her own words. In addition， free description of 

opmions were sought regarding the necessary 

requirements and the important factors to conduct 

the service， the organizations they think should play 

a central role in implementation and expansion， and 

the reason for the difficulty in actual implementation 

in Shiga Prefecture， as well as any other suggestions. 

V Ethical considerations 

In carrying out the survey， the following points 

were clarified in writing: The information gathered 

would only be used for this research and would not be 

used for any other purposes. The data was anony-

mous and handled by number. No answer for the 

questionnaire should be forcibly made. No disad 
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vantage would be caused due to the survey. 

羽 Theresults of the survey. 

Of the 772 practitioners 297 or 38.5% responded. The 

percentages of the 9 medical areas were: 37.7% from 

Otsu-City， 32.8% from Kusatsu-Ritto area， 35.8% from 

Moriyama City-Yasu County， 38.2% from Koga-

County， 45.5% from Omihachiman City-Gamou 

County， 50.0% from Yokaichi-City， 52.4% from 

Hikone. 38.1% from Kohoku-area. and 37.9% from 

Takashima-County. These figures show ， we were 

able to receive almost the same number of respon-

dents around the entire Shiga Prefecture. Among 

them， 294 answers were taken as valid with the 

exclusions of three doctors whose affiliation to local 

medical associations were unclear (the percentage of 

valid answers was 38.1%). 

1. 8ackground of facilities 

1) When they started hospice care 

Of the respondents， 108 facilities， which compris巴S

the largest part， were set up from 1990-99 (36.7%)， 

followed by 60 facilities which were established from 

1980-89 (20.4%)， and then 52 facilities which were 

opened before 1969 (17.7%) (Table1). 

However， the ratio of the establishment before 1969 is 

shown to be higher by some medical associations; 

35.5% in Kohoku medical association (ranked the first 

in the Kohoku region)， 25% in Koga County medical 

association， 34.1% in Hikone medical association， 

27.3% in Takashima-County medical association 

(ranked the second in each respective region). 

2) The type of the job and number of the staff in the 

facilities 

Th巴 recordshows the total number of 284 full宇 time

and 53 part-time doctors with some exception of no 

number of doctors mentioned. On average， the 

number of doctors was one full time and 0.2 part time 

per facility. The number of nurses was 146 full time， 

104 part-time， 87 full-time practical nurses， and 53 

part-time practical in total. On average 0.5 full-time 

and 0.4 part-time nurses， and 0.3 full-time and 0.2 

part time practical nurses work per facility. As 

additional staff， physical therapists， occupational 
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Table 1 The opening year 

A number of Before 2000 
samples 1969 : 1970-79 1980-89 : 1990-99 : onwards N.A 

The total 
294 52: 29 60: 108: 33 12 

(17.7%r (9.9百) (20.4%): (36.7%): (11.2%) (4.1%) 

Otsu-City 88 12: 7 25: 31: 10 3 

(13.6%): (8.0%) (28.4%) ~ (352覧): (11.4%) (3.4%) 

Kusatsu/ 35 3 5: 21: 5 。
Ritto (2.9%): (8.6%) ( 14 .3 %) ~ ( 60.0%)~ (14.3%) (0.0%) 

Moriyama City/ 24 2 3: 13: 5 。
Yasu County (4.2目): (8.3拍) ( 12 . 5目)~ ( 54 .2 %)~ (20.8%) (0.0%) 

The Area of each Koga-County 20 5' 3 2: 6: 4 O 

medical ( 25 .0 %)~ (15.0%) (1 0.0%) ~ (30.0%) ~ (20.0%) (0.0%) 

association a 
Ohmihachiman City/ 23 2: 4 10: 6: 。l

Gamo County (8.7目r (17.4百) (43.5%): (26.1 %): (4.3也) (0.0%) 
doctor is 

Yokaichi-City 15 2: 4: 6: 
registered with 

( 13 . 3%) ~ (6.7目) (26.7%): (40.0%): (6.7%) (6.7%) 

Hikone 44 15: 6 7: 11: 2 3 

( 341 %)~ (13.6%) (15.9%): (25.0%): (4.5%) (6.8%) 

Kohoku 31 11 : 3 3: 7: 3 4 

(35.5枯れ (9.7%) (9.7%): (22.6%): (9.7%) ( 12.9%) 

Takashima-County 11 3: 。 0: 6: 2 。
(27.3弛): (0.0%) (O.O%)~ (54 . 5 %)~ (18.2%) (0.0%) 

therapists and social workers were cited to be them， in the Kohoku region (n=31)， 9 facilities (29.0%) 

working for some facilities， and volunteer workers carried out hospice home care 

were marginally accepted. 

3) The number of hospice care facility that provides 

home care service. 

Thirty-seven facilities had a related facility that 

provides hospice home care (12.6%) whereas 243 

facilities did not have it (82.6%) (Figure 1). Among 

N.A. 
4.8% 

figurel 
Hospice related facilities providing 

home care service 

2. Recognition and understanding towards hospice 

home care 

For the question as to whether or not they have 

ever heard of "Hospice hom巴 care'¥247doctors ans 

wered Yes(84.0%)， and 46 doctors No(15.7%) (Figure 2). 

On the other hand， the recognition of the existing 

N.A. 
0.3% 

figure2 
Recognition towards hospice home care 
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Table2 Recognition to hospice home care 

Have you ever heard about hospice home care つ

A number of 
samples YES NO N.A 

The total 294 247 (84.0%) 46: (15.7%) (0.3%) 

Before 1969 52 48 (92.3%) 3' (5.8%) (1.9弛)

1970-79 29 26 (89.7%) 3' (10.3%) 0・ (0.0%) 

The opening 

year 1980-89 60 46 06.7%) 14: (23.3%) 0: (0.0%) 

1990-89 108 89 (82.4%) 19・ (17.6%) 0・ (0.0%) 

. 
2000 onwards 33 26 08.8%) 7: (21.2%) 0: (0.0%) 

Otsu-City 88 72 (81.8%) 16' (18.2%) 0: (0.0%) 

Kusatsu/Ritto 35 29 (82.9%) 6: (17.1%) 0: (0.0%) 

An area of Moriyama City/Yasu County 24 21 (87.5%) 3・ (12.5%) 0: (0.0%) 

medical Koga-County 20 15 05.0%) 5・ (25.0目) 0・ (0.0%) 
associations Ohmihachiman City/Garr、。
a doctoド悶 Countv 23 21 (91.3%) 2: (8.7%) 0: (0.0%) 

registered 
Yokaichi-City 

with 
15 131 (86.7目) 2: (13.3%) 0: (0.0%) 

Hikone 44 39 (88.6%) 4: (9.1%) (2.3%) 

Kohoku 31 27 (87.1%) 4: (12.9%) 0: (0.0%) 

T akash ima-Co u nty 11 91 (81.8%) 2・ (18.2%) 0・ (0.0%) 

The name of towns. cities and counties are taken from a I回 tof medical association in Shiga prefecure 

In June. 2002 (The name of county and cities was changed in 2003. so how can 1 explain itワ)

facility varies by the year of their commencing of the 

service. 92.3% doctors answered "yes" when their 

service started before 1969， and the recognition 1eve1 is 

slight1y 10wer among doctors whose facilities started 

the service after 2000 and 78.8% doctors answered 

yes. 

The rate of recognition by each medica1 association 

base showed that in Ohmihachiman City-Gamo 

County， 91.3% doctors knew of the service， and on the 

contrary， in Koga-County， on1y 75.0% doctors knew 

the service (Tab1e 2)ー

3. Interests towards home hospice care 

Of the respondents， 136 doctors showed their 

interest in the service (46.2%)， and 47 doctors did not 

show any interest in the service (16.0%). Th巴n，109 

doctors were unclear about their position of int巴rest

in the service (Figure 3). When combining the doctors 

who showed no interests with doctors who were not 

sure， about the half of the doctors (53.1%) showed no 

interest in the service. Compared with other medica1 

associations， those doctors who be10ng to the medica1 

associations which are 10cated in the area where 

public hospita1s are offering hospice and palliative 

care in their adioining units， showed 1ess interest in 

N.A. 
0.7% 

figure3 
Interest in hospice home car 



90 竹村節子

Table 3 Interest in hospice home care 

Are you ever interested in hospice home careワ

A number of 
samoles YES 

The total 294 136 (46.2%) 

Otsu-City 88 37 (42.0%) 

Kusatsu/Ritto 35 11 (31.4%) 
Moriyama City/ 
Yasu Countv 24 9 (37.5百)

An area of 
medical Ko~a-County 20 7 (35.0%) 

associations OhmihachimanCity/Ga 
a doctol"" Is mo Countv 23 12 (52.2%) 
registered 

with Yokaichi-Cit， 15 14 (93.3%) 

Hikone 44 22 (50.0%) 

Kohoku 31 18 (58.1%) 

Takashima-Countv 11 5 (45.5%) 

hospice home care as follows: Hikone (50.0%)， 

Moriyama City-Yasu County (37.5%)， Otsu-City 

(42.0%) (Table 3). 

4. Reality of hospice home care 

Seventy-five doctors provide hospice home care 

(25.5%)， and 219 doctors have never done so (74.5%); 

therefore， only one quarter of the total number of 

doctors cater to the service (Figure 4). 

Among the doctors who provide hospice home care， 

63 doctors specialize mainly in internal department 

(84.0%)， and only 12 doctors specialize other depart-

ment (16.0%)， such as 4 doctors surgery， 4 

anesthesiology， and 2 are unknown. 

doctors pediatrics， 1 orthopedics， 1 
Table 4 

Based on the data above the actual 

The opening 

year 

An area of 

medical 

assoclations 

a doctor is 

registered 

with 

figure4 
Practice of hospice home care 

Not sure whether 
being interested 0，.. 

NO not N.A 

47 (16.0%) 109， (37.1%) 2 (0.7百)

11 (12.5'‘) 39， (44.3%) 1 (1.1百)

12 (34.3%) 12， (34.3%) 。(0.0%) 

4 (16.7也) 11' (45.8%) 。(0.0也)

5 (25.0% 8! (40.0也) 。(0.0覧)

4 (17.4% 7， (30.4'心 。(0.0%) 

1， (6.7%) 0， (0.0%) 。(0.0% 

5 (11.4首} 17， (38.6%) 。(0.0弛)1

2 (6.5%) 11， (35.5%) 。(口口百)

2 (18.2'も〉 3' (27.3%) 1 (9.1弛)

implementation of hospice home care and the degree 

of interest in hospice home care were compared using 

χ2 test， showing a significance difference at pく0.01

Analyzing he data by the year of establishment， it 

was found that only 12.1% facilities provide hospice 

home care among those w ho commenced the service 

after 2000. The reasons， which were listed in the form 

of free description can be summarized as "Under the 

present circumstances， the structure of the service 

has yet to be prepared." In the Kusatsu-Ritto region， 

its low ratio of provision(l1.4%) can be explained by 

Practice of hospice home care 

Never practiced beforeワ

A number Never Practiced 

of samoles YES before 

The total 294 75 (25.5弘) 219， (74.5%) 

Before 1969 52 14 (26.9覧) 38， (73.1也)

1970-79 29 7 (24.1弛) 22， (75.9覧)

1980-89 60 10 (16.7弘) 50， (83.3覧)

1990-99 108 34 (31.5幅) 74 (68.5覧)

2000 onwards 33 4 (12.1百) 29' (87.9目)

Otsu-Citv 88 24 (27.3%) 64 (72.7%) 

Kusatsu/Ritt。 35 4 (11.4%) 31， (88.6%) 
Moriyama City/ 

Yasu Countv 24 5 (20.8弛) 19， (79.2耳)

Ko反a-Countv 20 5 (25.0%) 15 (75.0百)
OhmihachimanCity/ 

Gamo Countv 23 6 (26.1弛) 17 (73.9弛)

Yokaichi-Citv 15 4 (26.7弛) 11' (733也)

Hikone 44 9 (20.5弛) 35 (79.5弛)

Kohoku 31 15 (48.4首) 16， (51.6覧)

Takashima-County 11 3 (27.3弘) 8 (72.7覧)
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the following: relatively new service commencing faciliti巴sfor 2 patients (14.7%)， 17 facilities for none 

years; 60% betw巴en1990 and 99， and 14.3% after year and 4 facilities with no answer. On average one 

2000， and the population increase with a low ratio of facility provided the service for 2.3 terminally ill 

aging population 11-13% (Table 4). On the contrary， in patients. 

the facilities that belong to Kohoku medical The numbers of medical staff who had experience in 

association， 48.4% of facilities provide hospice home providing hospice care were as follows: zero in 22 

care; the reasons are cited as follows: The lack of facilities (29.3%)， one in 19 facilities (25.4%)， two in 10 

main hospitals put them in a position not to be able to facilities (13.4%) and three or more in 13 facilities 

decline the requests. Home hospice care is positioned (17.2%). Among them was one facility where 10 staff 

within the scope of their home medical care. members had such experience. No data were obtain巴d

from eleven facilities. On average， merely 1.3 m巴dical

1) About the facilities providing hospice home care staff per facility had the experi巴nce.

(n=75) (2) The reason why they started hospice home care 

(1) Achievement in the past one year The result of plural answer survey shows 63 started 

In the past one year， 11 facilities provided hospice because of requests from a patient's family (84.0%)， 

home care for more than five terminal cancer patients and 38 from a hospital (50.7%)， and 26 from a patient 

(14.7%: one facility provided the service for 13 himself (34.7%)， and there were only a few requests 

patients). Three facilities provided the service for four from practitioners or local administration such as the 

terminal cancer patients (4.0%)， seven facilities for 3 social welfare office (Figure 5). 

patients (9.3%)， and each 15 facilities respectively for (3) Concrete cohtents of the service 

two and for one patients (20.0%). Twenty-one facilities . The result of plural answer survey shows that 

provided for none (28.0%) and the answers from the many of services provided were medical treatment. 

rest three facilities were not available. On average 1.9 The house call ranked the first with 73 (97.3%)， 

terminal cancer patients per one facility were followed.by intravenous transfusion with 56 (74.4%). 

provided with hospice home care. On the other hand， Forty-nine said it is mainly palliative pain control 

except for cancer patients， 11 facilities 

(s 九司<:;'''''L，"，U ""UI回 Icu，，，，n<:i'司/

Request rrom a白milyof a patient 84.0 

Request from a hospital 巴必労労予 匁50.7

Request fヤoma patient 34.7 

Request fヤoma practiti oner ~27 

Request from a social welfare 0而ceand administration 

園2.7
n=75 

Others 

。 20 40 60 80 100% 

figure5 The reason for starting hospice home care 
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(4) Strategy and structure 

in providing hospice home 

care 

From the r巴sultof plural 

answers. 66 answered that 

they made themselves 

reachable anytime for the 

patients' needs (88.0%)， 61 

travel out to a patient's 

home even on holiday or 

during night when 

requested (81.3%)， 25 had 24 

hours around-the-clock 

system (33.3%) (Figure 7). 

(5) Hardships in order to 

provide hospice home care 

servlce 

Visit 

Intervene transfusion 

Palliative care 

Critical care 

Pressure ulcer's care 

Home Qxygen therapy 

Tube feeding 29.3 

Sanitation and cleaning 

Others 

N.A 

。 20 

44.0 

36.0 

40 

(selected plural answers) 

60 

65.3 

64.0 

7417 

80 

竹村節子

7.3 

100% 

figure6 Concrete contents of hospice home care service 

(setected plural answers) 

anytime reachable 88.0 

The participan ts of the 

survey were asked to choose 

Visiting home at night and on holiday if requested 81.3 

two suitable answers. 

Thirty-five of them point 

out physical exhaustion 

(46.7%)， 35 of them answers 

that they cannot set up 24 

hours s巴rvice.Both of them 

ranked the first， followed 

by 28 who claimed psycho-

logical pain (37.3%)， and 

then 16 complained a shor-

tage of the team and the staff 

(21.3%)， 13 cited the lack of 

mutual understan-

ding between the team of 

medical staff， and a patient and 

the family (17.3%)， and 12 the 

lack of mutual understanding 

between a patient and the 

family (16.0%). Other opmions 

are: 5 of them found it difficult 

to look for emergency hospital 

when necessary (6.7%)， 4 of them 

said a patient's family is not 

attentive and does not give any 

assistance (5.3%) (Figure 8). 

(6) Essential condition in order 

to provide hospice home care 

In providing hospice home 

care， the participants were 

Arranging a hospital for emergency 7.3 

24hours on-duty 33 

8ring a patient in for critical care 目1.3

Increasing a number of staff 10.0 

Others 

N. A 

20 40 60 80 100 % 

figure7 Treatment when providing hospice home care 

(selected plural answers) 

Physicalstress 46.7 

Not being able to do 24 hours on-duty 46.7 

Emotionalstress 31.3 

Shortage of sta符 21.3 

Mulual undeslanding belween medical sta仔 apatient.and his 
family 

Mulual undestanding belween patient and his family 

Seek hospitals to provide critical care 

No corporation from family 

Mutual understanding between doctors and other medical sta仔fO-a2.7 

Li前附nwith other medical inst比ute院初 2.7

Others 
n=75 

N.A 

20 40 60覧

figure8 Difficulties in providing hospice home care 
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Strong will of a patient and his family 

Always someone at home to look after a patient 

Palliative cont...ol is ablc at home 

Ready for c...itical care when necessary 

24 hours on-duty is able 

Informed-consent towards a patient and his family 

Having well experIenced sta秤 fornursing a cancer patient and 

canncer therapy 

Having enough members of stafffor" the care 

To limit the distance between a patient's home and a nursing station 

Others 

41.3 

32.0 

28.0 

O 20 40 

figure9 Essential condition to provide hospice home care 
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(selected two answer) 

82.7 

n=75 

60 80 100% 

asked to choose two suitable answers. Sixty-two of (46.6%)， 27 answered there was no request from 

them chose the answer that a pati巴ntand his family hospitals (12.3%) and 20 of them pointed out that they 

must have a strong will to spend the rest of life and to do not have expert nurses who have provided home 

die at home (82.7%). Thirty-one of them chose a care service towards cancer patients (9.1%) ( Figure 

condition that someone always has to look after a 10) 

patient at home (41.3%)， 24 of them point out that Six participants answered that they are unable to 

palliative control can be actualized at home (32.0%)目 In embark on it， as they have just established the unit 

the survey， 10 of the respondents (13.3%) considered (2.7%)， and most of them are located in the facilities in 

that informed consent should be obtained， 3(4.0%) Moriyama City-Yasu County area with 5 facilities 

considered that medical staff are required to have opened after 2000. Another one established between 

experience in treating and nursing cancer patients， 1990-99. Other 50 participants (22.8%) gave the reason 

indicating that these factors are not essential (Figur巴 asfollows; 23 of them are not specialized in hospice 

9). and palliative care (46.0%)， 5 of them are too old to 

provide the s巴rvice (10.0%)， 6 of them cited 

2) Facilities that do not provide hospice home care systematical impediments such as the lack of medical 

service (n=219) license to handle narcotics (12.0%). Three of them said 

(1) The reason they do not provide hospice home that they had provided the service， but never thought 

care that it was hospice home care， they just had done 

Of the 219 respondents， 106 participants of the what they could do (6.0%). 

survey answered that no one has requested the service (2) Needs to provide hospice home care 

(48.4%)， 102 of them considered that it is difficult to To the question that whether hospice home care is 

provide the service due to shortage of staff and necessary in the future， 116 of them are positive 

burden the team of the medical staff have to shoulder (53.0%)， 27 of them are negative (12.3%) and 73 of them 
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No requests from a patient and a family 

Shortage of staff and the various burdens 

No requests from a hospital 

Not having experienced nurse for providng 

a cancer patient the service 

Not long enough to think about the service 

as the practice is pretty new 

Others 

N.A 

竹村節子

(selected plural answers) 

48.4 

o 20 40 60覧

figurel0 The reasons of not carrying out hospice home care 

are not sure (33.3%) ( Figure 11) 

Among 27 participants who consider the service not 

necessary， 17 ofthem said that they are not 

specialized in the hospice and palliative car巴 asa 

doctor and they do not have a patient willing to 

receive the service (63.0%)， 3 of them consider that it 

will be only established with understanding and 

strong will of a patient and his family (11.1%)， and 

then， 2 of them are too old to provide the service 

(7.4%). 

5. Preparation to carry out hospice home care (N=294) 

To the question， what kind of preparation has to be 

done to provide hospice home care. The respondents 

were allowed to choose two of the answers. Of the 294 

respondents， 158 people pointed out that it is 

important to set up a close linkage among doctors 

such as hospitals， practitioners， local medical 

association (53.7%)， 139 of them considered social 

welfare should be more improved so that the physical 

and financial burden of home care would be reduced 

(47.3%)，83 of them considered that through increasing 

the number of hospice units， and the units should also 

be a driving force to provide hospice home care 

N.A. 
1.4% 

figurell 

n=219 

Whether hospice home care is necessary 

(28.2%)， 71 of them considered that th巴 numberand 

the quality of a home care station should be increased 

(24.1%)， 35 of them believed that promoting informed 

consent and insPlnng patient's mind are the top 

priority (11.9%) and 34 of them thought that it is 
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liaison between hospital and practitioners 

Promoting quality of welfare so that burden of home care is lightened 

Also providing the service from hospice care unit 

Increasing quality ofthe service and a number ofhome care stations 

Promoting Iniformed-consent towards a cancer patient， and reforming 
ofpatient's mind towards sickness 

Disclosing information to a patient and his family 

Others 

N. A 

O 20 

(selected two answer) 

.7 

47.3 

28.2 

24.1 

N=294 

40 60 80 

figure12 Necessary condition in carrying out hospice home care 

95 

100 

% 

necessary to provide the necessary information for a 6. What should be prioritized when providing hospice 

patient and his family (11.6%) (Figure 12). home care? (N=294) 

Of the 75 doctors who have already provided Two answers were asked to choose. The maiority of 

hospice home care， 48 doctors suggested that social the result are as follows; 219 doctors considered it is 

welfare should be improved (64.0%); 31 of them palliative care to ease a patient's discomfort and 

regarded the linkage among hospital， practitioners . sev巴repain (74.5%)， 174 of them believed that it is 

and local medical association as a very important companionship and support for a terminally ill 

factor (41.3%); and 18 doctors cited that the number patient in realizing his own way of death (59.2%) and 

and quality of home care stations have to be increased 133 of them considered that it is to provide a dying 

(24.0%). patient and his family with the convincing medical 

There was a significant difference between the therapy and the nursing (45.2%). On th巴 contrary，

opinions of doctors who carry out hospice home care there are only two doctors who consider巴dit as 

and those of are doctors who do not (p<O.Ol). Other 22 aggressive therapy and medical treatment (0.7%) and 

doctors considered that it is necessary to reform the only one doctor think it is a medical therapy to 

medical insurance systems， to improve regulations， aim at prolonging life (0.3%) (Figure 13). Other 

and to secure financial resources (7.5%). opinions are to respect what a patient and his family's 
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Relief to discomfort and to provide palliative care 

Providing support and campanionship to a dying patient 

to choose how to die with dignity as he is 

Providing medical therapy and nursi円gthat a family 

al50 understands 

Providing aggressive cancer therapy 目0.7

Medical care for prolonging life 10.3 

Others 

N.A. 

O 

6.8 

20 40 

竹村節子

(selected two answer) 

5 

N=294 

60 80 100 

% 

figure13 What should be accounted the most in providing hospice home care? 

want and their will 

7. Where the center of hospice home care 

should be? (N=294) 

Of the 294 respondents， 102 doctors 

consider it would be a hospital， adjoining 

hospice and palliative care units， and 

department of home care service within a 

hospital (34.7%)， 69 of them consider that it 

would be better not to choose where the 

central organization is (23.5%)， 46 of them 

think it is practitioners (15.6%) ， 41 of them 

think it is a home nursing care station 

13.9%)， and 28 of them regard a hospital as 

the center (9.5%) (Figure 14). However， 34.7% 

of doctors who have already carried out 

hospice home care; believe that it is better 

not to decide wher巴 thecenter is， and 30.7% 

of them think it is a practitioner. Eighty 

nine doctors， who do not provide the service， 

Home care department within a 

hospital or a unit 

Betler not to choose where the 

central organization 

Practitioners 

Home nursing care station 

A hospital 

Others 

N.A 

(selected plural answers) 

34.7 

o 20 40" 

figure14 
regard a hospital and the adjoining "W'h;;e" should be the center of providing hospice home care? 
palliative care unit and home care station as 
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Only a few hospitals having hospice and palliative 

care units 

None to look after a patient at home 

Lack of interests among doctors and medical 5taff 

Difficult to look after a patient only with elderly 

family 

Citizens do not know the ser、Ilce

Needs to give training and education to a staff 

Difficult to secure necessary members of staff in 

a facility 

Financially difficult 

Due to Housing conditions 

Geographical difficulty 

Others 

N.A 

97 

(selected plural answers) 

48.6 

N=294 

。 20 40 60% 

figure15 Difficult reasons in practicing home care in Shiga prefecture 

the center(40.6%)， 43 of them consider it is better not 

to determine where the center is (19.6%)， 31 of them 

think it is home car巴station(14.2%)，23 of them think 

it 1S a practition巴r(10.5%). There was a significant 

difference between the two groups (p<O.Ol). 

8. Difficulty in providing hospice home care in Shiga 

Prefecture 

The respondents were asked to select a11 that apply 

and the results are as fo11ows (Figure 15) : Of a11 the 

responden ts， 

1. 143 answered that there are a few hospitals having 

hospice and pa11iative care unit (48.6%). 

2. 109 answered that in terms of nursing， a patient 

does not have a family to look after him a11 the time 

(37.1%) 

98 answered that there are many families in Shiga 

Prefecture whose members are only elderly so that 

they cannot look after a patient at home (33.3%). 

3. 101 answered that many medical specialists are not 

interested in the service in Shiga (34.4%)， but also 97 

says that citizens of Shiga do not know what the 

service is， either (33.0%) 

4. 50 indicated that education and training of the 

medical staff is necessary (17.0%)， 36 answered that 

it is difficult to secure the number of the staff 

(12.2%). 

5. 35 indicated that living condition of the patient 

makes it difficult (11.9%). 36 pointed out financial 

difficulty (12.2%)， and 5 pointed out geographic 

difficulty (1. 7%). 

Twenty-eight of them wrote down their opinions; 

including no financial advantages; the needs of 

expanding a range of work by nurses through 

relaxing regulations; reduction in the govern-

mental budget for medical insurances， medicine and 

welfare; and lack of knowledge and information 

about a patient and his family. Some people still 
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find th巴 service disreputab1e in the 10ca1 Neverthe1ess， despite the increasing number of 

coロ1口lUmty hospice home care reports， the reality is that 1arge 

number of termina1 cancer patients still die in the 

9. Practitioner's thoughts towards hospice home care. institution -main1y in a hospita1'5l. The patients who 

Of the 294 respondents， 157 (53.4%) found it difficu1t were ab1e to die at a hospice/palliative care units 

to provide home hospice care for the following amounted to on1y 4% of the tota1 death rate16l， and the 

reasons (in the order of numbers of respondent): number of those who can die at home is still minimal. 

1. Physically and emotionally impossib1e Th巴reare cases where a patient and the fami1y wished 

2. It is necessary for a patient and his fami1y to keep to be cared for at home but ended up dying in an 

strong will and to understand and corporate each institution because of the missed chance. 

other with the team of medica1 staff. This survey resu1t indicates that obstacles in carrying 

3. It is necessary to have a close contact with other out hospice home care within Shiga Prefecture are as 

medica1 facilities. follows: 

4. It is difficu1t to dea1 with a patient well enough. In the region the number of hospita1s that have 

5. It is necessary to have mutua1 trust and respect adioining in-patient hospice and palliative care units 

between the team of doctors and a patient and his is limited. There are on1y a few mainstay hospita1s 

fami1y. which can accept patients immediate1y for the case of 

6. A patient and his fami1y prefer to be in a hospital. emergency and for the treatment that suits th巴

7. Not specialized in hospice and palliative care. disease advancement. It is a1so necessary to set up an 

8. Doctor shou1d change and improve their consci- educationa1 organization that can teach and train 

ousness towards medica1 therapy. medica1 workers to imp1ement hospice home care and 

9. It is impossib1e under the cur1'ent medica1 system. an organization that can p1ay a cent1'a1 1'o1e in 

10. The fami1y has to shoulder a big burd巴nto 100k providing the service for those who need it 

after the patient. To conduct hospice home care service， the following 

three absolute conditions will be required of a patient 

刊 Consideration

In Japan， cancer (malignant organism) treatment 

has been advancing day by day with the invention of 

new drugs and deve10pments of medica1 techno1ogies. 

Because of this progress， the surviva1 rate has been 

dramatically increased. On the other hand， Peop1e 

have gotten more interested in the idea of hospice 

care， which evaluates QOL (Quality of Life)， rather 

than aggressive treatment aimed on1y at pro1onging 

the patient's life 

As a 1'esu1t， 140 hospices and in-patient palliative care 

units have been established in J apan since Ap1'il 

2005')， and it is considered that the number will grow 

steadi1y. 

With the increase of in-patient palliative care units， 

it is reported that from a te1'minal cancer patient's 

point of view， his own home is a more suitable p1ace to 

live the rest of their life than spending time in a 

hospita1 unit5)日 Infact， for the surveys asking whe1'e 

they would prefer to stay and die， a 10t of answers are 

som巴thinglike "wou1d like to spend the rest of my life 

at home，" or "wou1d like to die at home"7l-叫 .

and his fami1y'7l : 

1. A terminally ill patient's strong will (to stay and 

die at home). 

2. Their fami1y's strong will 

3. Their fami1y's capability to take care of the 

patient consistent1y unti1 the end. 

The resu1ts of this surv巴ya1so indicates that the 

above three conditions are considered necessary for 

the doctors to carry ou t the service since 82.7% of the 

respondents believe that a terminally ill patient and 

their fami1y have to have a very strong will， 41.3% of 

genera1 practitioners point out that someone must be 

at home to nurse a patient all the time， and 32.0% of 

them regard palliative contro1 at home as an essentia1 

factor to conduct hospice home care service. Other 

opmlOns are that all medica1 staff who provide 

hospice home care must have the energy and passion 

necessary to provide a dying patient with emotiona1 

support and consideration as well as make an effort 

to meet the patients' requests and needs. Or the staff 

has to make a dying patient and his fami1y under-

stand well about the fact that there is a limit of what 

hospice home care can do. A patient's home has to be 
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fully equipped in such a manner that he is able to home care. Many doctors consider it is possible for 

receive intervenes transfusions of home intravenous them to provide hospice home care service for a dying 

hyperalimentation (IVH) and continuous morphine patient and his family when he is elderly. Yet， a 

injections. Therefore， as pointed out as above， to reform of the nation's medical measurements is 

carry out hospice home care service， it is required to another factor that hospice home care has been 

meet various conditions as well as to have a much started， as local hospitals and home doctors become 

higher level of medical treatment. connected with each other much closer， and a patient 

On the other hand， concrete medical acts performed stays less at a hospital than before for th巴 sakeof 

in hospice home care are intravenous transfusion， reform. 

pain control and the treatment in case of emergency 219 doctors (74.5%)， who have not provided hospice 

situation， in addition to a regular house call. Especi- home care， 

ally， regarding to the intervenes transfusion， a cited the reasons as follows: No request from a 

medical staff dedicated to the service is under great patient， their family and a local hospital yet. 

pressure. They are kept long hours at the patient's Shortage of medical staff， and financial burden; no 

home， coordination and scheduling with visiting experience with the service; the medical department 

nurses， physical distance (7km is too far) to g巴tto a they specify is different; the doctor is too old. 

patient's home， and technical anxi巴tyof providing Without knowing the concept of the service， the 

IVH. practitioner has already taken it for granted to 

Japanese medical laws regulate who can medical provide patients with the service. It has not been long 

treatments such as injections， and manag巴 and enough since a doctor started his practice so that the 

prescribe pain control agents， including narcoctics. At system has not been ready to cope with hospice home 

present， a nurse is allowed to give a patient injection care. He has never heard of the service. It is 

or intervenes transfusion only with medical doctor's impossible to cope with it under the current system. 

direction. However it is prohibited for a nurse to The service should be provided with special institu-

conduct them by her own judgment depending on a tions/facilities. On the other hand， 116 doctors (53.0%) 

patient's cond 
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those facilities to provide medical care for patients other areas， and into its framework institutions and 

staying at home could lead to a smooth transfer to organizations related to home hospice care can be 

hospice home care. It is also important to inspire local integrated. 

people and to secure the number of experts through In Shiga Prefecture， 30.5% of people die of cancer 

specialist education and training. and it is ranked the first as the cause of death. Yet 

1 have done another survey towards practitioner there are 30 towns and villages where the rate of the 

and home-visiting nurses in Wakayama Prefecture in aging population is higher than 20%2) . Therefore， it is 

200019)20)21). The background of the prefecture is similar predicted that the region has a basis of increase in the 

with Shiga Prefecture. In Wakayama， the rate of number of people who would n巴巴dhospice home care 

aging population in the area was 20.0% at that time. service， and 1 hope that the local government as a 

The main industry of the local area was agriculture whole will engage in establishing hospice home care 

(orchards)， fishery， forestry， and there are som巴 servlcesoon. 

depopulated towns and villages. 

From the result of the survey answered by 238 

practitioners in Wakayama (53.0% answered)， 97 

practitioners (41.0%) provided hospice home care， and 

141 practitioners (56.0%) did not provide the service 

Although the result is similar to that of Shiga as a 

whole， the number of practitioners who provide 

hospice home care was 1.6 times more than that of 

Shiga Prefecture 

The problems that Wakayama Prefecture had were 

as follows: 

1. Lack of knowledge towards the service among 

patients， their family and medical staff. 

2. Weak links among local residents， local areas， 

and medical staff. 

3. There is no core institution for the service (in 

2001， a palliative care unit was established in 

Wakayama Prefecture Hospital). 

4. There is no member of the family to nurse the 

patient at home. 

5. Lack of training and study programs for the 

servlce. 

1 have considered that 1 will not be able to get a 

definite answer until 1 get a result of a survey in an 

urban area. However， it is true that th巴 twopre 

fectures face similar problems. Those problems are 

still left unsolved. So 1 believe that unless the core 

problems are not solved， the practice of hospice home 

care service will be in a difficult situation. At a 

pr巴sent，there are the only three hospitals that have a 

palliative care unit: Shiga Medical Center for Adults， 

Hikone Municipal Hospital， and Otsu Municipal 

四 Conclusion

A condition to carry out hospice home care is as 

follows: 

1. To set up a hospital providing emergency service 

and according linking between a practi tioner and 

hospital. 

2. To increase the number of hospice and palliative 

care units and hospitals in the prefecture. 

3. To provide a special training and education of 

hospice home care for medical staff 

4. To facilitate a mutual understanding among 

medical staff and a patient and his family. 

5. To inspir巴 localpeople about hospice and 

palliative care， and to disclose and provide 

information about th巴S巴rVlce.

To practice hospice home care， it is necessary to 

discuss how main hospitals in the working areas or 

the prefecture and the local governments get involved 

in the program， and how concrete each medical 

organization can link up with each other since there is 

a limit for one practitioner to provide hospice home 

care service. On the other hand， it should be discussed 

wh巴theror not a patient and their family really need 

hospice home care in consideration of the issues 

related to a preference on the part of a patient and his 

family towards a in-hospital treatment， nursing care 

caused by agmg， and the psychological and 

educational status of patients and the family toward 

hospice home care 

Hospital. 1 believe that if at least one palliative care Acknowledgment 

unit exits in each medical territory in the prefecture， 
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(Summary) 

The Research on the Condition of 
Home Hospice Care in Shiga Prefecture 

-From a questionnaire to general practitioners -

Setsuko Takemura 

Schoolof Human Nursing， The University of Shiga Prefecture 

Background The maiority of terminal cancer pat-

ients still die in general wards of hospitals; those 

who die in hospices and palliative care wards 

account for only some four percent of the total. It is 

considered the most appropriate for terminal 

cancer patients to receive care at home， enabling 

them to live out their remammg days in a mea 

ningful way. In order to fulfill such patients' wish 

to die at home and their families' wish to care for 

them at home， a home hospice care system must be 

established that encompasses pain management 

and sufficient personal care for the pati巴nts，as well 

as support for their families， who are present at the 

death. The establishment of such a system requires 

understanding of physicians' views on this issue， 

identifying problems regarding physicians' coope 

ration with hospitals， and shedding light on other 

issues that should be addressed. 

bjectives To clarify the current situation of home 

hospice care in Shiga Prefecture， where the aging 

rate is 17.3%. as well as to review issues and 

problems to be addressed in establishing a home 

hospice care system in local communities， by 

analyzing the results of a questionnaire survey of 

general practitioners， who should play a leading 

role in supporting home care 

Method A questionnaire survey on home hospice care 

was conducted of 772 general practitioners in Shiga 

Prefecture by postal delivery and collection. 

Results of the 294 respondents， only 75 (25.5%) 

actually provided home hospice care services. Of the 

remaining 219， however， 116 (53.0%) admitted the 

need for such services. The 75 practition巴rssee 1.9 

patients each on average， mostly in response to 

r巴questsfrom patients' families and hospitals. They 

generally visit th巴 patient'shome to administer 

fluid replacement， provide pain management and 

respond to emergencies. Although they have their 

own contact systems for emergencies， some replied 

that it is impossible to pr巴parefor response to their 

patients' needs around the clock， and that even if 

they could， it would b巴toomuch of a burden， both 

physically and mentally 

The respondents feel that further promotion of 

home hospice care servic巴srequires， in addition to 

phy slcians' capability， strong demand from 

patients and their families， and sufficient numbers 

of car巴givers，as well as close linkage among 

practiti oners， hospitals and local medical 

assoclatlOns 

Some hoped that palliative care wards and visiting 

nurse departments of hospitals could play a leading 

role. These respondents felt that the current 

shortage of hospices and palliative care wards in 

local hospitals contributes partly to the difficulty 

in promoting home hospice care. 

Conclusion The survey revealed that the following 

factors are essential in establishing a home hospice 

care system: core hospitals that are always ready to 

accept patients showing sudden change in condi-

tion; education and training facilities for medical 

professionals; facilities that provide integrated 

services for home hospice care; and palliative care 

wards and hospices that cooperate with general 

practl tlOners 

Key Words Home hospice care， general practitioners， 

terminal cancer patients 
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研究ノート

看護における involvement概念の構成要素 ー ← 

に関する文献研究 -HUI1t<:Ut • '(，-<<'Z-J.ut-タ

牧野耕次、 比嘉勇人、 甘佐京子、 松本行弘

滋賀県立犬芋人間看護部

背景 わが国の看護において、巻き込まれやかかわり(関わり)、関与などと訳されている involvement

は、職業倫理および科学的客観性などの視点から問題視されていたが、近年、 involvementに関する研究

が行われ始めている。しかし、看護における involvementの概念分析は行われていないため、

involvementの様々な側面に焦点が当てられ看護の中心的な概念と認識されながら、その概念、を共通認識

することは難しいのが現状である。

目的 本研究では、看護における involvementに関する過去の文献を用いて、 involvement概念、の構成

要素を抽出することを目的とする。

方法 文献検索は、看護に関連したデータベースを用い、 involvementとnurse-patientrelationship 

がキーワードである文献を検索した。検索された文献から involvement概念に関する記述を抜粋し、抽

象化しカテゴリー化を行い、看護における involvement概念の構成要素を抽出した。

結果 上記の方法により、看護における involv印 lent概念の構成要素として、「経験の共有JI感情の投

資JI鮮の形成JI境界の調整」を抽出した。

結論 考察の結果、「経験の共有JI感情の投資JI緋の形成JI境界の調整」というinvolvement概念、の構

成要素に沿った振り返りの必要性が示唆された。

キーワード 巻き込まれ、患者一看護師関係、概念、文献研究

1.緒言

看護における involvement(巻き込まれ、かかわり、

関与などと訳されている)は、海外において、科学的

客観性や職業倫理的な観点から、患者を看護者に近づ

けすぎるものとして警告が行われ、否定的な側面に焦点

が当てられていた。 トラベルビー。は、患者の経験を

理解し苦痛を軽減するために不可欠な要因として

involvementを肯定的側面から評価した。その後、看

護における involvementに関する研究が行われ、そ

のレベル2)やプロセスヘ over-involvement との関連的

などが明らかにされている。わが国では、 Trav巴lbee5
)

や Benner6)7)、Watson8
)ら看護理論家の著作が翻訳さ

れたが、 involvementの訳がそれぞれ異なることから

2005年 9月30日受付、 2006年 1月6日受理

連絡先 :牧野耕次

滋賀県立大学人間看護学部

住所:彦根市八坂町2500
E-mail:makino@nurse.usp.ac.jp 

involvementという概念は当初注目されなかった。しか

し、近年、 involvementに焦点が当てられ、看護におけ

る involvementに関する研究が行われている。 田中ら 9)

は、精神科看護における「巻き込まれCinvolvement)J 

の意味について、一看護者と一人間としての役割葛藤で

ひき起こされた強い負の感情によって、アイデンティティ

の重大な危機に直面するが、看護師として自分の言動の

意味付けを行い、患者理解のための新たな視点を獲得で

きる場合もあることを明らかにしている。 また、牧野

ら10)は、精神科看護師が看護における involvement概

念について、 involvementに関する過去の文献をもとに

考察を行い、 他の対人援助職では、客観性や対象者との

距離を置くことを重視しているが、看護では、避けがた

い involvementについて、その肯定的側面を評価し、

看護の中心的概念に位置づけてきた点を示唆した。また、

involvementの肯定的側面は、看護師の能動的行動と結

び、っき、involvementの否定的側面は「巻き込まれ」と

して表現されることが多いことを示唆した1九さ らに、

牧野 11)は、精神科の看護師が体験した「巻き込まれ
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Cin vol vemen t) Jに関する研究を行い、精神科看護師が

否定的な意味合いを持つ「巻き込まれ」体験を振り返る

ことで、肯定的な意味合いを持つ「巻き込まれ」を技術

として活用していることを明らかにした。 しかし、海外

も含め、看護における involvementの概念分析は行わ

れていないため、 involvementの様々な側面に焦点が当

てられているが、わが国の看護においてその概念を共通

認識することは難しい状況である。したがって、本研究

は、看護における involvementに関する過去の研究論

文を用いて、 involvement概念の構成要素を抽出するこ

とを目的とする。看護における involvement概念の構

成要素を抽出することにより、今後、更なる概念分析が

行われることが期待される。

II. 研究方法

文献検索については、各データベースの検索方法の形

式が異なることから、データベース CINAHLでは、

involvementが abstract に含まれ、 nurse-patlent

relationship がキーワードである文献C1982~2004を検

索し、データ ベース PubMedでは、 involvementがタ

イトルまたは abstract に含まれ nurse-patient

relationship がキーワードである文献 (1982~2004、上

記 CINAHLで検索されたものは除く)を検索した。検

索された文献から、患者一看護師関係における、看護師

についての involvement概念に関する記述(患者側に

牧野耕次、 比嘉勇人、 甘佐京子、 松本行弘

ついての involvementは含まず)を抜粋し、抽象化し

カテゴリー化を行い、看護における involvement概念

の構成要素を抽出した。データ分析の妥当性を確保する

ため、質的な研究経験を持つ看護師である研究者 2名が

分析結果とそのプロセスを確認し、そのフィードパック

により修正を行った。

圏 内 の デ ー タベース医学中央雑誌を用い、

involvementと患者一看護師関係をキー ワードに検索を

行ったが、該当する文献は検索されず、 involvement以

外に巻き込まれ、かかわり、関与などの訳語を用いて文

献検索を行うとそれぞれの訳語が持つ特有の概念が含ま

れると考えたため、今回の研究では、圏内の文献を除外

した。

上記は、平成16年 4月上旬~平成16年6月上旬にかけ

て行われた。

ill. 研究結果

上記の条件で文献検索の結果、合わせて30件中、入手

可能であった29件を対象とした。

29件の内訳は、看護における involvementに関して、

involvementをタイトルに含む研究で involvement概

念に関する記述が見られる研究が 6件、 involvementに

関係する研究で involvement概念、に関する記述が見ら

れる研究が12件、 involvement概念に関する明らかな記

述が見られなかった研究が11件検索された。明らかな記

表1.看護における involvementをタイトルに含む研究と看護における involvement概念に関する記述

研究者 看護における involvement概念に関する記述

Artinian， B. M.3
) 患者に愛着を持つ(getattached to patients)、他者と人生経験を分かち合う (sharea life 

experience with another)、特別な配慮(sp田 ialconsideration) 

May， c.12
) 患者との親しみや問題のない関心に特徴付けられた看護職の一般的な質(ageneral 

quality of nursing work， characterized by an unproblematic int怠restin and familiarity with 

patients)、看護師の激しいストレスに特徴付けられた特別な愛着(aspecific attachment 

to particular patients， characterized by intense stresses on the nurse)、専門職的距離に特徴

付けられた看護技術の 投 資 (an investment of nursing skills， characterized by 

'professional distance')，特別な患者に個人的な愛着を示すこと (todenote personal 

副総hrnenぉ ωspecialpatients)、特別な患者への個人的な感情的コミットメン ト(a
personal affective commitment to a particular patients) 

患者について知ること(knowing. knowledge)、互恵(reciprocityand巴xchange)、看護技

術の投資(investmentof nursing skills)、施設の役割境界線を越えて患者と会うことを

望む(aspireto encounters beyond the institutional role boundaries)、患者の私的な性格に

入り込もうと望むこと(aspirationωpene回 tethe patient's private character) 

Morse， J. M.
L
) 感情の投資をすること(ωmakeemotional investment)、患者との共通点をみつけてい

く(toestablish a common ground with the patient)、患者との距離を縮める(closepersonal 

distance with the patient)、患者と時聞を過ごす(givethe patient time) 

Ramos. M.C.13)14) 紳もしくはつながり、相互作用(bonds，connections or interactions) 

Tumer. M.4
) 患者の味方になること(be企iend)
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述の見られない11件の研究を除外し、看護における

involvementをタイトルに含む研究で involvement概

念に関する記述が見られる6件の研究と、看護における

involvement に関係する研究で看護における

involvement概念に関する記述が見られる12件の研究か

らそれぞれ概念に関する記述を抜粋し、それぞれ表 1お

よび表2に示した。

調整」を抽出 し、そのプロセスを表 3に示 し、以下にそ

の内容を説明する。

「経験の共有J 時間や場、行動を共有すること、ま

た、患者との相互作用により患者の

過去、現在の経験を感情、認知レベ

ルで共有し、患者を知ること

「感情の投資J 患者に対して看護師の感』情や関心を

次に、表 lおよび表 2に抜粋された記述は特別な違い

は無いと考え、表 lおよび表 2に抜粋した記述を合わせ、

そこから看護における involvem巴nt概念の構成要素と

して、「経験の共有JI感情の投資JI紳の形成JI境界の

向けること

「紳の形成」 ・患者とのつながりを深めていくこと。

つながりが深まるにつれて双方を身

近に感じ、信頼感が深まる。その看

表2. 看護における involvementに関係する研究と看護における involvement概念に関する記述

研究者 看護における involvement概念に関する記述
Astrom， G et al.l)) 患者との深い相互作用(deepinteraction with the patient)、患者と人生経験を分け合

うこと/交換すること(sharing/exchanginglife experience)、患者の感情的な緊張を包

含すること(containingthe patient's emotional strain)、深し、コミットメントで患者と

共にいること(beingwith the patient in deep commitment) 

Baillie， L.'O
) 患者と友情を発展させる(developa 企iendshipwith a patient)、患者との問でつなが

り・紳を感じる(feela bond with him or her)、感情的な投資をする(makean emotional 

investment) 
Breeding，1. et al. 11) 患者の権利擁護(involvem巴ntas patient advocates) 
Brodie， L. ld) 不明確な職業的境界を形成する(createuncertainty about professional boundaries) 

Creedy， D. et a1.1Y) 職業的境界を取り決める(negotiateprofessional boundaries)、専門職の境界の外で行

動する(behaveoutside professional boundaries) 

Cronqvist， A. et a1.2U
) 患者との距離が近くなる(cometo close to the patient) 

Eakes， G GL1) 看護師が患者と発展させる感情的な愛着(emotionalattachment nurses developed 

with the patient)、患者との関係に入っていく (toenter into a relationship with the 

patient)、正直でオープンな感情と知識の共有(honestyand open sharing of feelings 

and knowledge) 
Geanellos， R.μ) 友情(企iendship)、考えと情報、そして人生を共有する(shareideas and information， 

and lives)、患者を知ること(knowingthe patient) 。'Brien，A. J.心 ) そこにいて、その人の言うことを聴き、支え援助することに専念すること(being

th巴refor the client and totally committed to actually listening and supporting and helping 

him)、一つの関係の特別な治療的ゴーノレを超える(gobeyond the specific therapeutic 

goals of a single relationship)、互恵的(reciprocal)、患者との関係を取り決める

(negotiate relationships with clients) 
O'Kelly， GL~) 患者 看護 師 関 係 の 境界の喪失 (aloss of boundaries to the nurse-patient 

relationship)、患者と特別な関係を形成する(havingformed a special relationship)、層、

者との同一化過剰(over-identi今ingwith the patient) 

Playle，1. F.25
) 患者との関係における個人と職業人の聞のあいまいな境界を取り決める

(negotiate the boundaries between the p巴rsonaland the professional in their relationships 

¥Vith patien!註
Roberts， D. et a1.2O

) 患者と特別な関係 specialrelationshipを発展させる、つながること(bonding)、友情

(合iendship)、感情の投資(emotionalinvestment)、より近く感じる(feelingcloser)、距

離を維持する(maintaininga distance)、個人的、そして職業的境界を管理する

(managing personal and professional boundaries)、個人的な患者の心理社会的ニーズ、

の理解に関連した近さ (closenessassociated with understanding of the individual 

patient's psychosocial needs) 
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表 3.看護における involvement概念の構成要素抽出プロセス

看護における involvement概念に関する記述 下位カテゴリー 上位カテゴリー

互恵、患者との深い相互作用、交換すること、互恵的、患者
相互作用

との関係におけるやり取りする、相互作用

他者と人生経験を分かち合う、患者との共通点みつけてい

く、患者と時間を過ごす、患者と人生経験を分け合う、患者
経験の共有 経験の共有

と共にいること、正直でオープンな感情と知識の共有、人生

を共有する、そこにいてその人の言うことを聴く

患者について知ること、患者の感情的な緊張を包含するこ
患者を知ること

と、患者を知ること、考えと情報、個人的

特別な配慮、問題のない関心、看護師の激しいストレス、特

別な患者に個人的な愛着を示すこと、感情の投資をするこ 感情の投資

と、感情的な投資をする、感情の投資 感情の投資

特別な患者への個人的な感情的コミットメント、深いコミッ コミットメント

トメント、専念すること (専心)

特別な愛着、患者に愛着を持つ、患者との親しみ、紳、つな

がり、患者と友情を発展させる、患者との問でつながり・紳

を感じる、看護師が患者と発展させる感情的な愛着、患者と つながること

の関係に入っていく、友情、患者と特別な関係を発展させる、

友情、つながること 紳の形成

患者の味方になること、擁護 味方になること

専門職的距離、患者との距離を縮める、患者との距離が近く
距離が近くなる

なる、より近く感じる、距離を維持する、個人的な患者の心
こと

理社会的ニーズ、の理解に関連した近さ

看護職の一般的な質に関すること、施設の役割境界線を越え

て患者と会うことを望む、職業的境界を取り決める、専門職
職業的境界を取り

の境界の外で行動する、看護者として専門職的でない、 一つ
決めること

の関係の特別な治療的ゴーノレを超える、職業的境界を管理す

る、境界の喪失、同一化過剰
境界の調整

患者の私的な性格に入り込もうと望むこと 個人的な境界に

入り込むこと

看護技術の投資、支え援助する 看護技術の投資
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護師が身近に感じる感覚は、その患

者との関係性やイメージの仕方によ

り、友人であったり、家族のメンバー

であったりするなど異なる。

「境界の調整J 看護師が患者との対応の中で、患者

と共有する互いのプライパシーの境

界を調整し、患者だけでなく家族や

医療チームに対しでも専門的技術を

提供して職業的境界の範囲を意識的

無意識的に取り決め、その責任を負

うこと

N. 考察

Travelbee5
)は、 involvementがなければ「病人を知る

ことができなL、」と述べているが、それは involvement

の構成要素であり、患者を知ることを含む「経験の共有」

によるところが大きいと考えられる。例えば、「経験の

共有」には過去の背景を患者と共有することも含まれて

おり、患者とともにただ時間や場を共有すること、患者

のそばにいて、患者の自律を見守ることも「経験の共有」

であると考えられる。看護目標は、患者のものであるこ

とが重要であり、その目標を患者と共有することが求め

られる。しかし、「経験の共有」が不十分であった場合、

看護目標を設定することや患者と共有することが困難に

なるため、看護目標を設定する場合、「経験の共有」と

いう視点が重要になると考えられる。「経験の共有」と

involvementに関しては、 Williams27
)が、患者一看護師

関係における看護師による「親密さ」の知覚と経験に関

するインタビューを内容分析し、「親密さの本質 Cthe

na ture of in timacy) Jと involvement、その他 3つの

カテゴリーを抽出している。しかし、「親密さの本質」

についてのみ報告し、他の結果である involvementの

内容や「親密さ」との関係については報告していない。

また、「経験の共有 Csharingpersonal experiences) J 
を「親密さの本質」のー側面としながら、 involvement

を「経験の共有」と並列に置いているなど不明確な点が

ある。一方、今回の研究では、「親密さ」は「紳の形成」

に含まれ、「経験の共有」と並んで involvementの下位

概念とし、「親密さ」と involvementとの関係を明確に

している。

Travelbee5
)は、また、 involvementがなければ「病人

への関心を体験しないだろうし、まして病人に同感を示

さないだろう」と述べている。彼女は知的、感情的理解

であるが中立的なプロセスである共感(empathy)よりも、

その理解を援助につなげたいと願う同感(sympathy)を

より看護にとって重要な段階としていた。そして、その

両者をつなぐものとして involvementを位置づけてい
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たが胡)、それは、患者に対して看護師の感情や関心を向

けることである「感情の投資」によるものと考えられる。

同感に関連して患者に援助したいと強く望んでいるよう

であるが、「同一化過剰(over-iden tification)Jにより、

「他人について心配しているのではなく、単に自分自身

の延長として、他人をみようとしたがっている」 日場合

もあるため、看護師は、感情を自覚すること甜}と合わせ

て援助に対する最終的な関心の方向性が患者や家族、看

護師自身、チームなど、どこへ向いているかを自覚する

ことも重要である。Artinian29)は、患者のニーズと自分

がそれにどれだけ答えることができるかをアセスメン卜

することによってのみ、患者一看護師双方にとって利益

のある involvementがどの程度かというジレンマを解

決することができると述べている。即ち、援助したいと

いう思いが強くても、それが患者のニーズに合わない場

合や、看護師の行うことができない場合もあるため、

「感情の投資」については、看護師自身の感情や関心の

方向性と同様、患者のニーズと看護師がそのニーズにど

れだけこたえることができるかを自覚することも重要で

ある。

看護師には、プライパシーと仕事を分ける職業的な境

界線があると言われている剛九 命名の通り、「境界の調

整」で看護師はその境界線を意識的、あるいは無意識的

に調整していると考えられる。看護師は、自身もプライ

パシーを持ちながら、職業上、排池などセルフケアや思

い、家族の問題など患者のプライパシーに様々な側面か

ら介入することが求められる。しかし、プライパシーと

職業に関する境界線は明確なものが存在しているわけで

はなし、。プラ イパシーと職業に関する境界線は、患者や

家族と看護師やチームの価値観や思い、そして、法律や

その施設のルール、暗黙の了解、仕事量、看護師の技術

などに影響を受け、変動し非常に複雑である。したがっ

て、 involvementの対象に家族を含んでいない場合や、

プライマリーナースによるチームへの要求が大きい場合

は、問題とみなされることがある抑制。 また、牧野川は

「してあげるのが看護と思う Jことを問題としての

involvementの要因としてあげ、 Turner4
)は、「不明確

な境界」を over-in vol vemen tの要因に挙げている。こ

のように、職業的な境界を調整する能力には管理的な視

点など全体を把握する広い視野や看護観などが必要であ

り、経験が要求される。経験の少ない看護師には、経験

の豊富な看護師や管理者など「チームからのパックアッ

プ」叫が必要であると考えられる。

Benner6
)は、患者と友達になったり、祖父のように思っ

たりする「援助的」看護師のインタビュ ーから、

involvementの重要性に関する仮説を立て、熟練した看

護にはあるレベルの傾倒と巻き込まれCinvol vemen t) 

が必要であると述べた。そのように看護師が患者を身近
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な存在に感じるのは、 involvementの「紳の形成」によ

るものと考えられる。患者に対する信頼や親密さ、つな

がりなど粋が形成されることにより、看護師の感じ方や

関係性に応じて友人や親、子供などに例えられると考え

られる。一方で、そのような「粋の形成」は、中立性や

客観性を重んじる精神分析的な視点では逆転移として、

治療的でないものとみなされがちである。精神分析学的

な視点から看護師の逆転移を援助の困難性の原因と振り

返る事例報告等も多い。それが解決や看護師の気づきに

つながるのであれば有効であると考えられるが、それは、

客観性や中立性を基礎としていることに注意が必要であ

る。 24時間患者やその生活における様々な問題に向き合

い、健康であれば本人が行う日常生活動作を本人に代わっ

て行い、ニーズを把握しながら苦痛を伴う医療的処置を

も行わなければならない看護は中立性 (neutrali ty )や

距離を置く (distance，detach) という視点よりも、避

けがたい involvementを実践、評価し、発展させるこ

とでその中心的概念に位置づけてきた10)。 したがって、

involvementの視点から、「感情の投資」により看護師

の感情や関心の質や方向性を振り返り、「境界の調整」

により患者に投資された看護の専門性が保たれているか

を振り返ることも、今後看護学的な振り返りとして行わ

れていくことが望まれる。同時に、 involvement概念を

用いた振り返りの有効性を検証していく必要がある。

分析の過程で看護における involvementに関する記

述を分割抜粋し分析したため、それぞれの構成要素が独

立しているような印象を与えるが、分割することが難し

い記述もあった。例えは、「患者の私的な性格に入り込も

うと望むことJ12)は、あえて「境界の調整」としたが、

患者のことを知るという意味では「経験の共有」と考え

られるが、望むという意味では「感情の投資」であり、

個人の境界を越えるという意味では「境界の調整」に関

係していると考えられる。これは、 4つの構成要素が関

連して lつの involvementという概念を形成している

ためであると考えられる。したがって、臨床などにおい

てそれぞれの構成要素に沿って振り返ることも大切であ

るが、 involvement概念、の各構成要素がどのように関連

しているのかという視点も含め、実践を振り返ることが

重要であると考えられる。

本研究では、検索された involvementに関する研究

のうち、看護における involvement概念に関する記述

が見られなかった11件の研究を除外した。わが国におい

ても、かかわり(関わり)という語が involvementの

訳語のーっとして使われるが、 invol vemen tと同様に明

らかな定義が見られないま ま、 f-患者とのかかわり」

というように論文のタイトルなどに使われることが多い。

また、 involvement以外に巻き込まれ、かかわり、関与

などの訳語を用いて文献検索を行うとそれぞれの訳語が

牧野耕次、 比嘉勇人、 甘佐京子、 松本行弘

持つ特有の概念が含まれると考えたため、今回の研究で

は、それらの訳語をキーワ ードと した文献を除外した。

今回除外したこれら定義の不明確な involvementやそ

の訳語に焦点を当て概念分析を行うことで involv巴ment

概念、がさらに明確になると考えられる。

本研究は、平成16年度滋賀県立大学人間看護学部奨励

研究費を受けて行った研究の一部である。
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(Summary) 

Literature review of components 
of the concept of involvement in nursing 

Koji Makino， Hayato Higa， Kyoko Amasa， Yukihiro Matsumoto 

Schoolof Human Nursing， The University of Shiga Prefecture 

8ackground In the past， involvement in nursing was "involvement" and 、urse-patientrelationship" were 

considered to be a difficult issue in Japan from the retrieved from the PubM巴d and CINAHL 

employment ethics and objective scientific databases. From the selected literature 

perspectives. Following the recent reviews of the components of the concept of involvement in 

evaluation of involvement in other countries， nursing were extracted by exc巴rptingdescriptions 

studies on involvement in nursing are gradually regarding the concept of involvement， abstracting 

becoming more common in Japan. Although them， and categorizing them 

vanous aspects of involvement have been Results Four extracted components of the concept of 

investigated and th巴importanceof this concept has involvement in nursing， were "sharing巴xperiences，"

been recognized， it has not been analyzed; therefore， "investing emotions，" "forming bonds，" and 

it remains difficult to obtain widespread "negotiating boundaries." 

recognition of the concept of involvem巴nt in Conclusion Further investigation of nursing practice 

nursing. based on the components of the concept of 

Objective The present study aimed to extract involvement in nursing identified by the present 

components of the concept of involvement from study is required. 

published literature regarding involvement in Key Words involvement， nurse-patient relationship， 

nursmg. concept， literature review 

Method A literature search was conducted and 

manuscripts containing the keywords 
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退職看護者再雇用システムの有効性の検討
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1. 緒言

堀井とよみヘ西田厚子ヘ西島治子2)

1)滋賀県立大学人間看護部、 2)滋賀医科大学

背景 看護者は定年退職後も仕事の継続意欲が強く、看護分野に限らず、幅広く興味や関心を持ち続けて

いる。しかし、 60歳以上の看護者の就労はナースセンターなどの職業紹介だけでは十分とは言い難く、社

会貢献活動を支援するシステムも未整備である。看護者それぞれの個人的ネットワークで再就労を中心に

した地域社会活動に参加している現状である。

目的 B市における退職看護者を対象として構築された人材活用システムの有効性を検討することを目

的とする。

方法 人材活用システムを構築し、運営している担当者、人材活用システムを活用し再雇用した事業主お

よび定年退職後再就職した65歳以上の看護者に面接し、半構成法によるインタビューを実施した。

結果 雇用主は人材不足の解消と経験と知識の豊富な看護者を確保出来るメリッ卜がある。雇用主は退職

看護者が Bennerの7領域による援助役割、指導手ほどきの役割、診断機能とモニタリング機能、治療的

介入と療法を実施する能力とモニタリング能力を備えていると高く評価し、採用時の期待通りの結果に満

足している。一方、退職看護者は、健康で、主観的幸福感が高く、生きがいを持って生活し健康である限

りは就労し続けたいと高い就労意欲を持ち、就労とその他の地域社会活動と両立させながら生きがいを持っ

て退職後の人生を過ごしている。雇用主と退職看護者ともに人材活用システムの必要性を認識している。

結論 2025年の超高齢社会においては、高齢者が高齢者をケアするようになることが予想される。その時

代に向けて、高齢者の居住地域に合わせた小地域を対象とした人材活用システムの構築、既存のナースセ

ンターに退職看護者専用窓口の開設、社会福祉協議会福祉人材センターとの情報ネットワーク化等有効に

機能する人材活用システムの構築が必要である。

キーワード 退職看護者、人材活用システム、研修制度

近年の高齢者の増加により介護保険施設における看護

者の需要が高まってきている 1)。

想される。今までのケアのあり方を見直し、健康な高齢

者が要介護高齢者をケアするシステムへの変換が必要に

なると考える。高齢者ケアには、有資格者が必要であり、

その必要数を確保するための方法のーっとして、高齢者

で資格があり、働く意欲のある人達の能力の活用システ

ム構築が考えられる。

各施設の人事担当者にとって看護者の確保は施設経営

に直結する緊急の課題である。 しかし、ハローワーク等

の公的機関からの紹介に期待できないため、担当者の個

人的ネットワークによる確保に依存していることが多し、。

団塊の世代が高齢者になる平成15年以後の地域ケアシス

テムを考えると、若い世代にケアの担い手を求める現在

のケアシステムは少子化の影響で破綻をきたすことが予

2005年 9月30日受付、 2006年 1月6日受理

連絡先堀井とよみ

滋賀県立大学人問看護学部

住所・彦根市八坂町2500
E-mail:horii@nurse.usp.ac.jp 

以上の社会的要請を受けて、既に B市においてはシス

テムを構築し、退職看護者雇用システムをモデル的に稼

動させている。

一方、退職看護者について西田ら 2)の調査結果では看

護者は仕事の継続意向が強く、 60歳代以上でも約4害Ijの

看護者が働き続けたいと答え、看護に限らず興味や関心

のある仕事をしたいと答えた者が3割を占めている。し

かし、 60歳以上の看護者の就労はナースセンタ ーなどの

就労斡旋だけでは困難な状況にあり、また高齢者雇用対

策のシルバ一人材センタ ーでは看護者などの熟練した専
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門的能力を活用しきれていないのが実情である。さ らに、

看護者のボランティア活動も含めた多様な社会貢献活動

を保証する地域システムはまだ整備されておらず、退職

した看護者はそれぞれの個人的なネットワ ークで地域社

会に参加している状況である九高齢社会での専門職の

確保は重要な課題であり、団塊の世代が退職年代にさし

かかる現在、退職看護者の活用は緊急の課題であるω。

そこで、本研究の目的は、現行のナースセンターより

も小規模の地域において構築した退職看護者雇用システ

ムについて雇用主および退職看護者の双方に聞き取り調

査を実施し、地域における退職看護者の人材活用システ

ムの有効性を検討することとする。

II. 研究方法

1.研究対象

1) A県 B市(平成16年10月に近隣の5町が合併して B

市として発足)における退職看護者の人材活用システム

(以下システムという)の構築および運営に携わった筆者

を含む保健師等 3名。

2) システムを活用して退職看護者を雇用した事業主 3

名。

3) システムを活用して再就職している退職看護者のう

ち65歳以上の者5名。

年齢が60歳から65歳の者は元の職場に継続勤務してい

る場合が多いと考えられ、新たな職場への再就職率も高

い傾向にあるため対象者を65歳以上に限定した。

2.データ収集(調査方法と内容)

1) データは半構成法による聞き取りを行い収集した。

2) 調査内容

①システムの構築および運営に携わ った関係者に対す

る聞き取り内容は、システム構築の契機となった要因、

システムの概要及び活用の現状等である。

②退職看護者を再雇用している雇用主に対する聞き取

り内容は、退職看護者に対する評価、退職者を雇用した

理由、採用に当たっての障害の有無、退職者採用による

メリットおよびデメリット、採用後の課題、システムに

対する提案、採用後の退職者に対する提案、その他再雇

用に関する意見等である。

③退職看護者に対する聞き取り内容は年齢、性、退職

年齢、経験年数などの個人属性と職種、再就職後の業務

内容、再就職後の勤務形態等の基本属性、健康度自己評

価、生活満足度尺度項目(改訂版 PGCモラールスケー

ルの17項目及び LSI-K方式の 9項目)、退職者の再就職

システムに対する意見、希望、退職看護者の退職前から

再就職後の変化について聞き取りを行った。

主観的幸福感尺度 PGCモラールスケール6)は国際的

にも広く知られている。わが国ではその改訂版を用いる

堀井とよみ、西田厚子、西島治子

ことが多い。主観的幸福感を多次元の構成概念から測定

しようとする尺度である。改訂版は、 17項目3因子から

構成され「心理的動揺 ・安定にかかわる因子JI自分の

老化についての態度にかかわる因子JI孤独感 ・不満感

に係る因子」から構成されているといわれている。生活

満足度 LSI-k7
)は、古谷野らが発表した LSIAを含む

既存の主観的幸福尺度の質問項目を組み合わせ、わが国

の高齢者にも適用可能な9項目からなる生活満足度尺度

である。この尺度は、 3つの因子 「人生全体についての

満足感JI老いについての評価JI心理的安定」から構成

されている。

3 . データ収集期聞は平成17年5月 23 日 ~6月 30 目 。

4.データ分析

① 退職者雇用主から聞き取った退職看護者に対する

評価の内容については、研究者2名により看護の枠組み

Benne刊の提示した7領域に分類し、検討した。Benner

の7領域は、 a 援助役割、 b 指導手ほどきの役割、 c.

診断機能とモニタリング機能、 d.治療的介入と療法を

実施する能力とモニタ リング能力、 e.質の高いヘルス

ケア実践をモニターし保証する能力、 f組織化の能力

と仕事役割能力であり熟練看護者に見られる能力の枠組

みである。

② 再就職者のデータについて、健康自己評価、改訂

版 PGCモラールスケール及び生活満足度尺度 LSI-K
の結果を他研究者の調査結果と比較し検討した。

5.倫理的配慮

調査対象者には研究の目的、調査内容及び調査により

得たデータは研究以外には使用しないことを個別に文書

により説明を行い、研究への自由な参加と、途中で中断

できることを保証した。また、対象者が特定されないよ

う匿名性の確保に留意した。

ill. 結果

1.地域の概要

B市は、人口約9.5万人、高齢者比率19.0%(平成16年

10月現在)、農村社会を基盤にした地域で、地域の共助、

互助の意識が残っている地域である。この中の旧 C町

は平成16年10月に市町村合併により B市になった。保

健医療従事者および100床当たりの看護職員数が県平均

に比べて低い地域別であり、保健医療従事者の確保が困

難な地域である。旧 C町は高齢者保健福祉施策に重点

をおき、行政の保健医療福祉のネットワーキングに熱心

に取り組んでいる町である。

2.聞取り調査結果

1) 雇用システム構築および運営に携わった関係者から

の聞き取り結果

システム運営を担当している B市社会福祉協議会職
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員及び設立にかかわった旧 C町保健師に聞き取りを行っ

fこ。

① システム構築の契機

平成12年4月に介護保険法が施行され、地域の居宅サー

ビス提供事業として介護保険事業所が急激に増加した。

特に、通所事業所開設には看護者設置の必置義務が課せ

られ、看護者の確保に困難をきたしていた。又、市行政

においては行財政改革が推進されているため、行政看護

者である保健師の人員増が困難な状況になってきて乳幼

児保健指導や成人・高齢者保健指導の質の保証に苦慮し

ている状況があった。一方、保健師は退職看護者から働

く場があれば、体調の許す限り、今までに獲得した能力

を社会に還元したいという声を聞いていた。本システム

を整備するまでは、双方の個人的ネットワークで再就職・

再雇用している状況であった。

他の公的紹介システムはハローワーク、 A県福祉人

材活用センター (A県社会福祉協議会運営の無料職業紹

介所)及び A県ナースセンターがあったが、いずれも65

歳以上の高齢者に対する求人数が少なく紹介実績は低く

機能していない状況であった。これらの状況から旧 C

町の保健師が中心になって専門的資格を有する高齢者対

象の無料職業紹介所を設立することになった。

② システムの成り立ち

平成15年10月に、旧 C町の委託をうけて、 C町社会

福祉協議会(以下 C町社協という)が運営する形で開

設された。開設当初から、 50歳以上の者で看護者に限定

せず専門的な資格を有する者を対象にした職業紹介を目

的に設置され、厚生労働省の無料職業紹介所の認可を受

けている O 職業相談員(有資格者)が2名配置された。 B

市合併後は B市社協に委託され、現在も旧 C町と同じ

体制で運営され、紹介対象範囲が B市全域に拡大され

fこ。

名称は IB市無料職業紹介所ビシパシワーキングプ

ラザ(以下ワ ーキングプラザという )Jである。そのシス

テムは「求職」と「求人」双方が事前登録するシステム

で、基本的にはナースセンターと同じシステムである。

登録は50歳以上の看護職員、社会福祉士、介護福祉士、

保育士、栄養士、運転手等の有資格者が登録可能である。

③システム活用状況

平成17年4月1日現在の活動状況は、平成15年10月創設

からl年6か月間で求職登録総数21名、そのうち看護者は

15名(総求職者数の71.4%)で、求人登録総数28名、その

うち看護職員は22名(総求人者数の78.6%)である。再就

職状況は15名(求職者総数の71.4%)の就職で、そのうち

看護者が11名(再就職者総数の73.3%)である。看護者の

再就職先は、保健師全員が市行政、看護師はデイサービ

スセンター、訪問入浴介護事業所、民間医療機関、訪問

看護ステーションになっている。看護者の再就職時年齢
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は平均年齢70.5歳で、最高年齢は78歳、最低年齢は63歳

となっている。その他の職種を含めた求人求職内容及び

再就職状況を表 lに示す。

担当者は、求人先の開拓をするために、運営上の工夫

として市広報、市社協だより、新聞折り込み広告、ケー

ブルテレどによる宣伝を行うと同時に、事業所訪問など

により就業先を開拓するよう努力している。再雇用され

た看護者11名のうち10名の勤務形態は臨時職員で、 l名

(63歳)が嘱託職員である。

2) 退職看護者を雇用している雇用主に対する聞き取り

結果

システムを活用して再雇用した事業所の中で、聞き取

り調査に協力いただいた 3か所の担当者の意見を表 2に

示す。聞き取り調査に協力いただいた担当者は NPO法

人理事長、市行政は保健事業担当課係長、訪問看護ステー

ション管理者である。他に民間病院が該当していたが、

担当者とのスケジュール調整の関係で聞き取り調査が実

施できなかった。

① 退職看護者の雇用状況

デイサービスセンター就職者のうちl名は79歳の看護

師で臨時職員だが、週5日勤務の常勤である。他のl名は

保健師資格を有し週1日デイサービスに勤務し、市に週2

日勤務している O 市行政で雇用している看護者は全員が

保健師で、保健事業での保健指導業務従事要員が必要に

なったときに臨時的・集中的に雇用する形態である。訪

問看護ステーションの看護師は、退職後、数年してから

訪問看護に従事したいと希望し応募してきた。雇用主は

臨床経験が長いので貴重な人材と判断し嘱託職員として

採用した。

いずれの雇用主も、看護職員の確保が困難な状況が慢

性的に続いており雇用状況の改善が見込めないことと退

職者は長い看護経験を有する看護者という理由で雇用し

ている。

② 雇用上の課題

a 全雇用主の意見が一致している。それは定年退職

に引き続き勤務している場合には業務遂行上に大きな課

題は感じられないが、退職看護者に勤務しない空白の期

間が3年以上ある場合は、新しい制度、新しいケア方法、

考え方、薬剤の知識などを獲得する手段がないため、看

護業務を遂行する上で課題があると述べている。雇用事

業所で出来る範囲の研修を実施しているが、講師の確保

等で事業所独自の研修に限界がある O 今後退職者の再雇

用を拡大しようとしたときに、これらの知識、技術を獲

得する研修体制の整備が大きな課題だと考えている。

b.現在定年後再就職している看護者の働く場は、福

祉職と協働して働く場であるデイサービスセンターや訪

問入浴介護事業所、特別養護老人ホームへと拡大してき

ている。再就労の場が福祉職場の場合、看護と介護の役
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表1 人材活用システム運用状況(平成15年10月~平成17年3月)

表 1-1.求職・求人登録数

求職登録 求人(雇用主)登録

職種 人数 職種 人数 事業所内容

保健師 4 保健師 7 行政

居宅介護サービス事業所

看護師 看護師
特別養護老人ホーム

11 15 
行政・民間医療機関 ・訪問

看護ステーション

社会福祉士 社会福祉士 居宅介護サービス事業所

介護福祉士
3 

介護福祉士
3 

特別養護老人ホーム

保育士 1 保育士 O 

その他 デイサービスセンター

(運転手等)
2 その他 3 

合計 21 合計 28 

表 1-2.再就職状況

職種 人数
就職時の

年齢
就職先

( )内人数

保健師 4 
63歳~

76歳
市行政(4)

プ、イサ ビスセンター (4) 

看護師 7 
63歳~ 訪問入浴事業所 (1) 

78歳 民間医療機関 (1) 

訪問看護ステ ション (1) 

介護福祉士 3 
62歳~ プ、イサ ビスセンター (2) 

65歳 訪問入浴事業所 (1) 

その他

(運転手)
1 65歳 デイサーピスセンター(1)

iロL呈ロiー 15 



表
2

シ
ス
テ
ム
活
用
に
よ
り
退
職
看

護
者
を
再
雇
用
し
た
雇
用
主
へ
の
聞
き
取
り
調
査
結
果

雇
用
主
(
所
属
)

A
 
(N

P
O
法
人
)

B
 (

市
行
政
)

c
 (

社
会
福
祉
協
議
会
)

再
雇

用
者

勤
務

場
所

介
護

保
険

事
業

所
保

健
セ

ン
タ

ー
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
セ

ン
タ

ー

再
雇

用
者

人
数

2
名

4
名

1
名

調
査

時
年

齢
7
4
歳

7
9
歳

6
3
歳

"-
'7
4
歳

6
5
歳

再
雇

用
者

職
種

看
護

師
(2

名
と

も
保

健
師

・助
産

師
有

資
格

者
)

保
健

師
看

護
師

0
利

用
者

の
パ

イ
タ

ル
サ

イ
ン

チ
ェ

ッ
ク

と
0

乳
幼

児
健

診
・
成

人
・

高
齢

者
健

診
時

の

勤
務

場
所

内
で

の
業

務
保

健
指

導
と

問
診

O
乳

幼
児

・
成

人
・
高

健
康

管
理

O
救

急
対

応
0

訪
問

看
護

業
務

内
容

齢
者

健
康

相
談

O
成

人
・
高

齢
者

へ
の

健
0
利

用
者

・
職

員
へ

の
保

健
指

導
と

感
染

予
防

康
教

育
O

乳
幼

児
家

庭
訪

問

専
門

的
免

許
保

有
以

外
値

訪
問

す
る

人
は

、
原

付
自

転
車

以
上

の
運

転
普

通
自

動
車

運
転

免
許

保
有

者
の

条
件

の
有

無
免

許
保

有
者

雇
用

形
態

臨
時

職
員

臨
時

職
員

嘱
託

職
員

雇
用

条
件

時
間

単
価

1
，5
0
0
円

日
額

8
，8
0
0
円

月
額

2
0
8
，0
0
0
円

0
保

健
師

免
許

保
有

者
の

必
要

数
確

保
が

出
0

看
護

師
免

許
保

有
者

の
必

要
数

0
看

護
師

免
許

保
有

者
の

確
保

が
で

き
な

い
。

確
保
が
出
来
な
い
。

シ
ス

テ
ム

登
録

理
由

来
な
い
。

0
緊

急
時

対
応

な
ど

が
あ

る
た

め
、

経
験

者
が

(
退

職
者

を
採

用
し

た
0

検
診

の
問

診
等

で
個

人
の

能
力

に
よ

り
判

0
訪

問
看

護
の

内
容

か
ら

考
え

、
臨

欲
し

い
。

床
経

験
年

数
の

豊
富

な
人

が
欲

し
理
由
)

断
の

必
要

な
場

合
が

多
い

の
で

、
経

験
豊

富
し、

な
保

健
師

が
必

要
で
、あ

る
。

。

悩 薄 州 州 制 糊 耐 羽 嗣 週 竹 ¥ U 丹 市 ト δ 掛 川 語 辞 δ 薄 型 ]ニ 印
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つ
づ
き

採
用

に
あ

た
っ

て
の

障
年
齢
制
限
は
全
く
設
け
て
い
な
い
。
(
し
か
し

、
他

部
門

と
の

調
整

で
、

年
齢

の
上

限
枠

を
設

業
務

の
内

容
か

ら
、

上
限

年
齢

を
念

害
の

有
無

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

、
ナ

ー
ス

セ
ン

タ
ー

か
ら

の
紹

け
ら

れ
る

時
期

が
あ

っ
た

が
、

現
在

ほ
専

門
頭

に
お

い
て

面
接

等
を

実
施

し
て

介
は
皆
無
)

職
確

保
の

た
め

、
年

齢
の

上
限

は
無

い
。

い
る

。

0
社

会
情

勢
に

あ
っ

た
(

例
え

ば
介

護
保

険
や

認
知
症
等
)
知
識
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、

0
看

護
診

断
や

看
護

計
画

等
に

つ

採
用

後
研

修
の

必
要

性
が

あ
り

研
修

し
た

。
し

O
定

年
退

職
直

後
は

研
修

の
必

要
は

な
い

い
て

病
院

で
経

験
し

て
い

な
い

看

か
し

、
事

業
所

責
任

に
よ

る
研

修
に

は
、

指
導

護
者

の
場

合
は

問
題

で
あ

る
。

(幸
が

、
数

年
の

ブ
ラ

ン
ク

が
あ

る
と

新
し

い
事

者
確

保
な

ど
の

問
題

で
限

界
が

あ
る

。
い

、
今

回
の

採
用

者
は

、
経

験
が

あ
採

用
後

の
課

題
業
(
例
え
ば
、
個
別
健
康
教
育
等
)
に
参
画
し
て

0
現

役
時

代
に

使
用

し
て

い
な

か
っ

た
看

護
り

大
き

な
問

題
に

な
ら

な
か

っ
た

)
(

退
職

看
護

者
に

対
す

も
ら

え
な

い
の

で
、

雇
い

主
側

で
の

研
修

が
診

断
や

新
し

い
薬

の
知

識
等

に
つ

い
て

研
修

0
訪

問
看

護
の

特
殊

性
に

つ
い

て
る
非
定
的
評
価
)

必
要

に
な

る
。

し
か

し
事

業
所

で
実

施
す

る
が

必
要
O

指
導

を
体

力
的

な
限

界
か

ら
口

頭
理

解
し

て
再

就
職

し
て

い
た

だ
く

研
修

内
容

に
は

限
界

が
あ

る
。

で
す

る
た

め
、

技
術

的
部

分
が

少
し

伝
わ

り
に

と
雇

用
者

側
も

研
修

が
や

り
や

す

くし
、

0
専

門
職

と
し

て
の

プ
ラ

イ
ド

が
あ

く
な
る

。

り
、

福
祉

職
と

の
役

割
分

担
等

で
調

整
の

必
要

な
部
分
が
あ
る
。

0
定

年
退

職
後

、
数

年
間

の
空

白
の

有
る

看
護

O
現
在
，
毎
年

1
回

実
施

さ
れ

て
い

る
、

湖
0

訪
問

看
護

師
養

成
講

座
を

受
講

し
て

再
就

職
で

き
る

よ
う

な
シ

ス
職

が
再

就
職

し
や

す
い

よ
う

に
、

社
会

情
勢

に
都
の
会
(
退
職
保
健
師
の
有
志
が
加
入
し
、
自

テ
ム

を
期

待
す

る
。

(
再
就
職
先
に

提
言

あ
わ

せ
た

研
修

会
を

開
い

て
欲

し
い

主
運

営
し

て
い

る
団

体
)

の
研

修
回

数
を

増

0
看

護
と

介
護

に
つ

い
て

、
現
職

の
時

か
ら

意
加
す
る
か
公
的
機
関
(
県
や
看
護
協
会
等
)
で

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

を
考

え

て
い

る
人

は
、

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

識
的
に
役
割
認
識
を
学
ん
で
欲
し
い
。

研
修

会
を

開
催

し
て

欲
し

い
。

ヨ
ン
で
実
習
が
出
来
る
等
)

雇
用

シ
ス

テ
ム

の
必

要
性

必
要

必
要

必
要

表
2



表
3

雇
用
主
の
退
職
看
護
者
に
対
す
る
肯
定
的
評
価

雇
用

主
A

雇
用

主
B

雇
用

主
C

B
e
n
n
e
r
の

7
領

域
分

類

0
福

祉
施

設
と

し
て

の
目

的
理

解
が

早
0

保
健

所
や

市
町

村
の

定
年

退
職

保
健

0
臨

床
経

験
が

長
い

こ
と

に
よ

り
、

訪
問

看
護

師
く

、
利

用
者

に
合

わ
せ

た
援

助
が

可
能

で
師

の
場

合
は

、
事

業
の

位
置

づ
け

や
内

a
援

助
役

割
と

し
て

の
基

本
的

援
助

技
術

を
備

え
て

い
る

。
あ
る

。
容
を
理
解
し
て
援
助
可
能
で
あ
る

。

0
利

用
者

と
同

年
齢

層
で

あ
る

か
ら

、
若

0
現

職
保

健
師

へ
保

健
指

導
技

術
を

0
若

い
ス

タ
ッ

フ
で

は
聞

き
取

れ
な

い
利

用
者

の
b.
指

導
/

手
ほ

ど
き

い
ス

タ
ッ

フ
へ

高
齢

者
理

解
の

指
導

が
自

分
の

実
践

を
通

し
て

模
範

を
示

し
悩

み
や

家
族

の
問

題
を

短
時

間
に

聞
き

だ
し

て
、

の
役

割
可

能
で

あ
る

。
て
い
る

。
若

い
ス

タ
ッ

フ
の

模
範

に
な

っ
て

い
る

。

0
退

職
看

護
職

自
ら

が
対

象
者

の
診

0
就

職
当

初
は

訪
問

し
て

一
人

で
看

護
診

断
す

る

O
医

師
の

指
示

し
た

診
断

書
の

内
容

を
断

を
す

る
こ

と
は

当
然

だ
が

、
後

輩
こ
と
に
戸
惑
っ
て
い
た
が
、

1
か

月
足

ら
ず

の
期

C.
診

断
機

能
と

モ
ニ

正
確

に
理

解
し

、
利

用
者

の
参

加
当

日
の

保
健

師
の

技
術

チ
ェ

ッ
ク

や
評

価
を

問
で

看
護

診
断

が
出

来
る

よ
う

に
な

っ
た

。
(
以
前

タ
リ

ン
グ

機
能

|
 

状
態

を
正

し
く

把
握

し
判

断
で

き
る

。
し

て
責

任
者

に
伝

え
る

こ
と

が
可

能
勤

め
て

い
た

病
院

で
N
A
N
D
A
を

使
用

し
て

い
て

で
あ
る

。
慣

れ
て

い
た

た
め

と
思

わ
れ

る
)

0
臨

床
経

験
の

長
い

看
護

師
は

、
緊

急
事

0
病

院
で

は
チ

ー
ム

医
療

で
看

護
師

の
す

ぐ
そ

ば
d.
治

療
的

介
入

と
療

に
医

師
が

し
、

た
。

し
か

し
、

訪
問

看
護

で
は

医
師

法
を

実
施

す
る

能
力

態
発

生
時

の
判

断
・
処

置
が

早
い

。
と

の
連

携
が

臨
床

よ
り

さ
ら

に
重

要
な

事
項

で
あ

と
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
能

る
こ

と
を

理
解

し
、

行
動

で
き

た
。

力 e.
質

の
高

い
ヘ

ル
ス

ケ
ア

実
践

を
モ

ニ
タ

ー
し

保
証

す
る

能
力

五
組

織
化

の
能

力
と

仕
事

役
割

能
力

A
:
N
P
O
法

人
B:
B
市

C
:
B
市

社
協
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割分担があいまいで双方の専門性に対する考え方の違い

からトラブルの起こることが少なくなし、。管理者として

の雇用主はお互いの専門性を明確にして、質の高いチ ー

ムケアが提供できる体制を作り上げることが課題である

と考えている。

③雇用主の退職看護者に対する評価

Bennerの提示した7領域に分類した具体的内容を表

3に示す。

退職看護者の評価をこの枠組みを用いて検討すると、

デイサービスセンターや訪問看護ステ ーションに勤務す

る看護者は、 【a.援助的役割】、 【b.指導 ・手ほどき

の役割】、 【C.診断機能とモニタリング機能】、 【d

治療的介入と療法を実施する能力とモニタ リング能力】

の4種類に分類できた。また、保健師については、 【a.

援助的役割】、 【b.指導 ・手ほどきの役割】、 【C.診

断機能と モニタリング機能】の3能力を見いだした。

3) 退職看護者に対する聞き取り結果

システムを活用して再就職した65歳以上の者6名中聞

き取りの了解が得られた5名に聞き取りを実施した。

① 退職看護者の基本属性

調査実施時の年齢は65歳から79歳で、看護師3名保健

師2名である。看護師の経験年数は16年から40年であり、

保健師は33年から41年である。文退職時の役職はl名が

総看護師長で他の4人は病棟師長文は係長級であった。

退職年齢は58歳から60歳で、退職後の勤務年数は1.5年

から25年と様々である。現在の勤務場所は、民間病院l

名、デイサービスセンタ ー2名(内1名は保健センタ ー兼

務)、訪問看護ステーションl名、保健センタ ー2名(内1

名はデイサービスセンタ ー兼務)である。健康度自己評

価に関して、全員が健康と答えている。(内l名は高度難

聴のため補聴器が手放せない状態である。)治療 ・服薬、

既往症ともに全員がなしと答えている。

②退職前から再就職後の変化に関する調査結果

退職前から再就職後の生活構造と健康の変化および人

材活用システムについて聞き取った内容は次の10項目に

分類できた。その具体的内容を表 4に示す。項目は、 【

a.仕事する 目的の変化】、 【b 退職前後の体調の変

化】、 【c退職がもたらした意識の変化】、 【d.退職

準備】、 【e就労継続の希望年齢】、 【f 現在の仕事

以外の社会活動参加】、 【g 定年退職から再就職まで

の期間とその間の求職活動】、 【h.希望就職先と再就

職先に対する満足度】、 【1.仕事を続けていくための

人材活用 システムについての意見】、 【J.その他】の

10項目である。

【a.仕事する目的の変化】では、全員が経済的理由

を第1位におくのではなく、自分の経験と技術を生かし

たり、現職時代に経験できなかった職場への就職を目的

にしている。

堀井とよみ、西国厚子、西島治子

【b.退職前後の体調の変化】では3名が特別感じてい

なかったがl名は深夜勤務による体調不良を、1名は退職

時期と実母の介護と重なったために心身の過労を感じて

いたが、再就職後は消えている。

【C.退職がもたらした意識の変化】について、医師

がすぐそばにいる勤務環境から看護判断を求められる職

場に変わって不安になったり、医療関係者以外の上司に

指示されることに不満を感じたり、福祉関係職との考え

方に驚いたりしながら、臨床にいた現職時代とは違った

視点、広い視野で考えられるようになったと述べている。

【d.退職準備】について、退職後に訪問看護ステーショ

ンに就職したいと考えていたl名を除き、全員が特別な

準備をしなかったと答え、在職中に準備をしようと思っ

ても出来る職場環境ではなかったと答えている。

【巴.就労継続の希望年齢】に関しては、全員が体の

動く限り勤めたいと考えている。何歳まで可能かという

問いには具体的な年齢を明言する者は少なかった。

【f.現在の仕事以外の社会活動の参加】について、7

0歳以上の人は老人クラブの行事や宗教の活動と勤務を

両立させている。 l名は、現職時代にできなかった観劇

や旅行をしながら勤務も している状況であり、退職後の

人生を計画的に過ごしていた。

【g.定年退職から再就職ま での期間とその聞の求職活

動】については、退職後新しい職場へチャレンジしよう

と考えていた2名の人を除き、現職時代の職場へ勤めて

いるために求職活動はしていなかった。

【h.希望する就職先と再就職先に対する満足度】につ

いては、高齢であるということを考えると、働 く場があ

ることで満足という回答が多かった。

【1.仕事を続けていくための人材活用システム】につ

いては、全員が必要であると答えている。ま た、退職対

象者に事前にシステムを PRすることが必要という意

見もあった。

【j その他】の内容の大部分が、退職後の業務に関

する研修制度の充実を求めるものであった。

③ 健康度自己評価結果、生活満足度 LSI-K、主観

的幸福感尺度 PGCモラールスケール調査結果を表 5に

示す。

a 健康度自己評価は、西田 らの調査10)で同一地域の

高齢者の結果は 【健康である】が26.3%、 【まあ健康で

ある】が60.0%で、本調査の結果も4名が 【健康】と答え

ていることと大差なL、。

b.生活満足度尺度 LSI-Kについては、古谷野の全国

高齢者調査11)では、全体・ 女性 ・男性ともに4.6:t2.2で、

本5事例では全国平均より高くなっている。

C. PGC得点については、前田 らによる全国高齢者調

査12)では、総得点全体l1.2:t3.7、男性l1.6:t3.6、女性10.
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表4 退職看護者の退職前から再就職後の変化についての聞き取り調査結果

項 目

[a.仕事する目的の変化]

[b.退職前後の体調変化]

[c.退職がもたらした意識の変化1

[d.退職準備]

[ e.就労継続希望]

[f.現在の仕事以外の社会活動

参加]

( )内は人数

結 果

0公的病院から民間病院に再就職したときは、看護の質を何とかし

たいとしづ意欲がでた。 (1)

O退職してから何度か転職したが、自分にあっているのは、看護の

提供を真剣に考えられる場があっていると思う。(1)

0経済的理由もある。 しかし、自分の経験してきたことを生かして

働きたいという思いの方が強い。(2)

O経済的理由より、自分自身が訪問看護を経験したいと考えていた。

(1) 

0経済的理由で働くのであれば、働きたくない。社会から要望され

て働きたい。(1)

O特になかったと思Lう。 (3)

O退職前は深夜勤等があり、体調が悪かったが、現在の勤務状態

(日勤 ・早朝 ・準夜勤)で体調は良い。(1)

O退職時期に実母の介護と重なっていたので心身ともに過労気味で

あったが、介護から開放されてから体調は良い。(1)

O現役時代は、自分なりの看護をしてきたと自負していた。ところ

が福祉施設に再就職すると看護のことを何も分からない上司が、い

ろいろと指示するためすぐにやめてしまった。 (1)

Oケアマネジャーとして勤務したときは、福祉職との考え方の違い

に驚き、続けられなかった。 (1)

O地域社会で何か役立つていると実感していたい。 (2)

O全て年下の人ばかりなので人間関係に気を使う。 (1)

0病院では、常時医師がいて判断に困ったときはすぐに相談できた

が、地域では看護判断が重要になるので自信が無く不安になる事が

ある。(1)

O若い現役の人にイライラするが、立場上遠慮している。(1)

O訪問看護をしたかったので、訪問看護ステーションへ働きかけた。

(1) 

0退職前に訪問看護室への勤務希望をしていたが、聞き入れてもら

えなかったので、何もできなかった。(1)

O定年退職なので、そのつもりの心構えをしていた。 (3)

O勤務状態によるが、体調がよければ今後も続けたい。 週に2~ 3 

日の勤務であれば、 80歳くらいまで可能かも知れない。(1)

O身体的ハンディを感じるときがあるが、出来れば働ける聞は働き

たい。(3)

O現在の訪問看護は、もう少しだと思うが、他の仕事であれば、もっ

と長く続けられると思う。年齢は体調にもよるのでわからない。(1)

0趣味の会に参加している。 (1)

O夫婦で観劇や旅行等現役時代できなかったことをしている。 (1)

O地域の行事に参加(不定期)している。 (2)

O老人クラブに参加(月 1回~2回)している。 (3)

O仏教婦人会(週l回以上)に参加している。 (2)

O特にない。 (1)

119 
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表4 つづき

[g.定年退職から再就職までの期間

とその聞の求職職活動の有無]

[h.希望する就職先と再就職先の

満足度]

[i.仕事を続けていくための人材

活用システムに対する意見]

[ j .その他]

堀井とよみ、西田厚子、西島治子

0訪問看護ステーションl年，デイサービスセンター2か月 居宅

介護支援事業所1年，民間療養型病院2年，養護学校への訪問看護2年，

現在の民間病院へ，空白期間に求職活動は していない。今回初めて

システムに登録した。 (1)

O退職直後から14年間別の民間病院で働いてきたが、深夜勤等があ

り体力的に限界を感じたため本システムに登録して、デイサービス

センターに勤めた。最近住居の近くに新しいデイサービスセンター

ができたのでかわった。 (1)

O定年退職後1ヶ月で再就職，退職直後にハローワークと本システム

に登録した。 (1)

O再就職は8年後、その聞の求職活動は実母の介護のためできなかっ

た。実母死亡直後に元の職場から声がかかってそれから以後引き続

き働いている。今までの職場へ出る回数が少なくなってきたので、

今回登録した。 (1)

O退職後、勤務形態は、嘱託から臨時職員に変化したが、現在まで

引き続き働いている。求職活動は今回始めて登録した。(1)

0処遇については種々あるが、福祉職と一緒に働いたことで、あま

り気にすることが無くなった。年金もあるので、お金のことより、

働きやすさや価値観のあう場所かどうかに重点を置いている。(1)

O処遇については、この年齢でこれだけもらえればありがたいし、

他の人からもよいなあとうらやましがられている。(1)

O病院時代の勤務に比べれば身体的には非常に楽なので退職後の仕

事としては適していると思う。 (1)

O退職後働く勤務場所のイメージは想像していた通りであった。

(2) 

0年齢が高くなると毎日勤務することが出来なくなってきている。

体調に合わせて勤務できればありがたい。(1)

O同じ職場に続けて勤務しているので特にない しかし、週1回の

デイサービスセンターはまったく違う 。 自分には合わない。 (1)0 
処遇について特に要望は無い。(1)

0退職後間もないころは、就職口に困らなかったが、年齢が上がる

につれて就職先が少なくなってくるので、高齢者向け紹介所は必要

と思う。(4)

O高齢者向けの職場を紹介してくれるところがほしい

ハローワークにも求職を出したが、まったく紹介してもらえなかっ

た。 (1)

O退職者向けにもっとPRする必要がある。(1)

0臨床から長く離れていると、看護の新しい考え方や方法が分から

なく不安を感じる。(1)

O福祉職と看護職の役割が不明確なためトラブルになることもある。

(2) 

0福祉施設での看護は救急対応に期待されている半面、その対応が

取れるようなネットワークや機材がそろっていない。 (経費投入を

しようとしなし、)(1) 
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表4 つづき

O自分たちの学びたい研修会がタイムリーに無い。又退職者向けの

研修内容が無い。(4)

O研修会に出たいと思うが、再就職してからは時間的に許されない

部分がある。(1)

O大きな病院から急に小さな組織になって戸惑ってしまう

0小さな組織では人事異動もなく、人間関係に悩むことがある。(1)

0個人情報保護法の関係で、思うように医師や臨床看護師と情報の

やり取りの出来ないことに困っている。 (1)

表5 退職看護者の健康度自己評価結果・生活満足度(LSI-K)及び主観的幸福感
(PGCモラールスケール)調査結果

健康度自 己評価 生活満足度(LSI-K)
主観的幸福感 | 

(PGCモラールスケール)

A 1.まったく健康 6.0 13.0 

B 3.ふつう 4.0 11.0 

C 2.かなり健康 7.0 14.0 

D 1.まったく健康 7.0 15.0 

E 2.かなり健康 5.0 17.0 

平均値 5.8 14.0 

よい 18.2% 全体 11.2:t3.7 
全国調査結果 まあよい 4.6:t2.2 男性 11.6:t3.6 

14.9% 

退職看護職在住
健康である

26.3% 
地域での過去の

調査結果
まあ健康である

60.0% 

9 :t 3 . 7であり、本5事例では1 1.0~17 . 0 と全員が女性値を

上回っている。

以上のことから、再就職した看護者は、健康で、主観

的幸福感が高く、生きがいを持って生活をしているとい

える。

4) 聞き取り調査結果からシステムの必要性についての

検討と今後の課題

①雇用主は経験のある有資格者の確保に、退職看護

者は年齢が高齢になるにつれ再就職が困難になり 、今ま

で培ってきた専門的知識や経験を生かす場が狭められて

いることを悩んでいた。求職側求人側ともに探す手段が

無い状態のところに人材活用システムの存在を知り登録

し、お互いの条件が合致する相手と契約関係を結んでい

fこ。

②人材活用システムの運用により出てきた課題は、

女性 10.9:t3.7 

8.1 :t2.54 

(ただし11項目評価)

システム運用当初から現在まで求人事業所、求職者の登

録を B市に居住している人(又は事業活動の拠点を B

市に置いている事業所)に限定している。 ワーキングプ

ラザ運営担当者は求人事業所の拡大活動の側面から、よ

り広域に事業所開拓したいという思いと、求職者の側面

からは出来るだけ居住地に近い職場を紹介したいという

思いがある。高齢の求職者は自動車運転免許証の保持者

が少なく、自転車やバイクによる移動であるため、居住

地近くの就労先に限定されることが多い。しかし、団塊

の世代が高齢者になる2015年以後は、自動車運転免許証

保持者も多いと考えられるので、これからは広い視野で

事業所開拓が必要であると考えている。

③雇用主と再就職者ともに研修機会の要望を出して

いる。退職看護者を再雇用している事業所はいずれも小

規模事業所で、事業所内の研修は介護保険制度の基本的
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内容や健診業務のチェックポイン トの変更点等の当面の

問題を解決するための研修にとどまっている。

再就職した看護者は自分のスキルアップのための新し

い情報や技術研修を望んでいる。

これからは事業所努力による研修会のみに依存するの

ではなく、公的責任でどのように研修機会を確保してい

くかが大きな課題である。文、退職看護者の研修体系を

作ることが、退職看護者の提供する看護の質を向上させ

ることにつながると考えられる。

N.考察

以上の結果から、退職者の雇用システムの有効性につ

いて検討し、退職者人材活用システムの課題について提

案する。

1.雇用システムの有効性

雇用主からは Bennerの提示した7領域の援助的役割、

指導 ・手ほどきの役割、診断機能とモニタリング機能、

治療的介入と療法を実施する能力とモニタリング能力が

あるという評価を得ていた。退職看護者は、再就職先の

職場に看護マニュアルが無いにもかかわらず、目の前の

状況に対処しなければならないとき、それまでの経験に

基づいて対応している。また、福祉職場という新しい分

野において利用者個人への対応だけでなく、同じ職場に

働く介護職への指導を担っている部分もある。これらの

状況から考えると、 Beぽ阻nne灯rが述べている達人の段階の

看護者といえる日

達人の段階に達した退職看護者の能力に対して、雇用

主の退職看護者に対する評価は肯定的評価が大勢を占め

ている。これらの能力が雇用主の雇用理由の一つである

経験と知識の豊富な人という条件と合致した結果、退職

者に対する評価を高めているのであろう。

近年、 一般企業の退職者は長号|く不況の影響を受けて、

「転職 ・再就職型」が少なくなり、「完全引退型」が増加

傾向にある川。高齢者の雇用は出向制度によって確保さ

れている現状にあり、高齢者の雇用環境は厳しさを増し

ているω。このような状況の中で、今回のような退職直

後の者ではなく、さらに高齢の看護者がそのキャリアを

生かして看護業務に従事していることは、特異ともいえ

る状況である。退職看護者は退職した職場からの紹介な

どの個人的ネットワークで再就職する傾向にある!日が、

今回のような高齢者ではすでにそのネットワ ークを喪失

している。このことは一般の企業退職者が退職を機にそ

のネットワークサイス、が縮小するといわれているJ7)こと

から考えてみても高齢になってからの個人的ネットワー

クを中心とした再就職には限界がある。今回のシステム

はその個人的ネットワ ークではなく、地域に密着した雇

用システムにより達人の段階に達した看護者を確保でき

堀井とよみ、西田厚子、西島治子

ることを示している。これから団塊の世代が75歳に達す

る2025年には、高齢者が高齢者のケアを行わなければな

らなくなることを想定すると今回の B市で試行した人

材活用システムは有効な人材活用システムといえるであ

ろう。

退職看護者自身も同世代の高齢者より健康度はょいと

考えている結果であった。また、生活満足度も主観的幸

福感も全国調査より高い得点であった。退職看護者らの

主な求職理由は、経済的理由ではなく経験を生かしたい、

経験を生かして福祉職場で活躍したいということであり、

いくつかの困難な状況をあげながらも経験を生かせて良

かったと述べている。退職看護者の求職動機に応じた職

場が確保され、就労することで精神的充足感をえて、さ

らに健康感を高めているという好ましい状況を生んでい

るのである。これまでの看護職員確保対策では、賃金格

差の解消という視点に重点が置かれたが、今回の退職看

護者が達人といえる能力を発揮し看護者自身の精神的充

足感が高いという再就労のあり方は今後の確保対策では

重視されていく必要があるだろう。すでに、日本の保健

医療福祉のパラダイム転換には施設中心から在宅 ・地域

へ、という移行があり、今後の看護の力を発揮するもの

として「看取りの看護」がある回。今回の退職看護者の

有した能力と人生の経験を生かすシステム構築は緊急の

課題である。

ICN(国際看護師協会)では、保健に関する重要な動向

として、熟練した保健専門職者数の減少をあげている問。

しかしながら、今後は看護者側からみた求職動機に合致

した看護職員確保対策が求められるといえよう。

西田らの調査団}によると退職者の就労以外の社会貢献

活動として地域社会への貢献意欲は高いものの、実際に

参加している行動は義務的な自治会参加であり、身近な

居住地域での社会活動への参加はそれほど高くない。こ

れに対して、本システムを利用している再就職看護者は

就労を生活の中心としながら地域の行事、趣昧の会や宗

教活動を両立させている。今後、退職看護者を雇用する

場合には地域行事や宗教活動などができるような勤務体

制を検討する必要がある。

2.退職者の人材活用の活性化に向けての提言

人的資源計画は政府、雇用者、看護協会にとって重要な

課題である 2九退職者の労働力は潜在的な労働力として

期待できるものといえるが、現行の人材活用システムは

充分活用されていなかった。また、個人的つながりで求

職する傾向にあるため、新たな活躍の場として期待され、

人材不足が指摘されている福祉施設や訪問看護への就労

斡旋は困難である。

そこで、これまでの若年層のナースセンタ一事業を中

心とした人材活用システムや福祉人材センターのみでな

く退職者を潜在労働力として活用するため以下のことを
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提案する。

① B市で試行した無料職業紹介所の窓口を市町村

社会福祉協議会等に開設し、自動車運転免許などを有し

ない退職者が求人情報にアクセスしやすい工夫をする。

窓口を身近な地域に設けることにより求職しやすくなる

が、求人情報が制限されるという短所があるため、この

解決策として都道府県社会福祉協議会が運営している福

祉人材センターと情報共有し、広域的に求人求職情報が

把握できる情報ネットワークシステムの構築が必要であ

り、同時に既存のナースセンターや福祉人材センターに

高齢者用の窓口を開設することが必要である。

②再就職者のための研修制度について、看護協会の研

修体系の中に再就職者向けの研修を組み込み再就職への

不安を除く必要がある。今回の調査では、退職準備期の

研修より再就職後の研修希望が多し、。 しかし、いったん

再就職してしまうと研修を受講しがたいという側面があ

るため通常の集合型研修ではなく、メディアを活用した

研修形態を考える必要がある。例えば、一方向性であれ

ばビデオや DVDの貸し出しによる自己学習等が考え

られる。

また双方向性であれば、通信教育やテレビ電話等の利

用による学習方法が考えられる。

退職看護者の再教育の内容は、医療保険制度の改正点、

介護保険制度の概要、看護と介護の役割の相違点、チー

ムケア等が考えられる。また、退職看護者自身も自己学

習の機会や職場の情報を交換する場が必要であり、その

ための退職看護者ネッ トワークの形成が必要である。

V. 結語

本研究は B市という小規模地域での雇用システムの

構築により、退職看護者が生きがいを持って就労してい

る現状を把握することで、退職看護者の能力活用の有効

性を検証したものである。団塊の世代が後期高齢者にな

る2025年には、高齢者が高齢者をケアすることになると

予測されている。超高齢社会を迎えるにあたり、看護者

が専門職として豊富な看護および人生の経験を生かして

同世代のケアに携われる人材活用システムの構築の必要

性が示唆された。本研究の結果を基に今後は対象者を拡

大して調査し、退職看護者に最適な人材活用システムづ

くり、ネットワ ークづくりの基礎になるよう研究を継続

したいと考えている。
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研究ノート 鋸晶君V
地区診断と健康教育指導案作成を組み合わ
せた教育プログラムによる学生の学び

手宇仰1UUtヲ'tWZ-d-似タ

1. 緒言

滝津寛子、西田厚子、今村香

滋賀県立大学人間看護学部

背景 本学では、地域看護活動論を教授するl科目として健康教育論が位置づけられている。地区活動の

手段としての健康教育が理解できることを目指して、地域のヘルスニーズから健康教育の展開が考えられ

るよう、並行して開講されている地域看護論演習で行う地区診断演習と組み合わせて健康教育指導案を作

成する課題を提示した。

目的 試行した教育プログラムの成果として、学生の最終レポー トの記述から健康教育 ・地区活動に関す

る学びの内容を確認し、今後の課題を検討した。

方法 地区診断で見出した地域のヘルスニーズを踏まえて健康教育指導案を作成する教育プログラムを実

施した。本プログラムを受講し研究協力の得られた71名のレポートから、健康教育や地区活動に関する学

びを抽出し分類した。

結果 学びの内容は、健康教育の目的に関すること101件、健康教育 ・地区活動の展開に関すること631件、

看護職の役割や能力に関すること12件、行動変容に関すること5件、病院と異なる側面に関すること11件、

に大別できた。健康教育の目的では、 【仲間づくりをする】 【家族、地域に波及させる】 【自主的な活動

につなげる】、健康教育 ・地区活動の展開では、 【参加者の主体性が大切】 【動機づけが大切/工夫する

】 【地域特性にあわせる】 【対象特性を理解する/あわせる】 【他機関と連携 ・他職種と協働する】で記

述が多かった。

結論 今回、レポート から学生の学びを分析し、 地区活動の手段としての健康教育の目的や地区活動方法

の特徴として大切にすべき側面について理解していることが確認できた。今後、これらの学びを学生が実

習地において検証できるようにすることが課題である。

キーワード 地区診断、健康教育、保健師、地区活動

本学では、地域看護活動論を教授するl科目として健

康教育論が位置づけられている。健康教育論では、健康

教育の基礎知識と、地区活動の手段としての健康教育が

理解できることを目的に、健康教育の目的、方法をはじ

め、地区活動における健康教育の展開について学習内容

を提供している。地区活動とは、一定の地区内に住むす

べての人々の健康生活を守ることに責任をもっ立場から、

そこに住む人々の生活の営みをとらえ、その営みに即し

た効果的な援助活動を見出し展開してL、く保健師固有の

看護活動である九地区活動は、地域看護活動に特徴的

で独自のものでありぺこの地区活動の考え方と方法を

教授することが重要である。

地区活動の教授方法の工夫として、ベテラン保健師の

活動史や、保健師が実践した地区活動の事例(以下、活

動事例という)を直接聴き取らせ、行政で働く看護専門

職の役割や活動の原則を考えさせる報告3.6)や、「地区診

断」を演習・ 実習に取り入れる報告7叫がある。 地区活

動の展開は、看護専門職としての地域の健康づくりを目

的とした看護過程の展開と捉えることができ、「地域住

民集団に対する情報を収集 ・分析、地域住民のヘルスニー

ズをアセスメント、潜在している個人あるいは集団の健

康問題を発見、対策樹立に参画、様々な機関 ・職種と連

絡をとりながら看護活動の計画立案、実践し、評価する

2005年 9月30日受付、 2006年 1月6日受理

連絡先滝津寛子

滋賀県立大学人問看護学部

住所彦根市八坂町2500
E-mail:takizawa@nurse.usp.ac.jp 
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という一連の過程」といえる 16.17)。そして、情報を収集 ・

分析し、地域住民のヘルスニーズをアセスメン卜するこ

とを「地区診断」といい、 地区診断は、単に地域の概況

の理解にとどまらず、地域での看護活動の目標や方向性

を明確にし、以後の活動につなげるものとして意義をも

っlヘしかしながら、「地区診断」を演習 ・実習に取り

入れる報告では、地域の概況の理解やヘルスニーズの把

握でとどまっているものも多く、解決策を検討し活動計

画の立案まで行い、その具体的な学習効果について明ら

かにしているものは少ない山9)。

一方、地域看護学における健康教育の教授方法につい

ては、学内講義 ・演習で健康教育指導案の作成を取り入

れる報告11.20) や、臨地実習で健康教育に取り組んだ学生

の学びを分析した報告21-23)がある。臨地実習で健康教育

に取り組んだ学生の学びを分析している研究山3)では、

実習地において地区診断を試み地区のへlレスニーズの把

握を通して健康教育に取り組む経験を通して、地区活動

計画の立案として地区のニーズや対象者の特性に合わせ

た健康教育立案の必要性を学んだり、集団指導技術につ

いて学んでいることが報告されている。一方、学内講義 ・

演習で健康教育指導案の作成を取り入れる報告は、具体

的な地域とそこに住む人々の設定ではなく、ライフステー

ジ別健康課題の提示や健康教育を行う対象者の場面設定

から健康教育指導案を作成させるものであり、対象者の

生活を理解し、地域の健康指標に関連づける能力を培う

教育方法改善の必要性20) など、地区活動の展開と関連

させて学習することの難しさが指摘できる。

地区活動の理解を促すためには、 「地区診断」という

アセスメントだけであったり、「健康教育指導案作成」

という活動計画の立案だけといった、地区活動の展開の

1構成部分を経験させるのではなく、地区診断で明らか

にしたことを次の地区活動計画に反映させていくという

地区活動の展開過程を経験させることが重要であると考

える。

そこで、今回、学内での講義 ・演習を通して「地区活

動の手段としての健康教育」が理解できることを重視し、

具体的な地域を設定し、その地域のヘルスニーズから健

康教育の展開が考えられるよう、並行して開講されてい

る地域看護論演習で行う地区診断演習と組み合わせて、

健康教育指導案を作成する教育プログラムを試行した。

本教育プログラムは、地区診断によりヘルスニーズを分

析して明らかになったことを、ニーズに対応する解決策

である健康教育指導案の作成に反映させるという、地区

活動の展開過程を経験することを重視したものであり、

これにより、単に集団を対象とした教育方法としての健

康教育ではなく 、保健師が地区活動の一部として行う健

康教育の理解ができることをねらった。本報告は、本教

育プログラムの成果として、学生の最終レポート の記述

滝淳寛子、西国厚子、今村香

から「地区活動の手段としての健康教育」の理解に焦点

をあてて、学生の学びの内容を確認し、今後の課題を検

討することを目的とした。

II. 研究方法

1.地区診断演習と健康教育指導案作成を組み合わせた

教育プログラムの概要

今回試行した教育プログラムの概要を図 1に示した。

指導案作成に至るまでに、『健康教育論』の中で、健

康教育の基礎知識として、健康教育の目的、方法、グルー

プのもつ特性や行動変容関連理論について講義を行った。

さらに、地区活動としての健康教育の理解を促すため、

活動事例を用いて、学生に「参加者の主体性を高める支

援」や「健康教育の評価」について考えさせながら、地

区活動における健康教育の展開(企画、実施、評価のプ

ロセス)について講義を行った。

一方、 『地域看護論演習』の中では、地域住民の特性

および健康状態を把握し、地域住民の潜在的、顕在的健

康問題を査定する方法を学ぶことを目的に、後続する臨

地実習で実際に訪れる実習予定地域(市町)の地区診断

を行わせた。実習クソレープごとに、各実習予定地域の地

区診断に取り組ませ、県、保健所、実習市町の統計資料、

保健事業年報等の既存資料を用いて情報収集 ・分析から、

地区のヘルスニーズを検討させて地区の活動計画を作成

させた。

次に、『健康教育論』で、この地区診断演習を踏まえ、

地区診断で見出した地域のヘルスニーズ、から、健康教育

で取り上げるべきニーズを 1つ取り上げ、そのニーズに

対応して問題解決を図るための健康教育の指導案を作成

させた。今回は、健康教育として、集団を対象とする集

団教室プログラムを考えることを指定し、指導案の作成

は2段階に分けた。第l段階は、地域のヘルスニーズから

健康教育を実施する全体的な計画づくりとして、今回取

り上げるヘルスニーズ、そのニーズに対応して問題解決

を図るための健康教育の対象、テーマ、目標設定、健康

教育立案時に配慮すべき点について整理させた。第2段

階では、第l段階の全体計画の中から1単元分の学習内容

を選択させて、より効果的な学習展開や評価を目指して、

学習のテーマ、学習者の学習活動、主教育者の学習援助

方法、使用媒体を時系列に整理し記載する指導案を作成

させた。指導案の様式では、取り上げるヘルスニーズ、

健康教育の対象者、テーマ、実施時期 ・場所、周知方法、

スタッフについて、それぞれ選定した理由を記載するよ

うに工夫した。地域のヘルスニーズや健康教育のテーマ

など、実習グループ内での話し合いは自由としたが、第

2段階の指導案の作成は各個人に課した。また、各自が
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地域看護論演習

【地区診断】

く学習目標>地織住民の生活と環境、

健康指標、社会資源とその活用状況等

から、地域住民の特性および健康状態

を把握し、地域住民の潜在的、顕在的

健康問題を査定する方法を学ぶ。

<内容> グループで、各実習予定地

健康教育論 ー←ーー一一一一一

【講義】

<学習目標>健康教育の基礎知識、地区

活動の手段としての健康教育が理解でき

る。

<講義内容>

・健康教育の目的、方法、特徴

・グループ特性、行動変容関連理論

・地区活動の中の健康教育の展開方法

域の地区診断に取り組む。県、保健所、!， 【指導案作成】

実習市町の統計資料、保健事業年報等 ;1<学習目標>地区診断で明らかにした対

の既存資料を用いて情報収集・分析を|十寸陣地織のへスルニーズから、健康教育上

行い、地区のヘルスニーズを見出し活;Iの健康課題をとりあげ、l四分の健康教

動計画を作成する。 : I育指導案を作成することができる。地減

，主 健康教育指導家作成に係わる箇所を抜粋した

!て保健師が行う健康教育の特徴を理解で

; 1きる。 1

!I<内容>地区診断で見出した地域のへルI!

スニーズから、健康教育で取り上げるべ

きニーズを 1つ取り上げ、それを解決す

るための健康教育の指導案を作成する。

図1 地区診断演習と健康教育指導案作成を組み合わせた教育プログラム

作成した指導案をも とに学びを深めるため、新たにグルー

プを編成して意見交換をさせた。意見交換のク ループ編

成では、同じテ ーマで、対象者や地域が異なるよう編成

し、その違いや共通点について考えられるようにした。

夕、、ループワ ークでの学びも含めて、最終的に、地域で保

健師が行う健康教育の特徴について考えさせ、「地区診

断を踏まえて健康教育指導案を作成して学んだこと」

「地域で保健師が行う健康教育の特徴について学んだこ

と」についてレポ ート を提出させた。

2.分析の対象と方法

2005年6~7月 に実施した上記教育プログラムを受講し

た本学部3年次学生75名 (3年次編入生18名を含む)のう

ち、研究協力の得られた71名の レポート を分析対象とし

fこ。

分析方法は、まず、個々 の学生が、グループワ ーク終

了後、「地区診断を踏まえて健康教育指導案を作成 して

学んだことJI地域で保健師が行う健康教育の特徴につ

いて学んだこと」について記載したレポートから、学生

の学びと判断できる記述をすべて書き出した。次に、記

述内容を再度熟読し、健康教育や地区活動についての学

びの内容として短文に し、 lつの記述内容が lつの意味

をもつようにして、それを1件として抽出した。さらに、

3名の研究者間で、学びの内容を吟味し、同じような意

味をもっと解釈できる学びに分類し、その意味を示す語

句で表現し項目をつけた。

3.研究協力者への倫理的配慮

まず、健康教育指導案作成の課題提示時に、研究目的

と調査協力について文書と口頭で説明した。次に、課題

提出時に改めて、研究の目的と方法、研究結果の利用方

法、守られるべきプライ パシーの権利、研究協力の有無
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と成績評価とは一切関係しないこと、同意の撤回の権利

を、文書と口頭で説明し、期間を設けて本人の自由意志

による同意書の提出を求め同意を得た。

ill. 研究結果

学生の学びと判断できたレポ ー トの記述は総数773件

で、 学生1人5~22件、平均10 . 9件であった。この記述か

ら解釈できた学びの内容は総数760件で、 学生1人5~2 1

件、平均10.7件であった。

学びの内容は、健康教育の目的に関すること 101件、

健康教育 ・地区活動の展開に関すること631件、 看護職

の役割や能力に関すること12件、行動変容に関すること

5件、病院と異なる側面に関すること11件、 に大別でき

fこ。

以下、本教育プログラムの学習目標に基づき、健康教

育の目的に関することと、健康教育 ・地区活動の展開に

関することの学びの内容を記す。

1.健康教育の目的

地域で展開する健康教育の目的やねらいを理解してい

ると解釈できたものは101件あり 、13項目に整理できた

(表1)。

記述が多かったものは、「同 じ健康問題をもっ人を対

象とすることで、仲間づくりになり、情報交換や一緒に

頑張っていこうという意欲につながるJI仲間をっくり 、

一緒に頑張っていこうという体制をつくる」など 【仲間

づくりをする】24件23人、「家族や近所の人などに広め

てもらうことで地域全体と して健康増進を図ることにつ

ながるJI対象のまわりの人が話をきいて『自分もやっ

てみよう』と興味をもったり、参加したり地域へ広がっ

ていくことも期待できる」など 【家族、地域に波及させ

表 1 健康教育の目的に関する学生の学びの分類

自分だけの問題ではないと気づく(1)

情報提供(1)、 専門知識(1)

与三立ゑ斗i

.Lill 
5 (5) 

滝津寛子、西田厚子、今村香

る】18件16人、「健康教育が知識や意識の啓発 ・普及の

場の第一歩として、その後、その地域の健康推進員につ

なぎ、地域住民自身の今後の活動につなげることが大事」

「参加者が自主的に学習を続け、学んだことを実施して

いけるように働きかけること」など 【自主的な活動につ

なげる】11件11人、「参加者が主体となって地域レベル

で学習に取り組んでいけるように働きかけていく JI自
分は一人ではないのだと いう思い、一人の問題を地域全

体の課題としていく」など 【地域全体として問題に取り

組む】8件6人、であった。これらの学びには、「講義の

中の活動事例で、クーループワ ークを通して人とのつなが

りができ、お互いに誘い合って生活習慣の改善に取り組

んでいたことから、夕、.ループで行う方が効果的に楽しく

できるのではないかと思ったJI今回の指導案と講義の

活動事例から、地域が協力 して行えることを見つけ出し、

教育後、自分たちでできることを発見していくことが大

切だと思ったJと、講義での内容を踏まえて記述してい

るものが含まれた。

2.健康教育・地区活動の展開

健康教育 ・地区活動の展開に関することは、健康教育

という方法を用いて地域のヘルスニーズの解決を図る地

区活動の展開方法やそこで大切にすべき視点として、気

づきや学びをしていると解釈できた内容である。さらに、

活動の展開に沿う形で、平成8年度健康づくりに関する

特別研究班が作成した「健康教育事業の評価枠組みと評

価指標」 刊を参考に分類した。今回は指導案を作成する

までを課題としたので、活動展開の「企画」に相応する

ものがほとんどであり 、その他、 活動のプロセスについ

て学んだものを含め、[地域ニーズの把握] [プログラム

の企画] [評価の企画] [活動のプロセス]の4つに分類

表 2 地域ニーズの把握に関する学生の学びの分類
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しfこ。

1)地域ニーズの把握

地域のヘルス ニーズを把握し、利用しうる資源を検討

し、目標設定を行う企画の最初の段階で、大切にすべき

視点として学んでいると解釈できたものは161件、 14項

目に整理できた。ニーズ把握の段階で検討すべき事項を

踏まえ「ニーズ把握JIニーズ ・目標設定JI利用できる

資源JIその他」の中項目に分類し、表 2に示した。

記述が多かったものは、「他機関の連携をはかり、参

画しやすい場を考えるJI他職種と連携して効果的な教

育にすること」など 【他機関と連携 ・他職種と協働する

] 35件27人、 「その地域の特徴をよく理解した上でない

と、その地域にあった方法は考え出せないJIその地域

の特徴を把握していることが大事」など 【地域特性を理

解する】33件27人、「地域のニーズを明らかにし、地域

住民がどのようなこ とを望んでいるのかなど細かく 把握

することで、住民にあった指導案が出来るJI地域で起

こっている健康問題を、根拠を明 らかにして取り上げな

ければならない」など 【ニーズを明確にすることが必要

】24件24人、であった。また、「住民と相談して共にす

すめるJI住民と共に取り組んでいく、共に考える」な

ど 【住民と協働 ・住民と共にすすめる】が10件、 9人い

fこ。

2)プロ グラムの企画

健康教育を行う際の対象の選定、学習内容の構成、ス

タッフの選定、教材、開催時期、場所等の企画を行う段

階で、大切にすべき視点として学んでいると解釈できた

ものは433件、26項目に整理でき た。プログラム企画段

階で考える内容を踏まえ「全体構成・各設定JI対象者」

「学習内容・方法JI工夫 ・支援JIその他」の中項目に

分類し、表 3に示した。

記述が多かったものは、「参加者が主体JI積極的に対

象者が参加できるもの、対象者が興味を持て、 主体的な

学びができることが大切」など 【参加者の主体性が大切

】62件42人、「対象者 1人 1人が自身のこととして受け

止め振り返れるような働きかけをするJI同じような体

験をした人の話を聞けるようにするなども効果的」など

【動機づけが大切/工夫をする】51件33人、「地域に合

わせた教室実施時期、場所を設定する必要JIその生活

集団の特性に従って中心になる人物に働きかけると効果

的」など 【地域特性にあわせる】50件35人、「対象に合

わせて教室の学習内容や学習方法に工夫をしていくこと」

「その年代がどのような背景をもっているかなども重要」

など 【対象特性を理解する/あわせる】45件36人、「周

知方法によって地域の意識を高めることが出来るし、教

室への参加姿勢にもつながるJI興味をもって参加する

ことが出来るかを考える」など 【参加を促す工夫が大切

/工夫をする】43件28人、「様々な情報を考慮し、その

地域の健康課題に即したものにする必要JI的確なニー

ズを把握し、 その問題を解決できるように目標を設定し、

この目標を達成するために、色んな側面から働きかける

内容を企画しなければな らないJなど 【ニーズにあわせ

る】21件17人、「計画項目に関して根拠と裏付けがある

ことが重要JI対象者の選定や目標選定の理由によって

教室の内容についても異なってくるため、この理由につ

いては明確にする必要」など 【選定の根拠が必要】20件

19人、 「生活に根ざ した内容である ことが大事JI生活で

取り入れられるようなものにしていく」など 【生活に根

ざした支援/生活に活かせることが大切】18件17人、

「継続して行えるようにすることが大切JI継続させてい

くための支援も大切」など 【継続していけるよう支援す

る】16件14人、 であった。

これらの学びには、「同じテーマでも、対象者、学習

内容が地域によって違い、それは地域の特性や問題が違

うからだと気がついたJI地区診断を行っておくことで、

その地域の特性に合わせた効果的な教室を聞けるこ とが、

色んな地区の人と話し合うことで理解できたJI他のメ

ンバーの案では、体験を通じ禁煙へ導くような工夫もみ

られ、体験できるものもよいと思っ た」などグループで

の意見交換を通して学んでいる記述が含まれた。また、

表3 プログラムの企画に関する学生の学びの分類

普段定について

対象者

工夫・支援

戸』轟々な工

その他 lH)その他

注実数は配述の件数、( )向は記述した学生数

計画をしっかり立てることが大切れ}

対車と目標が異なる(1)

対輩、目標が大切(1)

目的が大切(1).テーマ!こ沿う(1)

地層、家族.個人の理解(1)

自己評価を取り入れる(1)

適宜樺正(1)、公平性(1)
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「地区診断を通してその地域の健康課題を把握した上で

健康教育の内容を考えていく。そのためにも地区診断は

重要だと実感したJI地区診断を行うことで¥どこに焦

点を当ててどのように介入していったら良いかがわかっ

たJI取り上げるヘルスニーズを明確にできないまま指

導案づくりに取り組もうとしたが、進めることができな

かった。地区診断のニーズにあわせ、その問題を解決ま

たは改善するための技術であって、それ一つで意味をな

すものではないということを体験できた」など、地区診

断から指導案作成の過程を体験することで学んだという

記述もみられた。

3) 評価の企画

評価方法を企画する段階で大切にすべき視点として学

んでいると解釈できたものは29件、 3項目に整理できた。

「評価し、次回に生かして改善し、よりよい教室となる

よう工夫していく必要JI地域でも健康教育という『ケ

ア』を実施したあとは評価し、さらにフィ ードパックし

てより良いものへもっていくことが大切」など 【評価し

て、よりよいものにしていく 】25件22人、「正確に評価

できるような評価方法を用いること」など 【評価の方法

】3件3人、 【評価が大切】l件l人であった。

4) 活動のプロセス

地区活動の展開プロセスについて学んでいると解釈で

きたものは8件、 3項目に整理できた。「臨床も地域も、

さまざまな情報を集めて、そこから起こりうることを予

測したり問題であろうという点をみつけ、アセスメン卜

し問題を解決するために働きかけていくというプロセス

は同じJI評価と新たな情報をもとに次の課題を出す、

この繰り返しにより、地域全体の変化を促す」など 【一

連のプロセス】4件4人、「地区診断で地域のヘルスニー

ズを見つけ出し、指導案を作成する一連の流れ」という

【ニーズ把握から教室企画】2件2人、 【その他】 「教室

自体が始まる前から、そして終了した後も続いていくと

いう特徴JI地区診断と健康教育はお互いに作用してい

る」の2件2人であった。

町. 考察

今回試行した地区診断から健康教育指導案を作成する

プロセスを通した学生の地区活動に関する学びの内容と、

今後の課題について考察する。

1.地区活動の手段としての健康教育の目的

今回はレポー卜課題が健康教育の目的を述べることを

目的としていなかったため、健康教育の目的に関するこ

ととして抽出された学生の学びは、地区活動としての健

康教育の目的やねらいとして特徴的だと捉えて記述され

た内容であると考えられる。記述が多かったものは、 【

滝津寛子、西田厚子、今村香

仲間づくりをする】 【家族、地域に波及させる】 【自主

的な活動につなげる】 【地域全体として問題に取り組む

】であった。健康教育と地域における看護職の役割とし

て、健康問題の中には個人で解決できにくいものもあり、

その場合にはより健康な生活を目指す人々の組織的な活

動や公的な施策による解決に向けた努力が重要であると

言われているお)。 また、保健師が地区活動の一部として

行う健康教育の方法の重要な側面の 1っとして、「組織

者づくりと主体的な働きの育成」があり、参加者が自分

の周りの人に働きかけることができるようにすることと、

教育参加者が引き続き自分たちだけで自主的に学習を続

けていく活動が大切である 2九 つまり、保健師が地区活

動の一部として行う健康教育では、単に参加者個人の健

康に関する知識や態度、行動の変容を促すだけではなく、

参加者同士を結び、つけて仲間づくりを図り、参加者が自

分たちだけで自主的に学習を続けていけることをねらっ

たり、参加者が家族や地域の人々に働きけて、参加者個

人だけでなく地域全体で力を出し合って問題に取り組ん

でいけることをねらうのである。今回、学生の「健康教

育の目的に関する学び」の内容として解釈できたものは、

このような保健師が行う健康教育が目指すべき方向を捉

えた内容となっており、地区活動の目指すべき方向に向

けて健康教育を行っていること、つまり、地区活動の手

段としての健康教育の目的を理解できていると考えられ

る。これらの学びには、講義での健康教育の活動事例の

学習内容を踏まえて記述したものが含まれており、事例

を通し、そこから地区活動における健康教育として大切

にすべき事柄を伝える教授方法の重要性を確認した。

2.地区活動の一部として行う健康教育の展開

健康教育 ・地区活動の展開に関する学びは、 631件、
83%を占めた。以下、地区活動の特徴的側面を取り上げ、

「住民の主体的な健康づくりの支援JIニーズを把握し、

地域特性 ・対象特性にあわせたプログラムの作成JI他

職種との協働JI評価と活動のプロセス」について考察

する。

1)住民の主体的な健康づくりの支援

この大項目の学びの中で最も記述が多かったものは 【

参加者の主体性が大切】、次いで 【動機づけが大切/工

夫をする】であり、それぞれ42人(59%)、33人(46%)の学

生が記述していた。 【参加を促す工夫が大切/工夫をす

る】も28人(39%)の学生が記述していた。 これらの項目

は、参加者が主体的に教室に臨み、学習活動や健康づく

りに取り組むことの大切さや、その働きかけの工夫につ

いて述べている。保健師に求められる能力として、集団

に対する支援能力では、集団的な健康教育が行えるとい

う能力に加えて、住民の主体的な健康づくり活動を支援

できる能力、そしてグループ化した住民の活動を陰なが
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ら支え、住民の活動が発展していけるよう仕掛けること

ができる能力で、住民と共に歩むという姿勢が求められ

ている 2九これら3項目の学びは、この集団的な健康教

育を行うことに加えて、住民の主体的な健康づくり活動

を支援する大切さとその働きかけの工夫について述べた

ものと言えるだろう。地区活動では、解決を図る主体者

は住民でありm、この主体者の問題解決の力を高めるた

めの活動を展開している。数は少なかったが、 【住民と

協働 ・住民と共にすすめる】を学んでいた者もおり、単

に集団を対象とした教育方法としての健康教育ではなく、

保健師が地区活動の一部として行う健康教育としての特

徴を理解していると考えられる。今回、 【参加者の主体

性が大切】を約6害IJの学生が記載していたことから、指

導案作成前に、健康教育活動の事例を用いて、学生に

「参加者の主体性を高める支援」について考えさせたこ

とも、「主体的な健康づくり」について学びを促進させ

る働きかけになったと考える。

2)ニーズを把握し、地域特性 ・対象特性にあわせたプ

ログラムの作成

この大項目の学びで、次に記述が多かったものは、 【

地域特性にあわせる】 【対象特性を理解する/あわせる

】で、いずれも約半数の学生が記述していた。また、地

域ニーズの把握の段階では、 【地域特性を理解する】 【

ニーズを明確にすることが必要】 で、 35~40%の学生が

記述していた。これらの項目は、ニーズや地域特性を把

握して、地域特性、対象特性にあわせたプログラムをつ

くることの必要性について述べている。これらの学びで

は、グループでの意見交換や、地区診断から指導案作成

の過程を体験することで学んだという記述が含まれてい

た。また、教室の対象者、実施時期 ・場所、周知方法、

スタッフ等について 【選定の根拠が必要】も3割弱の学

生が記述していた。地区診断から、ニーズや地域特性を

把握し、それに応じた健康教育指導案の作成に取り組み、

なぜ、この対象者に行うのか、その選定根拠を考えなが

ら進め、さらに、同じテーマで対象が異なる他の地域の

健康教育指導案と並べてその共通性と相違について理解

を深めることで¥これらの項目の学びが得られたのでは

ないかと考える。これは、臨地実習で健康教育に取り組

んだ学生が、実習地において地区診断を試み地区のヘル

スニーズの把握を通して健康教育に取り組む経験を通し

て、地区のニーズや対象者の特性に合わせた健康教育立

案の必要性を学ぶという報告2ト23)と、同様の効果が得ら

れたと考える。今回は、学内での講義と演習を通した、

地域のヘルスニーズの把握から健康教育の企画段階まで

の体験であったが、実習で実際に取り組んだ学生同様に、

地区活動計画の立案として地区のニーズや対象者の特性

に合わせた健康教育立案の必要性を学ぶことができたこ

とは、地区活動の展開過程の経験を重視した本教育プロ

グラムの成果と考える。

3)他職種との協働

この大項目の地域ニーズの把握の段階では 【他機関と

連携 ・他職種と協働する】で約4割の学生が記述してい

た。地区活動の活動方法上の特徴として、その 1つに

「他職種との共同活動」があげられる九牛尾ら 19)は、地

区診断から地区活動計画作成に至る過程を模擬的に体験

する地区活動演習を導入し、演習終了時と実習終了時の

学生の地区活動についての学びの進展状況を分析した結

果、演習終了時に比して実習終了時で「他機関 ・他職種

との協働」について記述した学生が多く、特に、ヘルス

ニーズのアセスメントから分析、活動計画立案に至る地

区活動の展開過程と関連させて学びを記述していたと報

告している。今回、「他機関との連携 ・他職種との協働」

についての学生の学びは、ニーズのアセスメント ・分析.

との関連よりは健康教育を実施する活動基盤づくりとし

て記述されたものが多かった。これは、本教育プログラ

ムが、地区活動の中からlつの「健康教育」をとりあげ

て指導案を作成することを課題としたことで、健康教育

を実施する活動基盤づくりに視点がいったのではないか

と考える。

4)評価と活動のプロセス

この大項目における学びで、学生の3割以上が記述し

ていた項目として 【評価して、よりよいものにしていく

】があった。実施後、評価して、次の企画に活かしてい

くことの必要性について述べられた内容である。また、

その活動の展開プロセス全体について述べたものも8件

あった。今回、地区診断から健康教育指導案の作成とい

う、ニーズ把握から教室企画までの過程の体験であった

が、評価方法を企画し、そして評価結果をフィードパッ

クして活動を展開していく活動の一連のプロセスにまで

視点を広げて学びが得られたのには、地区診断を行いニー

ズ把握から取り組んだことが影響しているのではないか

と考える。レポートからは、学生が、ニーズ解決に向け

てより効果的な健康教育の指導案を作成しようと取り組

んでいたことが読み取れ、この方法でどれだけ効果があ

るのかと、効果に言及している学生もいた。そして評価

結果をフィ ードパックして修正し、よりニーズにあうよ

うにしていくことが大切なのだ、看護過程の基本は同じ

だと学んでいる点は、健康教育を単に集団に対する援助

技術としてだけでなく、地区活動の一手段として理解し

ている内容であるといえる。

3.今後の課題

今回、レポー卜から学生の学びを分析し、健康教育の

集団に対する援助技術だけでなく、地区活動の手段とし

ての健康教育の目的や地区活動方法の特徴として大切に

すべき側面について理解をしていることが確認できた。
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地域看護学教育は、講義と演習 ・実習を連動させること

により、講義で伝えた考え方が、実習を通して体験でき

る現場の事象で検証されて初めて真の理解の促進につな

がるmo講義、演習を踏まえて、地区活動方法の特徴に

ついて理解できた内容を、学生が実習地において検証で

きるようにすることが今後の課題である。

今回、学生の学びの内容の中では、健康教育を地区活

動の手段として、他の活動と連動させることや、継続し

て支援すること、また、ヘルスプロモー ションに向けて、

健康を支援する環境づくりの視点や、健康問題を環境と

の関係で捉えることなどに関する記述が少なかった。牛

尾ら 19)は、演習終了時と実習終了時の学生の地区活動に

ついての学びの進展状況を分析し、演習終了時点で公衆

衛生看護の理念 ・目標と関連づけて地区活動の展開方法

・の学びを記述いていた学生は、地区活動の展開方法につ

いてのみ学びを記述していた学生に比し、実習終了時点

での地区活動の学習項目のほぼ全項目に対して学生独自

の表現による豊かな記述がみられ、地区活動の実践的な

理解と共に地域看護の概念、形成がすすんだと考えられる

と報告している。 レポート課題が地区活動の理念、や特徴

を直接問うものではなかったことから、その内容が述べ

られることが少なかった可能性もあるが、他の活動との

連動や、環境への働きかけの必要性を理解できるよう教

育内容を検討していくことも今後の課題である。

v.結語

地区診断で見出した地域のヘルスニーズを踏まえて健

康教育指導案を作成する教育プログラムを試行した。こ

の学習プロセスを通した学生の地区活動に関する学びを

分析した結果は以下の通りである。

1.健康教育の目的として、「仲間づくりをするJr家
族、 地域に波及させるJr自主的な活動につなげるJr地
域全体として問題に取り組むJなど、地区活動の手段と

しての健康教育として大切にすべき事柄を捉えていた。

2.地区活動における健康教育の展開に関する学びは8

割を占め、「住民の主体的な健康づくりの支援Jrニーズ

を把握し、地域特性 ・対象特性にあわせたプログラムの

作成Jr他職種との協働Jなど地区活動方法の特徴とし

て大切にすべき側面について理解していた。また、「評

価して、よりよいものにしていく」など地区活動の一手

段として理解している内容が確認できた。

3.講義、演習を踏まえて、地区活動方法の特徴につ

いて理解できた内容を、学生が実習地において検証でき

るようにすることが今後の課題である。

滝津寛子、西田厚子、今村香
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研究ノート

急性期成人看護学演習における学生の
協同学習および説明活動による学習効果
-授業体験レポートの質的分析による考察-

手字仰'H4H-ヲ'tWZ-d-i"9

1.研究の背景

米田照美，沖野良枝，前川直美

滋賀県立大学人間看護学部

背景 看護の大学教育においては、学生のクループワーク学習や参加型授業を取り入れることが多い。し

かしながら、看護大学の急性期成人看護学演習において、認知状況アプローチの立場で授業展開した報告

は少なかった。今回、小集団による主体的な授業運営、自分たちの学んだ知識と技術を他の学生に説明し

伝えるという説明活動を取り入れた協同学習の授業を試みたので、その学習効果を報告する。

目的 急性期成人看護学演習において状況認知アプローチによる協同学習および説明活動による学習効果

を明らかにする。

方法 研究デザイン:質的記述的研究法。調査対象:大学看護学部 3年生57名(男性2名、女性55名)。調

査期間 :H17年 4 月 13 日 ~7 月 29 日。調査内容 .協同学習である小集団、参加型授業の展開を企画した。

(1)急性期看護援助に関する学習目標と 9の学習課題を提起し、基本的に学生の関心の高いテーマを選択

し、グループ編成する。 (2)各グループは、選択したテーマに沿った授業を準備する。 (3)教師により各グ

ループに必要な助言、指導を行う。 (4)担当グループによる 3回の繰り返し説明する授業を実施。 (5)担当

グループによる授業体験レポートの提出。分析方法・レポートをデータとし、 KJ法による分析を行った。

倫理的配慮:対象者には研究の趣旨を文書で説明し、プライパシーの保護に努めた。

結果 分析の結果、1)グループワークによる学習、 2)授業計画の修正、 3)教えるスキルの獲得、 4)心理的

な満足、 5)内省的な評価、 6)看護援助への発展の 6つのカテゴリーに分類された。カテゴリー聞の関連図

を作成し、文章化した。

考察 状況認知アプローチに基づく協同学習である小集団、参加型授業を企画し、学生聞の説明活動を取

り入れることで、学生同士の実践的な相互作用が促進され、知識が獲得されると同時にコミュニケーショ

ンなどの対人関係の技能が発展し、教えるスキルを獲得するという効果がみられた。学生は他の学生に説

明活動を行うことで自己の知識をモニタリングし、自分の理解に矛盾があると克服しながら知識を獲得し

ていく過程がみられた。更に繰り返し説明することは知識の定着化につながったと考える。

結論 今回、状況認知アプロ ーチに基づく協同学習に説明活動を取り入れることで以下の点で学習効果が

明らかとなった。1)グループワ ーク が機能することで学生聞の相互作用が促進され、知識の共有、対人関

係スキルの発達が高まったと認識されていた。 2)自己知識モニタリング ・知識補足により知識が拡大し、

自己学習スキルが向上したと認識されていた。 3)教えるスキルの獲得と同時に看護師の重要なスキルであ

るという気づきが得られた。

キーワード 協同学習、説明授業、看護学生

大学の看護教育カリキュラムにおいては、専門科目の

時間数の大幅な縮小の傾向がみられる。他方、医療の進

歩や、医療制度の改革などにより 、看護師もより高度な

専門的知識や技術が求められるようになり、看護活動の

役割も拡大し複雑なものになっている。こうした現状の

なかで、看護学生(以下、学生と述べる。)が限られた

時間の中で主体的で効率的に学ぶための授業展開が必要

となっている。

授業形態として大学の講義で用いられるのは、一斉教

育が代表的である。しかしながら、講義する側が学生に

向けて、 一方的に知識を送るという形態の一斉授業は、

学習者が学習課題に興味がない場合、内的動機付けが弱

く、授業で得た知識も時間と共に忘却されることが多い

と考えられておりヘ 知識を長期間保持することには限

界がある制。近年、授業形態として状況認知アプロー

2005年 9月30日受付、 2006年 1月6日受理

連絡先米国照美

滋賀県立大学人問看護学部

住所:彦根市八坂町2500

E-mail:yoneda@nurse.usp.ac.jp 
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チに基づく協同学習が注目されている。小集団やグルー

プでの協同学習においては、 パズ学習法制やア ロルソ

ンのジグゾー学習法制的などが代表的な学習法として知

られている。

今回、協同学習を取り入れ、グループワ ークによる主

体的な授業運営、他の学生に自分たちの学んだ知識と技

術を説明し伝えるという説明活動を試みた。看護教育の

授業においては、臨地実習を目前とした学生は、自 らの

知識をモニタリングし、主体的に自ら知識を得られるよ

うな学習方法を体得し、臨床実習に活かすことが求めら
れる段階にある9田)川1叩山0

て知識を得るという状況認知アプロ一チでで、は、学生間で

のコミュニケーションを通し交友関係の技能の発展が期

待される 6)。そして、この技能は、今後、看護職として

働く上でも有用であると考える。

更に、看護の大学教育の演習 ・実習においては、学生

が主体的に授業を展開する参加型授業やクーループワ ーク

学習を授業形態として取り入れることが多い。しかしな

がら、基礎看護学における協同学習による効果はいくつ

かの研究報告山引5)があ るものの、看護大学の急性期成

人看護学演習において、認知状況アプロ ーチの立場で授

業展開した報告は少なかった。今回、本学の成人看護学

急性期看護学演習において協同学習を実践した結果を報

告する。

1I. 研究目的

急性期成人看護学演習において状況認知アプローチに

よる協同学習および説明活動による学習効果を明らかに

する。

今回の研究では、一斉授業による教員から学生への一

方的な教授方法でなく、学生が自己を取り巻く環境の中

で相互作用しながら知識獲得するという状況認知アプロー

チの立場に立つ協同学習を学習法として用し¥更に学生

の学びを効果的にするために説明活動を取り入れた。こ

のような授業形態から学生の主体的な知識獲得と知識の

定着化、それと同時に自己学習技能、対人技能等の学習

効果があることが検証されれば、効果的な授業形態とし

て今後の看護教育に貢献できるものと考えられる。

ill. 用語の操作的定義

1.本研究においては、以下の 3つの用語を操作定義し

た。

1)協同学習とは、小集団による学習法である。協同と

いう集団事態がもたらす動機付けによって学習者の習得

が高まるばかりでなく、仲間との相互作用を通して、対

人的側面、学習技能の側面などの豊かな同時学習も期待

米国照美、沖野良枝、前打|直美

できる学習法である九

2)説明活動とは、他者に自分の考えを伝えることで、

自分の思考について思考し、自分の知識を確認し、自分

自身に意識的に気づく能力を高める活動であるヘチー

によると、人は相互作用的、共同的な説明活動をするこ

とでその学習課題をよりよく理解でき、問題解決能力も

向上すると述べている。人は他者に説明することで、自

分の考えや理解を意識化し、再考し、自分の知識の不適

切さに気づき、自分の考えを修正することができる剛九

3)状況認知アプローチとは、認知心理学における授業

過程を理解するためのアプローチの一つである。人は状

況の中に存在する資源を活用しながら活動する側面があ

ると考えられている。状況認知アプローチおける知識獲

得は、コミュニティや文化へ実践的に参加することであ

り、個人をとりまく世界と相互作用する能力を形成する

ことである。学生はコミュニティへの実践的な参加者で

あり、また、学生の仲間は、知識獲得の重要な共同構成

者として位置づけられている。

IV. 研究方法

1.研究デザイン

今回、学生が相互作用を通して主体的に学習する説明

活動を含む協同学習という授業を実践した後の学生のレ

ポー卜をデータとし、 KJ法による分析により授業の効

果を評価 ・検証した。質的記述的研究法は、人間の感情 ・

認識 ・行為など質的な体験を対象とし、人間の体験につ

いての理解を深めることができる。今回の研究は、学生

個人のもつ主観的な授業体験の中に含まれている学習の

意味から授業の評価および効果を明らかにすることを目

的とするため、この方法が適していると考えた。

2.調査対象

大学看護学部 3年生57名(男性2名、女性55名)の授

業終了後のレポー卜。

被験者に対する倫理的手続き:授業に参加した学生に

対して、演習における授業評価文および感想文の分析 ・

検討への承諾依頼書を作成し、それを用いて、研究目的、

内容を説明し、提出文書類はすべて無記名で内容のみを

分析 ・検討すること、個人を特定することはないこと、

承諾しないことで今後の学習が不利になることないこと、

承諾後いつでも断ることが可能であることを説明し、承

諾 ・同意が得られた学生を対象とした。

2.調査期間 :H 17年 4 月 13 日 ~7 月 29 日

3.調査内容 :

1)授業形態:成人看護学急性期看護演習は、本学カリ

キュラム上、 3年生の前期30時間14回 (90分/l時限)

として編成されている。既に基礎科目、専門基礎科目は

学習し終え、この時期には、各専門領域の看護演習が並
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行して開講されている。

本研究では、教師による一斉授業と共に状況認知アプ

ローチを取り入れた図 1のような授業を設定し、学生の

小集団、参加型授業の展開を企画した。

学生が参加する授業においては、(1)急性期看護援助

に関する学習目標と 9の学習課題(表 1)を提起 し、基

本的に学生の関心の高いテー マを選択し、 グループ編成

を行う 。 (2)各グループは、選択したテ ーマに沿 った授

業を準備する。 (3)その問、教師により各グループに基

本技術の伝達、授業の展開方法 ・教材作成などに関して

必要な助言、指導を行 う。 (4)担当グループによる 3回

の繰り返し講義を実施。 (5)担当グループに授業展開後

の感想レポ ートを提出しても らう。

;ト面目咽吟lj 団
閣時

日|〉

図 1 本授業の構成

表 1 急性期看護援助に関する学習目標及び課題
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4.分析方法

本研究は、授業終了後の学生のレポ ート の内容をデー

タとし、 KJ法による分析を行った。学生のレポ ートを

一文章ごとに比較し、その意味内容の類似性に従い分類

し、 278の小ラベルに分類した。さら に中ラベルの意味

内容の類似性に従い13の中ラベルに分類し、その分類を

忠実反映した命名をおこな った。さら に 6つの大ラベル

に分類し、その分類を忠実反映した命名をおこなった。

13の中ラベ、ルをサブカテゴリ 一、 6つの大ラベ、ルをカテ

ゴリーとし、カテゴリ一間の関係を図解し文章化を行っ

fこ。

5.分析結果の妥当性

分析および結果を看護研究に経験ある者にス ーパービ

ジョンを受けながら行な った。

v.結果

分析の結果、278の小ラベルと 13のサブカテゴリ ーと

6の大ラベル:カテゴリーに分類された。大カテゴリ一

は、1)ク

3の)教えるスキルを獲得、4)心理的な満足、 5)内省的

な評価、 6)看護援助への発展である(表 2)。カテ ゴリー

聞の関連図(図 2)を作成し、関連図のなかのカテゴリ 一

間の関係を文章化した。

1.カテゴリーの内容について

1) グループワ ークによる学習

このカテゴリーには、以下の3つのサフカテゴリーが

含まれる。

(1)クソレー プワ ーク が良好に機能

「グル ープで話し合いを進め、最

終的に円滑に授業を進めることがで

きたJ1一人で行うよりも真剣にじっ

くり取り組むことができた」などグ

ループで取り組むことの意義につい

て書かれていた。「ク

たJ1信頼関係を深められたJ16人が

今まで以上に成長できたJ1仲良くな

れたのでこれか らも看謹学生として

学びを深めたい」などの人間関係が

発展したことが書かれていた。「グルー

プワ ークで協力したJ1お互いの考え

や価値を高めていく」など、お互い

を認め合うことの気づきが書かれて

し、fこ。

(2) グループワークが機能しない

「あまり話し合いをしなかったJ1小
さなグループ内で解決する方法を取っ

匡豆酉
1 テー7 にそった授業運営に必要な知識、理論、技術、授業方法をグループメンバーの主体

的、創造的な学習やアイディア、協力によりまとめ、授業を実施する能力を養う。

2 グノレープメンバー問の相互作用により知識や思考、アイディアを交換、拡大、共有する。

3 他者に説明、伝達するための学習や後業の実施を通して、自身の理解や認識の程度を高める。

匡霊園
1 手術前の看護 術前オリエンテーション、術前の諸司l臓の指導方法

2 手術中の看護麻酔の介助、術中の無菌的管理方法

3 手術後の看護 術後観察、早期離床の進め方、重1)部の管理

4 大腸切除、ストーマ造設術を受ける患者の看護 ストーマリハビリ テーション

5 肺切除討すを受ける患者の看護 術後呼吸器の看護

6 肺切除術を受ける患者の看護 輸液の管理方法、 ドレナージの看護

7 開頭術を受ける患者の看護 術後観察、人工呼吸器の理解、酸素療法の看護

8 人工股関節置換術を受ける患者の看護:牽引中の看護、術後リハビリテーション

9 救急看護法 心・肺 ・脳蘇生法、輸液ノレートと中心静脈圧測定
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表 2.カテゴリ一一覧表と代表的な学生の言葉

カァゴリ} サプカァゴリー 代表的な学生の言葉の要約

グループワークによる学習 グループワークが良好に機能 グループで協力して授業準備を進められた

グループメンパーと意見交換をする

グループメンバーとの人間関際が発展した

メンバ一間で知織の共有できた

一人でやるより真剣に取り組める

グノレープワークが機能しない グノレープ内で連携がとれなかった

時間不足

グループ内で知識の共有ができなかった

分担作業で進めていた

グノいープで統合できなかった

グループメンパ一間での葛藤

仲間と学び合う良さ 楽しく学べて理解が深まる

学生同士で質問しやすい

学生同士考え方や観<!'i-が同じである

人間関係の距離が近い

授業計画の修正 教員のアドバイス 教員の説明 ・指導で理解が深まる

技術習得 ・資料作成がスムーズに進む

犠拠を述べて説明する方法を知る

教科害にはない看護を考える

自己知識を授業内容に一致させる 根拠を付け加えること

関連する知識を補足すること

過去の学習を関連付けること

他の情報を省き、重要な点を絞る

教えるためのスキルを獲得 教える側の条件 綬拠を理解していること

教える側が十分な知識を持っていること

多くの事前準備が必要である

受身ではなく自主的に知識を取り込むこと

分かりやすく伝えること 実践を交えて説明すること

みんなの醐平度に合わせて翻耳する

資料に頼らず自分の言葉で伝える

根拠を伝えること

わかりやすい資料作成をする

聞く側に焦点をあてる 自分の理解度を聞く側の理解度には差がある

聞く側の理解度と興味がそれぞれ異なる

聞く側の配慮した学習機材や器具の使い方を考える

ゆっくり話すこと

心理的な満足 授業することで得られたこと 教えることで知識が深まる

同じことで文献により違う

ァキストに頼らない

能動的に学ぶこと

伝える時の要点をまなぶ

みんなの意見から自分が見える

達成感 学生に工夫した点を評価されてうれしい

わかりやすいという評価を得て充実感があった

学生からのうれしい言葉

授業を作り上げたという達成感がある

無事におわり、安堵感

みんなに授業を聞いてもらえたこと

内省化的な評価 後悔 時間配分が悪かった

準備不足で聞くに側に迷惑をかけた

技術を体験してもらえなかったことが残念であった

わかりにくいとしづ学生の評価から説明が不十分であった

速く説明しすぎた

伝えることの難しさ うまく伝えられないもどかしさ

イメージをうまく言葉にできない

時間内で伝えることが難しい

どのように伝えれば理解してもらえるか

看護援助への発展 教えることを看護に発展させる 相手にわかりやすく伝える力は看護者に必須の能力

メカエズム・根拠を理解することはヨ看護にもつながる

患者の立場に立ったケアのあり方を考える



急性期成人看護学演習における学生の協同学習および説明活動による学習効果 139 

心理的な満足

グ、ノレープワークによる学習

授業計画の修正

グループワークが機能しない

図2.協同学習による効果についての関連図

ていたのでグループワークで行う意味がなかったJI分

担作業が多かったJIみんなの意見を統合しながら考え

を深めていく方法をとる必要があった」など、クググ、引、ル一フプ
。

内で話し合いの機会がなく連携不足の状況にあつたこと

や「クグ、ル一フプ。で知識の共有ができなかつたJIク

内での理解度に差がでで、きてしまうという問題が生じた」

など知識の共有がでで、きないということが書かれていた。

(3)仲間と学び合う良さ

「楽しく学ぶことが理解につながるJI学生同士だと質

問もしやすいJI考え方なども一緒なので分かりやすい」

「授業を受ける側との距離が近いJI同じ学生同士で同じ

観点で教えられるので面白い授業となる」など学生同士

の距離が近く、水平な位置関係の中で意見交換し楽しく

学べたことが書かれていた。

2) 授業計画の修正

このカテゴリーには、以下の2つのサブカテゴリ ーが含

まれる。

(1)教員のア ドバイス

「技術面では先生方の説明もあり、理解しやすく、資料

も比較的作りやすかったJI先生が教えてくれたとき、

根拠などの注意点などを踏まえて言っ てくれたのでそれ

らを思い出し、本など参考にしながら大事なところを落

とさないようにして資料を作った」円、ろいろと助言を

いただいたおかげで、疑問が解消され、教科書にはない

患者によりよい看護を考えることができたJI教科書で

は不十分だったので、文献をたくさん活用したがそれで

も足りないと指摘を受けた」などが書かれていた。

(2) 自己知識を教授内容に一致させる

「先生からもっと根拠を書くように指導がはいり、その

根拠を付け足すことでレジュメづくりが大変だった」、

「低圧持続吸引の仕組みを理解するには物理の知識が必

要であるJIレジュメ作成にあたって、まず無菌操作の

原点となる清潔 ・不潔をしっかりおさえていく必要があ

ると思い、微生物で学んだ清潔についての区分を復習と

して載せることにした」など、授業計画を修正していっ

た状況が書かれていた。

3) 教えるスキルの獲得

(1)教える側の条件

「授業する上では送り手が十分な知識を持つことが前

提JI人に教えるためには自分たちが十分な理解が必要

なことを実感JI授業には事前に多くの準備が必要」な

ど教える側の十分な理解と準備の重要性が書かれていた。

(2)分かりやすく伝える工夫

「実践しながら説明すると分かりやすいJI資料に頼ら

ず自分の言葉で伝える」など説明方法を工夫したことや、

「文章で見ていても、実際にはイメージしにくいので、

例を取り入れ実演したJI説明とみんなの体験を同時進

行したことが理解を深めたJIデモンス 卜レーションで

は分かりやすいように役割を明確にし、根拠や注意点を

言いながら行ったJIより理解してもらうために根拠を

説明した」など言葉以外に実演して伝える方法について

書かれていた。

(3)聞く側に焦点をあてる

「相手の反応を見ながらJIみんなの知識の程度を確
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認し、みんなが理解できる説明の仕方を考えるJ1自分

の理解度と相手の理解度には差があるJ1聞く側の興味

や理解の度合いが違っていること」など教える側と教え

られる側に知識の差があることや、「一方的に話すので

はなく話しやすい環境を作ることが大切だったJ1聞き

手のことを考え、注意しながら使用することが大切だ

(0 H P)Jなど授業環境や機材について配慮することの

必要性が書かれていた。

4) 心理的な満足

(1)授業することで得られること

「普段聞いているだけの授業よりも多く学ぶことがあっ

たJ1みんなより、より深く理解でき、質問を受けたと

きにも、自分の理解の範囲で答えや追加で説明を加える

ことができたJ1人に伝えることで知識が定着するJ1同
じものでも文献により内容が違う J1数週間かけ文献を

読み知識が増えたJ1肺の解剖などl年生のときに学んだ

が忘れていることが多く 、再度学べたのでよかった」な

どこの授業を通して知識が増え、理解が深まったことや、

「今まで受動的な姿勢で看護を学んでいたことに気づく」

など、授業姿勢に対することや「授業体験での学びは相

手に伝える時の要点になるJ1大変だけれども自分にとっ

てやりがいがあったし、みんなに技術を教えることでプ

ラスになったJ1みんなの意見から自分の反省点が見え

たJ1大変だったがためになる」など授業体験全体を前

向きに捉えている言葉が書かれていた。

(2)達成感

「工夫していた点を多くの人が褒めてくれたのでとても

嬉しく思い、また充実感があったJ1資料だけでなく根

拠を説明したロールプレイがわかりやすかったという学

生の評価がうれしいJ1苦労もあったがやり遂げられた

達成感や充実感を感じる」など、伝えられた学生からの

プラスの評価から達成感を感じていた。

5) 内省的な評価

(1)伝えることの難しさ

「どのように伝えることが一番理解してもらえるのか」

「私たちが学んだほどみんなに伝わらないという点でも

どかしいJ1なんとなく頭でイメ ージがついても言葉で

うまく表現することが難しいJ1限られた時間内で全員

理解することは難しいJ1限られた時間でどこまで伝え

れば一番理解してもらえるか悩んだ」なと'学んだことを

伝えきれなかったことや時間内に伺を伝えるべきかとい

う難しさが書かれていた。

(2)後悔

「自分たちの練習不足が他の学生に多くの迷惑を与え

るのでもっと練習しておくべきだったJ1もっと練習し

て自分に余裕を持ち、みんなの様子に注意しながら授業

をしていかなけれは、ならなかったJ1時間配分の工夫が

できなかったJ1私たちなりに考え、説明したつもりな

米国照美、沖野良枝、前川直美

のですが、もう少し詳しい説明が必要だ ったJ1 (技術)

体験してもらうのが一番の理解になるが体験してもらえ

ず残念だったJ13固とも同じ内容が提供できなかったJ
など、時間配分や準備不足でうまく授業できなかったこ

とに対する反省が書かれていた。

6) 看護援助への発展

このカテゴリーには、以下のサブカテゴリーが含まれる。

(1)教える体験が看護援助に発展

「看護職にとって物事の目的 ・方法を人に分かり 易く伝

えて理解してもらう能力は必須だと思うJ1看護職にとっ

て相手の方が理解でき、分かりやすく説明する能力を身

につけることは大切と実感した」など教える能力が看護

者に必要であるということや、「一つ一つの技術に意味

があることを知り看護に役立つと思ったJ1基本的なメ

カニズムがわかれば、あとは自分で考えて応用できる」

「根拠を持って看護を行うことJ1根拠を理解していない

と患者さんに看護を行うとき患者さんが納得できるよう

に説明することができないJ1その手法の根拠やメカ ニ

ズムの理解をどう看護につなげていくのかが最も重要だ

とわかったJ1麻酔のメカニズムですが、呼吸や血圧に

影響が現れることを知り 、そ ういう現象を知っていれば

あとは自分で考えて患者さんに看護できるのではないか」

など根拠を理解し看護につなげること、「セルフケア能

力を高められる患者の声かけについて考えていきたい」

など自己の新たな学習課題について書かれていた。

2.図解の文章化

グループワークによる学習が授業計画の修正や授業終

了後の学生自身の達成感や心理的な満足や自己の内省的

な評価に影響を与える。グループワークが良好に機能す

るとグループワ ークの良くなり、心理的な満足や達成感

が得られる。グループワ ークが機能しないと後悔や伝え

ることの難しさなど内省的な評価に影響を与える。授業

計画の修正は、教員のアドバイスから自己知識を授業内

容に一致させる効果があり、グループワ ークによ る学習

のなかで進められる。授業計画の修正をする ことは、 学

生の教えるスキルの獲得に影響する。教えるスキルには、

教える側の条件、分かりやすく伝える工夫、聞 く側に焦

点をあてるなど授業計画および修正の過程や実際の授業

体験からの内省的な評価から気づくことである。教える

スキルの獲得は、学生の心理的な満足にも関係し、内省

的な評価は、教えるスキルの獲得に影響を与える。教え

るスキルの獲得、内省的な評価、心理的な満足は、看護

援助への発展に影響するO このことからは、他者に教え

るということが看護援助に必要な能力であるという気づ

きとなっていたといえる。
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羽.考察

1.グループワークによる協同学習の効果

協同学習は、状況認知アプローチの立場に立つ学習法

であるの。今回、学生は主体的に学ぶ授業への参加とし

てグループで学習課題の事前学習 ・授業計画 ・資料作成 ・

授業リハーサノレという実践的に授業を運営するというプ

ロセスを体験した。認知アプローチの考え方によると、

学生は互いのアクティブな知識構成者であり、学生同士

の実践的な相互作用により、知識の拡大が起こると言わ

れている l目。それは、「みんなでや ると短い時間で多く

の知識が学べる」、「一人でやるより、理解しやすい」と

いう学生の言葉に表れている。また、「授業を受ける側

との距離が近く同じ学生同士で閉じ観点で教えられるの

で面白い授業となる」という言葉から、クソレープメンバー

が、閉じ学生同士で年齢も近いため、水平な人間関係の

中で、お互い気兼ねなく意見や疑問を出し合うなどディ

スカッションしやすい環境であったことが伺える。

J ohnson & J ohnsonは、協同学習に付随するプラス

面として、友好性、助け合い、支え合い、気遣い、尊敬、

責任感、信頼感等を仲間に対して持つようになり 、教師

や教授活動、授業内容に対する好意的な態度を形成する

と述べている 17)18)0 Iクーループワークで協力し、お互い

の考えや価値を高められた」などの言葉からお互いを認

め合い、自分とは違う意見を聞きいれるという多様性を

身につける機会となっていた。 三宅によると、グループ

内の問題解決についての利点は、互いの視点が共有する

ところから生まれるのではなく、完全に共有しないとこ

ろから生まれる可能性が高いと述べている 19)。したがっ

て、自分とは異なる考え方や意見を受け入れることが、

解決方法の選択肢を広げることとなり、効果的な解決方

法を見出す道筋につながると考えられる。集団は個人の

単純な総和ではなく、グループダイナミックスのメリッ

トであるように、異なる個人が集まることでよいアイデ

アがより創発されるものと考えられる 5)。また、クソレー

プ内で異なる人材の中で協同学習する体験は、今後、 実

社会において看護 ・医療チームの中で協働する前段階に

ある学生にとっては、貴重なトレーニングの機会となっ

たと考える。さらに、グループワークが機能することに

より、ク

に取り組むことで知識 .技術の獲得は高くなるという先

行研究の結果は、今回の研究結果からも伺えたへ

Johnsonらは、協同学習の基本的要素として、促進

的相互依存関係、対面的な相互作用、個人的責任、対人

技能や小集団の運営技能、集団の改善手続きの5つを挙

げているげ)18)。今回のような、他者との相互作用を通し

て知識を得る状況認知アプローチでは、協同学習は、た

だ単に知識が拡大するだけでなく、 Johnsonらの言う

促進的相互依存関係、対面的な相互作用、対人技能の発

展という効果もあるのの。「グループが結束し、信頼関係

を深められた」という学生の言葉からグループ内での人

間関係が発展したことが伺える。グループワークの中で、

学生聞のコミュニケ ーションをスムーズに展開し、学生

同士の意見交換や評価をし合うという一連の流れを維持 ・

促進することが、グループワークの効果を上げるための

好条件となるの。しかしながら、グループ内の相互依存

関係が不成立であると、対面的な相互作用が交わらず、

コミュニケーションの流れが停滞し、カテゴリー『グルー

プワ ークが機能しない』の中の「あまり話し合いをせず

小さなグループ内で解決する方法を取っていたのでグルー

プワークで行う意味がなかったJIクループで知識の共

有ができなかった」という学生の言葉にあるような結果

を招くと考えられる。その結果、対人技能や小集団の運

営技能も上がらず、学生にと って不満足な体験に成りう

るものと考えられる。

2.説明活動による自己モニタリ ングと知識の構成

授業を組み立てるための学習方法は、教師から教えら

れるのではなく、学生自身が主体となり学習していかな

くてならない。人に教えるためには、自分がまず理解し

ていなくてはならなし、。自己の理解をモニタ ーする能力

は、重要な学習技能である。どの年齢段階においても出

来の悪い学習者と出来の良い学習者の違いは、問題解決

者として自分自身に意識的に気づく能力であるメタ認知

技能を適応する能力の違いであると言われている 20)。知

識を暗記していることと、理解していることとは異なる。

しかしながら、学生は知識の暗記を理解と誤解する場合

もあり、その場合、自己の理解のモニターは出来ない状

況といえる。よって、メタ認知技能を発達させるために

は、自己検証・自己質問を繰り返し、自分の間違った理

解や不適切な学習方法に気つ、くようにフィードパックす

ることが必要とされる。今回の急性期成人看護学演習の

授業では、他者に説明するという活動を通して、学生自

身が自己の理解の不十分さをモニターし、フィ ードパッ

クする機会となった。また、それと同時に、メタ認知技

能を働かせるという学習方略のあり方を学ぶ機会となっ

たと考えられる。

自己意識化は、社会的比較などの対人関係の中で形成

されるといわれている 2170 また、Chiによると、『人は

説明活動を行うと正しく理解しようとするため自分が何

を学ぶ必要があるのか自己の知識をモニタリングし、自

分の理解に矛盾があるとそれを克服して知識を構成して

いくようになる』と述べている 10川 12)。今回の場合、そ

の矛盾を気づかせたのが教員のアドバイスであり、学生

への説明活動ではないかと考える。「人に教えるために

は自分たちが十分な理解が必要なことを実感JI授業す
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る上では送り手が十分な知識を持つことが前提JI教科

書では不十分だったので、文献をたくさん活用したがそ

れでも足りない部分あると指摘を受けた」という言葉か

らは、授業内容に沿うように過去の個人学習で得た知識

や不足する知識を集めている経過が伺えた。さらに教員

とのかかわりに点について述べると、「技術面では先生

方の説明もあり、理解しやすく、資料も比較的作りやす

かったJI先生が教えてくれたとき、根拠などの注意点

などを踏まえて言ってくれたのでそれらを思い出し、本

など参考にしながら大事なところを落とさないようにし

て資料を作った」という言葉から、学生が教員のアドバ

イスを受けることで、より一層理解が深まり、学習課題

や目標に合うように授業準備が促進されていることがわ

かった。これは、学生が新しく取り組む学習課題に対し

て、知識獲得を促進するという先行オーガナイザーの効

果があったのではないかと考える 22)23)。

知識 ・情報は意味づけしないまま取り込むと短期記憶

に内摂されるため長期に保存されにくい9)。大村による

と、新しい情報は長期記憶内の既存の知識構造に内摂さ

れ、係留されるが、既存の知識構造が不安定であると、

新しい情報は正確な意味づけがなされず、記憶されても

保存か長く続かず、忘却されることが多いと述べている

m。それは、「肺の解剖などl年生のときに学んだが忘れ

ていることが多く、再度学べたのでよかった」という学

生の言葉にあるように、知識構造に意味づけされないま

ま取り込こまれた知識は、長期記憶内にとどまらず、忘

却されていることがわかる。学生の「人に伝えることで

知識が定着するJIみんなより、より深く理解でき、質

問を受けたときにも、自分の理解の範囲で答えや追加で

説明を加えることができた」という言葉から一度獲得し

た知識は、他者に伝えるという実践的な行為を繰り返す

ことで、正確に伝えるために自分自身が正確に理解しよ

うと努力していたことが伺える。また、説明活動を行う

ことで、知識を暗記するのではなく、なぜそれをするの

かという必要性や根拠から理解しようと努力していたた

め、そのことが知識の意味づけとなり、従来の知識構造

を再構成し、長期記憶にとどめ、知識の定着化につながっ

たと考えられる。

3.教える体験の看護への発展

カテゴリ ー 『教える体験を看護へ発展』のなかで「看

護職にとって物事の目的・方法を人に分かり易く伝えて

理解してもらう能力は必須だと思うJI看護職にとって

相手の方が理解でき、分かりやすく説明するスキルを身

につけることは大切と実感した」という言葉から、学生

が授業をする能力と患者に説明 ・指導するスキルの共通

点を見出し、看護者に必要である能力と認識していた。

また、「一つ一つの技術に意味があることを知り看護に

米国照美、沖野良枝、前川直美

役立つと思ったJI基本的なメカニズムがわかれば、あ

とは自分で考えて応用できる」という学生の言葉からは、

看護の根拠を知ることの重要さや現象のメカニズムを知

ることで看護につながることを学んでいた。これは、他

の先行研究の結果肌4)仰仙沼)幻)と一致するものであった。

Bennerは、看護者の看護実践能力の lつに指導/手

ほどきの機能という項目を挙げている紛。その機能は具

体的に述べると患者の病状、治療、検査、処置、自己管

理についての説明や注意を促すことが重要な役割である。

相手に教えるという行為は、閉じ専門知識をもっ学習者

同士でも教える技能を必要とする。臨床においては、患

者という専門知識をもたない相手に対して、コミュニケー

ションを取り、指導することを求められる。患者への指

導場面では、自分自身の表情、態度、声の調子、話すス

ピード、ユーモア、教える技能などさまざまなアプロー

チを使うことを余儀なくされるだろう。今回、説明活動

を取り入れた協同学習を体験した学生は、相手にわかり

やすく教えるスキルが看護者にとって重要な能力である

ことを実感していた。このことは、学生の今後の看護者

としての看護実践能力の成長につながる学びであったと

いえる。

Jonassen町立、人間の知識習得にはいくつかの段階が

存在するという見解から、初期レベノレ、アドバンス ・レ

ベル、エキスパー ト・レベノレによる知識獲得3段階モデ

ルを提唱している。初期レベノレとは、基礎固めの段階で

あり、一斉教育や個人教授による練習やフィードパ ック

により知識の習得や技能習得が行われるレベノレであり、

アドバンス ・レベルにおいては、学習者は能動的に主導

権をとった学習環境のなかでグループワ ークを中心に協

力活動を進め、知識獲得が行われる段階である。エキス

マート・レベルでは、現実世界の経験を主とする知識・

技能の獲得の段階である。

成人看護学臨地実習が開始前の時期にあたる学生にとっ

て、今回の急性期看護学演習は、知識習得は、初期レベ

ルではなく 、アドバンス ・レベルが適している。なぜな

ら、臨地実習が現実の病院という世界で自らの経験か ら

学習をしていかなくてはならないというエキスパート ・

レベルの知識習得を常時必要とされるからである。今回

の協同学習は学生の知識習得レベルのステップ ・アップ

を促す上でも意味があったと考える。

四.結論

今回、学生のレポー 卜から以下の点で協同学習および

説明活動の効果が明らかとなった。

1) グループワ ークが機能することで学生聞の相互作用

が促進され、知識の共有、対人関係スキルの発達、グルー

プ内での問題解決能力が高ま ったと認識されていた。
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2) 協同学習および説明活動を行うことで¥自己学習ス

キルを高め、自己の知識をモニタリングし、足らない知

識を補うことで知識の関連性や知識が拡大したと認識さ

れていた。

3) 協同学習および説明活動により、人に理解してもら

える伝え方について学習することができ、それは看護師

にとって重要なスキルであるという気づきが得られた。

四.おわりに

今回の研究は、 一大学、ークラスという限られた対象

から得られた研究結果であるため、一般化には限界があ

る。また、単一のレポートの分析に終わっており、継続

的なレポートおよびインタビュー等のデータ収集を行う

ことが望ましいと考える。更に学生同士の相互作用を重

視する認知状況アプローチの立場では、受講する側の学

生の授業体験レポートも重要なデータになる得る可能性

があったと考える。以上を今後の課題としたし、。

IX. 謝辞
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研究ノート

S県下における幼児の採血場面の
常的先制ヲ'twz.4t匂

1.はじめに

プリバレーションと関連要因

流郷千幸ヘ古株ひろみヘ東美香ヘ大西孝子3)

1)滋賀県立大学人間看護学部、 2)滋賀県立小児保健医療センター

3)滋賀県立総合保健専門学校

背景 病気をもっ子と。もにとって採血は、身体的苦痛、精神的苦痛といったストレスを伴うが、効果的な

プリパレーションを行うことにより、子どもの苦痛は軽減される。近年、わが国でもプリパレーションが

注目されているが、平成12年度に行われた小児病棟に勤務する看護師を対象とした調査では、その認知は

14.5%であり、プリパレーションの概念、はまだ十分認知されていない。また、小児と関わる看護師がプリ

パレーションをどのように認知し、子どもへの援助を行なっているのかが明らかになっていない。

目的 診断や治療の過程で最も頻繁に行われる採血場面のプリバレーションに注目し、看護師が行なう援

助内容ごとに実施と必要性の状況を調査し、その関連要因を明らかにした。

方法 S県下の総合病院と小児専門病院に勤務する看護師594名を対象に、独自に作成した質問紙を用い

て調査を行った。

結果 本調者結果では、プリパレーションの認知は39.0%であった。援助内容では子どもへの説明や対処

方法の指導が実施、認識ともに低い傾向があった。小児病棟に勤務する看護師、小児看護経験が10年以上

の看護師はプリパレーションを認知しているものが多く、プリパレーションの学習経験があるものが多かっ

た。プリパレーションを認知していた看護師は、子どもの自信や達成感につながるよう支援していると考

えられた。

結論 子どもが理解しやすいよう説明を工夫することや子どもに対処方法を指導するといった援助は、看

護師のプリバレーションとしての認識が低く、プリパレーションの意義や技術について、理解を深める必

要性が示唆された。また、援助内容には、勤務部署、 小児看護経験が関与しており、混合病棟に勤務する

看護師や小児看護経験の少ない看護師に対し、学習機会を提供する必要性が示唆された。

キーワード 幼児、採血、プリパレーション、看護師

病気をもっ子どもの診断や治療効果判定のために行わ

れる採血は、認知発達の未熟な幼児にとって身体的苦痛

だけでなく、針を使うことへの恐怖、親と引き離される

ことの不安を伴うストレスの高い出来事となる。 しかし、

幼児であっても、効果的なプリパレーションを受けるこ

とにより、子どもの苦痛は軽減されると言われてい

る02)。プリパレーションとは心理的準備と訳され、及

)113
)は「病気や入院によって引き起こされる子どものさ

まざまな心理的混乱に対し、医療者が準備や配慮を行な

い、子どもの対処能力を引き 出し、 その影響を緩和する

ような支援」と述べている。欧米では1980年代より、プ

リパレーションの効果について報告されるようになり 4)

日側、わが国でも「子どもの権利条約」が批准された

1994年頃より、処置を受ける子どもへの説明や納得に関

する研究が行なわれるようになった町制)。 近年の小児看

護学会においても、子どもへのプリバレーションに関す

る演題は増加傾向にある。しかしながら、 山崎 ら11)は

「プ リパレーション」という言葉を知っている小児病棟

に勤務する看護師は14.5%であったと報告しており、「フ。

リバレーション」の概念が小児と関わる看護師に十分認

知されていないことが示された。ま た蝦名ら 12) が、幼

児の採血において医療者が3~5歳児に説明する割合が少

なかったことを報告していることからも、幼児への「プ

リパレーション」が浸透していないことがわかる。さら

に、看護師のプリパレーション内容を調査したものには、

入院する子どもへのプリバレーションをテ ーマとした鎌

2005年 9月30日受付、 2006年 l月6日受理

連絡先:流郷千幸

滋賀県立大学人問看護学部
住所。彦根市八坂町2500
E-mail:ryuugou@nurse.usp.ac.jp 
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田らゆの報告、小児外科を有する病院の婦長や小児科

部長を対象にプリバレーションの実施状況を調査した野

村ら凶の報告以外には見当たらない。

そこで¥S県下における幼児の採血場面でのプリパレー

ションの実施および必要性の認識状況、これらとプリ パ

レーションの認知との関係、プリパレーションの認知に

関連する要因を検討することを目的とし、本研究に取り

組むこととした。

ll. 用語の定義

プリパレーション・病気や入院によ って引き起こされる

子どものさまざまな心理的混乱に対し、医療者が準備や

配慮を行ない、子どもの対処能力を引き出し、その影響

を緩和するような支援。本研究では、採血場面に限定す

る。

幼児.本研究では幼児期後期の4~5歳児と定義した。

ill. 方法

1.対象

S県下100床以上の総合病院および、小児専門病院の小

児病棟、小児および成人混合病棟、小児外来に勤務する

看護師594名。

2.期間

平成17年5月 ~7 月

3.方法

①調査方法 :各施設の看護部長に研究の趣旨を説明

し、承諾が得られた施設の看護部に、看護師への質問紙

配布を依頼した。質問紙には研究依頼文、返信用の封筒

を添付し、プライパシーを確保した。回収は、記入後の

質問紙を一定期間後に看護部で回収してもらう留め置き

法とした。

②調査項目:研究枠組みに基づき(図 1)、 a.看護

プリパレーションの内容

流郷千幸、古株ひろみ、東美香、大西孝子

師の属性(年齢、看護経験年数、小児看護経験年数、勤

務部署、看護の最終学歴など)、については、実数の記

入、または①②③などの選択肢で回答を求めた。 b.プ

リパレー ションを知っていたかについては、はい、いい

えの選択肢で回答を求めた。 c.プリバレーションの実

施状況 01項目)は実施の有無で回答を求めた。 d.プ

リパレーションの必要性の認識 (11項目)については、

1.必要でない ~5. 必要とした順序尺度で回答を求めた。

c.プリパレーションの実施状況および d プリパレー

ションの必要性の認識に関する項目は先行研究山6)17)18)

より 抽出 し、対象は4~5歳の幼児であること、採血場面

での援助であること、子どもが極度の不安を示すような

状況は除く条件下での回答を求めた。 e.これまでのプ

リパレーション学習の経験は、有り、無しの選択肢で回

答を求め、有りとした場合の具体的なツールについて9

項目を設定し、該当するものにOを付けるよう求めた。

③倫理的配慮:研究の依頼文には、対象者の個人情

報と回答内容を守秘すること、研究への参加は強制では

なく 個人の自由意志であること、得られたデータは本研

究以外には使用しないことを明記した。回答は添付の封

筒を使用し、封をすることで研究者以外の目に回答者お

よび回答内容が確認できないよう配慮した。返送された

ものを研究参加の同意が得られたものと判断した。

④分析方法:プリパ レーションの実施については項

目ごとに度数、プリパレーションの必要』性の認識につい

ては項目ごとに平均値 (SD)を求めた。プ リバレー ショ

ンの認知とプリパレーションの実施との関係にはど検

定、プリパレーションの認知によるプリパレーションの

必要性の認識の差異には Mann-WhitneyU検定を行っ

た。プ リノfレーションのE忍矢口およびプリノfレーションの

学習経験と看護師の属性との関係にはど検定を行った。

分析には、統計ソフト SPSSVer. 12 for Windowsを

用いた。

関連する要因

プリパレーションの実施 フ。リノマレーション 小児看護経験年数

勤務部署‘一一一
プリパレーションの必要性の認識 の認知

プリパレーションの学習経験

図 1 研究の枠組み



S県下における幼児の採血場面のプ リパレーションと関連要因

IV.結果

回答は517名から得られた(回収率87%)。有効回答

492名を分析の対象とした。

1 .対象の属性

平均年齢は34.81歳 (SD=10.24)、看護経験の平均年

数は11.9年、小児看護経験の平均年数は3.6年であった。

小児看護経験については、 1年未満の看護師107名 (21.7

%)、 1年以上3年未満の看護師157名(31.9%)、3年以上5

年未満の看護師84名(17.1%)、5年以上10年未満の看護師

92名(18.7%)、10年以上の看護師47名(9.6%)であった。

看護師の勤務部署は小児病棟116名 (23.6%)、混合病

棟278名 (56.5%)、小児外来62名 (12.6%)、病棟と外

来の兼務16名 (3.3%)であった。小児看護経験と勤務

部署の両方に回答したものの割合を表 1に示した。看護

の最終学歴は専門学校431名 (88.1%)、短期大学42名

(8. 5%)、大学6名(1.2%)、大学院l名 (0.2%)、その

他10名(1.8%)であった。

また、プリノfレーションについて女日っていたものは

192名 (39.0%)であり、プ リパレーションの学習経験

があるものは117名 (23.8%)であった。

2.幼児の採血場面におけるプリ バレーションの実施お

よび必要性の認識

設定した11項目のうち、多くの看護師が幼児の採血時

の援助として実施していると回答した項目は(図 2)、
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表 1 対象の属性
n=472 

小児看護経験年数

勤務部署 l年未満 l年以上 3年以上
3年未満 5年未満

5年以上 10年以上
10年未満

小児病棟(n=114) 22 35 17 27 13 

混合病棟(n=276) 54 102 53 46 21 

外来(n=62) 15 13 11 12 11 

病棟と外来(n=16) 2 

「ねぎらう J477名 (96.8%)、「緊張をとく J476名

(96. 6%)、「体に触れるJ467名 (94.7%)であった。

実施していると回答したものが少ない項目は「絵本やビ

デオを用いて説明するJ16名 (3.2%)、「実物に近い玩

具に触れるJ28名 (5.7%)、「対処方法を指導するJ204 

名 (41.4%)であった。

設定した11項目のうち、看護師が幼児の採血時の援助

としての必要性を高く回答した項目は(図 3)、「ねぎら

う必要性Jmean4目 96(SD=0.29)、「緊張をとく必要性」

mean4. 94(SD=0.33)、「体に触れる必要性Jmean4. 88 

(SD=0.43)であり、必要性の認識を低く回答した項目は

「実物に近い玩具に触れる必要性Jmean3. 17(SD=1. 07)、

「絵本やビデオを用いて説明する必要性Jmean3. 69 

(SD=1. 02)、「対処方法を指導する必要性Jmean4. 14 

(SD=0.93)であった。

Eコ 仁L R j n =484 

トー 十一ー 口病棟と外来

トー ト一一 トーー トー (n=16) 

卜一一 卜一一 トーー 十一一 口小児外来

トー一司・・十一一 一 ←一一 トー (n=64) 

トー 一 トーー トーー -混合病棟

トー 一 一 トーー (n=286) 

トー 一 トーー ロ小児病棟
(n=1l8) 
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n=492 

r-
F四国

一 一
「“・ 一

一
一

一
」一一一一 一 一

.円 自

5 

4.5 

3.5 

4 

(平均点)

3 

n=492 プリバレーションの認知と実施の関係表 2

181 
283 
173 (ー2.2吟

279 印 2吟

87 (-40叫

184削叫

47←3.7**) 

118 (37叫

64←3.3叫

141 (3.3叫

21←3.2**) 

65 (32叫

5←3.3紳)

31 (3.3叫

3 
8 
19 
44 
O 

3 
O 
O 

( )内残差料p<O.Ol、叩く0.05

有意差カイ2乗値実施しない

日.S1.983 

15.641 

10.683 

10.488 

n.s 

10.899 

0.732 

n.s 2.831 

n.s 1.992 

実施する

10 
8 
17 (2.2>) 

12 (-2.2>) 

103 (40同

103 (-4阿

143 (3.7叫

170 (-37叫
126 (33同

148 (-33叫

171 (3.2") 

224 (-32叫

186 (33叫

258 (-33") 

189 
283 
173 
246 
192 
288 
192 
290 

知っていた/
知らなかった

4.721 

13.350 

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

 

項目ごとの

回答人数

482 

477 

481 

478 

479 

481 

絵本やビデオを用いて説明する

実物に近い玩具に触れる

対処法方法を指導する

納得を確認する

意思を尊重する

気をそらす

480 

483 

進行状況を説明する

体に触れる

482 励ます

483 緊張をとく

n.S 482 ねぎらう

A:知っていた B:知らなかった
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n=492 
プリバレーションの認知による必要性の認識の差異表 3

有意差

481 

Mann-
Whitney 

U 

20659.5 

平均ランク

21466.5 

21036.5 

21941.0 

22450.5 

24917.0 

n.s 25505.0 

n.S 27428.5 

n.S 27163.0 

n.s 27775.0 

n.s 27832.5 

277.89 
216.48 
274.69 
219.52 
275.93 
217.79 
270.12 
220.92 
267.57 
222.45 
256.72 
231.42 
253.66 
233.44 
239.35 
233.44 
245.02 
239.16 
24l.16 
241.72 
241.46 
241.52 

人数

192 
289 
192 
290 
192 
289 
191 
289 
192 
288 
194 
298 
192 
290 
192 
289 
192 
290 
192 
290 
192 
290 

知っていた/

知らなかった

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

 

項目ごとの

回答人数

絵本やビデオを用いて説明する
必要性

実物に近い玩具に触れる必要性 482 

481 対処法方法を指導する必要性

480 納得を確認する必要性

480 意思を尊重する必要性

482 気をそらす必要性

482 進行状況を説明する必要性

481 体に触れる必要性

482 励ます必要性

482 緊張をとく必要性

482 ねぎらう必要性

知 っている看護師は小児病棟に勤務するものに多く、混

合病棟と小児外来に勤務する看護師はプリパレーション

を知らないものが多かった。経験年数でも有意な差がみ

られ (χ2=33.805 pくo.01)、残差分析を行なっ た結果

(表 5)、 小児看護経験年数が10年以上の看護師はプリ パ

レーションについて知っているものが多く、 l年未満の

看護師はプ リパレーションを知らないものが多かった。

プ リパレ ーションについて学習経験がある看護師は

117名で、そのうち勤務部署を回答したものを対象にど

検定を行なった結果、学習経験において勤務部署による

人数に有意な差がみられ (χ2=68.746 pく0.01)、残差

分析を行なった結果(表 6)、学習経験のある看護師は

小児病棟に勤務するものが多く、混合病棟に勤務する看

護師は学習経験のないものが多かった。学習ツ ールでは、

**p(O.Ol ホpく0.05

プリ バレーションの認知における勤務部署の違い

n~464 

プリパレーションを知っていたか

知っていた 知らなかった

186 

45 

12 

Pearsonのカイ2乗値63.104 p<O.O 1 

( )内残差**p<O.OI、句<0.05

ぐ7.9帥)

(4.7**) 

~.4傘)

(1.6) 

33 

(-'1.7**) 

(7.9**) 

(ー2.4*)

(-1.6) 

86 

16 

83 

3 

表 4

勤務部署

小児病棟(n=1l6)

混合(n=272)

小児外来(n=61)

病棟と外来(n=15)

3.プリバレーションの認知とプリバレーシ ョンの実施

および必要性の認識

プリパレーションを知っていたか否かと各項目におけ

る実施の有無の人数比率では(表 2)、プリパレーショ

ンを知っていた看護師は、「実物に近い玩具に触れる」

(x 2=4. 721 pくo.05)、「対処方法を指導す るJ(χ 

15. 641 p<O. 01)、「納得を確認するJ(χ2=13. 350 p< 

O. 01)、「意思を尊重するJ(χ2=10. 683 pくO.01)、 「気

をそらすJ(χ2=10. 488 p<O. 01)、 「進行状況を説明す

るJ(x 2=10. 899 p<O. 01において、 実施するものが多

かっ fこ。

プリパレーションを知っていたか否かと各項目に対す

る認識の高さでは(表 3)、プリバレーションを知ってい

た看護師は、「絵本やビデオを用いて説明する必要性」

CU=20659. 5 pくO.01)、 「実物に近い玩具に触れる必要

性JCU=21466. 5 pく0.01)、 「対処方法を指導する必要

性J(U=21036. 5 p<O. 01)、「納得を確認する必要性J
(U=21941. 0 p<O. 01)、「意志を尊重する必要性」

CU=22450. 5 p<O. 01)、「気をそらす必要性J CU= 

24917. 0 p<O. 05) において、必要性の認識が高かった。

4.プリバレーションの認知に関連する要因

プリパレーションを知っていた看護師は192名で、そ

のうち勤務部署を回答したものを対象にど検定を行なっ

た結果、プリパレーションの認知において勤務部署によ

る人数に有意な差がみられた (χ2=63.704 pくO.01)。

残差分析を行なった結果(表4)、プリパレーションを

A:知っていた B:知らなかった
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表 5 プリバレーションの認知における小児看護経験年数の違い

小児看護経験年数

l年未満(n=105)

1年以上3年未満(n=156)

3年以上5年未満(n=81)

5年以上10年未満(n=91)

10年以上(n=47)

プリバレーションを知っていたか

知っていた 知らなかった

25 

56 

35 

39 

34 

(-3'*") 80 (3.'*") 

(-1.0) 100 (1.0) 

(0.7) 46 H1.7) 

(0.7) 52 (-0.7) 

(4，8軸} 13 (-4.8叫

Pearsonのカイ2乗値33.805pく0.01

( )内残差**p(O.O1、句<0.05

表6 プリバレーションの学習経験における勤務部署の違い

勤務部署 あり

小児病棟(n=1l5) 61 

混合(n=277) 42 

小児外来(n=62) 9 

病棟と外来(n=16) 2 

n=470 

学習経験

なし

(8，2") 54 (-82") 

←5.5輔) 235 (S.S$$) 

(-1.9) 53 (1.9) 

(-1.1) 14 (1.1) 

Pearsonのカイ2乗値68.746p(O.OI 

( )内残差料pく0.01、*p(0.05

書籍が最も多く 65名、次いで勤務部署での学習会36名、
学会参加22名、出身校での授業17名であった。

V.考察

1.幼児の採血場面におけるプリバレーションの実施と

必要性の認識

プリパレーションとしてあげた11項目のうち、 「採血

終了後がんばりを認めねぎらう」、「採血終了を告げ緊張

をとく」、「採血中手を握るなど体に触れる」といった援

助は実施されることが多く、必要性の認識も高い。看護

師がプリパレーションと意識しなくとも日常ケアとして

行なっている援助であると考えられる。しかし、採血後

のがんばりをねぎらうことや、採血中体にふれるという

支援のみでは、子どもが自分で困難を乗り越えたという

自信や達成感に寄与することは期待できなし、。子どもな

りに理解できる説明を受け、納得して採血に臨むことが

重要である。しかし、「絵本やビデオを用いて説明する」、

「実物に近い玩具に触れる」を実施する看護師はl割未満

であり、必要性の認識も低いという結果が得られた。採

血前の説明は、子どもに情報を提供することで理解を深

め、子どもの思いを表出させる機会となるが、子どもの

理解を深めるための絵本や、玩具を使用した説明はほと

んど行なわれていない。姥名ら聞 は看護師が、 3-5歳
児に採血の説明をするのは61.1%であったと報告して
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おり 、前田ら却)も、看護師が3-5歳児に採血の説明をす

るのは91.3%であるが、口頭での説明が70-80%であっ

たと報告している。 3歳前後の子どもは理解力が十分で

ないため効果が得られないこともあるが、幼児期後期で

は可能となる2))といわれている。武田辺)や小}IIら23)の調

査において も、子どもが処置に主体的に参加することが

できることを報告している。骨髄穿刺や腰椎穿刺といっ

た侵襲の大きい処置だけでなく、医療者にとっては日常

的な処置である採血の場合も、子どもが納得 し、 処置に

臨めるように採血の説明を行なう必要がある。また、口

頭の説明だけでは理解しがたいこともあるため、子ども

の認知レベルに合わせて、視覚的な情報を与えることや

実物に近い玩具に触れて遊ぶ機会を与えることも必要で

ある。また、対処方法を指導する看護師は約半数であっ

た。これは、プリパレーションの学習経験のある看護師

が 2割と少なく 、子どもの対処について具体的な方略を

もっていない看護師が多いことが要因と推察される。子

どもの意識を採血から遠ざけるディストラクション技術

とともに子ども自身が状況をコントロ ールできる対処方

法の指導技術は、小児と関わる看護師に求められる技術

であり 、今後学習の機会が必要であると考えられる。

プリパレーションを認知していた看護師は、「実物に

近い玩具に触れさせる」、「対処方法を指導する」、「納得

を確認する」、「意思を尊重する」、「気をそらす」などの

援助において、プリパレーションを認知していない看護

師より実施の割合が多く、必要性の認識が高い傾向がみ

られた。プリパレーションは単なる説明や励ましではな

く、子どもの心理的混乱に対し、子どもの対処能力を引

き出す過程であり、Thompson.R. H.刊 は、プリバレー

ションの3つの要素として情報を伝えること、情緒的表

出を後押しすること、スタッフとの信頼関係を築くこと

を挙げている。プリパレーションを認知している看護師

は、子どもへの採血前の説明、子どもが納得 して採血に

臨める援助、子どもの気をそらす援助などの必要性を高

く認識していることから、プリパレーションを一連の過

程と捉えて支援していることが推察される。その過程で

子どもの情緒的表出を促し、その相互のやりとりを通し

て子どもと看護師の信頼関係を築くことが重要である。

2.幼児の採血場面におけるプリバレーションに関連す

る要因

今回の調査では、プリ パレーションを知っている看護

師は39.0% 092名)であり、平成12年に行われた山崎

らお〕の調査と比較すると、その割合は倍以上となってお

り、 5年の経過により広く認知されるようになっている

ことがわかる。対象の属性では、半数以上の看護師が混

合病棟に勤務していることから、勤務部署別にプリノマレー

ションの認知をみた。 小児病棟に勤務する看護師でプリ

バレーションを知っていたものは83名であり、小児病棟
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に勤務する看護師の7割を占めていた。一方、混合病棟

に勤務する看護師では、プリパレーションを知っていた

ものは86名であり、混合病棟に勤務する看護師の3割で

あった。小児病棟に勤務する看護師のプリパレーション

の認知は高くなってきているが、それに比して混合病棟

に勤務する看護師の認知は低い現状が明らかになった。

近年、病院経営の観点から総合病院における小児病棟の

縮小が進み、小児医療にかかわる病棟の多くが混合病棟

という形態をとっている。さらに、総合病院では数年ご

との病棟ローテーションが行なわれている。本研究にお

いても平均看護経験年数は11年であり、それに対して小

児看護経験は3年であった。このような状況のなかで、

継続した学習を行なうなど小児看護の専門性を高めるこ

とが難しく、混合病棟に勤務する看護師のプリノfレーショ

ンの認知が低くなると考えられる。プリバレーションの

学習経験において、小児病棟に勤務する看護師の5割は

学習の経験があり、混合病棟に勤務する看護師の学習経

験は2割弱であったことからも、混合病棟に勤務する看

護師が小児看護の専門性を高めることの難しさが推察さ

れる。また、小児看護経験年数による関連も考えられた。

小児看護経験が10年以上の看護師はプリパレーションを

認知しているものが多く、小児看護経験がl年未満の看

護師はプリパレーションを認知していないものが多かっ

た。小児看護経験の多い看護師は、経験を重ねるなかで、

子どもの人権の尊重や子どもの自己コン トロール感を高

めることなど、への視野が広がるのではないかと考えられ

る。一方、小児看護経験が少ない看護師は一般的な処置

や子どもとその保護者とのコミュニケーションなど基本

的技術を身につけることに精一杯であることがプリパレー

ションの認知の低さに関連していると考えられる。しか

し、子どもがストレスフルな状況を乗り越えるためには、

自分で困難を乗り越えたという自信や達成感が重要であ

る。そのためには、プリパレーションを小児看護の基礎

技術として定着させていく必要があり、特に混合病棟に

勤務する看護師や小児看護経験の少ない看護師に、プリ

パレーションに関する学習の機会を提供する必要性が示

された。

VI. 結論

1.幼児の採血場面でのプリバレーションでは、「絵本

やビデオで説明」、「実物をみせて説明」は実施、必要性

の認識ともに低く、子どもの理解を深めるための絵本や、

玩具を使用した説明はほとんど行なわれていないことが

明らかになった。子どもなりに納得し、主体的に処置に

臨むことができるように、子どもの認知レベルに合わせ

た視覚的な情報を与えることや、実物に近い玩具に触れ

て遊ぶ機会の提供が必要であると考えられた。また、対
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処方法を指導する看護師は約半数であり、子どもにどの

ように採血に対処すればよ L、かを指導する具体的な方略

をもっていないことが要因と考えられた。

2.プリバレーションを認知している看護師は、採血前

の説明、子どもが納得して採血に臨める援助、子どもの

気をそらす援助などの必要性を高く認識していることか

ら、プリパレーションを単に説明や励ましとしてではな

く、子どもの自信や達成感につながるよう支援している

と考えられた。

3. 小児病棟に勤務する看護師の7割はプリパレーショ

ンを認知しており、 5割は学習経験があった。混合病棟

に勤務する看護師ではプリパレーションを認知していた

ものは3割であり、学習経験があるものは2害IJであった。

また、小児看護経験が10年以上の看護師はプリパレーショ

ンを認知しているものが多く、小児看護経験が1年未満

の看護師はプリパレーションを認知していないものが多

かった。対象施設の多くが混合病棟であり、さらにロー

テーションが定期的に行なわれるなか、小児看護の専門

性を高めることの難しさが示された。これらのことから、

混合病棟に勤務する看護師や小児看護経験の少ない看護

師に対し、プリパレーションに関する学習の機会を提供

する必要性が示唆された。

Vll.研究の限界

本研究は S県下の100床以上のすべての総合病院およ

び小児専門病院に勤務する看護師を対象としており、結

果は地域に限定したものであること、看護師のプリバレー

ションに関連する要因には、仕事の煩雑さなど他の要因

の検討も必要であることなどの限界がある。

しかし、混合病棟が7割を占める S県の小児に関わる

看護師のプリバレーションの実施や必要性の認識状況と

その関連要因が一部明らかになり、今後の課題として、

混合病棟に勤務する看護師、小児看護経験の少ない看護

師へのプリパレーションに関する学習の必要性が示唆さ

れた。
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活動と資料

オーストラリアアデレードの
緩和ケアの実際と緩和ケアチームの活動

常的先制ヲ'tWtd-似タ

はじめに

オーストラリアは人口約 l億9200万人、イギリス、ア

イルランド、イタリア、ドイツなどヨーロッパ諸国、ま

た中園、インド、ベトナムなどのアジアの国々から移民

した民族で成り立っている移民国家である九 移民たち

はその独自の文化を持ち込み、そして現在の多様で色彩

豊かなオーストラリア社会形成に貢献していった。

筆者は2002年にサウスオーストラリア州立フリンダー

ス大学コンパーションコース修了後、サウスオーストラ

リア州看護師免許を取得、翌年にはアデレード大学にて

ガン看護を学び、また現地の病院において研修を修めた。

またフリンダース大学にて、乳ガン患者のサポートシス

テムの日豪比較を修士論文とした。文化がいかに人々の

死生観、病気、治療に対する考えに影響について考察し、

看護師を含む医療従事者にその気付きが必要であること

を提言した。また実際に公立病院のガン病棟において看

護師として 2年勤務した。様々な文化、パックグラウン

ドをもっ患者、スタッフと働くことを通じ、自分の文化

をもち、それを誇りとし、主張することの重要さ、また

それを受け入れるオース トラリアという国の寛大さに強

く感銘を受けた。

ガン病棟には完治するものもいれば、再発にて再入院

する患者もある。病状の進行、または治療上の副作用に

て様々な症状に苦しむ患者を目の当たりにし、民族によっ

ては告知を受けいれず、また感情を表現することを好ま

ない患者もあり、臨床の現場において困惑する場面もあっ

た。そのような経緯を経て、現在フリンダース大学バリ

アティブケア学部の提供する通信コースにて、緩和ケア

の場面における症状マネージメント、コミュニケーショ

ン論などを勉強中である。

2∞5年 9月30日受付、 2006年 1月6日受理

連絡先前由 美和子

滋賀県立大学人問看護学部

住所彦根市八坂町2500

前田美和子ヘ豊田久美子2)

1)彦根市立病院、 2)滋賀県立大学大問看護学部

本稿においてはその緩和ケアコ ースを通じ、また現地

のホスピス見学において学んだことを中心にまとめ、報

告を行う。現地の緩和ケアチームが根拠とする理念、法

また目的を述べ、次にチームがどのように各施設と連携

をとり、ネットワークをむすび、多様な患者、家族のニー

ズに応えているのかをまとめていきたいと思う。

1.緩和ケアの基本理念と法律

オーストラリアは連邦制であり、その州ごとの独自の

法律、システムを元にヘルスケアを展開している。サウ

スオーストラリア州においては、 WHOの緩和ケアの概

念、そして、 PalliativeCare Act 1995という法律を元

に、医師、看護師を含む医療従事者は患者に対してケア

を提供する(表1， 2参照)

Palliative Care Act 1995は、 1995年より施行されて

いるサウスオーストラリアの緩和ケアに関する法律であ

る。緩和ケアにおける医療上の事項と別に、 6つの条項

中4項目は患者の自己決定を保障するものであり、また

医療従事者がその権利を尊重しなければならない義務を

もつことを述べている九 ケアに関して患者と機会をも

ち議論を行うこと、その意思を表明する権利、医療従事

者がその全てを尊重すべきであると強調する九 緩和ケ

アを受ける患者の権利を保障すると共に、医療従事者の

ケアに対するあるべき姿勢を示したものでもある。以上

の理念、法をもとに、緩和ケアチ ームはケアの目的を設

定し、患者、家族にアプローチを行っている(表 3)。

表 1 WHOによる緩和ケアの概念7)

緩和ケアは、生命に危機を及ぼす病気、また関連し

た問題に直面している患者、家族の QOLを改善す

るために、痛み、他の身体的、精神的、スピリチュ

アルの問題の早期発見、アセスメントと治療を行う

アプローチである。
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2.緩和ケアチームのアプローチーSouthernAdelaide 

Palliative Serviceの活動を中心に

Southern Adelaide Palliative Service(SAPS)はアデ

レード南地区での緩和ケアの中心的存在で、あり、各施設、

スタッフと共同で患者、家族にケア、サポ ート を提供す

る。 このチームは、 RepatriationGeneral Hospital 

(RGH)という総合病院内にある DawHouse (ホスピス)

を拠点とし、緩和ケアナーススペシャリスト、医師、ソー

シャルワーカ一、牧師、悲嘆ケアチーム、また卜レーニ

表 2 Palliative Care Act 19952
) 

l 医療従事者は、医療行為、治療の予測される結

果、リスクについて、治療を行わないことで起

こりうる結果、代わりとなる治療法について説

明する義務がある。

2.医療従事者は、同意を得て、信頼、誠実さを持つ

て、患者を無視することなく専門職としての適

切な基準に則り、 QOLの維持、改善に向けて

医療行為を行っている場合、法の下の保護を受

ける。

3.患者は、もし自分が判断できなくなった場合に、

自分の代わりに治療について判断してくれる代

表を指名することができる。

4.患者は、自分が判断できなくなった状況に備え

て、自分の受けたい治療、受けたくない治療に

ついての意思を残すことができる。

上記の代表者がこの文書を使って、治療に同意、

または拒否を行うことができる。

5.医療従事者は、ターミナル期にある患者に治療、

ケアを行う場合、ある状況の下で法の保護を受

ける。

痛み、苦痛をとる治療を行った場合、それが偶

発的に死を早めることになっても、その治療が

同意、同意を得て、信頼、誠実さを持って、患

者を無視することなく、専門職としての適切な

基準に則ったものであれば法の保護を受ける。

6. もし患者がターミナル期にあり、代表を立てず、

治療に対する希望を表現しておらず、治療が、

回復の望みがなく、植物状態の状態で、ただ生

命を引き伸ばすものであるなら、医療従事者は

生命維持の措置を取る義務を負わない。

前田美和子、豊田久美子

ングを受けたボランティアなど他職種から成り立ってお

り、患者の身体的、精神的、スピリチュアル、社会的ニー

ズに応じたケアを提供している。

-アプロ ーチの開始

SAPSによる緩和ケアアプローチは、プライマリー

ケアチーム、または患者、家族から電話、書面による依

頼によって開始される九 患者、家族に複雑な身体的、

社会精神的問題が発生し、緩和ケアが必要と考えられた

場合、また現在のケアに加え更なるサポートが必要と判

断された場合に、プライマリーケアチームは緩和ケアチー

ムに依頼を行う 4) 九 依頼を受けた緩和ケアチ ームから

医師、または看護師が外来、患者の入院している施設、

自宅などを訪れ、患者、家族のニーズをアセスメン卜す

る九 RGHのほかに、アデレード南地区には Flinders

Medical Centre， Noalunga Health Centreという公

立総合病院が緩和ケア外来を設置しており、自宅療養中

の患者も訪れ、医師、看護師がアセスメント、ケアの提

供を継続的に行っている九

表3 緩和ケアの目的 6)

• QOLを高め、患者を最期の時まで可能な限り活

動し、生活できるよう、サポートを提供する。

・患者の闘病中、また死後で悲嘆の中にいる家族が

受容できるようにサポートを提供する。

・痛み、他の苦痛な症状の緩和

-死を自然なプロセスとしてみなし、患者の残され

た生活を支援する

・死を早めたり、引き伸ばすことを目的としない

・心理的、またスピリチュアルな側面を組み込み、

ケアを{子っていく

表4 緩和ケアに関わる他織種5) 7) 

• RDNS(Royal District Nurses)・訪問看護師チー

ム

• Respite Centre:休息介護センター

.GP:かかりつけの町医者

-器具のレンタルサービス

.ボランティア

・ビリーブメン卜ケア.悲嘆ケアチーム、全ての家

族対象にカウンセリングサービスを提供している。

悲嘆のリスクアセスメントを行い、地域ともネ ッ

トワークを結び、悲嘆に対するケアを提供してい

る。
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-他施設、職種との連携

患者の状態、地域の有効な資源、サポートシステムを

含めた初期の包括的アセスメント後、緩和ケアチ ームド

クタ一、ナースはプライマ リーケアチームと患者の予後、

治療のゴールについて話し合いを行う。同時にケアをう

ける患者、家族ともゆっくりと話し合う時聞を持つ。そ

して病状や経過、現在の状況をどのように理解している

かを明確に捉え、今後の希望、症状のコントロールにつ

いて話し合い、ゴールを確認する。その後必要に応じて

他の専門分野のスタッフ(表4)にも介入を依頼し、チー

ムアプローチを展開していく。

地域においても同様で、緩和ケアチームが患者の入所

施設、または家庭を訪れてアセスメン卜した後、地域の

訪問看護チーム、または施設のスタッフとディスカッショ

ンし、患者、家族が適切なケアを受けられるようにコー

ディネー卜していく。その際には現在受けているケアを

入れ換えたり、変更したりするのではなく、患者、家族

のニーズに見合ったサービスが何かを判断した上で、必

要な分をさらに提供、手配するという形を取っている九

このような訪問、アセスメン卜、コーディネートは状況

に応じて継続的に行われている。

このような様々な職種による共同アプローチが可能で

直接的ケア、資源、コ ン

サノレトサービス、急変に

対しての迅速な対応、社

会精神的サポートの提供

図 1 各施設の役割とネットワーク

あるのは、各々の施設、職種の役割が明確であり、また

緩和ケアチームがそれぞれを結ぶ役割を行っているから

だと思われる。病院、地域の役割、そのネットワ ークの

状況を以下の図に示す(図 1)。ネットワ ークを結ぶこ

とで、緩和ケアチームはプライマリーケアチーム、患者

の施設のスタッフに治療に関するサポー 卜を提供でき、

また逆に施設、プライマリーケアチームが患者、家族の

情報を緩和ケアチームに伝えることで、状況がタイムリ ー

に把握でき、迅速なアセスメント、対応へとつなげるこ

とができる。患者、家族にとってもサポー卜、サービス

に関する情報を得ることが出来、結果としてこの共同ア

プローチ、ネットワークは QOLによい影響を及ほ‘すこ

とが出来る。

3.ホスビスにおけるケア

ホスピスに入所する理由には大きく分けて以下の 3つ

があげられる。

-患者、家族の休息介護

-症状コントロール

-ターミナルケア 7)

患者の身体的症状が複雑で、緩和ケアチームのアドバ

イスだけでは改善がみられない場合、また、複雑な精神

プライマリ ーアセス メン卜、患者、家族

へのケア、症状マネージメント、緩和ケ

アの概念、ホスピスについて紹介、社会

患者、家族の休息介護

複雑な症状コントロール

ターミナルケア
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的、社会的、スピ リチュアルの問題が発生し、集中的ケ

アが必要な場合にホスピスへの入所がすすめられる。

Daw Hospiceは RGH内に位置し、個室、二人部屋

で構成される全 15床のホスピスである8)0 30人の看護

スタッフがパー トタイムで、三交代で勤務しており(フ

ルタイムスタッフに換算すると23.4人分)、一人の看護

師につき患者数は3人を越えないようになっているヘ

これは死に直面している患者の精神面にケアの重点が置

かれているためであり、看護師たちは患者、家族とじっ

くりと話をする 時聞を持ち、必要なケアを提供してい

る9)。

前田美和子、豊田久美子

にかなっているものかを審査する倫理委員会も RGH

内に設置されており、内外の厳しい姿勢でリサーチに取

り組んでいる。そのように行われた研究は病院内で発表

される以外に、国内外で聞かれる学会において発表が行

われている。緩和ケアに携わる様々な医療従事者が活発

に意見交換を行ない、 リサーチの成果を具体的にケアの

質向上へとつなげている。

アカデミックユニットはまた、スタッフ教育にも力

を入れており、適宜フィジカルアセスメント、スピリ

チュアルケアなど、臨床実践に関する講義を行ってい

る。このユニッ トは、サウ スオ ーストラリア州立フリン

広いラウンジは患者、家族がくつ

ろげるような空間になっており、キッ

チンでは家族が患者の好きな食事、

飲み物がつくれるように開放されて

いる。また中庭やホスピスのすぐ外

にある閑静な庭では、患者、家族が

ゆっくりとした時聞をすごすことが

できる(構造については図 2参照)。
病室は患者が自宅にいるような雰囲

気がでるように、私物をもってきた

り、写真、絵を飾れる など、できる

だけリラックスして過ごせるような

配慮がされている。その他にこのホ

スピスでは患者、家族のニーズ、要

望に応じて、医療、看護ケア以外に

も、表 5に示すように様々なサポー

トサービスを提供している。

Daw House Hospice Floor Plan 

オーストラリアのホスピス、緩和

ケア病棟は基本的に急性期ケア病棟

であり、もし患者が長期にわたるケ

アを必要とするか、または状態が安

定している場合には、連携している

施設に転科するなどの形を取る九

しかし他の施設、または自宅に移っ

た後も緩和ケアチームのサポー トは

提供され、アセスメントも継続され

るため、患者、家族は必要なケア、

資源サービスを受けることが出来る。

4. リサーチ・教育の実践

エビデンスに基づいたケア、より

よいケアの実践のため、 SAPS独

自のリサーチ部門が医学、看護研究

を行っている。また大学と連携した

アカデミックユニットも設立されて

おり、その講師陣と共同で研究が進

められている。またその研究が倫理

To Hospice Garden 

ToAdmin. Wing ~ 

Courtyard 
Garden 

Living 
Room 

図 2 ホスビス平面図B)

位~
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表 5 ホスビスにおけるサポートサービス 3)

-コンプリメンタリ ーセラピー:リラクゼーション、

マッサージ、音楽療法、アートセラピーなど

・ビリーブメン 卜ケア(悲嘆に対するケア) ・家族

へのカウンセ リングサービスの提供

-ボランティアサポー ト:トレーニングを受けたボ

ランティアが、要請に応じてホスピス内、または

患者の家庭を訪問し、話し相手、また本の朗読や

音楽、マッサージなどのサービスを提供している。

ダース大学と提携を結んでいる。この大学は、 The

Department of Palliative and Supportive ServiceとL、
う緩和ケア学部を設立し、緩和ケアに携わる世界中の医

療従事者を対象にその緩和ケアにおける知識、技術を深

めるための通信教育コースを提供している。 Webサイ

卜を通じ、教材にアクセスすることが出来、また講師、

他の生徒とコミュニケーションをとることも出来る。あ

らかじめ 日時を設定し、インターネ ット上でディスカッ

ションも行われ、活発に意見交換もされている。そして

そのコース内容は多岐にわたり、死にゆく患者、家族と

のコミュニケーション、症状マネージメント、リサーチ

法、小児、老年期患者の緩和ケア、など様々なニーズに

見合うものとなっている。

まとめ

本稿において、アデレードの緩和ケアチーム、 SAPS

がどのように各施設と連携をとり、ネットワークをむす

び、患者 ・家族のニーズに対応しているのか概説を行っ

た。終末期には様々な症状、ニーズが出現するため、患

者、家族が安心して自宅で過ごすには、病院、地域、そ

して緩和ケアのチ ームが連携して、患者、家族、そして

チームでケアのゴールを設定し、継続して関わることが

不可欠である。 SAPSはそのネットワークの中心的存

在、役割を担い、患者、家族の希望に応えるべく、活動

を行っている。日本ではまだそのような地盤となるチー

ムも少なく、システム、またネットワークも不備である

ために、終末期における患者、家族のニーズに対応しき

れていないのが現状である。そのため緩和ケア病棟に入

院し、症状コン トロールを行い状態が安定しでも、 社会

的資源、サポート、ネットワ ークが充分でないために、

自宅に戻るタイミングを逸し、なくなられてゆく患者も

あった。「この方にとって、このような最期の迎え方は

よかったのだろうか。終末期において、この方は何を思っ

て過ごしておられたのだろうか」と考えさせられること

もしばしばである。日本、オーストラリアでのガン看護、

緩和ケアにおける経験、学びから、オース トラリアのシ

ステム ・実際のケアから学び、導入できる点は多数ある

と筆者は考える。 例えば緩和ケアチームの存在、チ ーム

を中心とした各施設の連携とケアの継続性は日本の緩和

ケアにおいても有用であると思われる。今後さらにニー

ズやサービ、ス、システム、各職種のネットワ ークなど様々

な点で比較、考察を行い、導入すべき点を検討すること

が必要である。

最後になりましたが、本稿執筆にご協力いただいた皆

様に深く感謝申し上げます。
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